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前文 
すべての人が、ひとりの人間として尊重さ

れ、社会参加の機会を平等に持つことにより自

己実現を果たせる社会を実現することは、私た

ちの願いであり、責務でもある。 
町田市では、１９７４年（昭和４９年）全国

に先駆けて町田市の建築物等に関する福祉環境

整備要綱を制定し、「車いすで歩けるまちづく

り」を市政の基本として、高齢者、障がい者、

妊産婦そして子どもたちと、すべての市民にと

って住みやすいまちづくりに努力してきたとこ

ろである。 
この要綱に基づく福祉のまちづくりは、事業

者をはじめとする市民を強制するものではな

く、公共の福祉の増進のための理解と協力を求

める方法によって進められ、道路の段差解消、

手すりの設置等において大きな成果を生むとと

もに、全国の自治体にも反響を呼び、福祉のま

ちづくりのモデルともなっている。 
その後、１９９３年（平成５年）には、この

条例を制定することにより、市内の建築物、道

路等の施設のバリアフリー化等、福祉のまちづ

くりの先駆的な取組を行ってきた。 
しかし、２１世紀に入り、高齢化や少子化が

一層進み、社会がこれまで以上に多様化してい

る。こうした社会の変化を踏まえ、すべての人

が基本的人権を尊重され、自らの意思で行動

し、あらゆる分野の活動に参加することができ

るよう、心のバリアフリーやユニバーサルデザ

インをはじめ、福祉のまちづくりを総合的に推

進していくとともに、地域社会における連携を

深め、相互に協力する必要がある。 
さらなる未来に向けて、すべての人にとって

住みやすいまちづくりを推進していくために、

市民の総意で取り組む決意をもって、この条例

を制定する。 
 

第１章 総則 
（目的） 

第１条 この条例は、福祉のまちづくりに果たす

べき町田市（以下「市」という。）、市民及び事

業者それぞれの役割と責務を明らかにすると

ともに、福祉のまちづくりを推進するための基

本的事項を定めることにより、福祉のまちづく

りの総合的な推進を図り、もってすべての人が

安心して快適に住み続けることのできる地域

社会の実現に資することを目的とする。 

（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 
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（１）心のバリアフリー 心の中にある先入観、

偏見等の障壁を取り除き、すべての人の存

在をお互いに理解し、支え合う考え方をい

う。 

（２）ユニバーサルデザイン 年齢、性別、国

籍、個人の能力等にかかわらず、すべての

人が円滑に利用できるよう生活環境その

他の環境を作り上げることをいう。 

（３）都市施設 病院、図書館、飲食店、ホテ

ル、劇場、物品販売業を営む店舗、共同住

宅、車両等（鉄道の車両、自動車その他の

旅客の運送の用に供する機器で市規則（以

下「規則」という。）で定めるものをいう。

以下同じ。）の停車場を構成する施設、道

路、公園その他の多数の者が利用する施設

で規則で定めるものをいう。 

（４）特定都市施設 都市施設のうち、特に施

設の整備を推進する必要のあるもので、規

則で定める種類及び規模のものをいう。 

（市の基本的責務） 
第３条 市は、この条例の趣旨にのっとり、福祉

のまちづくりを推進するために必要な施策を

総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有

する。 

２ 市は、市の行うすべての施策において、前項

の施策を適切かつ確実に実施するために必要

な措置を積極的に講じなければならない。 

（施策の基本的方針） 
第４条 前条第１項の施策は、次に掲げる基本的

方針に基づき策定されなければならない。 

（１）すべての市民がひとりの人間としての自

主性を尊重されること。 

（２）すべての市民が自立して、共に暮らすこ

とができる豊かな地域社会づくりを推進

すること。 

（３）すべての市民の自由な社会参加を促すた

めの支援を行うこと。 

（４）すべての市民が自らの意思で自由に行動

でき、及び安心して生活できる都市環境整

備を推進すること。 

（市民の権利と基本的責務） 
第５条 市民は、法令、条例、規則等の定めると

ころにより実施される、福祉に関する各種のサ

ービスを等しく受ける権利を有するとともに、

当該サービスに相当する負担を負わなければ

ならない。 

（事業者の基本的責務） 
第６条 事業者は、地域社会の一員であることを

自覚し、その事業活動が地域社会に密接な影響

を与えることに配慮し、積極的に福祉のまちづ

くりの推進に努めるとともに、市長が実施する

福祉のまちづくりに関する施策に協力しなけ

ればならない。 

（地域社会における連帯の形成） 
第７条 市民は、地域社会の一員であることを自

覚し、相互の交流を深めることにより、地域社

会における連帯（以下「地域連帯」という。）の

形成に努めていかなければならない。 

（事業者による地域連帯の形成に関する協力） 
第８条 事業者は、地域連帯の形成を促進するた

め、その有する人材、資力又はその所有若しく

は管理に係る施設を提供するなど、地域への協

力に努めなければならない。 

 

第２章 福祉のまちづくりを推進するた

めの基本的事項 
第１節 健康の確保 

（健康の保持増進） 
第９条 市は、市民自らの健康づくりに関する意

識の高揚を図るとともに、保健医療体制の充実

及び良好な生活環境の維持により、市民の健康

を保持し、かつ、増進するよう努めるものとす

る。 

（保健医療の充実） 
第１０条 市は、医師会その他の関係機関と連携

し、健康教育の充実、健康増進体制の整備、医

療機関の計画的な整備、救急医療体制の整備並

びに高齢者及び障がい者をはじめとするすべ

ての人のための施設の整備等に努めるものと

する。 

（自主的な健康づくり） 
第１１条 市民は、健康に関する認識を高め、自

らの健康状態を把握し、健康の保持増進に努め

なければならない。 

第２節 社会参加の促進 
（生涯学習・文化活動の機会の保障） 

第１２条 市は、市民自らがその能力を開発し、

又は社会に貢献することができるよう、生涯を

通じて学習をする機会及び自由な文化活動を

行う機会を設けるよう努めるものとする。 

（子育て支援施策及び子育て支援環境の整備） 
第１３条 市は、将来を担う子どもたちの健やか

な成長を支える施策の充実に積極的に取り組

むとともに、男女が共に育児にかかわる子育て

支援環境の整備に努めるものとする。 

（就業機会の創出等） 
第１４条 事業者は、就業を希望する高齢者、障

がい者等に対し、広く就業の機会を創出し、及

び雇用関係を安定させるよう努めなければな

らない。 

（就業対策の推進） 
第１５条 市は、高齢者、障がい者その他の就業

が困難な者の就業機会の確保の支援、労働能力

の開発、訓練施設の整備等に努めるものとする。 
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（高齢者、障がい者等の自立） 
第１６条 高齢者、障がい者等は、自らの能力を

最大限に活用し、又は訓練することにより自立

に努め、市長は、その自立を支援するよう努め

るものとする。 

（社会福祉施設を運営する者の責務） 
第１７条 社会福祉施設を運営する者は、入所者

等と地域社会の関係が維持されるよう配慮す

るとともに、高齢者、障がい者等がその施設を

利用できるよう努めなければならない。 

第３節 情報、心のバリアフリー、サ

ービス等に係る取組 
（安全で快適な利用等のための情報提供等） 

第１８条 市、市民及び事業者は、福祉のまちづ

くりを推進するため、相互に情報を提供し、情

報の共有に努めるものとする。 

２ 市は、福祉のまちづくりに関する情報の収集

及び提供並びに指導及び助言に努めるものと

する。 

３ 市は、市民、事業者等が行う先導的な取組が

福祉のまちづくりの推進に資すると認めると

きは、その取組の普及に努めなければならない。 

（心のバリアフリー及びユニバーサルデザイ

ンの普及及び啓発） 
第１９条 市は、福祉のまちづくりに関する意識

の高揚を図るため、心のバリアフリーの普及及

び啓発に努めるものとする。 

２ 市は、福祉のまちづくりに関する施策を推進

するため、ユニバーサルデザインの普及及び啓

発に努めるものとする。 

（教育及び学習の振興等） 
第２０条 市は、福祉のまちづくりに関する教育

及び学習の振興並びに広報活動の充実により、

市民及び事業者が福祉のまちづくりに関する

理解を深めるよう努めるものとする。 

（身体障害者補助犬の周知） 
第２１条 市は、身体障害者補助犬（身体障害者

補助犬法（平成１４年法律第４９号）第２条第

１項に規定するものをいう。）を同伴している

こと等を理由に、都市施設の利用を妨げられる

ことのないよう、広く周知に努めるものとする。 

（在宅福祉サービスの提供） 
第２２条 市は、高齢者、障がい者その他の日常

生活に支障のある市民に対し、在宅での生活を

適切に支えるためのサービスを行うものとす

る。 

（在宅福祉への理解と協力） 
第２３条 市民は、在宅福祉の重要性を認識し、

高齢者、障がい者その他の日常生活に支障のあ

る市民の生活を支援するよう努めなければな

らない。 

（外出支援サービスの充実促進） 
第２４条 市は、高齢者、障がい者その他の外出

に支障のある市民に対し、外出を支援するため

のサービスの充実に努めなければならない。 

 

第３章 推進計画の策定 
（計画の策定） 

第２５条 市長は、福祉のまちづくりに関する施

策を総合的かつ計画的に推進するための基本

となる計画（以下「推進計画」という。）を策定

するものとする。 

２ 推進計画は、次に掲げる事項について定める

ものとする。 

（１）福祉のまちづくりに関する目標 

（２）福祉のまちづくりに関する施策の方向 

（３）福祉のまちづくりに関する施策を推進す

るために重要な事項 

３ 市長は、推進計画の策定に当たり、市民及び

事業者の意見を聴くとともに、福祉のまちづく

りに関する施策の評価を行い、その結果を推進

計画に反映させるものとする。 

４ 市長は、推進計画を策定し、又は変更したと

きは、速やかに、これを公表するものとする。 

（推進体制の整備） 
第２６条 市長は、市、市民及び事業者が一体と

なって福祉のまちづくりを推進するため、必要

な体制の整備に努めるものとする。 

 

第４章 都市施設等の整備 
第１節 都市施設の整備 

（整備基準） 
第２７条 市長は、高齢者及び障がい者をはじめ

とするすべての人が都市施設を円滑に利用で

きるようにするための措置に関し、都市施設を

所有し、又は管理する者（以下「施設所有者等」

という。）の判断の基準（以下「整備基準」とい

う。）を定めるものとする。 

２ 整備基準は、次に掲げる事項について、都市

施設の種類及び規模に応じて規則で定めるも

のとする。 

（１）出入口の構造に関する事項 

（２）廊下及び階段の構造並びにエレベーター

の設置に関する事項 

（３）車いすで利用できる便所及び駐車場に関

する事項 

（４）案内標示及び視覚障がい者誘導用ブロッ

クの設置に関する事項 

（５）道路及び公園の園路の構造に関する事項 

（６）ベビーチェア及びベビーベッド等の設置

に関する事項 

（７）前各号に掲げるもののほか、高齢者及び

障がい者をはじめとするすべての人の利
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用に配慮すべき事項 

（整備基準への適合努力義務） 
第２８条 施設所有者等は、自ら所有し、又は管

理する都市施設を整備基準に適合させるため

の措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 施設所有者等は、高齢者及び障がい者をはじ

めとするすべての人が円滑に施設間を移動す

ることができるようにするため、他の施設所有

者等との連携を図り、自ら所有し、又は管理す

る都市施設とその周辺の都市施設とを一体的

に整備するよう努めなければならない。 

（整備基準適合証の交付及び都市施設の検査） 
第２９条 施設所有者等は、都市施設を整備基準

に適合させているときは、規則で定めるところ

により、市長に対し、整備基準に適合している

ことを証する証票（以下「整備基準適合証」と

いう。）の交付を請求することができる。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったとき

は、当該都市施設が、整備基準に適合している

かどうかについて、市長の指定する職員に検査

をさせるものとする。 

３ 前項の規定により検査をする職員は、その身

分を示す証明書を携帯し、当該都市施設の関係

人に提示しなければならない。 

４ 市長は、第２項の検査の結果、当該検査に係

る都市施設が整備基準に適合していると認め

るときは、規則で定めるところにより、当該施

設所有者等に対し、整備基準適合証を交付する

ものとする。 

（市の施設の先導的整備等） 
第３０条 市は、自ら設置する都市施設を整備基

準に適合するよう率先して整備するものとす

る。 

２ 市長は、国、東京都その他規則で定める公共

的団体に対し、これらが設置する都市施設の整

備基準への適合に率先して努めるよう要請す

るものとする。 

第２節 特定都市施設の整備 
（遵守基準への適合義務） 

第３１条 特定都市施設の新設又は改修（建築物

については、増築、改築、大規模の修繕、大規

模の模様替又は用途変更（用途を変更して特定

都市施設にする場合に限る。）をいう。以下「特

定都市施設の新設等」という。）を行おうとす

る者（以下「特定整備主」という。）は、当該特

定都市施設を整備基準のうち特に守るべき基

準として規則で定めるもの（以下「遵守基準」

という。）に適合させるための措置を講じなけ

ればならない。 

２ 特定整備主は、前項の規定により遵守基準に

適合させた特定都市施設について、当該遵守基

準に係る機能の維持及び保全に努めなければ

ならない。 

（特定都市施設の新設等の事前協議） 
第３２条 特定整備主は、第２７条第２項各号に

掲げる事項の計画について、規則で定めるとこ

ろにより、工事に着手する前に市長に協議しな

ければならない。 

２ 前項の規定による協議をした者は、当該協議

の内容の変更をするときは、当該変更をする事

項について、当該事項に係る部分の当該変更後

の内容の工事に着手する前に市長に協議しな

ければならない。 

（指導及び助言） 
第３３条 市長は、前条第１項又は第２項の規定

による協議（以下「事前協議」という。）をした

特定整備主に対し、第２８条第１項若しくは第

２項又は第３１条第１項に規定する措置等の

適確な実施を確保するため必要があると認め

るときは、整備基準又は遵守基準を勘案して特

定都市施設の設計及び施工に係る事項につい

て、必要な指導及び助言を行うことができる。 

（工事完了の届出） 
第３４条 特定整備主は、特定都市施設の新設等

に係る工事が完了したときは、速やかに市長に

届け出なければならない。 

（特定都市施設に関する検査） 
第３５条 市長は、前条の規定による届出のあっ

た特定都市施設が、事前協議の内容に適合して

いるかどうかについて、市長の指定する職員に

検査をさせるものとする。 

２ 第２９条第３項の規定は、前項の検査を行う

場合について準用する。 

（検査済証の交付） 
第３６条 市長は、前条第１項の検査の結果、当

該検査に係る特定都市施設が事前協議の内容

に適合していると認めるときは、規則で定める

ところにより、当該特定整備主に対し、検査済

証を交付するものとする。 

（勧告及び命令） 
第３７条 市長は、特定整備主が、事前協議を行

わずに工事に着手したとき、又は事前協議を行

ったものの当該事前協議の内容と異なる工事

を行ったときは、規則で定めるところにより、

必要な措置をとるべきことを勧告することが

できる。 

２ 市長は、前項の規定による勧告に従わない者

に対し、規則で定めるところにより、期限を定

めて必要な措置をとるべき旨を命ずることが

できる。 

（公表） 
第３８条 市長は、前条第２項の規定による命令

を受けた者が、正当な理由なく当該命令に従わ

ないときは、規則で定めるところにより、その

資 料 編 
1 - 4



 

 

旨及びその内容を公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定により公表しようとする

ときは、前条第２項の規定による命令を受けた

者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を

与えなければならない。 

（既存特定都市施設の状況の把握及び指導、

助言等） 
第３９条 この節の規定の施行の際、現に存する

特定都市施設（以下「既存特定都市施設」とい

う。）を所有し、又は管理している者（以下「既

存特定都市施設所有者等」という。）は、第２８

条第１項及び第２項並びに第３１条第１項に

規定する措置等の状況の把握に努めなければ

ならない。 

２ 市長は、第３３条に定めるもののほか、既存

特定都市施設所有者等に対し、既存特定都市施

設において第２８条第１項若しくは第２項又

は第３１条第１項に規定する措置等の適確な

実施を確保するため必要があると認めるとき

は、当該既存特定都市施設の整備基準又は遵守

基準への適合の状況を勘案し、必要な措置を講

ずるよう指導及び助言を行うことができる。 

（特定都市施設に係る整備状況の報告等） 
第４０条 市長は、特定整備主又は特定都市施設

を所有し、若しくは管理する者（以下「特定整

備主等」という。）に対し、第３３条又は前条第

２項の規定による指導又は助言を行うに当た

り必要と認めるときは、規則で定めるところに

より、当該特定都市施設における整備基準及び

遵守基準への適合状況について、報告を求める

ことができる。 

（特定都市施設に関する調査） 
第４１条 市長は、特に必要があると認めるとき

は、市長の指名する職員に、特定整備主等の同

意を得て、特定都市施設に立ち入らせ、整備基

準及び遵守基準への適合状況について調査さ

せることができる。 

２ 第２９条第３項の規定は、前項の規定による

調査を行う場合について準用する。 

第３節 駐車区画の整備等 
（思いやり駐車区画の整備） 

第４２条 市は、都市施設を設置するときは、思

いやり駐車区画（障がい者、妊産婦、乳幼児を

連れた者、歩行が困難な高齢者又は療養中若し

くはリハビリ中の者が円滑に利用することが

できるよう配慮された駐車区画をいう。以下同

じ。）を設置するよう努めなければならない。 

（思いやり駐車区画等の利用） 
第４３条 都市施設を利用する者は、その施設に

思いやり駐車区画又は障がい者のための駐車

区画が設けられているときは、当該駐車区画を

利用する必要がある者の利用を妨げてはなら

ない。 

第４節 車両等の整備 
（車両等の整備努力義務） 

第４４条 公共交通機関の車両等を所有し、又は

管理する者（以下「車両所有者」という。）は、

当該車両等について、高齢者及び障がい者をは

じめとするすべての人が安全かつ円滑に利用

できるようその整備に努めなければならない。 

（公共交通機関の車両等に係る整備状況の報

告等） 
第４５条 市長は、必要と認めるときは、車両所

有者に対し、整備状況の報告を求めることがで

きる。 

２ 市長は、前項の報告があったときは、必要な

指導又は助言を行うことができる。 

第５節 住宅等の整備 
（住宅政策の推進） 

第４６条 市は、高齢者及び障がい者をはじめと

するすべての人が安全かつ快適に生活できる

住宅の確保及び住まい方に関する施策を推進

するものとする。 

２ 市民及び事業者は、高齢者及び障がい者をは

じめとするすべての人が安全かつ快適に生活

できるよう配慮された住宅の普及に努めるも

のとする。 

（住宅を供給する事業者の責務） 
第４７条 住宅を供給する事業者は、高齢者及び

障がい者をはじめとするすべての人が安全か

つ快適に利用できるように配慮した住宅の供

給に努めなければならない。 

（福祉用具等の品質の向上等） 
第４８条 福祉用具を製造し、販売し、又は賃貸

する事業者は、高齢者、障がい者その他の日常

生活に支障のある市民の、心身の特性及び置か

れている環境を踏まえ、当該市民が円滑に利用

できるよう当該福祉用具の品質の向上、情報の

提供その他必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

２ 前項に定めるもののほか、食器、家具、電化

製品その他の日常生活で利用する物品を製造

し、販売し、又は賃貸する事業者は、高齢者及

び障がい者をはじめとするすべての人が円滑

に利用できるよう当該物品の使いやすさの向

上、情報の提供その他必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。 

 

第５章 福祉のまちづくり推進協議会 
（福祉のまちづくり推進協議会） 

第４９条 市の区域における福祉のまちづくり

の総合的な推進に関し必要な事項について調

査審議するため、町田市福祉のまちづくり推進

協議会（以下「協議会」という。）を置く。 
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２ 協議会は、市長の諮問に応じ、福祉のまちづ

くりを総合的に推進するための施策に関する

ことその他福祉のまちづくりの推進に関する

基本的事項について調査審議し、答申する。 

３ 協議会は、委員２５名以内をもって組織し、

次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１）事業者 ７名以内 

（２）町田市民 １０名以内 

（３）学識経験者 ３名以内 

（４）関係行政機関の職員 ５名以内 

４ 協議会に会長を置き、委員の互選により定め

る。 

５ 専門的事項を審議させるため、協議会に部会

を置く。 

６ 部会は、会長が指名する委員及び市長が委嘱

する者をもって組織する。 

７ 専門的事項を調査させるため必要があると

きは、協議会又は部会に専門委員を置くことが

できる。 

８ 前各項に定めるもののほか、協議会及び部会

に関し必要な事項は、規則で定める。 

第６章 雑則 
（委任） 

第５０条 この条例に定めるもののほか、この条

例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例の施行期日は、規則で定める。 
附 則 （平成８年９月３０日条例第２３

号） 

この条例の施行期日は、町田市規則で定める。 
附 則 （平成１０年１２月２８日条例第

３１号） 

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 
附 則 （平成１１年６月３０日条例第１

７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則 （平成１３年３月３０日条例第６

号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則 （平成１３年６月２７日条例第２

２号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成１３年７月１日から施行す

る。 

（町田市非常勤の特別職の職員の報酬及び費

用弁償に関する条例の一部改正） 
２ 町田市非常勤の特別職の職員の報酬及び費

用弁償に関する条例（昭和３３年４月町田市条

例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第４２号を第４３号とし、第４１

号の次に次の１号を加える。 
（４２）福祉のまちづくり推進協議会委員及

び部会員 

別表第１環境審議会の項の次に次のように

加える。 
福祉の

まちづ

くり推

進協議

会 

会長 日額 ２５，５００円 
部会長 日額 ２５，５００円 
学識経験者 日額 ２１，７００円 
その他委員

（関係行政

機関の職員

を除く。） 

日額 １０，０００円 

委員以外の

部会員 
日額 １０，０００円 

附 則 （平成１３年１２月２７日条例第

３０号） 

この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 
附 則 （平成１５年３月３１日条例第２

１号） 

この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 
附 則 （平成２２年３月２９日条例第２

号） 

（施行期日） 
１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、

第２条及び次項の規定は、平成２２年７月１日

から施行する。 

（経過措置） 
２ 第２条の規定による改正後の町田市福祉の

まちづくり総合推進条例（以下「改正後の条例」

という。）第３１条の規定は、前項ただし書に

規定する日以後に改正後の条例第３２条の規

定による協議をした者について適用する。 
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○町田市福祉のまちづくり総合推進条例施行規則 

平成７年２月２２日町田市規則第６号 

地域福祉部福祉総務課 

最終改正 令和５年９月２９日町田市規則第６９号 

 

（趣旨） 
第１条 この規則は、町田市福祉のまちづくり総

合推進条例（平成５年１２月町田市条例第４２

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 
第２条 この規則において使用する用語は、条例

において使用する用語の例による。 

（車両等） 
第３条 条例第２条第３号に規定する規則で定

める車両等は、次に掲げる車両等とする。 

（１） 鉄道に関する技術上の基準を定める省

令（平成１３年国土交通省令第１５１号）

第２条第１２号に規定する旅客車 

（２） 軌道法施行規則（大正１２年内務省・

鉄道省令）第９条第１項第１７号ロに掲げ

る客車 

（３） 道路運送法（昭和２６年法律第１８３

号）第３条第１号イに規定する一般乗合旅

客自動車運送事業の用に供する自動車 

（４） タクシー業務適正化特別措置法（昭和

４５年法律第７５号）第２条第１項に規定

するタクシー 

（５） 前各号に掲げる車両等に類するもの 

（特定都市施設） 
第４条 条例第２条第４号に規定する規則で定

める特定都市施設は、別表第１の都市施設の欄

に掲げる施設のうち、特定都市施設の欄に定め

る規模の施設とする。ただし、同表の１の部及

び２の部に定める都市施設においては、建築基

準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」

という。）第３条第１項に規定する建築物並び

に文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）

第１４３条第１項及び第２項の伝統的建造物

群保存地区内における同法第２条第１項第６

号の伝統的建造物群を構成している建築物を

除く。 

（整備基準） 
第５条 条例第２７条第２項に規定する規則で

定める事項は、次の表の左欄に掲げる区分に応

じ、それぞれ同表の都市施設の欄に掲げるもの

とし、条例第３１条第１項の整備基準のうち特

に守るべき基準として規則で定めるもの（以下

「遵守基準」という。）は、同表の左欄に掲げる

区分に応じ、それぞれ同表の特定都市施設の欄

に掲げるものとする。 

区分 都市施設 特定都市施設 

建築物（共同住

宅等を除く。） 

別表第２に

定める事項 

別表第４に

定める事項 

建築物（共同

住宅等） 

別表第３に

定める事項 

別表第５に

定める事項 

小規模建築物 

（共同住宅等

を除く。） 

別表第２に

定める事項 

別表第６に

定める事項 

小規模建築物 

（共同住宅等） 

別表第３に

定める事項 

別表第７に

定める事項 

道路 別表第８に

定める事項 

別表第８に

定める事項 

公園 別表第９に

定める事項 

別表第９に

定める事項 

公共交通施設 別表第 10に

定める事項 

別表第 10に

定める事項 

路外駐車場 別表第 11 に

定める事項 

別表第 11 に

定める事項 

 

２ 整備基準は、別表第１の１の部及び２の部に

定める都市施設にあっては不特定若しくは多

数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい

者等が利用する部分について適用し、同表の３

の部から６の部までに定める都市施設にあっ

ては不特定かつ多数の者が利用する部分につ

いて適用する。 

３ 別表第１の１の部及び２の部に定める特定

都市施設を改修する場合においては、遵守基準

は、次に掲げる部分に限り適用する。 

（１） 当該改修に係る部分 

（２） 道又は公園、広場その他の空地（以下

「道等」という。）から前号に掲げる部分に

ある不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障がい者等が利用する居室

（以下この条において「利用居室」とい

う。）、共同住宅等の各住戸又はホテル若し

くは旅館（風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律（昭和２３年法律第１

２２号）第２条第６項第４号に規定する営

業の用に供する施設及び旅館業法（昭和２

３年法律第１３８号）第２条第３項に規定

する簡易宿所営業の施設を除く。別表第２

の１０の項第３号、別表第４の５の項第３
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号、同表６の項第２号、同表７の項及び同

表１０の項第３号において同じ。）におけ

る車椅子使用者が円滑に利用できる客室

（以下「車椅子使用者用客室」という。）以

外の各客室（以下「一般客室」という。）ま

での１以上の経路を構成する出入口、廊下

（これに類するものを含む。）（以下「廊下

等」という。）、階段、傾斜路、エレベータ

ーその他の昇降機及び敷地内の通路 

（３） 不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障がい者等が利用する便所 

（４） 第１号に掲げる部分にある利用居室

（当該改修に係る部分に利用居室が設け

られていないときは、道等。第６号におい

て同じ。）から車椅子を使用している者（以

下「車椅子使用者」という。）が円滑に利用

することができる便房（以下「車椅子使用

者用便房」という。）（前号に掲げる便所に

設けられるものに限る。）までの１以上の

経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾

斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷

地内の通路 

（５） 不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障がい者等が利用する駐車

場 

（６） 前号に掲げる駐車場に設けられる障が

い者が円滑に利用することができる駐車

区画（以下「障がい者用駐車区画」という。）

から第１号に掲げる部分にある利用居室

又は一般客室までの１以上の経路を構成

する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレ

ベーターその他の昇降機及び敷地内の通

路 

４ 別表第１の１の部及び２の部の都市施設の

うち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第

２条第１９号に掲げる特別特定建築物（高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行令（平成１８年政令第３７９号）第５条

第１号に規定する公立小学校等を除く。）その

他これに類する施設でない施設においては、前

項並びに別表第４及び別表第６中「不特定かつ

多数の者が利用し、又は主として高齢者、障が

い者等が利用する」とあるのは、「多数の者が

利用する」とする。 

５ 別表第２から別表第１１までの規定にかか

わらず、整備基準に適合させるための措置と同

等以上に高齢者及び障がい者をはじめとする

全ての人が円滑に利用できると市長が認める

場合又は地形若しくは敷地の形状、建築物の構

造その他やむを得ない事情により整備基準に

よる整備が困難であると市長が認める場合は、

これによらないことができる。 

（整備基準適合証の交付） 
第６条 整備基準適合証（以下「適合証」という。）

の交付の請求は、整備基準適合証交付請求書

（第１号様式）に当該都市施設が整備基準に適

合していることを明らかにする図書を添付し

て行わなければならない。 

２ 適合証（第２号様式）の交付は、整備基準適

合証交付決定通知書（第３号様式）により行う

ものとする。 

３ 市長は、適合証の交付の請求があった場合に

おいて、不交付の決定をしたときは、請求者に、

整備基準適合証不交付決定通知書（第４号様式）

により、理由を付して通知するものとする。 

４ 市長は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、適合証の交付を受けた者から適合証を返還

させることができる。 

（１） 虚偽の請求その他不正の事実が判明し

たとき。 

（２） 交付の対象となった都市施設が、改修

等により整備基準に適合しなくなったと

き。 

（３） 前２号に掲げる場合のほか、返還させ

ることが適当であると認めるとき。 

（身分証明書） 
第７条 条例第２９条第３項（条例第３５条第２

項及び第４１条第２項において準用する場合

を含む。）に規定する身分を示す証明書は、身

分証明書（第５号様式）とする。 

（公共的団体） 
第８条 条例第３０条第２項の規則で定める公

共的団体は、地方公共団体、地方公共団体の組

合及び地方道路公社とする。 

（特定都市施設の新設等の事前協議） 
第９条 条例第３２条第１項及び第２項の規定

による協議は、建築物にあっては法第６条第１

項若しくは法第６条の２第１項に規定する確

認の申請又は法第１８条第２項に規定する計

画の通知（以下これらを「確認の申請等」とい

う。）を行う前に、確認の申請等を伴わないも

のにあっては工事に着手する日の３０日前ま

でに特定都市施設整備計画（変更）協議申請書

（第６号様式又は第７号様式）を提出して行わ

なければならない。 

２ 特定都市施設整備計画（変更）協議申請書に

は、次に掲げる書類及び図書を添付しなければ

ならない。 

（１） 町田市福祉のまちづくり総合推進条例

特定都市施設整備項目表（以下「整備項目

表」という。）（第８号様式から第１５号様

式までのうち該当するもの） 

（２） 当該特定都市施設の区分に応じ、別表
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第１２に定める図書 

３ 市長は、第１項に規定する申請があったとき

は、その内容を審査し、適当と認めるときは、

特定都市施設整備（変更）協議済証（第１６号

様式）により当該申請者に通知する。 

４ 第１項に規定する事前協議をした者は、当該

事前協議に関する整備計画を廃止するときは、

特定都市施設整備計画取下書（第１７号様式）

を市長に提出しなければならない。 

（工事完了の届出） 
第１０条 条例第３４条の規定による届出は、次

に掲げる書類を提出して行うものとする。 

（１） 特定都市施設整備完了届出書（第１８

号様式） 

（２） 整備項目表（第８号様式から第１５号

様式までのうち該当するもの） 

（検査済証の交付） 
第１１条 条例第３６条の検査済証は、特定都市

施設整備検査済証（第１９号様式）とする。 

（勧告及び命令） 
第１２条 条例第３７条第１項の規定による勧

告は、勧告書（第２０号様式又は第２１号様式）

により行うものとする。 

２ 条例第３７条第２項の規定による命令は、命

令書（第２２号様式）により行うものとする。 

（公表） 
第１３条 条例第３８条第１項の規定による公

表は、町田市広報への掲載その他広く市民に周

知する方法により行うものとする。 

２ 公表する事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 命令を受けた者の氏名（法人にあって

は、名称及び代表者の氏名） 

（２） 命令を受けた者の住所（法人にあって

は、主たる事務所の所在地） 

（３） 命令の内容 

（４） 公表の原因となった事実 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必

要と認める事項 

（意見陳述の機会の付与） 
第１４条 条例第３８条第２項の意見を述べ、証

拠を提示する機会（以下「意見陳述の機会」と

いう。）におけるその方法は、市長が口頭です

ることを認める場合を除き、意見及び証拠を記

載した書面（以下「意見書」という。）を提出し

て行うものとする。 

２ 市長は、命令を受けた者に対し意見陳述の機

会を与えるときは、意見書の提出期限（口頭に

よる意見陳述の機会を与えるときは、その日時）

までに相当の期間をおいて、当該命令を受けた

者に対し、次に掲げる事項を書面により通知す

るものとする。 

（１） 公表しようとする内容 

（２） 公表の根拠となる条例等の条項 

（３） 公表の原因となる事実 

（４） 意見書の提出先及び提出期限（口頭に

よる意見陳述の機会を与えるときは、その

旨並びに出頭すべき日時及び場所） 

３ 前項の通知を受けた者（以下「当事者」とい

う。）又はその代理人は、やむを得ない事情の

あるときは、市長に対し意見書の提出期限の延

長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を

申し出ることができる。 

４ 市長は、前項の規定による申出又は職権によ

り、意見書の提出期限を延長し、又は出頭する

日時若しくは場所を変更することができる。 

５ 市長は、当事者に口頭による意見陳述の機会

を与えたときは、当事者又はその代理人の意見

陳述の要旨を記載した書面を作成するものと

する。 

６ 代理人は、その代理権を証する書面を、意見

書の提出期限（口頭による意見陳述の機会を与

えられたときは、出頭すべき日時）までに市長

に提出しなければならない。 

７ 市長は、当事者又はその代理人が正当な理由

なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、

又は口頭による意見陳述をしなかったときは、

条例第３８条第１項の規定による公表をする

ことができる。 

（適合状況の報告） 
第１５条 条例第４０条の報告は、特定都市施設

適合状況報告書（第２３号様式又は第２４号様

式）により行わなければならない。 

２ 特定都市施設適合状況報告書には、次に掲げ

る書類及び図書を添付しなければならない。 

（１） 整備項目表（第８号様式から第１５号

様式までのうち該当するもの） 

（２） 当該特定都市施設の区分に応じ、別表

第１２に定める図書 

（協議会の委員の任期） 
第１６条 条例第４９条に規定する町田市福祉

のまちづくり推進協議会（以下「協議会」とい

う。）の委員の任期は、２年とし、再任を妨げな

い。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

（協議会の会長） 
第１７条 協議会の会長（以下「会長」という。）

は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ

指名する委員が、その職務を代理する。 

（協議会の会議） 
第１８条 協議会は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、

会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をも
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って決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、協議会

に委員以外の者の出席を求めることができる。 

（幹事） 
第１９条 協議会に幹事を置く。 

２ 幹事は、協議会の運営に参画する。 

３ 幹事は、町田市の職員のうちから市長が任命

する。 

（書面による調査審議） 
第２０条 第１８条第１項の規定にかかわらず、

会長は、災害その他のやむを得ない理由により

会議を開くことができない場合において、必要

があると認めるときは、書面による調査審議を

発議することができる。 

２ 書面による調査審議は、委員の過半数が同意

しなければ、実施することができない。 

３ 書面による調査審議における協議会の議事

は、委員の過半数が当該書面による調査審議に

参加した上で、当該参加した委員の過半数をも

って決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 

４ 会長は、書面による調査審議において、必要

があると認めるときは、委員以外の者に書面に

よる意見を求めることができる。 

（部会） 
第２１条 部会は、協議会から付託された事項に

ついて審議を行う。 

２ 部会に部会長を置き、部会員の互選により定

める。 

３ 部会長は、その部会の事務を掌理する。 

４ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会

長の指名する部会員が、その職務を代理する。 

５ 部会長は、部会に付託された事項について審

議を終了したときは、その結果について協議会

に報告する。 

６ 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関

し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。 

（協議会及び部会の庶務） 
第２２条 協議会及び部会の庶務は、地域福祉部

福祉総務課において処理する。 

（協議会に係る委任） 
第２３条 第１６条から前条までに定めるもの

のほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会

長が協議会に諮って定める。 

（補則） 
第２４条 この規則の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成７年７月１日から施行する。 
附 則（平成８年１０月２１日町田市規則

第５２号） 

この規則は、平成８年１１月１日から施行する。 
附 則（平成１３年６月２７日町田市規則

第３５号） 

この規則は、平成１３年７月１日から施行する。 
附 則（平成１４年１月１７日町田市規則

第１号） 

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 
附 則（平成１５年３月３１日町田市規則

第１６号） 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 
附 則（平成１６年８月２日町田市規則第

６０号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の町

田市福祉のまちづくり総合推進条例施行規則の

規定は、平成１６年４月１日から適用する。 
附 則（平成１９年１０月３１日町田市規

則第５８号） 

この規則は、平成１９年１１月１日から施行す

る。 
附 則（平成２０年３月２７日町田市規則

第１１号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 
附 則（平成２２年６月３０日町田市規則

第４１号） 

この規則は、平成２２年７月１日から施行する。 
附 則（平成２４年３月３０日町田市規則

第１５号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 
附 則（平成２５年３月２９日町田市規則

第２６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（平成２６年９月３０日町田市規則

第４３号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の町

田市福祉のまちづくり総合推進条例施行規則の

規定は、平成２６年７月２３日から適用する。 
附 則（平成２８年３月２３日町田市規則

第５５号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
附 則（平成２９年３月３１日町田市規則

第２５号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
附 則（令和元年６月２８日町田市規則第

６号） 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。 
附 則（令和２年６月３０日町田市規則第

５１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（令和２年１０月１５日町田市規則

第８９号） 

（施行期日） 
１ この規則は、令和２年１０月１５日から施行
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する。 

（経過措置） 
２ この規則の施行の日から起算して３０日を

経過する日以前に新設又は改修（建築物につい

ては、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の

模様替をいう。）の工事に着手した、町田市福

祉のまちづくり総合推進条例（平成５年１２月

町田市条例第４２号）第２条第３号に規定する

都市施設に該当するものに係る同条例第２９

条第１項に規定する整備基準適合証（以下「適

合証」という。）の交付については、当該都市施

設の完成の日から起算して６０日以内に交付

の申請があった場合には、この規則による改正

後の町田市福祉のまちづくり総合推進条例施

行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。ただし、同規則の規定による適合証の交付

を妨げない。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前

の第８号様式から第１５号様式までの様式に

よる用紙で現に残存するものは、所要の修正を

加え、なお使用することができる。 

附 則（令和３年３月１５日町田市規則第

１４号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
附 則（令和３年１０月１５日町田市規則

第６６号） 

（施行期日） 
１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 
２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の第１号様式、第６号様式から第１１号様式ま

で、第１３号様式、第１７号様式、第１８号様

式、第２３号様式及び第２４号様式による用紙

で現に残存するものは、所要の修正を加え、な

お使用することができる。 

附 則（令和４年３月３１日町田市規則第

２６号） 

（施行期日） 
１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の第８号様式から第１１号様式まで、第１３号

様式及び第１４号様式による用紙で現に残存

するものは、所要の修正を加え、なお使用する

ことができる。 

附 則（令和５年３月１５日町田市規則第

１４号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
附 則（令和５年９月２９日町田市規則第

６９号） 

この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 
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別表第1（第4条関係） 

１ 建築物 

 区分 都市施設 特定都市施設 

１ 学校等施設 学校教育法（昭和22年法律第26号）第

１条に規定する学校その他これに類す

る施設 

全ての施設 

２ 医療等施設 (１) 病院又は診療所（小規模建築物に

該当するものを除く。） 

(２) 助産所 

(３) 施術所 

(４) 薬局（医薬品の販売業を併せ行う

ものを除く。） 

(１)にあっては、全ての施設 

(２)、(３)及び(４)にあっては、用

途に供する部分の床面積（改修する

場合においては、改修に係る部分の

床面積。この部及び２の部において

同じ。）の合計が200m２以上の施設 

３ 興行施設 劇場、観覧場、映画館又は演芸場その他

これらに類する施設 

用途に供する部分の床面積の合計が

1,000m２以上の施設 

４ 集会施設 (１) 集会場（冠婚葬祭施設を含む。一

の集会室の床面積が200m２を超え

るもの。） 

(２) 集会場（冠婚葬祭施設を含む。全

ての集会室の床面積が200m２以下

のもの。） 

(３) 公会堂 

(４) 公民館 

(５) その他これらに類する施設 

(１)にあっては、全ての施設 

(２)にあっては、用途に供する部分

の床面積の合計が200m２以上の施

設 

(３)にあっては、全ての施設 

(４)及び(５)にあっては、用途に供

する部分の床面積の合計が200m２

以上の施設 

５ 展示施設等 展示場その他これに類する施設 用途に供する部分の床面積の合計が

1,000m２以上の施設 

６ 物品販売業

を営む店舗 

百貨店、マーケットその他の物品販売業

を営む店舗 

用途に供する部分の床面積の合計が

200m２以上の施設 

７ 宿泊施設 ホテル、旅館その他これらに類する施設 用途に供する部分の床面積の合計が

1,000m２以上の施設 

８ 事務所 (１) 保健所、税務署その他不特定かつ

多数の者が利用する官公署 

(２) 事務所（他の施設に附属するもの

を除く。） 

(１)にあっては、全ての施設 

(２)にあっては、用途に供する部分

の床面積の合計が1,000m２以上の

施設 

９ 共同住宅等 共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿その他こ

れらに類する施設 

用途に供する部分の床面積の合計が

1,000m２以上の施設 

10 福祉施設 (１) 老人ホーム、保育所、福祉ホーム

その他これらに類する施設 

(２) 老人福祉センター、児童厚生施

設、身体障害者福祉センターその他

これらに類する施設 

全ての施設 

11 運動施設又

は遊戯場等 

体育館、水泳場、ボーリング場、遊技場

その他これらに類する施設 

用途に供する部分の床面積の合計が

1,000m２以上の施設 

12 文化施設 博物館、美術館、図書館その他これらに

類する施設 

全ての施設 
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13 公衆浴場 公衆浴場 用途に供する部分の床面積の合計が

1,000m２以上の施設 

14 飲食店等 (１) 飲食店 

(２) キャバレー、料理店、ナイトクラ

ブ、ダンスホールその他これらに類

する施設 

(１)にあっては、用途に供する部分

の面積の合計が200m２以上の施設 

(２)にあっては、用途に供する部分

の面積の合計が1,000m２以上の施

設 

15 サービス店

舗等 

(１) 郵便局、理髪店、クリーニング取

次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他

これらに類するサービス業を営む

店舗 

(２) 一般ガス事業、一般電気事業、電

気通信事業の用に供する営業所 

(３) 学習塾、華道教室、囲碁教室その

他これらに類する施設 

用途に供する部分の床面積の合計が

200m２以上の施設 

16 工業施設 工場その他これらに類する施設 用途に供する部分の床面積の合計が

1,000m２以上の施設 

17 車両の停車

場を構成す

る建築物 

車両の停車場を構成する建築物で旅客

の乗降又は待合いの用に供するもの 

全ての施設 

18 自動車関連

施設 

(１) 自動車の停留又は駐車のための

施設 

(２) 自動車修理工場 

(３) 自動車洗車場 

(４) 給油取扱所 

(５) 自動車教習所 

(１)にあっては、用途に供する部分

の床面積の合計が500m２以上の施

設 

(２)、(３)及び(４)にあっては、用

途に供する部分の床面積の合計が２

００m２以上の施設 

(５)にあっては、用途に供する部分

の床面積の合計が1,000m２以上の

施設 

19 公衆便所 公衆便所 全ての施設 

20 公共用歩廊 公共用歩廊 用途に供する部分の床面積の合計が

2,000m２以上の施設 

21 地下街 地下街その他これに類する施設 用途に供する部分の床面積の合計が

1,000m２以上の施設 

22 複合施設 １の項から２１の項までに掲げる都市

施設の複合建築物 

用途に供する部分の床面積の合計が

1,000m２以上の施設 

  

資 料 編 
1 - 13



 

 

２ 小規模建築物 

 区分 都市施設 特定都市施設 

１ 医療等施設 (１) 診療所（患者の収容施設を有しないも

のに限る。） 

(２) 助産所 

(３) 施術所 

(４) 薬局（医薬品の販売業を併せ行うもの

を除く。） 

用途に供する部分の床面積の

合計が200m２未満の施設 

２ 興行施設 劇場、観覧場、映画館又は演芸場その他これら

に類する施設 

用途に供する部分の床面積の

合計が1,000m２未満の施設 

３ 集会施設 (１) 集会場（冠婚葬祭施設を含む。全ての集

会室の床面積が200m２以下のもの。） 

(２) 公民館その他これに類する施設 

(１)にあっては、その用途に供

する部分の床面積の合計が

200m２未満の施設 

(２)にあっては、その用途に供

する部分の床面積の合計が

200m２未満の施設 

４ 展示施設等 展示場その他これに類する施設 用途に供する部分の床面積の

合計が1,000m２未満の施設 

５ 物 品 販 売 業

を営む店舗 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営

む店舗 

用途に供する部分の床面積の

合計が200m２未満の施設 

６ 事務所 事務所（他の施設に附属するものを除く。） 用途に供する部分の床面積の

合計が300m２以上1,000m２

未満の施設 

７ 共同住宅等 共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿その他これらに

類する施設 

計画戸数が９戸以上かつ用途

に供する部分の床面積の合計

が1,000m２未満の施設 

８ 運 動 施 設 又

は遊戯場等 

体育館、水泳場、ボーリング場、遊技場その他

これらに類する施設 

用途に供する部分の床面積の

合計が1,000m２未満の施設 

９ 飲食店 飲食店 用途に供する部分の床面積の

合計が200m２未満の施設 

10 サ ー ビ ス 店

舗等 

(１) 郵便局、理髪店、クリーニング取次店、

質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類す

るサービス業を営む店舗 

(２) 一般ガス事業、一般電気事業、電気通信

事業の用に供する営業所、学習塾、華道教

室、囲碁教室その他これらに類する施設 

用途に供する部分の床面積の

合計が200m２未満の施設 

11 工業施設 工場その他これに類する施設 用途に供する部分の床面積の

合計が300m２以上1,000m２

未満の施設 

12 自 動 車 関 連

施設 

給油取扱所 用途に供する部分の床面積の

合計が200m２未満の施設 

13 地下街 地下街その他これらに類する施設 用途に供する部分の床面積の

合計が1,000m２未満の施設 

14 複合施設 別表第１建築物の部に掲げる区分１の項から

２１の項までに掲げる都市施設の複合建築物 

用途に供する部分の床面積の

合計が300m２以上1,000m２

未満の施設 
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３ 道路 

区分 都市施設 特定都市施設 

道路 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２条第１項に規定する

道路 

全ての施設 

 

４ 公園等 

区分 都市施設 特定都市施設 

公園等 (１) 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条第１項に

規定する都市公園 

(２) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４０条に掲

げる児童遊園 

(３) 東京都立公園条例（昭和３１年東京都条例第１０７号）

第２条第３項に規定する都市公園以外の公園 

(４) (１)から(３)までに掲げるもの以外の地方公共団体が

設置する公園 

(５) 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２条第１号

に規定する自然公園 

(６) 国及び地方公共団体以外の者が都市計画法（昭和４３年

法律第１００号）第５９条第４項の認可を受けて行う都市

計画事業による公園 

(７) 東京都霊園条例（平成５年東京都条例第２２号）第２条

第２項第１号に規定する霊園 

(８) 庭園（寺社等に附属する庭園、美術館、博物館等に附属

する庭園及び冠婚葬祭施設等に附属する庭園を除く。） 

(９) 動物園及び植物園（大学、研究所等が学術研究を目的と

して設置しているものを除く。） 

(１０) 遊園地 

(１１) その他これらに類する施設。ただし、次のいずれかに

該当する都市施設のうち、整備基準の適合が困難であると

市長が認める場合は、この限りでない。 

ア 工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変更その

他の行為についての禁止又は制限に関する文化財保護

法、都市計画法その他の法令又は条例の規定の適用があ

るもの 

イ 山地丘陵地、崖その他の著しく傾斜している土地に設

けるもの 

ウ 自然環境を保全することが必要な場所又は動植物の

生息地若しくは生育地として適正に保全する必要があ

る場所に設けるもの 

エ (２)、(３)、(４)及び(５)において、著しく狭小な敷

地に設けるもの 

全ての施設 
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５ 公共交通施設 

区分 都市施設 特定都市施設 

公共交通施設 (１) 鉄道の駅 

(２) 軌道の停留場 

(３) バスターミナル（自動車ターミナル法（昭和３４年法律

第１３６号）第２条第６項に規定するバスターミナル） 

全ての施設 

 

６ 路外駐車場 

区分 都市施設 特定都市施設 

路外駐車場 駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）第２条第２号に規定す

る路外駐車場で建築物以外のもの（特殊装置のみを用いるもの

を除く。） 

駐車の用に供する

面積が５００m２以

上の施設 
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別表第２ 建築物（共同住宅等を除く。）に関する整備基準（都市施設）（第5条関係） 

整備項目 整備基準 

１  移 動 等 円

滑 化 経 路

等 

(１) 次に掲げる場合には、それぞれ次に定める経路のうち１以上（エに掲げる場

合にあっては、その全て）を高齢者、障がい者等が円滑に利用できる経路（以

下「移動等円滑化経路等」という。）にしなければならない。 

ア 建築物に、不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障が

い者等が利用する居室等（以下この表において「利用居室等」という。）を

設ける場合 道等から当該利用居室等までの経路 

イ 建築物又はその敷地に８の項第２号アに掲げる構造の車椅子使用者用便

房（車椅子使用者用客室に設けられるものを除く。以下この号及び１９の項

において同じ。）を設ける場合 利用居室等（当該建築物に利用居室等が設

けられていないときは、道等。ウにおいて同じ。）から当該車椅子使用者用

便房までの経路 

ウ 建築物又はその敷地に障がい者用駐車区画を設ける場合 当該障がい者

用駐車区画から利用居室等までの経路 

エ 建築物が公共用歩廊である場合 その一方の側の道等から当該公共用歩

廊を通過し、その他方の側の道等までの経路（当該公共用歩廊又はその敷地

にある部分に限る。） 

(２) 移動等円滑化経路等上に、階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又は

エレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。 

２ 出入口 (１) 直接地上へ通ずる出入口（移動等円滑化経路等を構成する直接地上へ通ず

る出入口を除く。）の１以上は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 幅は、８５cm以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容

易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

(２) 移動等円滑化経路等を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、８５cm以上とすること（イに掲げるもの並びにエレベーターの籠

（人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。）及び昇降路の出入口に設けら

れるものを除く。）。 

イ 直接地上へ通ずる出入口の幅は、１００cm以上とすること。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容

易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

エ 直接地上へ通ずる出入口の付近に、リフト付き車両の停車及び車椅子使

用者の乗降が可能なスペースを設けるよう、配慮すること。 

３ 廊下等 (１) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用

する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 階段の上下端に近接する廊下等の部分又は傾斜路（階段に代わり、又はこ

れに併設するものに限る。）の上端に近接する廊下等の部分には、視覚障が

い者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等（床面

に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設

けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きい

ことにより、容易に識別できるものをいう。以下同じ。）を敷設すること。

ただし、当該廊下等の部分が次に掲げるものである場合は、この限りでな

い。 

（ア） 勾配が２０分の１以下である傾斜がある部分の上端に近接するもの 

（イ） 高さが１６cm以下であり、かつ、勾配が１２分の１以下である傾斜

がある部分の上端に近接するもの 

(２) 移動等円滑化経路等を構成する廊下等は、前号に掲げるもののほか、次に掲

げるものであること。 
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ア 幅は、１４０cm以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容

易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

ウ 授乳及びおむつ交換のできる場所を１以上設け、ベビーベッド、椅子等の

設備を適切に配置するとともに、その付近に、その旨の表示を行うこと（他

に授乳及びおむつ交換のできる場所を設ける場合を除く。）。 

エ 必要に応じて手すりを連続して設けること。 

４ 階段 (１) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用

する階段は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 踊り場を含めて、手すりを連続して設けること。 

イ 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きい

ことにより、段を容易に識別できるものとすること。 

エ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とす

ること。 

オ 段がある部分の上下端に近接する踊り場の部分には、視覚障がい者に対

し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、当該踊り場

が２５０cm以下の直進のものである場合においては、この限りでない。 

カ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設け

る空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 

(２) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用

する階段のうち１以上は、前号に掲げるもののほか、次に掲げるものでなけれ

ばならない。 

ア 段がある部分及び踊り場の両側に手すりを連続して設けること。 

イ 蹴上げの寸法は１８cm以下、踏面の寸法は２６cm以上とすること。 

ウ 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は１０cmを限

度として、ないものとみなす。）は、１２０cm以上とすること。 

(３) 前号の規定は、６の項に定める基準を満たすエレベーター及びその乗降ロ

ビーを併設する場合には、適用しない。ただし、主として高齢者、障がい者等

が利用する階段については、この限りでない。 

５  階 段 に 代

わり、又は

こ れ に 併

設 す る 傾

斜路 

(１) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用

する傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）は、次に掲げ

るものでなければならない。 

ア 手すりを連続して設けること。 

イ 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ 傾斜路の前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことに

より、その存在を容易に識別できるものとすること。 

エ 傾斜がある部分の上端に近接する踊り場の部分には、視覚障がい者に対

し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、当該踊り場

の部分が次に掲げるものである場合は、この限りでない。 

（ア） 勾配が２０分の１以下である傾斜がある部分の上端に近接するもの 

（イ） 高さが１６cm以下であり、かつ、勾配が１２分の１以下である傾斜

がある部分の上端に近接するもの 

（ウ） 直進で、長さが２５０cm以下の踊り場に設けるもの 

(２) 移動等円滑化経路等を構成する傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設する

ものに限る。）は、前号に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、階段に代わるものにあっては１４０cm以上、階段に併設するもの

にあっては９０cm以上とすること。 

イ 勾配は、１２分の１以下であること。 

ウ 高さが７５cmを超えるものにあっては、高さ７５cm以内ごとに踏幅が

１５０cm以上の踊り場を設けること。 
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エ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

オ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平た

んな部分を設けること。 

６  エ レ ベ ー

タ ー 及 び

そ の 乗 降

ロビー 

移動等円滑化経路等を構成するエレベーター（７の項に規定するものを除く。以

下この項において同じ。）及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。 

(１) 籠は、不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等

が利用する階に停止すること。 

(２) 籠及び昇降路の出入口の幅は、８０cm以上とすること。ただし、当該エレ

ベーターを設ける建築物の床面積の合計が５，０００m２を超える場合にあっ

ては、９０cm以上とすること。 

(３) 籠の内部については、次に掲げるものとすること。 

ア 奥行きは、１３５cm以上とすること。 

イ 幅は、１４０cm以上とし、車椅子使用者の転回に支障がない構造とする

こと。ただし、構造上やむを得ない場合において、車椅子で利用できる機種

を採用する場合は、この限りでない。 

ウ 当該エレベーターを設ける建築物の床面積の合計が５，０００m２を超え

る場合にあっては、幅は、１６０cm以上とすること。ただし、籠の出入口

が複数あるエレベーターで車椅子で円滑に利用できるもの又は１５人乗り

寝台用エレベーターを設置する場合は、この限りでない。 

(４) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、１５０cm以

上とすること。また、当該エレベーター付近に階段等を設ける場合には、利用

者の安全を確保するため、乗降ロビーに転落防止策を講ずるものとする。 

(５) 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を

設けること。また、次に掲げる方法により、視覚障がい者が円滑に操作できる

構造の制御装置（車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御

装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。）を設

けること。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

(６) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設ける

こと。また、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声に

より知らせる装置を設けること。 

(７) 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。また、

籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を

設けること。 

(８) 乗降ロビーに面する操作盤まで、視覚障がい者を適切に誘導できるよう、配

慮すること。 

(９) 前各号に掲げるもののほか、高齢者、障がい者等が支障なく利用できる構造

とすること。 

７  特 殊 な 構

造 又 は 使

用 形 態 の

エ レ ベ ー

タ ー そ の

他 の 昇 降

機 

移動等円滑化経路等を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他

の昇降機（平成１８年国土交通省告示第１４９２号第１第１号に規定するもの）

は、次に掲げる構造とすること。 

(１) 平成１２年建設省告示第１４１３号第１第９号に規定するものとするこ

と。 

(２) 籠の幅は７０cm以上とし、かつ、奥行きは１２０cm以上とすること。 

(３) 車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合においては、籠の幅

及び奥行きが十分に確保されていること。 

８ 便所 (１) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用

する便所を設ける場合には、床面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる

こと。 
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(２) 前号の便所のうち１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ

１以上）は、次に掲げるものとすること。 

ア 便所内に、次に掲げる構造の車椅子使用者用便房を１以上設けること。 

（ア） 腰掛便器が適切に配置されていること。 

（イ） 便器の両側に手すりを設け、そのうち片方の手すりは可動式とするこ

と。 

（ウ） 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保

されていること。 

（エ） 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設けるこ

と。 

（オ） 車椅子使用者用便房及び便所の出入口には、当該車椅子使用者用便房

の設備及び機能を表示すること。 

（カ） 高齢者、障がい者等が円滑に使用できる洗面器を設けること。 

（キ） 全ての人が使いやすい設備を適切に設置すること。 

イ 便所内に、高齢者、障がい者等が円滑に利用することができる構造の水洗

器具（オストメイト対応汚物流し等をいう。以下同じ。）を設けた便房を１

以上設け、当該便房及び便所の出入口には、その旨の表示を行うこと。 

ウ 便所内に、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備を

設けた便房を１以上設け、当該便房及び便所の出入口には、その旨の表示を

行うこと。 

エ 便所内に、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備を設

け、当該便所の出入口には、その旨の表示を行うこと（他におむつ交換がで

きる場所を設ける場合を除く。）。 

(３) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用

する一般便所を設ける場合には、そのうち１以上（男子用及び女子用の区別が

あるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げる構造とすること。 

ア 床面には、段差を設けないこと。 

イ 大便器は、１以上を腰掛式とすること。 

ウ 腰掛式とした大便器の１以上に、手すりを設けること。 

(４) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用

する男子用小便器のある便所を設ける場合には、そのうち１以上に、床置式の

小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが３５cm以下のものに限る。）その

他これらに類する小便器を１以上設け、当該小便器に手すりを設けなければ

ならない。 

９  浴 室 又 は

シ ャ ワ ー

室 

(１) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用

する浴室又はシャワー室（以下「浴室等」という。）を設ける場合には、床面

を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。 

(２) 前号の浴室等のうち１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞ

れ１以上）は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保され

ていること。 

ウ 出入口は、次に掲げるものであること。 

（ア） 幅は、８５cm以上とすること。 

（イ） 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が

容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこ

と。 

10  宿泊施設

の客室 

(１) 宿泊施設には、車椅子使用者用客室を全客室の５０分の１（１室未満の端数

は、切上げとする。）以上設けなければならない。 

(２) 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 便所は、次に掲げるものであること。 
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（ア） 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。 

（イ） 便所内に、次に掲げる構造の便房を設けること。 

a 腰掛便器、手すり等が適切に配置されていること。 

b 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保

されていること。 

（ウ） アの（イ）に掲げる便房及び当該便房が設けられている便所の出入口

は、次に掲げるものであること。 

a 幅は、８０cm以上とすること。 

b 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が

容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がない

こと。 

イ 浴室等は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられてい

る建築物に不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい

者等が利用する次に掲げる要件に該当する浴室等が１以上（男子用及び女

子用の区別があるときは、それぞれ１以上）設けられている場合は、この限

りでない。 

（ア） 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。 

（イ） 車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして次に掲げる

構造であること。 

a 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 

b 車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分な空間が確保されている

こと。 

（ウ） 出入口は、アの（ウ）に掲げるものであること。 

(３) ホテル又は旅館のうち、用途に供する部分の床面積の合計が１，０００m２ 

以上の施設の一般客室は、次に掲げるものでなければならない。ただし、和室部分

はこの限りでない。 

ア 一般客室の出入口の幅は、８０cm以上とすること。 

イ 一般客室内の１以上の便所及び１以上の浴室等の出入口の幅は、７５cm

（一般客室の床面積（和室部分及び同一客室内に複数の階がある場合にお

ける当該一般客室内の出入口のある階の部分以外の部分の床面積を除く。

エにおいて同じ。）が１５m２未満の場合にあっては、７０cm）以上とする

こと。 

ウ 一般客室内（同一客室内に複数の階がある場合は、当該一般客室の出入口

のある階の部分に限る。）には階段又は段を設けないこと。ただし、次に掲

げる場合に応じ、それぞれ次に定める部分を除く。 

（ア） 同一客室内に複数の階がある場合 当該一般客室の出入口のある階

とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る階段又は段の部分 

（イ） 勾配が、１２分の１以下である傾斜路を併設する場合 当該傾斜路が

併設された階段又は段の部分 

（ウ） 浴室等の内側に防水上必要な最低限の高低差を設ける場合 当該高

低差の部分 

エ イに規定する便所及び浴室等の出入口に接する通路その他これに類する

もの（当該出入口に接して脱衣室、洗面所その他これらに類する場所が設け

られている場合にあっては、当該出入口を除く当該場所の１以上の出入口

及びこれに接する通路その他これに類するもの）の幅は、１００cm（一般

客室の床面積が１５m２未満の場合にあっては、８０cm）以上とすること。 

11  観覧席又

は客席 

不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する

観覧席又は客席を設ける場合には、次に掲げる構造とすること。 

(１) 車椅子使用者のための観覧席又は客席としてのスペース（以下「車椅子使用

者のためのスペース」という。）を出入口から容易に到達でき、かつサイトラ

イン（可視線）に配慮した位置に全席数の５０分の１（１席未満の端数は、切

上げとする。）以上設けること。 
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(２) 車椅子使用者のためのスペースは、１席当たり、間口９０cm以上、奥行き

１４０cm以上（水平部分）とすること。 

(３) 車椅子使用者のためのスペースに至る通路に高低差がある場合は、勾配が

１２分の１以下の傾斜路を設けること。 

(４) 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(５) 集団補聴設備その他の高齢者、障がい者等の利用に配慮した設備を設ける

こと。 

12  敷地内の

通路 

(１) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用

する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 段がある部分は、次に掲げるものであること。 

（ア） 手すりを連続して設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大き

いことにより、段を容易に識別できるものとすること。 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造

とすること。 

（エ） 段がある部分の上下端には、視覚障がい者に対し警告を行うために、

点状ブロック等を敷設すること。ただし、点状ブロック等の敷設が利用上

特に支障を来す場合には、仕上げの色を変える等の代替措置により段を

識別しやすくすること。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

（ア） 手すりを連続して設けること。 

（イ） 傾斜路の前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことに

より、その存在を容易に識別できるものとすること。 

(２) 移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通路は、前号に掲げるもののほか、

次に掲げるものであること。 

ア 幅は、１４０cm以上とすること。 

イ 歩車道の分離に配慮すること。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容

易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

エ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

（ア） 幅は、段に代わるものにあっては１４０cm以上、段に併設するもの

にあっては９０cm以上とすること。 

（イ） 勾配は、２０分の１以下であること。 

（ウ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

（エ） 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平

たんな部分を設けること。 

（オ） 高さが７５cmを超えるものにおいては、高さ７５cm以内ごとに踏

幅が１５０cm以上の踊り場を設けること。 

(３) １の項第１号アに定める経路を構成する敷地内の通路が、地形の特殊性に

より前号の規定によることが困難である場合におけるこの表の規定の適用に

ついては、１の項第１号ア中「道等」とあるのは「当該建築物の車寄せ」とす

る。 

13 駐車場 (１) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用

する駐車場を設ける場合には、当該駐車場の全駐車台数が２００以下の場合

にあっては当該駐車台数に５０分の１を乗じて得た数（１未満の端数が生じ

たときは、これを切り上げて得た数）以上、全駐車台数が２００を超える場合

にあっては当該駐車台数に１００分の１を乗じて得た数（１未満の端数が生

じたときは、これを切り上げて得た数）に２を加えた数以上の、障がい者用駐

車区画を設けなければならない。 

(２) 障がい者用駐車区画は、次に掲げるものでなければならない。 
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ア 幅は３５０cm以上、奥行きは６００cm以上とすること。 

イ 当該障がい者用駐車区画から利用居室等（当該建築物に利用居室等が設

けられていないときは、道等。次号において同じ。）までの経路の長さがで

きるだけ短くなる位置に設けること。 

ウ 障がい者用である旨の表示をすること。 

(３) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用

する駐車場に障がい者用駐車区画を設ける場合には、当該障がい者用駐車区

画又はその付近に、当該障がい者用駐車区画から利用居室等までの経路につ

いての誘導表示を設けなければならない。 

(４) 駐車場には、入口付近に障がい者用駐車区画を設けている旨の表示をする

こと。 

14 標識 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車区

画の付近には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車区画が

あることを表示する次に掲げる要件に該当する標識を設けなければならない。 

(１) 高齢者、障がい者等の見やすい位置に設けること。 

(２) 表示すべき内容が容易に識別できること（当該内容が日本産業規格Z８２１

０に定められているときは、これに適合すること。）。 

15 案内設備 (１) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措

置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車区画の配置を表示

した案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベーター

その他の昇降機、便所又は駐車区画の配置を容易に視認できる場合は、この限

りでない。 

(２) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措

置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置について、次に掲

げる方法により、視覚障がい者に示すための設備を設けなければならない。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

(３) 案内所を設ける場合には、前２号の規定は適用しない。 

16  案内設備

等 ま で の

経路 

(１) 道等から１５の項第２号の規定による設備又は同項第３号の規定による案

内所まで（当該設備又は案内所を設けない場合にあっては、道等から直接地上

へ通ずる出入口まで）の経路は、そのうち１以上を、視覚障がい者が円滑に利

用できる経路（以下この項において「視覚障がい者移動等円滑化経路等」とい

う。）にしなければならない。ただし、建築物の内にある当該建築物を管理す

る者等が常時勤務する案内所から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認で

き、かつ、道等から当該出入口までの経路が次号に定める基準に適合するもの

である場合においては、この限りでない。 

(２) 視覚障がい者移動等円滑化経路等は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 視覚障がい者移動等円滑化経路等に、視覚障がい者の誘導を行うために、

線状ブロック等（床面に敷設されるブロックその他これに類するものであ

って、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相

又は彩度の差が大きいことにより、容易に識別できるものをいう。以下同

じ。）及び点状ブロック等を適切に組合せて敷設し、又は音声その他の方法

により視覚障がい者を誘導する設備を設けること。 

イ 視覚障がい者移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通路の次に掲げる

部分には、視覚障がい者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設す

ること。 

（ア） 車路に近接する部分 

（イ） 段がある部分の上下端又は傾斜がある部分の上端に近接する部分。た

だし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

a 勾配が２０分の１以下である傾斜がある部分の上端に近接するもの
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である場合 

b 高さが１６cm以下であり、かつ、勾配が１２分の１以下である傾斜

がある部分の上端に近接するものである場合 

c 段がある部分又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊り場

等である場合 

ウ 視覚障がい者の誘導を行うための線状ブロック及び点状ブロックの色

は、原則黄色とすること。ただし、周辺の床材との対比を考慮して色相、明

度、彩度及び輝度比の面で黄色と同程度の色彩効果があると判断される場

合は、その色彩を採用することができる。 

17  公共的通

路 

都市計画法又は建築基準法の規定に基づき建築物内及び当該建築物敷地内に設

ける公共の用に供する空地のうち、専ら歩行者の通行に供する通路部分（以下「公

共的通路」という。）の１以上は、次に掲げる構造とすること。 

(１) 歩道状空地、屋外貫通通路、歩行者デッキ等の建築物外部の公共的通路に係

る構造は、次のものとする。 

ア 通路の幅は、２００cm以上（都市計画、許可等で別に定める幅がある場

合には、当該幅以上）とし、通行に支障がない高さ空間を確保すること。 

イ 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜

路又は６の項若しくは７の項に定める基準を満たすエレベーターその他の

昇降機を設けている場合その他道路等の自然勾配が段に代わる傾斜路の勾

配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

（ア） 手すりを連続して設けること。 

（イ） 傾斜路の前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことに

より、その存在を容易に識別できるものとすること。 

（ウ） 幅は、段に代わるものにあっては１４０cm以上、段に併設するもの

にあっては９０cm以上とすること。 

（エ） 勾配は、２０分の１以下であること。 

（オ） 高さが７５cmを超えるものにあっては、高さ７５cm以内ごとに踏

幅が１５０cm以上の踊り場を設けること。 

（カ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

（キ） 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平

たんな部分を設けること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

エ 当該敷地外の道路又は公共的通路等に視覚障がい者誘導用ブロックが敷

設されている場合には、連続性を確保して視覚障がい者誘導用ブロックを

敷設すること。ただし、道路の歩道に沿って歩道状空地が設けられている場

合には、当該歩道状空地に視覚障がい者誘導用ブロックを敷設しないこと

ができる。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とすること。 

（ア） 踊り場を含めて、両側に手すりを連続して設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大き

いことにより、段を容易に識別できるものとすること。 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造

とすること。 

（エ） 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上

下端に近接する踊り場（２５０cm以下の直進のものを除く。）の部分に

は、視覚障がい者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設するこ

と。 

（オ） 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を

設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 

（カ） 蹴上げの寸法は１８cm以下、踏面の寸法は２６cm以上とすること。 

（キ） 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は１０cm
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を限度として、ないものとみなす。）は、１２０cm以上とすること。 

(２) 屋内貫通通路、アトリウム、地下鉄連絡通路等の建築物内部の公共的通路に

係る構造は、次のものとする。 

ア 通路部分の幅は、２００cm以上（都市計画、許可等で別に定める幅があ

る場合には、当該幅以上）とし、当該部分の天井の高さを２５０cm以上と

すること。 

イ 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜

路又は６の項若しくは７の項に定める基準を満たすエレベーターその他の

昇降機を設けている場合その他道路等の自然勾配が段に代わる傾斜路の勾

配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

（ア） 手すりを連続して設けること。 

（イ） 傾斜路の前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことに

より、その存在を容易に識別できるものとすること。 

（ウ） 傾斜がある部分の上端に近接する通路の部分及び傾斜がある部分の

上端に近接する踊り場の部分には、視覚障がい者に対し警告を行うため

に、点状ブロック等を敷設すること。ただし、勾配が２０分の１以下であ

る傾斜がある部分の上端に近接するもの、高さが１６cm以下である傾斜

がある部分の上端に近接するもの又は直進で、長さが２５０cm以下の踊

り場に設けるものについては、この限りでない。 

（エ） 幅は、段に代わるものにあっては１４０cm以上、段に併設するもの

にあっては９０cm以上とすること。 

（オ） 勾配は、１２分の１以下であること。 

（カ） 高さが７５cmを超えるものにあっては、高さ７５cm以内ごとに踏

幅が１５０cm以上の踊り場を設けること。 

（キ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

（ク） 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平

たんな部分を設けること。 

ウ 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

エ 道路又は建築物外の公共的通路等に視覚障がい者誘導用ブロックが敷設

されている場合には、連続性を確保して視覚障がい者誘導用ブロックを敷

設すること。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とすること。 

（ア） 踊り場を含めて、両側に手すりを連続して設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大き

いことにより、段を容易に識別できるものとすること。 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造

とすること。 

（エ） 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上

下端に近接する踊り場（２５０cm以下の直進のものを除く。）の部分に

は、視覚障がい者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設するこ

と。 

（オ） 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を

設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 

（カ） 蹴上げの寸法は１８cm以下、踏面の寸法は２６cm以上とすること。 

（キ） 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は１０cm

を限度として、ないものとみなす。）は、１２０cm以上とすること。 

18 レジ通路 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する

レジ通路（商品等の代金を支払う場所における通路をいう。以下同じ。）を設ける

場合は、その１以上を次に掲げる構造とすること。 

(１) レジカウンターの高さ及び形状は、高齢者、障がい者が利用しやすいものと

すること。 
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(２) レジ通路の幅は、８５cm以上とすること。 

(３) 前号のレジ通路の前後には、車椅子使用者が回転できる空間を確保するこ

と。 

19 洗面所等 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する

洗面器又は手洗器（車椅子使用者用便房内のものを除く。）を設ける場合は、その

１以上を次に掲げるものとすること。 

(１) 車椅子使用者が円滑に利用できる構造とすること。 

(２) 洗面器の左右にカウンター又は手すりを連続して設けること。 

(３) 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

20 更衣室・

脱衣室 

不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する

更衣室又は脱衣室を設ける場合は、その１以上を次に掲げるものでなければなら

ない。 

(１) 出入口の有効幅は、８５cm以上とすること。 

(２) 更衣室又は脱衣室へ入るための通路、出入口及び室内の床面には、段差その

他の障害物がないこと。 

(３) 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(４) 室内の周囲に手すりを水平に設けることとし、必要に応じて手すりを垂直

に設けること。 

21 手すり 手すりを連続して設ける場合は、次に掲げるものでなければならない。 

(１) 誘導を考慮し、連続していること。 

(２) 便所、浴室等における移乗等を補助するための手すりは、動作に応じて、水

平・垂直型のものを設けること。 

(３) 高齢者、障がい者等が円滑に利用できるよう、形状、材質、取付位置、方法

等に配慮すること。 
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別表第３ 建築物（共同住宅等）に関する整備基準（都市施設）（第5条関係） 

整備項目 整備基準 

1 特定経路等 (１) 共同住宅等においては、道等から各住戸までの経路のうち１以上及び各住

戸から障がい者用駐車区画までの経路のうち１以上を、多数の者が円滑に利

用できる経路（以下この表において「特定経路等」という。）にしなければな

らない。 

(２) 共同住宅等に、不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障

がい者等が利用する居室等、８の項第２号アに掲げる構造の車椅子使用者用

便房又は障がい者用駐車区画を設ける場合においては、別表第２のうち移動

等円滑化経路等に係る規定を適用する。この場合において、同表のうち移動等

円滑化経路等に係る規定の適用を受けた特定経路等となるべき経路又はその

一部については、この表の規定は適用しない。 

(３) 特定経路等上には、階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベ

ーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。 

２ 出入口 (１) 多数の者が利用する屋外へ通ずる出入口（特定経路等を構成する直接地上

へ通ずる出入口を除く。）の１以上は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 幅は、８５cm以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容

易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

(２) 特定経路等を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、８５cm以上とすること（イに掲げるもの並びにエレベーターの籠

及び昇降路の出入口に設けられるものを除く。）。ただし、戸の開閉に安全

な配慮がなされている場合又は改修等において構造上やむを得ない場合

は、８０cm以上とすることができる。 

イ 直接地上へ通ずる出入口の幅は１００cm以上とすること。ただし、戸の

開閉に安全な配慮がなされている場合又は改修等において構造上やむを得

ない場合は、８５cm以上とすることができる。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容

易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

３ 廊下等 (１) 多数の者が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 階段の上下端に近接する廊下等の部分には、視覚障がい者に対し段差の

存在の警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 

(２) 特定経路等を構成する廊下等は、前号に掲げるもののほか、次に掲げるもの

であること。 

ア 幅は、１４０cm以上とすること。ただし、構造上やむを得ない場合は、

１２０cm以上とすることができる。この場合、５０m以内ごとに車椅子の

転回に支障がない場所を設けること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容

易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

４ 階段 (１) 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 踊り場を含めて、手すりを連続して設けること。 

イ 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きい

ことにより、段を容易に識別できるものとすること。 

エ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とす

ること。 

オ 段がある部分の上下端に近接する踊り場の部分には、視覚障がい者に対

し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、当該踊り場
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が２５０cm以下の直進のものである場合においては、この限りでない。 

カ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設け

る空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 

(２) 多数の者が利用する階段のうち１以上は、前号に掲げるもののほか、次に掲

げるものでなければならない。 

ア 踊り場を含めて、両側に手すりを連続して設けること。 

イ 蹴上げの寸法は１８cm以下、踏面の寸法は２６cm以上とすること。 

ウ 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は１０cmを限

度として、ないものとみなす。）は、１２０cm以上とすること。 

(３) 前号の規定は、別表第２の６の項に定める基準を満たすエレベーター及び

その乗降ロビーを併設する場合には、適用しない。ただし、主として高齢者、

障がい者等が利用する階段については、この限りでない。 

５  階 段 に 代

わり、又は

こ れ に 併

設 す る 傾

斜路 

(１) 多数の者が利用する傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限

る。）は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 手すりを連続して設けること。 

イ 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ 傾斜路の前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことに

より、その存在を容易に識別できるものとすること。 

(２) 特定経路等を構成する傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限

る。）は、前号に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、階段に代わるものにあっては１２０cm以上、階段に併設するもの

にあっては９０cm以上とすること。 

イ 勾配は、１２分の１以下であること。ただし、高さが１６cm以下のもの

にあっては、８分の１以下であること。 

ウ 高さが７５cmを超えるものにあっては、高さ７５cm以内ごとに踏幅が

１５０cm以上の踊り場を設けること。 

エ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

オ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平た

んな部分を設けること。 

６  エ レ ベ ー

タ ー 及 び

そ の 乗 降

ロビー 

特定経路等を構成するエレベーター（７の項に規定するものを除く。以下この項

において同じ。）及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。 

(１) 籠は、多数の者が利用する階に停止すること。 

(２) 籠及び昇降路の出入口の幅は、８０cm以上とすること。 

(３) 籠の内部については、次に掲げるものとすること。ただし、車椅子で利用で

きる機種を採用する場合は、この限りでない。 

ア 奥行きは、１３５cm以上とすること。 

イ 幅は、１４０cm以上とすること。 

ウ 車椅子使用者の転回に支障がない構造とすること。 

(４) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、１５０cm以

上とすること。また、当該エレベーター付近に階段等を設ける場合には、利用

者の安全を確保するため、乗降ロビーに転落防止策を講ずるものとする。 

(５) 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を

設けること。また、次に掲げる方法により視覚障がい者が円滑に操作できる構

造の制御装置（車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装

置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。）を設け

ること。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

(６) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設ける
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こと。また、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声に

より知らせる装置を設けること。 

(７) 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。また、

籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を

設けること。 

(８) 前各号に掲げるもののほか、高齢者、障がい者等が支障なく利用できる構造

とすること。 

７  特 殊 な 構

造 又 は 使

用 形 態 の

エ レ ベ ー

タ ー そ の

他 の 昇 降

機 

特定経路等を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機

（平成１８年国土交通省告示第１４９２号第１第１号に規定するもの）は、次に掲

げる構造とすること。 

(１) 平成１２年建設省告示第１４１３号第１第９号に規定するものとするこ

と。 

(２) 籠の幅は７０cm以上とし、かつ、奥行きは１２０cm以上とすること。 

(３) 車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合にあっては、籠の幅

及び奥行きが十分に確保されていること。 

８ 便所 (１) 多数の者が利用する便所を設ける場合には、床面を粗面とし、又は滑りにく

い材料で仕上げること。 

(２) 前号の便所のうち１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ

１以上）は、次に掲げるものとすること。 

ア 便所内に、次に掲げる構造の車椅子使用者用便房を１以上設けること。 

（ア） 腰掛便器が適切に配置されていること。 

（イ） 便器の両側に手すりを設け、そのうち片方の手すりは可動式とするこ

と。 

（ウ） 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保

されていること。 

（エ） 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設けるこ

と。 

（オ） 車椅子使用者用便房及び便所の出入口には、当該車椅子使用者用便房

の設備及び機能を表示すること。 

（カ） 全ての人が使いやすい設備を適切に設置すること。 

イ 便所内に、高齢者、障がい者等が円滑に利用することができる構造の水洗

器具を設けた便房を１以上設け、当該便房及び便所の出入口には、その旨の

表示を行うこと。 

(３) 多数の者が利用する一般便所を設ける場合には、そのうち１以上（男子用及

び女子用の区別があるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げる構造とするこ

と。 

ア 床面には、段差を設けないこと。 

イ 大便器は、１以上を腰掛式とすること。 

ウ 腰掛式とした大便器の１以上に、手すりを設けること。 

(４) 多数の者が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合には、そのうち

１以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが３５cm以下の

ものに限る。）その他これらに類する小便器を１以上設け、当該小便器に手す

りを設けなければならない。 

９  浴 室 又 は

シ ャ ワ ー

室 

(１) 多数の者が利用する浴室等を設ける場合には、床面は粗面とし、又は滑りに

くい材料で仕上げなければならない。 

(２) 前号の浴室等のうち１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞ

れ１以上）は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保され

ていること。 
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ウ 出入口は、次に掲げるものであること。 

（ア） 幅は、８５cm以上とすること。 

（イ） 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が

容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこ

と。 

10  敷地内の

通路 

(１) 多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 段がある部分は、次に掲げるものであること。 

（ア） 手すりを連続して設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大き

いことにより、段を容易に識別できるものとすること。 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造

とすること。 

（エ） 段がある部分の上下端には、視覚障がい者に対し警告を行うために、

点状ブロック等を敷設すること。ただし、点状ブロック等の敷設が利用上

特に支障を来す場合には、仕上げの色を変える等の代替措置により段を

識別しやすくすること。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

（ア） 手すりを連続して設けること。 

（イ） 傾斜路の前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことに

より、その存在を容易に識別できるものとすること。 

(２) 特定経路等を構成する敷地内の通路は、前号に掲げるもののほか、次に掲げ

るものであること。 

ア 幅は、１３５cm以上とすること。ただし、敷地等の状況によりやむを得

ない場合は、１２０cm以上とすることができる。 

イ 歩車道の分離に配慮すること。 

ウ ５０m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 

エ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容

易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

オ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

（ア） 幅は、段に代わるものにあっては１３５cm以上、段に併設するもの

にあっては９０cm以上とすること。 

（イ） 勾配は２０分の１以下であること。ただし、高さが１６cm以下のも

のにあっては８分の１以下、７５cm以下のもの又は敷地の状況等により

やむを得ないものにあっては１２分の１以下とすることができる。 

（ウ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

（エ） 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平

たんな部分を設けること。 

（オ） 高さが７５cmを超えるものにあっては、高さ７５cm以内ごとに踏

幅が１５０cm以上の踊り場を設けること。 

(３) １の項第１号に定める経路を構成する敷地内の通路が、地形の特殊性によ

り前号の規定によることが困難である場合におけるこの表の規定の適用につ

いては、同号中「道等」とあるのは「当該共同住宅等の車寄せ」とする。 

11 駐車場 (１) 多数の者が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち１以上に障がい者

用駐車区画を１以上設けなければならない。 

(２) 障がい者用駐車区画は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 幅は３５０cm以上、奥行きは６００cm以上とすること。 

イ 当該障がい者用駐車区画から利用居室等（当該建築物に利用居室等が設

けられていないときは、道等。次号において同じ。）までの経路の長さがで

きるだけ短くなる位置に設けること。 
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(３) 多数の者が利用する駐車場に障がい者用駐車区画を設ける場合には、当該

障がい者用駐車区画又はその付近に、当該障がい者用駐車区画から利用居室

等までの経路についての誘導表示を設けなければならない。 

12 標識 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車区

画の付近には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車区画が

あることを表示する次に掲げる要件に該当する標識を設けなければならない。 

(１) 高齢者、障がい者等の見やすい位置に設けること。 

(２) 表示すべき内容が容易に識別できること（当該内容が日本産業規格Z８２１

０に定められているときは、これに適合すること。）。 

13 案内設備 (１) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措

置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車区画の配置を表示

した案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベーター

その他の昇降機、便所又は駐車区画の配置を容易に視認できる場合は、この限

りでない。 

(２) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措

置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置について、次に掲

げる方法により、視覚障がい者に示すための設備を設けなければならない。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

(３) 案内所を設ける場合には、前２号の規定は適用しない。 

14  案内設備

等 ま で の

経路 

(１) 道等から１３の項第２号の規定による設備又は同項第３号の規定による案

内所まで（当該設備又は案内所を設けない場合にあっては、道等から直接地上

へ通ずる出入口まで）の経路は、そのうち１以上を、視覚障がい者が円滑に利

用できる経路（以下この項において「視覚障がい者移動等円滑化経路等」とい

う。）にしなければならない。ただし、建築物の内にある当該建築物を管理す

る者等が常時勤務する案内所から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認で

き、かつ、道等から当該出入口までの経路が次号に定める基準に適合するもの

である場合においては、この限りでない。 

(２) 視覚障がい者移動等円滑化経路等は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 視覚障がい者移動等円滑化経路等に、視覚障がい者の誘導を行うために、

線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組合せて敷設し、又は音声そ

の他の方法により視覚障がい者を誘導する設備を設けること。 

イ 視覚障がい者移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通路の次に掲げる

部分には、視覚障がい者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設す

ること。 

（ア） 車路に近接する部分 

（イ） 段がある部分の上下端又は傾斜がある部分の上端に近接する部分。た

だし、次に掲げる場合はこの限りでない。 

a 勾配が２０分の１以下である傾斜がある部分の上端に近接するもの

である場合 

b 高さが１６cm以下であり、かつ、勾配が１２分の１以下である傾斜

がある部分の上端に近接するものである場合 

c 段がある部分又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊り場

等である場合 

15  公共的通

路 

公共的通路の１以上は、次に掲げる構造とすること。 

(１) 歩道状空地、屋外貫通通路、歩行者デッキ等の建築物外部の公共的通路に係

る構造は、次のものとする。 

ア 通路の幅は、２００cm以上（都市計画、許可等で別に定める幅がある場

合には、当該幅以上）とし、通行に支障がない高さ空間を確保すること。 
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イ 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜

路又は６の項若しくは７の項に定める基準を満たすエレベーターその他の

昇降機を設けている場合その他道路等の自然勾配が段に代わる傾斜路の勾

配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

（ア） 手すりを連続して設けること。 

（イ） 傾斜路の前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことに

よりその存在を容易に識別できるものとすること。 

（ウ） 幅は、段に代わるものにあっては１４０cm以上、段に併設するもの

にあっては９０cm以上とすること。 

（エ） 勾配は、２０分の１以下であること。 

（オ） 高さが７５cmを超えるものにあっては、高さ７５cm以内ごとに踏

幅が１５０cm以上の踊り場を設けること。 

（カ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

（キ） 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平

たんな部分を設けること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

エ 当該敷地外の道路又は公共的通路等に視覚障がい者誘導用ブロックが敷

設されている場合には、連続性を確保して視覚障がい者誘導用ブロックを

敷設すること。ただし、道路の歩道に沿って歩道状空地が設けられている場

合には、当該歩道状空地に視覚障がい者誘導用ブロックを敷設しないこと

ができる。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とすること。 

（ア） 踊り場を含めて、両側に手すりを連続して設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大き

いことにより段を容易に識別できるものとすること。 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造

とすること。 

（エ） 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上

下端に近接する踊り場（２５０cm以下の直進のものを除く。）の部分に

は、視覚障がい者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設するこ

と。 

（オ） 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を

設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 

（カ） 蹴上げの寸法は１８cm以下、踏面の寸法は２６cm以上とすること。 

（キ） 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は１０cm

を限度として、ないものとみなす。）は、１２０cm以上とすること。 

(２) 屋内貫通通路、アトリウム、地下鉄連絡通路等の建築物内部の公共的通路に

係る構造は、次のものとする。 

ア 通路部分の幅は、２００cm以上（都市計画、許可等で別に定める幅があ

る場合には、当該幅以上）とし、当該部分の天井の高さを２５０cm以上と

すること。 

イ 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜

路又は６の項若しくは７の項に定める基準を満たすエレベーターその他の

昇降機を設けている場合その他道路等の自然勾配が段に代わる傾斜路の勾

配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

（ア） 手すりを連続して設けること。 

（イ） 傾斜路の前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことに

より、その存在を容易に識別できるものとすること。 

（ウ） 傾斜がある部分の上端に近接する通路の部分及び傾斜がある部分の

上端に近接する踊り場の部分には、視覚障がい者に対し警告を行うため

に、点状ブロック等を敷設すること。ただし、勾配が２０分の１以下であ

る傾斜がある部分の上端に近接するもの、高さが１６cm以下である傾斜
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がある部分の上端に近接するもの又は直進で、長さが２５０cm以下の踊

り場に設けるものについては、この限りでない。 

（エ） 幅は、段に代わるものにあっては１４０cm以上、段に併設するもの

にあっては９０cm以上とすること。 

（オ） 勾配は、１２分の１以下であること。 

（カ） 高さが７５cmを超えるものにあっては、高さ７５cm以内ごとに踏

幅が１５０cm以上の踊り場を設けること。 

（キ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

（ク） 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平

たんな部分を設けること。 

ウ 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

エ 道路又は建築物外の公共的通路等に視覚障がい者誘導用ブロックが敷設

されている場合には、連続性を確保して視覚障がい者誘導用ブロックを敷

設すること。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とすること。 

（ア） 踊り場を含めて、両側に手すりを連続して設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大き

いことにより、段を容易に識別できるものとすること。 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造

とすること。 

（エ） 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上

下端に近接する踊り場（２５０cm以下の直進のものを除く。）の部分に

は、視覚障がい者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設するこ

と。 

（オ） 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を

設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 

（カ） 蹴上げの寸法は１８cm以下、踏面の寸法は２６cm以上とすること。 

（キ） 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は１０cm

を限度として、ないものとみなす。）は、１２０cm以上とすること。 
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別表第４ 建築物（共同住宅等を除く。）に関する遵守基準（特定都市施設）（第5条関係） 

整備項目 遵守基準とすべき事項 

１ 移動等円滑

化経路等 

(１) 次に掲げる場合には、それぞれ次に定める経路のうち１以上（エに掲げる場

合にあっては、その全て）を移動等円滑化経路等にしなければならない。 

ア 建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者

等が利用する居室（以下この表において「利用居室」という。）を設ける場

合 道等から当該利用居室までの経路（幼稚園、保育所及び母子生活支援施

設並びに理髪店、クリーニング取次店、質屋及び貸衣装屋その他これらに類

するサービス業を営む店舗については、直接地上へ通ずる出入口のある階

（以下「地上階」という。）又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室

を設ける場合にあっては、当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下

の移動に係る部分を除く。） 

イ 建築物又はその敷地に８の項第２号アに掲げる構造の車椅子使用者用便

房（以下この号、６の項、１０の項及び１９の項において同じ。）を設ける

場合 利用居室（当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。

ウにおいて同じ。）から当該車椅子使用者用便房までの経路 

ウ 建築物又はその敷地に障がい者用駐車区画を設ける場合 当該障がい者

用駐車区画から利用居室までの経路 

エ 建築物が公共用歩廊である場合 その一方の側の道等から当該公共用歩

廊を通過し、その他方の側の道等までの経路（当該公共用歩廊又はその敷地

にある部分に限る。） 

(２) 移動等円滑化経路等上に、階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又は

エレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。 

２ 出入口 移動等円滑化経路等を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 

(１) 幅は、８５cm以上とすること（次号に掲げるもの並びにエレベーターの籠

及び昇降路の出入口に設けられるものを除く。）。 

(２) 直接地上へ通ずる出入口の幅は、１００cm以上とすること。 

(３) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に

開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

３ 廊下等 (１) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する

廊下等は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 階段の上下端又は傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限

る。）の上端に近接する廊下等の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は

主として視覚障がい者が利用するものに限る。）には、視覚障がい者に対し

段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。

ただし、当該廊下等の部分が次に掲げるものである場合は、この限りでない。 

（ア） 勾配が２０分の１以下である傾斜がある部分の上端に近接するもの 

（イ） 高さが１６cm以下であり、かつ、勾配が１２分の１以下である傾斜が

ある部分の上端に近接するもの 

（ウ） 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの 

（エ） 階段の下端に近接する廊下等の部分であって、当該廊下等の部分に点

状ブロック等を敷設することにより、施設の利用に特に支障を来すもの 

(２) 移動等円滑化経路等を構成する廊下等は、前号に掲げるもののほか、次に掲

げるものであること。 

ア 幅は、１４０cm以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易

に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

ウ 授乳及びおむつ交換のできる場所を１以上設け、ベビーベッド、椅子等の

設備を適切に配置するとともに、その付近に、その旨の表示を行うこと（他
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に授乳及びおむつ交換のできる場所を設ける場合を除く。）。 

エ 必要に応じて手すりを設けること。 

４ 階段 (１) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する

階段は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 段がある部分に、手すりを連続して設けること。 

イ 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいこ

とにより、段を容易に識別できるものとすること。 

エ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とす

ること。 

オ 段がある部分の上下端に近接する踊り場の部分（不特定かつ多数の者が利

用し、又は主として視覚障がい者が利用するものに限る。）には、視覚障が

い者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、当

該踊り場の部分が主として自動車の駐車の用に供する施設に設けられるも

のである場合、段がある部分と連続して手すりが設けられているものである

場合又は２５０cm以下の直進のものである場合においては、この限りでな

い。 

カ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設け

る空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 

(２) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する

階段のうち１以上は、前号に掲げるもののほか、次に掲げるものでなければな

らない。 

ア 段がある部分及び踊り場の両側に手すりを連続して設けること。 

イ 蹴上げの寸法は１８cm以下、踏面の寸法は２６cm以上とすること。 

ウ 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は１０cmを限

度として、ないものとみなす。）は、１２０cm以上とすること。 

(３) 前号の規定は、６の項第１号に定める基準を満たすエレベーター及びその乗

降ロビーを併設する場合には、適用しない。ただし、主として高齢者、障がい

者等が利用する階段については、この限りでない。 

５ 階段に代わ

り、又はこ

れに併設す

る傾斜路 

(１) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する

傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）は、次に掲げるも

のでなければならない。 

ア 勾配が１２分の１を超え、又は高さが１６cmを超える傾斜がある部分に

は、手すりを設けること。 

イ 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ 傾斜路の前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによ

り、その存在を容易に識別できるものとすること。 

エ 傾斜がある部分の上端に近接する踊り場の部分（不特定かつ多数の者が利

用し、又は主として視覚障がい者が利用するものに限る。）には、視覚障が

い者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、当

該踊り場の部分が次に掲げるものである場合は、この限りでない。 

（ア） 勾配が２０分の１以下である傾斜がある部分の上端に近接するもの 

（イ） 高さが１６cm以下であり、かつ、勾配が１２分の１以下である傾斜が

ある部分の上端に近接するもの 

（ウ） 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの 

（エ） 傾斜がある部分と手すりを連続して設けるもの 

(２) 移動等円滑化経路等を構成する傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設する

ものに限る。）は、前号に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、階段に代わるものにあっては１４０cm以上、階段に併設するもの

にあっては９０cm以上とすること。 

イ 勾配は、１２分の１以下であること。 
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ウ 高さが７５cmを超えるものにあっては、高さ７５cm以内ごとに踏幅が１

５０cm以上の踊り場を設けること。 

エ 手すりを連続して設けること（前号のアに規定する手すりが設けられてい

る場合を除く。）。 

オ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

カ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たん

な部分を設けること。 

(３) 道等及び障がい者用駐車区画から一般客室までの階段又は段を設けない経

路（以下「宿泊者特定経路」という。）を構成する傾斜路（階段に代わり、又

はこれに併設するものに限る。）は、次に掲げるものであること。 

ア 勾配が１２分の１を超え、又は高さが１６cmを超える傾斜がある部分に

は、手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ 傾斜路の前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによ

りその存在を容易に識別できるものとすること。 

エ 幅は、階段に代わるものにあっては１２０cm以上、階段に併設するもの

にあっては９０cm以上とすること。 

オ 勾配は、１２分の１以下であること。ただし、高さが１６cm以下のものに

あっては、８分の１以下であること。 

カ 高さが７５cmを超えるものにあっては、高さ７５cm以内ごとに踏幅が１

５０cm以上の踊り場を設けること。 

キ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

ク 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たん

な部分を設けること。 

６ エレベータ

ー及びその

乗降ロビー 

(１) 移動等円滑化経路等を構成するエレベーター（７の項に規定するものを除

く。以下この項において同じ。）及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであ

ること。 

ア 籠は、利用居室、車椅子使用者用便房又は障がい者用駐車区画がある階及

び地上階に停止すること。 

イ 籠及び昇降路の出入口の幅は、８０cm以上とすること。ただし、当該エレ

ベーターを設ける建築物の床面積の合計が５，０００m２を超える場合にあ

っては、９０cm以上とすること。 

ウ 籠の奥行きは、１３５cm以上とすること。 

エ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、１５０cm以

上とすること。 

オ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を

設けること。 

カ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設ける

こと。 

キ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 

ク 乗降ロビーに面する操作盤まで、視覚障がい者を適切に誘導できるよう、

配慮すること。 

ケ 不特定かつ多数の者が利用する建築物（床面積の合計が２，０００m２以

上の建築物に限る。）の移動等円滑化経路等を構成するエレベーターにあっ

ては、アからウまで、オ及びカに定めるもののほか、次に掲げるものである

こと。 

（ア） 籠の幅は、１４０cm以上とすること。 

（イ） 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。 

コ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障がい者が利用するエレ

ベーター及び乗降ロビーにあっては、アからケまでに定めるもののほか、次

に掲げるものであること。ただし、主として自動車の駐車の用に供する施設
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に設けるものにおいては、この限りでない。 

（ア） 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音

声により知らせる装置を設けること。 

（イ） 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置（車椅子使用者が利用しやすい

位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の

位置に設けるものに限る。）は、次に掲げる方法により、視覚障がい者が

円滑に操作できる構造とすること。 

a 文字等の浮き彫り 

b 音による案内 

c 点字及びa又はbに類するもの 

（ウ） 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる

装置を設けること。 

(２) 宿泊者特定経路を構成するエレベーター（７の項に規定するものを除く。）

及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。 

ア 籠は、各一般客室、車椅子使用者用便房又は障がい者用駐車区画がある階

及び地上階に停止すること。 

イ 籠及び昇降路の出入口の幅は、８０cm以上とすること。 

ウ 籠の奥行きは、１１５cm以上とすること。 

エ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、１５０cm以

上とすること。 

オ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を

設けること。 

カ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設ける

こと。 

キ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 

ク 乗降ロビーに面する操作盤まで、視覚障がい者を適切に誘導できるよう、

配慮すること。 

７ 特殊な構造

又は使用形

態のエレベ

ーターその

他の昇降機 

移動等円滑化経路等又は宿泊者特定経路を構成する特殊な構造又は使用形態の

エレベーターその他の昇降機（平成１８年国土交通省告示第１４９２号第１に規定

するもの）は、次に掲げる構造とすること。 

(１) エレベーターにおいては、次に掲げるものであること。 

ア 平成１２年建設省告示第１４１３号第１第９号に規定するものとするこ

と。 

イ 籠の幅は７０cm以上とし、かつ、奥行きは１２０cm以上とすること。 

ウ 車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合においては、籠の幅

及び奥行きが十分に確保されていること。 

(２) エスカレーターにおいては、平成１２年建設省告示第１４１７号第１ただし

書に規定するものであること。 

８ 便所 (１) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する

便所を設ける場合には、床面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(２) 前号の便所のうち１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ

１以上）は、次に掲げるものとすること。 

ア 便所内に、次に掲げる構造の車椅子使用者用便房を１以上設けること。 

（ア） 腰掛便器が適切に配置されていること。 

（イ） 便器の両側に手すりを設け、そのうち片方の手すりは可動式とするこ

と。 

（ウ） 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保さ

れていること。 

（エ） 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設けること。 

（オ） 車椅子使用者用便房及び便所の出入口には、当該車椅子使用者用便房
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の設備及び機能を表示すること。 

（カ） 高齢者、障がい者等が円滑に使用できる洗面器を設けること。 

（キ） 全ての人が使いやすい設備を適切に設置すること。 

イ 便所内に、高齢者、障がい者等が円滑に利用することができる構造の水洗

器具を設けた便房を１以上設け、当該便房及び便所の出入口には、その旨の

表示を行うこと。 

ウ 便所内に、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備を設

けた便房を１以上設け、当該便房及び便所の出入口には、その旨の表示を行

うこと。 

エ 便所内に、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備を設

け、当該便所の出入口には、その旨の表示を行うこと（他におむつ交換がで

きる場所を設ける場合を除く。）。 

(３) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する

男子用小便器のある便所を設ける場合には、そのうち１以上に、床置式の小便

器、壁掛式の小便器（受け口の高さが３５cm以下のものに限る。）その他これ

らに類する小便器を１以上設けなければならない。 

９ 浴室又はシ

ャワー室 

(１) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する

浴室等を設ける場合には、床面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなけ

ればならない。 

(２) 前号の浴室等のうち１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞ

れ１以上）は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保され

ていること。 

ウ 出入口は、次に掲げるものであること。 

（ア） 幅は、８５cm以上とすること。 

（イ） 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が

容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

10  宿泊施設

の客室 

(１) 宿泊施設には、車椅子使用者用客室を全客室の５０分の１（１室未満の端数

は、切上げとする。）以上設けなければならない。 

(２) 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている

階に車椅子使用者用便房が１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、

それぞれ１以上）設けられている場合は、この限りでない。 

（ア） 便所内に、次に掲げる構造の便房を設けること。 

a 腰掛便器、手すり等が適切に配置されていること。 

b 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保さ

れていること。 

（イ） アの（ア）に掲げる便房及び当該便房が設けられている便所の出入口

は、次に掲げるものであること。 

a 幅は、８０cm以上とすること。 

b 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が

容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がない

こと。 

イ 浴室等は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられてい

る建築物に不特定かつ多数の者が利用する次に掲げる要件に該当する浴室

等が１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ１以上）設け

られている場合は、この限りでない。 

（ア） 車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして次に掲げる構

造であること。 

a 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 

資 料 編 
1 - 38



 

 

b 車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分な空間が確保されているこ

と。 

（イ） 出入口は、アの（イ）に掲げるものであること。 

(３) 一般客室は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 宿泊者特定経路を１以上確保すること。 

イ 一般客室（和室部分を除く。ウ及びエにおいて同じ。）の出入口の幅は、

８０cm以上とすること。 

ウ 一般客室内の１以上の便所及び１以上の浴室等の出入口の幅は、７５cm

（一般客室の床面積（和室部分及び同一客室内に複数の階がある場合におけ

る当該一般客室内の出入口のある階の部分以外の部分の床面積を除く。オに

おいて同じ。）が１５m２未満の場合にあっては、７０cm）以上とすること。 

エ 一般客室内（同一客室内に複数の階がある場合は、当該一般客室の出入口

のある階の部分に限る。）には階段又は段を設けないこと。ただし、次に掲

げる場合に応じ、それぞれ次に定める部分を除く。 

（ア） 同一客室内に複数の階がある場合 当該一般客室の出入口のある階と

その直上階又は直下階との間の上下の移動に係る階段又は段の部分 

（イ） 勾配が、１２分の１以下である傾斜路を併設する場合 当該傾斜路が

併設された階段又は段の部分 

（ウ） 浴室等の内側に防水上必要な最低限の高低差を設ける場合 当該高低

差の部分 

オ ウに規定する便所及び浴室等の出入口に接する通路その他これに類する

もの（当該出入口に接して脱衣室、洗面所その他これらに類する場所が設け

られている場合にあっては、当該出入口を除く当該場所の１以上の出入口及

びこれに接する通路その他これに類するもの）の幅は、１００cm（一般客室

の床面積が１５m２未満の場合にあっては、８０cm）以上とすること。 

カ 当該宿泊者特定経路を構成する敷地内の通路が地形の特性によりアの規

定によることが困難である場合におけるアの規定の適用については、ア中

「宿泊者特定経路」とあるのは「当該ホテル又は旅館の車寄せ及び障がい者

用駐車区画から一般客室までの階段又は段を設けない経路」とする。 

キ 宿泊者特定経路となるべき経路又はその一部が移動等円滑化経路等又は

その一部となる場合にあっては、当該宿泊者特定経路となるべき経路又はそ

の一部については、ア及びカの規定は適用しない。 

11  観覧席又

は客席 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する観覧

席又は客席を設ける場合は、次に掲げる構造とすること。 

(１) 車椅子使用者のためのスペースを出入口から容易に到達でき、かつサイトラ

イン（可視線）に配慮した位置に全席数の５０分の１（１席未満の端数は、切

上げとする。）以上設けること。 

(２) 車椅子使用者のためのスペースは、１席当たり、間口９０cm以上、奥行き１

４０cm以上（水平部分）とすること。 

(３) 車椅子使用者のためのスペースに至る通路に高低差がある場合は、勾配が１

２分の１以下の傾斜路を設けること。 

(４) 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(５) 集団補聴設備その他の高齢者、障がい者等の利用に配慮した設備を設けるこ

と。 

12  敷地内の

通路 

(１) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する

敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 段がある部分は、次に掲げるものであること。 

（ア） 手すりを連続して設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大き

いことにより、段を容易に識別できるものとすること。 

資 料 編 
1 - 39



 

 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造と

すること。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

（ア） 勾配が１２分の１を超え、又は高さが１６cmを超え、かつ、勾配が２

０分の１を超える傾斜がある部分には、手すりを連続して設けること。 

（イ） 傾斜路の前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことに

より、その存在を容易に識別できるものとすること。 

(２) 移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通路は、前号に掲げるもののほか、

次に掲げるものであること。 

ア 幅は、１４０cm以上とすること。 

イ 歩車道の分離に配慮すること。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易

に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

エ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

（ア） 幅は、段に代わるものにあっては１４０cm以上、段に併設するものに

あっては９０cm以上とすること。 

（イ） 勾配は、２０分の１以下であること。 

（ウ） 手すりを連続して設けること。 

（エ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

（オ） 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平

たんな部分を設けること。 

（カ） 高さが７５cmを超えるものにおいては、高さ７５cm以内ごとに踏幅

が１５０cm以上の踊り場を設けること。 

(３) １の項第１号アに定める経路を構成する敷地内の通路が、地形の特殊性によ

り前号の規定によることが困難である場合におけるこの表の規定の適用につ

いては、１の項第１号ア中「道等」とあるのは「当該建築物の車寄せ」とする。 

13 駐車場 (１) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する

駐車場を設ける場合には、当該駐車場の全駐車台数が２００以下の場合にあっ

ては当該駐車台数に５０分の１を乗じて得た数（１未満の端数が生じたとき

は、これを切り上げて得た数）以上、全駐車台数が２００を超える場合にあっ

ては当該駐車台数に１００分の１を乗じて得た数（１未満の端数が生じたとき

は、これを切り上げて得た数）に２を加えた数以上の、障がい者用駐車区画を

設けなければならない。 

(２) 障がい者用駐車区画は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 幅は３５０cm以上、奥行きは６００cm以上とすること。 

イ 当該障がい者用駐車区画から利用居室（当該建築物に利用居室が設けられ

ていないときは、道等。次号において同じ。）までの経路の長さができるだ

け短くなる位置に設けること。 

ウ 障がい者用である旨の表示をすること。 

(３) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する

駐車場に障がい者用駐車区画を設ける場合には、当該障がい者用駐車区画又は

その付近に、当該障がい者用駐車区画から利用居室までの経路についての誘導

表示を設けなければならない。 

(４) 駐車場には、入口付近に障がい者用駐車区画を設けている旨の表示をするこ

と。 

14 標識 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車区画

の付近には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車区画があ

ることを表示する次に掲げる要件に該当する標識を設けなければならない。 

(１) 高齢者、障がい者等の見やすい位置に設けること。 

(２) 表示すべき内容が容易に識別できること（当該内容が日本産業規格Z８２１

０に定められているときは、これに適合すること。）。 
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15 案内設備 (１) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置

がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車区画の配置を表示した

案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベーターその

他の昇降機、便所又は駐車区画の配置を容易に視認できる場合は、この限りで

ない。 

(２) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置

がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置について、次に掲げる

方法により、視覚障がい者に示すための設備を設けなければならない。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

(３) 案内所を設ける場合には、前２号の規定は適用しない。 

16  案内設備

等までの経

路 

(１) 道等から１５の項第２号の規定による設備又は同項第３号の規定による案

内所まで（当該設備又は案内所を設けない場合にあっては、道等から直接地上

へ通ずる出入口まで）の経路（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視

覚障がい者が利用するものに限る。）は、そのうち１以上を、視覚障がい者が

円滑に利用できる経路（以下この項において「視覚障がい者移動等円滑化経路

等」という。）にしなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、

この限りでない。 

ア 建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤務する案内所から

直接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口まで

の経路が次号に定める基準に適合するものである場合 

イ 道等から案内設備まで（当該案内設備を設けない場合にあっては、道等か

ら直接地上へ通ずる出入口まで）の経路が主として自動車の駐車の用に供す

る施設に設けるものである場合 

(２) 視覚障がい者移動等円滑化経路等は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 視覚障がい者移動等円滑化経路等に、視覚障がい者の誘導を行うために、

線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組合せて敷設し、又は音声その

他の方法により視覚障がい者を誘導する設備を設けること。ただし、進行方

向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。 

イ 視覚障がい者移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通路の次に掲げる

部分には、視覚障がい者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設す

ること。 

（ア） 車路に近接する部分 

（イ） 段がある部分の上下端又は傾斜がある部分の上端に近接する部分。た

だし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

a 勾配が２０分の１以下である傾斜がある部分の上端に近接するもので

ある場合 

b 高さが１６cm以下であり、かつ、勾配が１２分の１以下である傾斜が

ある部分の上端に近接するものである場合 

c 段がある部分又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊り場等

である場合 

ウ 視覚障がい者の誘導を行うための線状ブロック及び点状ブロックの色は、

原則黄色とすること。ただし、周辺の床材との対比を考慮して色相、明度、

彩度及び輝度比の面で黄色と同程度の色彩効果があると判断される場合は、

その色彩を採用することができる。 

17  公共的通

路 

公共的通路の１以上は、次に掲げる構造とすること。 

(１) 歩道状空地、屋外貫通通路、歩行者デッキ等の建築物外部の公共的通路に係

る構造は、次のものとする。 

ア 通路の幅は、２００cm以上（都市計画、許可等で別に定める幅がある場合

には、当該幅以上）とし、通行に支障がない高さ空間を確保すること。 
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イ 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜

路又は６の項第１号若しくは７の項第１号に定める基準を満たすエレベー

ターその他の昇降機を設けている場合その他道路等の自然勾配が段に代わ

る傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでな

い。 

（ア） 手すりを連続して設けること。 

（イ） 傾斜路の前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことに

より、その存在を容易に識別できるものとすること。 

（ウ） 幅は、段に代わるものにあっては１４０cm以上、段に併設するものに

あっては９０cm以上とすること。 

（エ） 勾配は、２０分の１以下であること。 

（オ） 高さが７５cmを超えるものにあっては、高さ７５cm以内ごとに踏幅

が１５０cm以上の踊り場を設けること。 

（カ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

（キ） 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平

たんな部分を設けること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

エ 当該敷地外の道路又は公共的通路等に視覚障がい者誘導用ブロックが敷

設されている場合には、連続性を確保して視覚障がい者誘導用ブロックを敷

設すること。ただし、道路の歩道に沿って歩道状空地が設けられている場合

には、当該歩道状空地に視覚障がい者誘導用ブロックを敷設しないことがで

きる。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とすること。 

（ア） 踊り場を含めて、両側に手すりを連続して設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大き

いことにより、段を容易に識別できるものとすること。 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造と

すること。 

（エ） 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上下

端に近接する踊り場（２５０cm以下の直進のものを除く。）の部分には、

視覚障がい者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 

（オ） 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を

設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 

（カ） 蹴上げの寸法は１８cm以下、踏面の寸法は２６cm以上とすること。 

（キ） 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は１０cmを

限度として、ないものとみなす。）は、１２０cm以上とすること。 

(２) 屋内貫通通路、アトリウム、地下鉄連絡通路等の建築物内部の公共的通路に

係る構造は、次のものとする。 

ア 通路部分の幅は、２００cm以上（都市計画、許可等で別に定める幅がある

場合には、当該幅以上）とし、当該部分の天井の高さを２５０cm以上とする

こと。 

イ 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜

路又は６の項第１号若しくは７の項第１号に定める基準を満たすエレベー

ターその他の昇降機を設けている場合その他道路等の自然勾配が段に代わ

る傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでな

い。 

（ア） 手すりを連続して設けること。 

（イ） 傾斜路の前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことに

より、その存在を容易に識別できるものとすること。 

（ウ） 傾斜がある部分の上端に近接する通路の部分及び傾斜がある部分の上

端に近接する踊り場の部分には、視覚障がい者に対し警告を行うために、

点状ブロック等を敷設すること。ただし、勾配が２０分の１以下である傾
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斜がある部分の上端に近接するもの、高さが１６cm以下である傾斜があ

る部分の上端に近接するもの又は直進で、長さが２５０cm以下の踊り場

に設けるものについては、この限りでない。 

（エ） 幅は、段に代わるものにあっては１４０cm以上、段に併設するものに

あっては９０cm以上とすること。 

（オ） 勾配は、１２分の１以下であること。 

（カ） 高さが７５cmを超えるものにあっては、高さ７５cm以内ごとに踏幅

が１５０cm以上の踊り場を設けること。 

（キ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

（ク） 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平

たんな部分を設けること。 

ウ 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

エ 道路又は建築物外の公共的通路等に視覚障がい者誘導用ブロックが敷設

されている場合には、連続性を確保して視覚障がい者誘導用ブロックを敷設

すること。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とすること。 

（ア） 踊り場を含めて、両側に手すりを連続して設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大き

いことにより、段を容易に識別できるものとすること。 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造と

すること。 

（エ） 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上下

端に近接する踊り場（２５０cm以下の直進のものを除く。）の部分には、

視覚障がい者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 

（オ） 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を

設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 

（カ） 蹴上げの寸法は１８cm以下、踏面の寸法は２６cm以上とすること。 

（キ） 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は１０cmを

限度として、ないものとみなす。）は、１２０cm以上とすること。 

18 レジ通路 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用するレジ

通路を設ける場合は、その１以上を次に掲げる構造とすること。 

(１) レジカウンターの高さ及び形状は、高齢者、障がい者が利用しやすいものと

すること。 

(２) レジ通路の幅は、８５cm以上とすること。 

(３) 前号のレジ通路の前後には、車椅子使用者が回転できる空間を確保するこ

と。 

19 洗面所等 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する洗面

器又は手洗器（車椅子使用者用便房内のものを除く。）を設ける場合は、その１以

上を次に掲げるものとすること。 

(１) 車椅子使用者が円滑に利用できる構造とすること。 

(２) 洗面器の左右にカウンター又は手すりを設けること。 

(３) 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

20 更衣室・脱

衣室 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する更衣

室又は脱衣室を設ける場合は、その１以上を次に掲げるものでなければならない。 

(１) 出入口の有効幅は、８５cm以上とすること。 

(２) 更衣室又は脱衣室へ入るための通路、出入口及び室内の床面には、段差その

他の障害物がないこと。 

(３) 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(４) 室内の周囲に手すりを水平に設けることとし、必要に応じて手すりを垂直に

設けること。 
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21 手すり 手すりを設ける場合は、次に掲げるものでなければならない。 

(１) 誘導を考慮し、連続していること。 

(２) 便所、浴室等における移乗等を補助するための手すりは、動作に応じて、水

平・垂直型のものを設けること。 

(３) 高齢者、障がい者等が円滑に利用できるよう、形状、材質、取付位置、方法

等に配慮すること。 
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別表第５ 建築物（共同住宅等）に関する遵守基準（特定都市施設）（第5条関係） 

整備項目 遵守基準とすべき事項 

1 特定経路等 (１) 共同住宅等においては、道等から各住戸までの経路のうち１以上及び各住

戸から障がい者用駐車区画までの経路のうち１以上を、多数の者が円滑に利

用できる経路（以下この表において「特定経路等」という。）にしなければな

らない。 

(２) 共同住宅等に、多数の者が利用する居室、８の項第２号アに掲げる構造の車

椅子使用者用便房（６の項において同じ。）又は障がい者用駐車区画を設ける

場合においては、別表第４のうち移動等円滑化経路等に係る規定を適用する。

この場合において、同表のうち移動等円滑化経路等に係る規定の適用を受け

た特定経路等となるべき経路又はその一部については、この表の規定は適用

しない。 

(３) 特定経路等上には、階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベ

ーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。 

２ 出入口 特定経路等を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 

(１) 幅は、８５cm以上とすること（エレベーターの籠及び昇降路の出入口に設

けられるものを除く。）。ただし、戸の開閉に安全な配慮がなされている場合

又は改修等において構造上やむを得ない場合は、８０cm以上とすることがで

きる。 

(２) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易

に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

３ 廊下等 (１) 多数の者が利用する廊下等の床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上

げなければならない。 

(２) 特定経路等を構成する廊下等は、前号に掲げるもののほか、次に掲げるもの

であること。 

ア 幅は、１２０cm以上とすること。 

イ ５０m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容

易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

４ 階段 (１) 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 段がある部分に、手すりを連続して設けること。 

イ 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きい

ことにより、段を容易に識別できるものとすること。 

エ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とす

ること。 

オ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設け

る空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 

(２) 多数の者が利用する階段のうち１以上は、前号に掲げるもののほか、次に掲

げるものでなければならない。 

ア 踊り場に手すりを連続して設けること。 

イ 蹴上げの寸法は１８cm以下、踏面の寸法は２６cm以上とすること。 

ウ 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は１０cmを限

度として、ないものとみなす。）は、１２０cm以上とすること。 

(３) 前号の規定は、別表第４の６の項第１号に定める基準を満たすエレベータ

ー及びその乗降ロビーを併設する場合には、適用しない。ただし、主として高

齢者、障がい者等が利用する階段については、この限りでない。 

５  階 段 に 代

わり、又は

(１) 多数の者が利用する傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限
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こ れ に 併

設 す る 傾

斜路 

る。）は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 勾配が１２分の１を超え、又は高さが１６cmを超える傾斜がある部分に

は、手すりを連続して設けること。 

イ 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ 傾斜路の前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことに

より、その存在を容易に識別できるものとすること。 

(２) 特定経路等を構成する傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限

る。）は、前号に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、階段に代わるものにあっては１２０cm以上、階段に併設するもの

にあっては９０cm以上とすること。 

イ 勾配は、１２分の１以下であること。ただし、高さが１６cm以下のもの

にあっては、８分の１以下であること。 

ウ 高さが７５cmを超えるものにあっては、高さ７５cm以内ごとに踏幅が

１５０cm以上の踊り場を設けること。 

エ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

オ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平た

んな部分を設けること。 

６  エ レ ベ ー

タ ー 及 び

そ の 乗 降

ロビー 

特定経路等を構成するエレベーター（７の項に規定するものを除く。以下この項

において同じ。）及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。 

(１) 籠は、各住戸、車椅子使用者用便房又は障がい者用駐車区画がある階及び地

上階に停止すること。 

(２) 籠及び昇降路の出入口の幅は、８０cm以上とすること。 

(３) 籠の奥行きは、１１５cm以上とすること。 

(４) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、１５０cm以

上とすること。 

(５) 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を

設けること。 

(６) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設ける

こと。 

(７) 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 

(８) 前各号に掲げるもののほか、高齢者、障がい者等が支障なく利用できる構造

とすること。 

７  特 殊 な 構

造 又 は 使

用 形 態 の

エ レ ベ ー

タ ー そ の

他 の 昇 降

機 

特定経路等を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機

（平成１８年国土交通省告示第１４９２号第１に規定するもの）は、次に掲げる構

造とすること。 

(１) エレベーターにあっては、次に掲げるものであること。 

ア 平成１２年建設省告示第１４１３号第１第９号に規定するものとするこ

と。 

イ 籠の幅は７０cm以上とし、かつ、奥行きは１２０cm以上とすること。 

ウ 車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合にあっては、籠の

幅及び奥行きが十分に確保されていること。 

(２) エスカレーターにあっては、平成１２年建設省告示第１４１７号第１ただ

し書に規定するものであること。 

８ 便所 (１) 多数の者が利用する便所を設ける場合には、床面を粗面とし、又は滑りにく

い材料で仕上げること。 

(２) 前号の便所のうち１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ

１以上）は、次に掲げるものとすること。 

ア 便所内に、次に掲げる構造の車椅子使用者用便房を１以上設けること。 

（ア） 腰掛便器が適切に配置されていること。 

（イ） 便器の両側に手すりを設け、そのうち片方の手すりは可動式とするこ
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と。 

（ウ） 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保

されていること。 

（エ） 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設けるこ

と。 

（オ） 車椅子使用者用便房及び便所の出入口には、当該車椅子使用者用便房

の設備及び機能を表示すること。 

（カ） 全ての人が使いやすい設備を適切に設置すること。 

イ 便所内に、高齢者、障がい者等が円滑に利用することができる構造の水洗

器具を設けた便房を１以上設け、当該便房及び便所の出入口には、その旨の

表示を行うこと。 

(３) 多数の者が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合には、そのうち

１以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが３５cm以下の

ものに限る。）その他これらに類する小便器を１以上設けなければならない。 

９  浴 室 又 は

シ ャ ワ ー

室 

(１) 多数の者が利用する浴室等を設ける場合には、床面は粗面とし、又は滑りに

くい材料で仕上げなければならない。 

(２) 前号の浴室等のうち１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞ

れ１以上）は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保され

ていること。 

ウ 出入口は、次に掲げるものであること。 

（ア） 幅は、８５cm以上とすること。 

（イ） 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が

容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこ

と。 

10  敷地内の

通路 

(１) 多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 段がある部分は、次に掲げるものであること。 

（ア） 手すりを連続して設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大き

いことにより、段を容易に識別できるものとすること。 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造

とすること。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

（ア） 勾配が１２分の１を超え、又は高さが１６cmを超え、かつ、勾配が

２０分の１を超える傾斜がある部分には、手すりを連続して設けること。 

（イ） 傾斜路の前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことに

より、その存在を容易に識別できるものとすること。 

(２) 特定経路等を構成する敷地内の通路は、前号に掲げるもののほか、次に掲げ

るものであること。 

ア 幅は、１２０cm以上とすること。 

イ 歩車道の分離に配慮すること。 

ウ ５０m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 

エ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容

易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

オ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

（ア） 幅は、段に代わるものにあっては１２０cm以上、段に併設するもの

にあっては９０cm以上とすること。 

（イ） 勾配は２０分の１以下であること。ただし、高さが１６cm以下のも
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のにあっては８分の１以下、７５cm以下のもの又は敷地の状況等により

やむを得ないものにあっては１２分の１以下とすることができる。 

（ウ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

（エ） 手すりを連続して設けること。 

（オ） 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平

たんな部分を設けること。 

（カ） 高さが７５cmを超えるものにあっては、高さ７５cm以内ごとに踏

幅が１５０cm以上の踊り場を設けること。 

(３) １の項第１号に定める経路を構成する敷地内の通路が、地形の特殊性によ

り前号の規定によることが困難である場合におけるこの表の規定の適用につ

いては、同号中「道等」とあるのは「当該共同住宅等の車寄せ」とする。 

11 駐車場 (１) 多数の者が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち１以上に障がい者

用駐車区画を１以上設けなければならない。ただし、用途に供する部分の床面

積の合計が１，０００m２以上２，０００m２未満の共同住宅等に一の多数の

者が利用する駐車場を設ける場合であって、当該駐車場の全駐車台数が１で

ある場合においては、この限りでない。 

(２) 障がい者用駐車区画は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 幅は３５０cm以上、奥行きは６００cm以上とすること。 

イ 当該障がい者用駐車区画から利用居室（当該建築物に利用居室が設けら

れていないときは、道等。次号において同じ。）までの経路の長さができる

だけ短くなる位置に設けること。 

(３) 多数の者が利用する駐車場に障がい者用駐車区画を設ける場合には、当該

障がい者用駐車区画又はその付近に、当該障がい者用駐車区画から利用居室

までの経路についての誘導表示を設けなければならない。 

12 標識 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車区

画の付近には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車区画が

あることを表示する次に掲げる要件に該当する標識を設けなければならない。 

(１) 高齢者、障がい者等の見やすい位置に設けること。 

(２) 表示すべき内容が容易に識別できること（当該内容が日本産業規格Z８２１

０に定められているときは、これに適合すること。）。 

13 案内設備 (１) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措

置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車区画の配置を表示

した案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベーター

その他の昇降機、便所又は駐車区画の配置を容易に視認できる場合は、この限

りでない。 

(２) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措

置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置について、次に掲

げる方法により、視覚障がい者に示すための設備を設けなければならない。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

(３) 案内所を設ける場合には、前２号の規定は適用しない。 

14  公共的通

路 

公共的通路の１以上は、次に掲げる構造とすること。 

(１) 歩道状空地、屋外貫通通路、歩行者デッキ等の建築物外部の公共的通路に係

る構造は、次のものとする。 

ア 通路の幅は、２００cm以上（都市計画、許可等で別に定める幅がある場

合には、当該幅以上）とし、通行に支障がない高さ空間を確保すること。 

イ 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜

路又は６の項若しくは７の項に定める基準を満たすエレベーターその他の

昇降機を設けている場合その他道路等の自然勾配が段に代わる傾斜路の勾
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配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

（ア） 手すりを連続して設けること。 

（イ） 傾斜路の前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことに

より、その存在を容易に識別できるものとすること。 

（ウ） 幅は、段に代わるものにあっては１４０cm以上、段に併設するもの

にあっては９０cm以上とすること。 

（エ） 勾配は、２０分の１以下であること。 

（オ） 高さが７５cmを超えるものにあっては、高さ７５cm以内ごとに踏

幅が１５０cm以上の踊り場を設けること。 

（カ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

（キ） 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平

たんな部分を設けること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

エ 当該敷地外の道路又は公共的通路等に視覚障がい者誘導用ブロックが敷

設されている場合には、連続性を確保して視覚障がい者誘導用ブロックを

敷設すること。ただし、道路の歩道に沿って歩道状空地が設けられている場

合には、当該歩道状空地に視覚障がい者誘導用ブロックを敷設しないこと

ができる。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とすること。 

（ア） 踊り場を含めて、両側に手すりを連続して設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大き

いことにより、段を容易に識別できるものとすること。 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造

とすること。 

（エ） 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上

下端に近接する踊り場（２５０cm以下の直進のものを除く。）の部分に

は、視覚障がい者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設するこ

と。 

（オ） 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を

設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 

（カ） 蹴上げの寸法は１８cm以下、踏面の寸法は２６cm以上とすること。 

（キ） 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は１０cm

を限度として、ないものとみなす。）は、１２０cm以上とすること。 

(２) 屋内貫通通路、アトリウム、地下鉄連絡通路等の建築物内部の公共的通路に

係る構造は、次のものとする。 

ア 通路部分の幅は、２００cm以上（都市計画、許可等で別に定める幅があ

る場合には、当該幅以上）とし、当該部分の天井の高さを２５０cm以上と

すること。 

イ 通路面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜

路又は６の項若しくは７の項に定める基準を満たすエレベーターその他の

昇降機を設けている場合その他道路等の自然勾配が段に代わる傾斜路の勾

配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

（ア） 手すりを連続して設けること。 

（イ） 傾斜路の前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことに

より、その存在を容易に識別できるものとすること。 

（ウ） 傾斜がある部分の上端に近接する通路の部分及び傾斜がある部分の

上端に近接する踊り場の部分には、視覚障がい者に対し警告を行うため

に、点状ブロック等を敷設すること。ただし、勾配が２０分の１以下であ

る傾斜がある部分の上端に近接するもの、高さが１６cm以下である傾斜

がある部分の上端に近接するもの又は直進で、長さが２５０cm以下の踊

り場に設けるものについては、この限りでない。 

（エ） 幅は、段に代わるものにあっては１４０cm以上、段に併設するもの
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にあっては９０cm以上とすること。 

（オ） 勾配は、１２分の１以下であること。 

（カ） 高さが７５cmを超えるものにあっては、高さ７５cm以内ごとに踏

幅が１５０cm以上の踊り場を設けること。 

（キ） 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

（ク） 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平

たんな部分を設けること。 

ウ 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

エ 道路又は建築物外の公共的通路等に視覚障がい者誘導用ブロックが敷設

されている場合には、連続性を確保して視覚障がい者誘導用ブロックを敷

設すること。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造の階段とすること。 

（ア） 踊り場を含めて、両側に手すりを連続して設けること。 

（イ） 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大き

いことにより、段を容易に識別できるものとすること。 

（ウ） 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造

とすること。 

（エ） 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上

下端に近接する踊り場（２５０cm以下の直進のものを除く。）の部分に

は、視覚障がい者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設するこ

と。 

（オ） 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を

設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 

（カ） 蹴上げの寸法は１８cm以下、踏面の寸法は２６cm以上とすること。 

（キ） 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は１０cm

を限度として、ないものとみなす。）は、１２０cm以上とすること。 
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別表第６ 小規模建築物（共同住宅等を除く。）に関する遵守基準（特定都市施設）（第5条

関係） 

整備項目 遵守基準とすべき事項 

１ 移動等円

滑化経路

等 

(１) 次に掲げる場合には、それぞれ次に定める経路のうち１以上を移動等円滑化経

路等にしなければならない。 

ア 建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等

が利用する居室（以下この表において「利用居室」という。）を設ける場合 道

等から当該利用居室までの経路 

イ 建築物又はその敷地に６の項に掲げる構造の車椅子使用者用便房（以下この

項において同じ。）又は洗面器若しくは手洗器を設ける場合 利用居室（当該

建築物に利用居室が設けられていないときは、道等）から当該車椅子使用者用

便房又は洗面器若しくは手洗器までの経路 

(２) 移動等円滑化経路等には、階段又は段を設けないこと。ただし、次のいずれか

に該当する場合は、この限りでない。 

ア 当該建築物内の上階及び下階との間の上下の移動に係る場合（車椅子使用者

用便房を設ける場合においては、車椅子使用者用便房が地上階にある場合に限

る。） 

イ 傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合 

ウ 敷地の状況、施設の構造その他の事情により段差を設けないことができない

場合において、当該建築物を管理する者の介助等により、高齢者、障がい者等

が安全に通行することが可能である場合 

２ 出入口 移動等円滑化経路等を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 

(１) 幅は、８０cm以上とすること。 

(２) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開

閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

３ 廊下等 移動等円滑化経路等を構成する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。 

(１) 幅は、９０cm以上とすること。 

(２) 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

４ 階段 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者が利用する階段のう

ち１以上は、次に掲げるものでなければならない。 

(１) 段がある部分に、手すりを連続して設けること。 

(２) 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(３) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とするこ

と。 

５ 階段に代

わり、又

はこれに

併設する

傾斜路 

移動等円滑化経路等を構成する傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに

限る。）は、次に掲げるものであること。 

(１) 勾配が１２分の１を超え、又は高さが１６cmを超える傾斜路がある部分には、

手すりを設けること。 

(２) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(３) 傾斜路の前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、

その存在を容易に識別できるものとすること。 

(４) 幅は、９０cm以上とすること。 

(５) 勾配は、１２分の１以下であること。ただし、高さが１６cm以下のものにあ

っては、８分の１以下であること。 

(６) 高さが７５cmを超えるものにあっては、高さ７５cm以内ごとに踏幅が１５

０cm以上の踊り場を設けること。 

(７) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

(８) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな部
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分を設けるよう配慮すること。 

６ 便所 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を

設ける場合には、そのうち１以上に、次に掲げる構造の車椅子使用者用便房を設ける

こと。 

(１) 車椅子使用者が利用することができるような空間であること。 

(２) 腰掛便器、手すり等が適切に配置されていること。 

７ 観覧席又

は客席 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する観覧席

又は客席を設ける場合は、次に掲げるものであること。 

(１) 車椅子使用者のためのスペースを出入口から容易に到達でき、かつ、サイトラ

イン（可視線）に配慮した位置に全席数の５０分の１（１席未満の端数は、切上

げとする。）以上設けること。 

(２) 車椅子使用者のためのスペースは、１席当たり、間口９０cm以上、奥行き１

４０cm以上（水平部分）とすること。 

(３) 車椅子使用者のためのスペースに至る通路に高低差がある場合は、勾配が１２

分の１以下の傾斜路を設けること。 

(４) 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

８ 敷地内の

通路 

移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通路は、次に掲げるものであること。 

(１) 幅は、１３５cm以上とすること。ただし、敷地等の状況によりやむを得ない

場合は、１２０cm以上とすることができる。 

(２) 通行の際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーター

その他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。 

(３) 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

ア 勾配が１２分の１を超え、又は高さが１６cmを超える傾斜路がある部分に

は、手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ 傾斜路の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、その存

在を容易に識別できるものとすること。 

エ 幅は、段に代わるものにあっては１２０cm以上、段に併設するものにあっ

ては９０cm以上とすること。 

オ 勾配は、１２分の１以下であること。ただし、高さが１６cm以下のものに

あっては、８分の１以下であること。 

カ 高さが７５cmを超えるものにあっては、高さ７５cm以内ごとに踏幅が１

５０cm以上の踊り場を設けること。 

キ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

ク 傾斜路の始点及び終点には車椅子が安全に停止することができる平たんな

部分を設けるよう配慮すること。 

９ 標識・案

内設備等 

移動等円滑化の措置がとられた便所その他の施設の付近には、必要に応じて次に掲

げる要件に該当する標識を設けなければならない。ただし、当該便所その他必要な場

所を容易に視認できる場合は、この限りでない。 

(１) 高齢者、障がい者等の見やすい位置に設けること。 

(２) 表示すべき内容が容易に識別できること。（当該内容が日本産業規格Z８２１

０に定められているときは、これに適合すること。） 

(３) 別表第４（建築物の遵守基準）１５の項第２号の規定による設備又は第３号の

規定による案内所が設けられている場合は、道等からその設備又は案内所まで、

それ以外の場合は道等から直接地上へ通ずる出入口までを、視覚障がい者の誘導

を行うための線状ブロック等又は点状ブロック等を適切に組合せて敷設し、又は

音声その他の方法により視覚障がい者を誘導する設備を設けること。ただし、次

に掲げる場合においては、この限りでない。 

ア 建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤務する案内所から直

接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの
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経路が次号に定める基準に適合するものである場合 

イ 道等から案内設備まで、それ以外の場合は道等から直接地上へ通ずる出入口

までの経路が主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの 

10  レ ジ 通

路 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用するレジ通

路を設ける場合は、その１以上を次に掲げるものとすること。 

(１) レジ通路の有効幅は、８５cm以上とすること。 

(２) 前号のレジ通路に設けるレジカウンターの高さ及び形状は、高齢者、障がい者

の利用に支障のないものとすること。 

11 洗面所等 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する洗面器

又は手洗器を設ける場合は、その１以上を、高齢者、障がい者等が円滑に利用できる

構造とすること。 

12 手すり 手すりを設ける場合は、次に掲げるものでなければならない。 

(１) 誘導を考慮し、連続していること。 

(２) 便所、浴室等における移乗等を補助するための手すりは、動作に応じて、水平・

垂直型のものを設けること。 

(３) 高齢者、障がい者等が円滑に利用できるよう、形状、材質、取付位置、取付方

法等に配慮すること。 
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別表第７ 小規模建築物（共同住宅等）に関する遵守基準（特定都市施設）（第5条関係） 

整備項目 遵守基準とすべき事項 

１ 特定経路 (１) 共同住宅等においては、道等から地上階にある各住戸までの経路のうち１以

上を、多数の者が円滑に利用できる経路（以下この表において「特定経路」と

いう。）にしなければならない。 

(２) 共同住宅等に、多数の者が利用する居室、車椅子使用者用便房を設ける場合

においては、別表第６のうち移動等円滑化経路等に係る規定を適用する。この

場合において、同表のうち移動等円滑化経路等に係る規定の適用を受けた特定

経路となるべき経路又はその一部については、この表の規定は適用しない。 

(３) 特定経路上及び移動等円滑化経路等には、階段又は段を設けないこと。ただ

し、当該建築物内において、上階及び下階との間の上下の移動に係る部分を除

く。 

２ 出入口 特定経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 

(１) 幅は、車椅子使用者が円滑に通過できるものとすること。 

(２) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に

開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

(３) 通行の際に支障となる段差を設けないこと。 

３ 廊下等 特定経路を構成する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。 

(１) 幅は、車椅子使用者が円滑に移動できるものとすること。 

(２) 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

４ 階段 多数の者が利用する階段のうち１以上は、次に掲げるものでなければならない。 

(１) 段がある部分に、手すりを連続して設けること。 

(２) 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(３) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とする

こと。 

(４) 蹴上げ及び踏面の寸法は、高齢者、障がい者等が円滑で安全に移動できる構

造とすること。 

５ 階段に代わ

り、又はこ

れに併設す

る傾斜路 

特定経路を構成する傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）

は、次に掲げるものであること。 

(１) 勾配が１２分の１を超え、又は高さが１６cmを超える傾斜路がある部分に

は、手すりを設けること。 

(２) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(３) 傾斜路の前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによ

り、その存在を容易に識別できるものとすること。 

(４) 幅は、９０cm以上とすること。 

(５) 勾配は、１２分の１以下であること。ただし、高さが１６cm以下のものにあ

っては、８分の１以下であること。 

(６) 高さが７５cmを超えるものにあっては、高さ７５cm以内ごとに踏幅が１５

０cm以上の踊り場を設けること。 

(７) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

(８) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たんな

部分を設けるよう配慮すること。 

６ 敷地内の通

路 

特定経路を構成する敷地内の通路は、次に掲げるものとしなければならない。 

(１) 幅は、１２０cm以上とすること。 

(２) 通行の際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベータ

ーその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。 

(３) 傾斜路は、次に掲げるものであること。 
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ア 勾配が１２分の１を超え、又は高さが１６cmを超える傾斜路がある部分

には、手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ 傾斜路の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、その

存在を容易に識別できるものとすること。 

エ 幅は、１２０cm以上、階段に併設するものにあっては９０cm以上とする

こと。 

オ 勾配は、１２分の１以下であること。ただし、高さが１６cm以下のものに

あっては、８分の１以下であること。 

カ 高さが７５cmを超えるものにあっては、高さ７５cm以内ごとに踏幅が１

５０cm以上の踊り場を設けること。 

キ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

ク 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安全に停止することができる平たん

な部分を設けるよう配慮すること。 
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別表第８ 道路に関する整備基準（第5条関係） 

整備項目 整備基準 

１ 歩道 (１)歩車道の分離 

ア 歩道と車道とは、原則として分離し、歩行者の安全を確保すること。 

イ 歩車道を分離する方法として、セミフラット形式を原則とすること。 

ウ 歩道に設ける縁石の車道に対する高さは、１５cm以上とすること。 

(２)歩道の有効幅員及び勾配 

ア 歩道の有効幅員は、原則として２ｍ以上とし、歩行者が安心して通行でき

る歩行空間を連続して確保すること。 

イ 歩道の縦断勾配は、５パーセント以下とする。ただし、地形の状況その他

の特別な理由によりやむを得ない場合は、８パーセント以下とすることがで

きる。 

ウ 歩道（車乗り入れ部を除く。）の横断勾配は、１パーセント以下とする。

ただし、道路の構造、気象及び地形の状況その他の特別の理由によりやむを

得ない場合は、２パーセント以下とすることができる。 

(３)歩道舗装 

ア 歩道の舗装は、歩行者の安全性及び快適性を確保するため、平坦で、滑り

にくく、かつ、水はけのよい仕上げとすること。 

イ 歩道内に排水溝を設ける場合は、杖、車椅子のキャスター等が落ちない構

造で、かつ、滑りにくい構造の蓋を設けること。 

２ 歩道と車道

との段差 

(１)単路部 

ア 歩行者の通行動線上における歩道と車道との段差は、２cmを標準とする

こと。 

イ すりつけ勾配は、５パーセント（沿道の状況その他の理由によりやむを得

ない場合は、８パーセント）以下とし、勾配の方向は、歩行者の通行動線の

方向と一致させること。 

(２)交差点部の横断歩道に向けての切下げは、自動車に対する歩行者の安全、路面

の排水等を考慮の上、高齢者、障がい者等をはじめとする全ての人が円滑に通

行できるような構造とすること。 

(３)自動車交通量の少ない細街路等と交差する場合は、本線の歩行者の安全性、利

便性及び連続性を考慮し、歩道面が連続して平坦となるような構造とするこ

と。ただし、切り開き形式とする場合は、細街路の路面と歩道面とに段差を設

けること。 

３ 車乗り入れ

部 

(１)歩道における車乗り入れ部は、歩行者の安全性及び快適性を考慮し、歩道面が

連続して平坦となるような構造とすること。 

(２)車乗り入れ部の縁石の段差は、５cmを標準とすること。 

(３)車乗り入れ部のすりつけ勾配は、１５パーセント（特殊縁石を用いる場合は、

１０パーセント）以下とすること。 

４ 横断歩道 (１)歩行者の安全を確保するため、必要に応じ横断歩道を設けること。 

(２)横断歩道には、道路標識又は信号機及び道路標示を設けること。 

５ 視覚障がい

者誘導ブロ

ック 

(１)視覚障がい者が多く利用する道路には、視覚障がい者誘導用ブロックを敷設す

ること。 

(２)視覚障がい者誘導用ブロックの色は、黄色を原則とする。 

(３)前号の規定にかかわらず、周辺の舗装の色彩との輝度比において対比効果が発

揮できない場合には、他の色を使用することができる。この場合において、輝

度比が確保できる措置を講ずること。 

６ 立体横断施

設 

立体横断施設は、高齢者、障がい者等をはじめとする全ての人に対する安全性及

び移動性に配慮した構造とすること。 

資 料 編 
1 - 56



 

 

７ ベンチ等 高齢者、障がい者等をはじめとする全ての人が歩行中に休憩、交流等ができるよ

うな施設として、必要に応じ、ベンチ等を設けること。 

８ 案内・標示 (１)道路の要所には、必要に応じ、公共施設、病院等の案内標識を整備すること。 

(２)案内・標示は、標記内容が容易に読み取れるような文字及び記号の大きさ、色

調及び明度とし、分かりやすい位置に、車椅子使用者にも見やすい高さに設け

ること。 

９ 駐車場（道

路附属物と

しての駐車

場） 

(１)駐車場の整備に当たっては、高齢者、障がい者をはじめとする全ての人が円滑

に利用できるよう十分な配慮をするとともに、次に掲げる構造の障がい者のた

めの駐車スペースを１以上設けること。 

ア 幅員３．５ｍ以上、奥行き６ｍ以上とすること。 

イ 障がい者用駐車区画から駐車場の出入口までの経路の長さができるだけ

短くなるような位置に設けること。 

ウ 障がい者用駐車区画である旨の表示をすること。 

(２)駐車場の出入口から障がい者用駐車区画の位置までの経路について、案内のた

めの表示をすること。 

  

資 料 編 
1 - 57



 

 

別表第９ 公園等に関する整備基準（第5条関係） 

整備項目 整備基準 

１ 出入口 外部の道路等と接する出入口は、次に定める構造とする。ただし、地形上又は構

造上、２の項に定める構造の園路に接続しがたい出入口については、この限りでな

い。この場合、整備基準に適合した出入口の位置を明示する案内板を設けること。 

(１) 幅は、１２０cm以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合は、９０cm以上とすることができる。 

(２) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。 

(３) 出入口から水平距離が１５０cm以上の水平面を確保すること。ただし、地

形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

(４) 路面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

(５) 点状ブロック（警告用）、舗装材の変化等により道路との境界を明示するこ

と。また、直接車道と接する場合には、２cmを標準として段差を設けること。 

２ 園路 高齢者、障がい者をはじめとする全ての人が円滑に主要な施設を利用できる園路

を、次に定める構造により１経路以上設けること。この園路は１の項で定める出入

口及び９の項で定める駐車場に接続するものとする。また、敷地境界から当該出入

口に至る経路も同様とする。 

(１) 幅は、１８０cm以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合は、通路の末端の付近及び５０m以内ごとに、車椅子が

転回できる場所を確保した上で、幅１２０cm以上とすることができる。 

(２) 縦断勾配は、４パーセント（２５分の１）以下とすること。ただし、地形の

状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、８パーセント（約１２分

の１）以下とすることができる。 

(３) ３パーセントから４パーセントまで（約３０分の１から２５分の１まで）の

縦断勾配が５０m以上続く場合は、途中に長さ１５０cm以上の水平部分を設

けること。 

(４) 段差を設けないこと。ただし、敷地の状況等により、やむを得ず段差を設け

る場合は、４の項で定める構造の傾斜路を併設すること。 

(５) 縁石、街きょ等により段差を生じる場合は、５パーセント（２０分の１）以

下（構造上等やむを得ない場合は、８パーセント（約１２分の１）以下）の勾

配ですりつけること。やむを得ず段差を残す場合は、その段差は２cm以下と

すること。 

(６) 横断勾配は、１パーセント（１００分の１）以下とすること。ただし、排水

等により特別な理由がある場合のみ２パーセント（５０分の１）以下とするこ

とができる。 

(７) 園路に付帯する観覧場所及び休憩場所には、車椅子が安定して停止できる水

平部分を適宜設けること。 

(８) 路面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

(９) 視覚障がい者誘導用ブロックを園路の要所に敷設すること。 

３ 階段 階段（その踊り場を含む。）は、次に定める構造とする。 

(１) 回り階段は用いないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合は、この限りでない。 

(２) 幅は、１２０cm以上とすること。 

(３) 階段の始終点及び高さ３００cm以内ごとに長さ１５０cm以上の水平部分

（踊り場）を設けること。 

(４) 手すりを両側に連続して設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

(５) 手すりの端部付近に、階段の通ずる場所を示す点字を貼りつけること。 

(６) 床面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとすること。 
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(７) 踏面は、視覚障がい者等が識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構

造とすること。 

(８) 両側に立ち上がりを設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限

りでない。 

(９) ２の項で定める園路に階段を設ける場合は、４の項で定める構造の傾斜路を

併設すること。ただし、エレベーター等の設置により、これに代えることがで

きる。 

(１０) 階段の始終端部に近接する路面には、点状ブロック（警告用）を敷設する

こと。 

４ 傾斜路 傾斜路（階段若しくは段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）は、次に

定める構造とする。 

(１) 幅は、１２０cm以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、９

０cm以上とすることができる。 

(２) 縦断勾配は、原則として５パーセント（２０分の１）以下とすること。ただ

し、傾斜路の高さが７５cm以下の場合は、８パーセント（約１２分の１）以下

とすることができる。 

(３) 傾斜路の始終点及び高さ７５cm以内ごとに、長さ１５０cm以上の水平部分

（踊り場）を設けること。 

(４) 手すりを両側に連続して設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

(５) 両側に、立ち上がりを設けること。ただし、側面が壁面である場合には、こ

の限りでない。 

(６) 路面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

(７) 横断勾配は設けないこと。 

５ 転落防止等 高齢者、障がい者をはじめとする全ての人が転落するおそれのある場所には、柵、

視覚障がい者誘導用ブロックその他の高齢者、障がい者をはじめとする全ての人の

転落を防止するための設備を設けること。 

６ 休憩所 不特定かつ多数の者が利用する休憩所を設ける場合、そのうち１以上は、次に定

める構造とすること。 

(１) 出入口の幅は、１２０cm以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合は、幅は、８０cm以上とすることができる。 

(２) 高齢者、障がい者をはじめとする全ての人が利用する際に支障となる段差を

設けないこと。ただし、やむを得ず段差を設ける場合には、４の項で定める構

造の傾斜路を併設すること。 

(３) 休憩所は、車椅子使用者等の円滑な利用に適した広さを確保すること。 

７ 野外劇場・

野外音楽堂 

不特定かつ多数の者が利用する野外劇場・野外音楽堂を設ける場合は、次に定め

る構造とすること。 

(１) 出入口の幅は、１２０cm以上とすること。ただし、構造上やむを得ない場合

は、幅は、８０cm以上とすることができる。 

(２) 出入口及び通路に段差を設けないこと。ただし、やむを得ず段差を設ける場

合には、４の項で定める構造の傾斜路を併設すること。 

(３) 車椅子使用者等が利用目的に沿って円滑に活動できる広さを確保すること。 

(４) 通路の幅は、１２０cm以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の

理由によりやむを得ない場合は、通路の末端付近等の広さを車椅子の転回に支

障がないものとした上で、幅８０cm以上とすることができる。 

(５) 縦断勾配は、５パーセント（２０分の１）以下とすること。ただし、地形の

状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、８パーセント（約１２分

の１）以下とすることができる。 

(６) 横断勾配は、１パーセント（１００分の１）以下とすること。ただし、地形

の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、２パーセント（５０分
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の１）以下とすることができる。 

(７) 平たんで、ぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

(８) 高齢者、障がい者をはじめとする全ての人が転落するおそれのある場所に

は、柵、視覚障がい者誘導用ブロックその他の高齢者、障がい者をはじめとす

る全ての人の転落を防止するための設備を設けること。 

(９) 便所を設ける場合は、そのうち１以上は、１０の項に規定する整備基準を準

用すること。 

(１０) 計画収容者数が２００以下の場合は、計画収容者数に５０分の１を乗じて

得た数（１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）以上とし、

計画収容者数が２００を超える場合は、計画収容者数に１００分の１を乗じて

得た数（１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）に２を加え

た数以上を車椅子使用者用観覧スペース等として設けること。 

(１１) 車椅子使用者用観覧スペース等は、次に定める構造とする。 

ア 幅は９０cm以上とし、奥行きは１４０cm以上とすること。 

イ 段差を設けないこと。 

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者

の転落を防止するための設備を設けること。 

エ 出入口から容易に到達でき、かつサイトライン（可視線）に配慮した位置

に設けること。 

８ 公園等内建

築物・屋内

設備 

便所及び休憩所以外の公園等内の建築物（管理事務所等）並びに屋内設備は、別

表第２に規定する整備基準及び別表第４に規定する遵守基準を準用する。ただし、

建築物内に便所を設ける場合は、１０の項に規定する整備基準とすること。 

９ 駐車場 (１) 不特定かつ多数の者が利用する駐車場を設ける場合は、当該駐車場の全駐車

台数が２００以下の場合は、駐車台数に５０分の１を乗じて得た数（１未満の

端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）以上とし、全駐車台数が２０

０を超える場合は、当該駐車台数に１００分の１を乗じて得た数（１未満の端

数が生じたときは、これを切り上げて得た数）に２を加えた数以上の障がい者

用駐車区画を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自

動二輪車（いずれも側車付きのものを除く。）のための駐車場については、こ

の限りでない。 

(２) 前号の障がい者用駐車区画は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 幅は３５０cm以上、奥行きは６００cm以上とすること。 

イ ２の項で定める構造の園路に接続しやすい位置に設けること。 

ウ 障がい者用駐車区画である旨の表示をすること。 

10 便所 (１) 便所を設ける場合は、次に定める構造とすること。 

ア 出入口の幅は、８５cm以上とすること。ただし、地形の形状その他の特別

の理由によりやむを得ない場合は、８０cm以上とすることができる。 

イ 便所の出入口に至る通路に段差を設けないこと。やむを得ず段差を設ける

場合は、次に定める傾斜路を設けること。 

（ア） 幅は、９０cm以上とすること。 

（イ） 勾配は、５パーセント（２０分の１）以下とすること。ただし、高低

差が１６cm以下の場合は１２パーセント（約８分の１）以下、傾斜路の高

さが７５cm以下の場合は８パーセント（約１２分の１）以下とすること

ができる。 

ウ 床面は、ぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

エ 高齢者、障がい者をはじめとする全ての人が円滑に利用することができる

構造の水洗器具を設けた便房を１以上設けること。 

(２) 前号の便所のうち１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ

１以上）は、次に掲げるものとすること。 

ア 便所内に、次に掲げる構造の車椅子使用者用便房を１以上設けること。 
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（ア） 戸は、車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、そ

の前後に高低差がないこと。 

（イ） 腰掛便器が適切に配置されていること。 

（ウ） 便器の両側に手すりを設け、そのうち片方の手すりは可動式とするこ

と。 

（エ） 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保さ

れていること。 

（オ） 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設けること。 

（カ） 車椅子使用者用便房及び便所の出入口には、当該車椅子使用者用便房

の設備及び機能を表示すること。 

(３) 複数の便房がある場合、１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、そ

れぞれ１以上）を次に定める構造とすること。 

ア 大便器は、１以上を腰掛式とし、手すりを設けること。 

イ 便房の戸には、腰掛式便器である旨を表示すること。 

(４) 小便器を設ける場合には、そのうち１以上に、手すり及び光感知式自動洗浄

装置を備えた、受け口の高さが３５cm以下の小便器を設けること。 

11 水飲み・手

洗場 

水飲み・手洗場は、次に定める構造とする。 

(１) 飲み口は、上向きとすること。 

(２) 飲み口までの高さは、７０cm以上８０cm以下とし、下部に高さ６５cm以

上、奥行き４５cm以上のスペースを確保すること。 

(３) 車椅子が接近し方向転換できるように、使用方向に１５０cm以上かつ幅１

５０cm以上の水平部分を設けること。 

12 案内・標示 高齢者、障がい者をはじめとする全ての人が円滑に利用できる施設の配置や経路

を表示した案内板や標識等を設置する場合は、そのうち１以上は次に定める構造と

し、高齢者、障がい者をはじめとする全ての人が円滑に利用できる園路及び広場の

出入口の付近に設けること。 

(１) 園内の要所に必要に応じて案内板、説明板及び標識を設けること。 

(２) 標記内容が容易に読み取れるような文字の大きさ、色調及び明度とし、分か

りやすい位置に、車椅子使用者にも見やすい高さに設けること。 

(３) 案内板には、車椅子使用者が利用可能な園路及び施設を表示すること。 

(４) 案内板等は、通行の支障とならないよう通路に突出しない位置に設置するこ

と。ただし、やむを得ず突出する場合は、案内板等の下端の位置が地上２５０

cm以上になるよう設置すること。 

(５) 平仮名、絵文字（ピクトグラム）、ローマ字等による標示を併用すること。 

13 ベンチ ベンチは、高齢者、障がい者をはじめとする全ての人の休憩や観賞等にふさわし

い場所に利用しやすい構造のものを設置すること。 

14 野外卓 野外卓は、次に定める構造とする。 

(１) 車椅子使用者が使用できるように１５０cm以上の水平部分を設けること。 

(２) 卓の下部に、高さ６５cm以上、奥行き４５cm以上のスペースを設けること。 

15 排水溝（ま

す） 

園路の動線上及び広場に設ける開きょの排水溝並びに集水ますには、杖、車椅子

のキャスター等が落ち込まない構造の蓋を園路と段差が生じないように設けるこ

と。 
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別表第10 公共交通施設に関する整備基準（第5条関係） 

１ 公共交通施設 

整備項目 整備基準 

１  移 動 等 円

滑化経路 

(１) 公共交通施設（以下「駅舎等」という。）の出入口から、通路、改札口等を

経て車両等の乗降口に至る経路において、高齢者、障がい者をはじめとする全

ての人の移動に際して障害（段差、狭小な出入口等をいう。）となるものがな

く、かつ、安全に連続して通行できる経路（以下この表において「移動等円滑

化経路」という。）を１以上確保すること。 

(２) 公共用通路と車両等の乗降口との間の経路であって主たる通行の用に供す

るものと当該公共用通路と当該車両等の乗降口との間に係る移動等円滑化経

路が異なる場合は、これらの経路の長さの差は、できる限り小さくしなければ

ならない。 

(３) 乗降場間の旅客の乗継ぎの用に供する経路（以下「乗継ぎ経路」という。）

のうち、移動等円滑化経路を、乗降場ごとに１以上確保すること。 

(４) 主たる乗継ぎ経路と移動等円滑化経路となる乗継ぎ経路が異なる場合は、

これらの経路の長さの差は、できる限り小さくしなければならない。 

(５) 線路、水路等を挟んだ各側に公共用通路に直接通ずる出入口がある鉄道駅

には、第１号の規定にかかわらず、当該各側の出入口に通ずる移動等円滑化経

路をそれぞれ１以上確保すること。ただし、鉄道駅の規模、出入口の設置状況

その他の状況及び当該鉄道駅の利用の状況を勘案して、高齢者、障がい者等の

利便を著しく阻害しないと地方運輸局長が認める場合は、この限りでない。 

２ 出入口 (１) 駅舎等の出入口には、段差を設けないこと。段差がある場合は、７の項に定

める構造の傾斜路を設けること。地形上又は構造上困難な駅舎等の場合であ

っても、１以上の出入口については段差を解消すること。 

(２) 床面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

(３) 幅は、１００cm以上とすること。ただし、既設の駅舎等で構造上困難な場

合は、８５cm以上とすること。 

３ 駐車場 駐車場を設ける場合の位置及び構造等については、別表第２に規定する整備基

準及び別表第４に規定する遵守基準を準用する。 

４  コ ン コ ー

ス・通路・

ホール等 

(１) 移動等円滑化経路を構成する通路等においては、次に定める構造とするこ

と。 

ア 幅は、１４０cm以上とすること。ただし、既設の駅舎等で構造上困難な

場合は、車椅子使用者が円滑に通行できる構造とした上で、１２０cm以上

とすることができる。 

イ 床面には、階段又は段を設けないこと。ただし、７の項に定める構造の傾

斜路又は、８の項に定める構造のエレベーターその他の昇降機を併設する

場合は、この限りでない。 

ウ 壁面及び柱面の看板並びに設置物は、突き出さないようにすること。やむ

を得ず突き出る場合は、面をとる等の安全な措置をとること。 

エ 高齢者、障がい者をはじめとする全ての人に配慮し、十分な明るさを確保

した照明設備を設けること。 

(２) 床面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

５ 出札・案内

所等 

(１) 出札・案内所等のカウンターは、蹴込みを設ける等車椅子使用者の利用に支

障のない構造とすること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に

出て対応できる場合は、この限りでない。 

(２) 出札・案内所等のカウンターに至る経路には、視覚障がい者誘導用ブロック

を敷設すること。 

(３) 案内所等（勤務する者を置かないものは除く。）には、筆談用具等を準備し、

当該用具のある旨の表示をすること。 
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６ 階段 (１) 主要な階段には、回り階段を設けないこと。ただし、構造上困難な場合は、

この限りでない。 

(２) 幅は、１２０cm以上とすること。 

(３) 高さが３００cm以内ごとに、踊り場を設けること。 

(４) 両側に手すりを連続して設けること。また、手すりの端部の付近には、階段

の通ずる場所を示す点字を表記すること。 

(５) 床面は、平たんでぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

(６) 踏面の端部の全体は、視覚障がい者等が識別しやすいものとし、かつ、つま

ずきにくい構造とすること。 

(７) 階段下等において、高さが十分確保できないような空間等を設けないこと。

やむを得ず空間が生じる場合は、視覚障がい者等に配慮した安全な措置を講

ずること。 

(８) 階段の両側には、立ち上がりが設けられていること。ただし、側面が壁面で

ある場合は、この限りでない。 

(９) 高齢者、障がい者をはじめとする全ての人に配慮し、十分な明るさを確保し

た照明設備を設けること。 

７ 傾斜路 (１) 移動等円滑化経路を構成する傾斜路においては、次に定める構造とするこ

と。ただし、既設の駅舎等で構造上困難な場合は、この限りでない。 

ア 幅は、１４０cm以上とすること。ただし、段を併設する場合は、１２０

cm以上とすることができる。 

イ 勾配は、屋内にあっては１２分の１以下、屋外にあっては２０分の１以下

とすること。ただし、屋内、屋外とも傾斜路の高さが１６cm以下の場合は

８分の１以下、屋外において傾斜路の高さが７５cm以下の場合は１２分の

１以下とすることができる。 

ウ 高さ７５cmを超える傾斜路にあっては、高さ７５cm以内ごとに長さ１

５０cm以上の踊り場を設けること。 

エ 傾斜路の折り返し部分には踊り場を設け、他の通路と出会う部分には、水

平部分を設けること。 

オ 両側に手すりを連続して設けること。また、手すりの端部の付近には、階

段の通ずる場所を示す点字を表記すること。 

(２) 傾斜路の両側は、３５cm以上の立ち上がりが設けられていること。ただし、

側面が壁面である場合は、この限りでない。 

(３) 床面は、ぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

(４) 傾斜路の勾配部分は、その接続する通路と容易に識別できるものとするこ

と。 

８  エ レ ベ ー

ター 

移動等円滑化経路を構成するエレベーターは、改札口にできるだけ近い位置に、

次に定める基準に適合するエレベーターを設け、高齢者、障がい者をはじめとする

全ての人の円滑な垂直移動を確保すること。ただし、駅舎等に隣接する他の施設に

より移動等円滑化された経路を利用できる場合又は地形上、管理上エレベーター

を設置することが著しく困難な場合は、この限りでない。 

(１) 籠及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ８０cm以上とすること。 

(２) 籠の容量は、１１人乗り以上とし、エレベーターの台数、籠の内法幅及び内

法奥行きは、旅客施設の高齢者、障がい者等の利用の状況を考慮して定めるも

のとすること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

ア 既設の駅舎等で構造上困難な場合 

イ 籠内部で車椅子使用者が転回することなく円滑に乗降できる機種を採用

する場合 

(３) 籠内及び乗降ロビーに設ける設備は、高齢者、障がい者をはじめとする全て

の人が支障なく利用できる構造とすること。 

(４) 乗降ロビーは、車椅子使用者が転回できる構造とすること。 

(５) 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれ
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ていること又は籠外及び籠内に画像を表示する設備が設置されていることに

より、籠外にいる者と籠内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造である

こと。 

９  エ ス カ レ

ーター 

エスカレーターを設置する場合は、次に定める構造とすること。 

(１) 踏面及び床面は、滑りにくい仕上げとすること。 

(２) 緊急時に操作しやすい非常停止装置を分かりやすい位置に設置すること。 

(３) くし板は、できるだけ薄くし、ステップ部分と区別できるよう、原則として

黄色による縁取りを行うこと。 

(４) ８の項に定める構造のエレベーターの設置が困難な駅に設けるエスカレー

ターは、車椅子対応型エスカレーターとすること。ただし、既設の駅舎等で構

造上困難な場合は、この限りでない。 

(５) 踏み段の端部の全体が、その周囲の色と容易に識別できるものとすること。 

(６) 進入可能なエスカレーターにおいて、当該エスカレーターの行き先及び昇

降方向を知らせる音声案内装置を設けること。 

(７) エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において、当該エ

スカレーターへの進入の可否を表示すること。ただし、上り専用又は下り専用

でないエスカレーターについては、この限りでない。 

10 便所（一般

用） 

不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、次に定める構造とするこ

と。 

(１) 便所への案内、誘導及び男女別表示等を分かりやすく表示すること。 

(２) 床面には、高齢者、障がい者をはじめとする全ての人の通行の支障となる段

差を設けないこと。段差がある場合は、７の項に定める構造の傾斜路を設ける

こと。 

(３) 床面は、ぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 

(４) 大便器は、１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ１以

上）を腰掛式とすること。 

(５) 腰掛式とした大便器及び小便器の１以上に、それぞれ手すりを設けること。 

(６) 男子用小便器を設ける場合は、１以上を床置式又は壁掛式（受け口の高さが

３５cm以下のものに限る。）その他これらに類する小便器とすること。 

(７) 便所内に、高齢者、障がい者をはじめとする全ての人が円滑に利用すること

ができる構造の水洗器具を設けた便房を１以上設けること。ただし、車椅子使

用者用便房に設置してある場合は、この限りでない。 

(８) ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を

１以上設けること。ただし、車椅子使用者用便房に設置してある場合は、この

限りでない。 

(９) ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備を１以上設けるこ

と。ただし、車椅子使用者用便房に設置してある場合は、この限りでない。 

(１０) 第７号、第８号又は前号の設備を設けた便房及び便所の出入口には、その

旨の表示を行うこと。 

11 便所（車椅

子 使 用 者

用便房） 

不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、車椅子使用者用便房又は

車椅子使用者用便房を有する便所を１以上（男子用及び女子用の区別があるとき

は、それぞれ１以上）設けることとし、当該便所は、１０の項に定めるほか次に定

める構造とすること。 

(１) 便所（一般用）に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設けること。 

(２) 車椅子使用者用便房の出入口の幅は、８５cm以上とすること。 

(３) 出入口には、高齢者、障がい者をはじめとする全ての人の通行の支障となる

段差を設けないこと。 

(４) 車椅子使用者用便房及び便所の出入口には、当該車椅子使用者用便房の設

備及び機能を表示すること。 

(５) 車椅子使用者が円滑に利用できる空間を確保すること。 
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(６) 腰掛便器、手すり等を適切に配置すること。 

(７) 出入口の戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 

12  旅客待合

所 

旅客待合所を設ける場合は、次に定める構造及び設備にすること。 

(１) 分かりやすく利用しやすい位置に設けること。 

(２) 旅客待合所への主要な通路の幅は、１４０cm以上とすること。ただし、既

設の駅舎等で構造上困難な場合は、車椅子使用者が円滑に通行できる構造と

した上で、１２０cm以上とすることができる。 

(３) 床面には、段差を設けないこと。段差がある場合は、７の項に定める構造の

傾斜路を設けること。 

(４) 床面は、平たんで滑りにくい仕上げとすること。 

(５) 壁面及び柱面の看板並びに設置物は、突き出さないようにすること。やむを

得ず突き出る場合は、面を取る等の安全な措置をとること。 

(６) 高齢者、障がい者をはじめとする全ての人の利用しやすい構造のベンチを

適宜設けること。 

13 戸 案内所、旅客待合所その他不特定かつ多数の者が利用する部分に戸を設ける場

合は、当該出入口は、次に定める構造とすること。 

(１) 幅は、８５cm以上とすること。 

(２) 自動的に開閉する構造又は車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造

とすること。 

(３) 床面には、高齢者、障がい者をはじめとする全ての人の通行の支障となる段

差を設けないこと。 

14 案内板等 (１) 駅舎等の出入口の付近その他の適切な場所には、移動等円滑化のための主

要な設備等の配置を表示した案内板等の設備を設けること。ただし、移動等円

滑化のための主要な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 

(２) 前号の案内板等は、高齢者、障がい者をはじめとする全ての人に配慮して明

確で分かりやすい表示とすること。 

(３) 移動等円滑化のための主要な設備の付近には、これらの設備があることを

表示する標識を設けること。 

(４) 前号の標識は、日本産業規格Z８２１０に適合するものであること。 

(５) 車両等の運行（運航を含む。）に関する情報を文字等により表示するための

設備及び音声により提供するための設備を備えること。ただし、代替措置があ

る場合は、この限りでない。 

15  視覚障が

い 者 誘 導

案 内 用 設

備 

旅客施設の配置を点字、音その他の方法により視覚障がい者に示すための設備

を駅舎等の出入口の付近その他適切な場所に設けること。ただし、駅舎等構内の施

設の配置が単純な場合は、この限りでない。 

16  視覚障が

い 者 誘 導

用 ブ ロ ッ

ク 

(１) 通路その他これに類するもの（以下「通路等」という。）であって、移動等

円滑化経路を構成するものには、視覚障がい者誘導用ブロックを敷設し、又は

音声その他の方法により視覚障がい者を誘導する設備を設けること。ただし、

視覚障がい者の誘導を行う者が常駐する２以上の設備がある場合であって、

当該２以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該２以上の設備間

の経路を構成する通路等については、この限りでない。 

(２) 視覚障がい者誘導用ブロックが敷設された通路等とエレベーター、触知案

内図、便所の出入口及び乗車券販売所との間の経路を構成する通路等には、そ

れぞれ視覚障がい者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、前号ただし書の

経路については、この限りでない。 

(３) 階段、傾斜路及びエスカレーターの始終端部に近接する通路の床並びにエ

レベーターの乗降ロビーの操作盤、触知案内図、便所の出入口及び乗車券販売

所の前には、点状ブロックを敷設すること。 

(４) 前号の点状ブロックの敷設に当たっては、目的地まで安全かつ確実に到達
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できるよう配慮すること。 

(５) 色彩は、周辺の床材の色と輝度比において、対比効果が発揮できるものと

し、原則として黄色を用いること。ただし、黄色で十分な対比効果が得られな

い場合は、他の色を用いることができる。 

(６) 形状は、視覚障がい者が認識しやすいものとすること。 

(７) 材質は、十分な強度を有し、滑りにくく、耐久性、耐磨耗性に優れ、退色又

は輝度の低下が少ない素材とすること。 

17 手すり (１) 一般旅客が常時利用する傾斜路、階段等においては、両側に連続して手すり

を設けること。ただし、構造上困難な場合は、この限りでない。 

(２) 便所、エレベーター等に設ける移乗等動作補助用手すりは、高齢者、障がい

者をはじめとする全ての人の円滑な利用に配慮したものとすること。 

(３) 取付の高さは、一段手すりの場合は、床面から７５～８５cm程度、二段手

すりの場合は、下段が６０～６５cm程度、上段が７５～８５cm程度とする

こと。 

(４) 手すりの形状については、高齢者、障がい者をはじめとする全ての人が支障

なく利用できるものとすること。 

(５) 材質は、その取付場所に配慮したものとすること。 

18 券売機 (１) 券売機は、そのうち１以上は、高齢者、障がい者をはじめとする全ての人の

円滑な利用に適した構造のものとすること。 

(２) 運賃等を点字で表示すること。ただし、機種により表示が困難な場合は、１

以上を視覚障がい者が支障なく利用できる機種とすること。 

19  休憩設備

（ ベ ン チ

等） 

(１)ベンチ等その他の高齢者、障がい者をはじめとする全ての人の休憩の用に供

する設備を１以上設けること。ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそ

れのある場合は、この限りでない。 

(２)前号の設備に優先席を設ける場合は、その付近に当該優先席において優先的

に利用することができる者を表示する標識を設けなければならない。 

 

２ 鉄軌道駅 

整備項目 整備基準 

１ 改札口 (１) 改札口通路のうち１以上は、幅９０cm以上とすること。 

(２) 出札口（券売機）から改札口に至る経路及び改札口通路の１以上には、視覚

障がい者誘導用ブロックを連続して敷設すること。 

(３) 自動改札機を設ける場合は、当該自動改札機への進入の可否を分かりやす

く表示すること。 

２ 乗降場（プ

ラ ッ ト ホ

ーム） 

(１) 床面の水勾配は、１００分の１程度とし、ぬれても滑りにくい仕上げとする

こと。ただし、階段、エスカレーター等へのすりつけ部における水勾配は、こ

の限りでない。 

(２) 乗降場の縁端及び両端には、車両の停止する部分にホーム縁端警告ブロッ

ク又は点状ブロック（以下「ホーム縁端警告ブロック等」という。）を連続し

て敷設すること。ただし、ホームドア又はホームゲート等が設置されている場

合は、この限りでない。 

(３) 乗降場の線路側以外の端部には、転落防止のための柵等を設けること。 

(４) 乗降場のホーム先端ノンスリップタイルは、ぬれても滑りにくい仕上げと

すること。 

(５) 鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、乗降場と車両

との隙間及び段差は、可能な限り小さくすること。 

(６) 発着する全ての鉄道車両の旅客用乗降口の位置が一定しており、鉄道車両
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を自動的に一定の位置に停止させることができる乗降場においては、ホーム

ドア又はホームゲートを設けること。ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼ

すおそれがある場合にあっては、この限りでない。この場合においては、ホー

ム縁端警告ブロック等その他の視覚障がい者の転落を防止するための設備を

設けること。 

(７) 前号に掲げる乗降場以外の乗降場にあっては、ホームドア、ホームゲート、

ホーム縁端警告ブロック等その他の転落防止するための設備を設けること。 

(８) 列車の接近を文字等により警告するための設備及び音声により警告するた

めの設備が設けられていること。ただし、代替措置がある場合は、この限りで

ない。 

(９) 高齢者、障がい者をはじめとする全ての人に配慮し、十分な明るさを確保し

た照明設備を設けること。 

(１０) 車椅子スペースに通ずる旅客用乗降口には、乗降場に位置を表示するこ

と。ただし、当該旅客用乗降口の位置が一定していない場合は、この限りでな

い。 

 

３ バスターミナル 

整備項目 整備基準 

１  バ ス タ ー

ミナル 

(１) 乗降場の床面は、ぬれても滑りにくい仕上げとすること。 

(２) 乗降場の縁端のうち、バス車両用の場所に接する部分には、柵、点状ブロッ

クその他の視覚障がい者のバス車両用場所への進入を防止するための設備を

設けること。 

(３) 乗降場に接して停留するバス車両に車椅子使用者が円滑に乗降できる構造

のものであること。 
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別表第11 路外駐車場に関する整備基準（第5条関係） 

整備項目 整備基準 

１  路 外 駐 車

場 障 が い

者 用 駐 車

区画 

(１) 路外駐車場には、障がい者が円滑に利用することができる駐車区画（以下

「路外駐車場障がい者用駐車区画」という。）を１以上設けなければならな

い。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側車付きのも

のを除く。）の駐車のための駐車場については、この限りでない。 

(２) 路外駐車場障がい者用駐車区画は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 幅は３５０cm以上、奥行きは６００cm以上とすること。 

イ 路外駐車場障がい者用駐車区画又はその付近に、路外駐車場障がい者用

駐車区画の表示をするとともに、当該駐車区画への経路について誘導標示

を行うこと。 

ウ ２の項第２号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けるこ

と。 

２  路 外 駐 車

場 移 動 等

円 滑 化 経

路 

(１) 路外駐車場障がい者用駐車区画から道等までの経路のうち１以上を、高齢

者、障がい者をはじめとする全ての人が円滑に利用できる経路（以下「路外駐

車場移動等円滑化経路」という。）にしなければならない。 

(２) 路外駐車場移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併

設する場合は、この限りでない。 

イ 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、８５cm以上とす

ること。 

ウ 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものである

こと。 

（ア） 幅は、１２０cm以上とすること。 

（イ） ５０m以内ごとに車椅子使用者の転回に支障がない場所を設けるこ

と。 

エ 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路（段に代わり、又はこれに

併設するものに限る。）は、次に掲げるものであること。 

（ア） 幅は、段に代わるものにあっては１２０cm以上、段に併設するもの

にあっては９０cm以上とすること。 

（イ） 勾配は、２０分の１以下であること。ただし、高さが、１６cm以下

のものにあっては８分の１以下であること。 

（ウ） 高さが、７５cmを超えるものにあっては、高さ７５cm以内ごとに踏

幅が１５０cm以上の踊り場を設けること。 

（エ） 手すりを連続して設けること。 
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別表第12（第9条関係） 

区分 

図書 

種類 明示すべき事項 

建築物 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、事前協議に

係る建築物と他の建築物との別、土地の高低差、敷地に接する道路の位

置及び幅員並びに移動等円滑化経路等及び特定経路等 

各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の用途、主要部分の位置及び寸法並びに移動

等円滑化経路等及び特定経路等 

２ 面 以 上 の

立面図 

縮尺 

２ 面 以 上 の

断面図 

縮尺及び床の高さ 

道路 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

平面図 縮尺、方位、土地の高低、歩道の位置及び幅員並びに立体横断施設その

他の整備項目に係る部分の位置 

公園 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途及び規

模、主要な出入口及び園路、土地の高低差並びに敷地に接する道路の位

置及び幅員 

公 共 交 通

施設 

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、事前協議に

係る建築物と他の建築物との別、敷地内における改札口、乗降場、通路

その他の主要部分の位置及び寸法並びに敷地に接する道路の位置及び

幅員 

各階平面図 縮尺、方位、間取り、乗降場、通路、階段、昇降機並びに車椅子使用者

用便房その他の主要部分の位置及び寸法 

路 外 駐 車

場 

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における出入口、通路、主要な施設

の位置及び寸法並びに接する道路の位置及び幅員 

共通 その他市長が必要と認める図書 
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第1号様式(第6条関係) 

年  月  日   

 町田市長          様 

請求者 住 所             

氏 名          印  

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の氏名及び印)  

電話番号             

 

 

整備基準適合証交付請求書 

 

 

 町田市福祉のまちづくり総合推進条例第29条第1項の規定により、整備基準適合証の交付

を請求します。 

1 所在地 町田市 

2 名称   

3 種類 建築物  道路  公園等  公共交通施設  路外駐車場 

4 主要用途   

5 延べ面積   

6 構造・階数      造・地上   階、 地下   階 

7 工事着手日 年  月  日 8 工事完了日 年  月  日 

9 代理人 
住所 

氏名               電話番号 

※

受

付

欄 

  
※

処

理

欄 

  

注意 1 整備基準適合証交付請求書は、施設ごとに提出してください。 

   2 「3種類」の欄は、該当事項を○で囲んでください。 

   3 「9代理人」の欄は、この請求書についての問い合わせ先を記入してください。 

   4 ※欄には、記入しないでください。 

   5 町田市福祉のまちづくり総合推進条例施行規則別表第12に定める図書を必ず添

付してください。 
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第2号様式(第6条関係) 
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第3号様式(第6条関係) 

 

町  第     号   

 

年  月  日   

 

        様 

 

町田市長          印  

 

 

整備基準適合証交付決定通知書 

 

     年  月  日付で請求のありました整備基準適合証について、審査の結果、

整備基準に適合していると認められるため、町田市福祉のまちづくり総合推進条例第29条

第4項の規定により、下記のとおり交付決定をしましたので通知します。 

 

記 

 

1 施設の所在地 

 

2 施設の名称 

 

3 施設の種類  建築物・道路・公園等・公共交通施設・路外駐車場 

 

4 主要用途 

 

5 面積 

 

6 構造・階数         造・地上    階、地下   階 
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第4号様式(第6条関係) 

 

町  第     号   

年  月  日   

 

        様 

 

町田市長          印  

 

 

整備基準適合証不交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで請求のありました整備基準適合証について、審査の結果、

整備基準に適合していないため、町田市福祉のまちづくり総合推進条例施行規則第6条第3

項の規定により、下記のとおり不交付決定しましたので通知します。 

 

記 

 

1 施設の所在地 

 

2 施設の名称 

 

3 施設の種類  建築物・道路・公園等・公共交通施設・路外駐車場 

 

4 整備基準適合証を交付しない理由 
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第5号様式(第7条関係) 

 

(表) 

身 分 証 明 書        No. 

   

写 真 

 

  氏 名 

  生年月日     年  月  日 

 

 

 上記の者は、町田市福祉のまちづくり総合推進条例第29条第2項(条例

第35条第2項及び第41条第2項において準用する場合を含む。)の規定によ

り検査、中間検査のための立入りを行う職員であることを証明する。 
  

   発行日        年  月  日 

 

   東京都町田市長          印 

 

 

 

(裏) 

 

町田市福祉のまちづくり総合推進条例(抜粋) 

 

 

 (整備基準適合証の交付及び都市施設の検査) 

 

第29条 施設所有者等は、都市施設を整備基準に適合させているときは、規則で定めると

ころにより、市長に対し、整備基準に適合していることを証する証票(以下「整備基準

適合証」という。)の交付を請求することができる。 

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該都市施設が、整備基準に適合し

ているかどうかについて、市長の指定する職員に検査をさせるものとする。 

3 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、当該都市施設

の関係人に提示しなければならない。 

 

 

※この身分証明書の有効期限は、発行日から4年とする。 
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第6号様式(第9条関係) 

年  月  日   

 町田市長          様 

申請者 住 所             

氏 名          印  

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の氏名及び印)  

電話番号             

特定都市施設整備計画(変更)協議申請書(建築物) 

 町田市福祉のまちづくり総合推進条例第32条第1項の規定により、特定都市施設(建築物)

の整備計画について、下記のとおり協議を申請します。 

記 

1 所 在 地 町田市 

2 施設の名称   

3 

建築

物の

概要 

敷地面積 m2 主 要 用 途   

  届 出 部 分 届出以外の部分 合 計 

延 べ 面 積 m2 m2 m2 

内

訳 

用途(        ) 

用途(        ) 

用途(        ) 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

地上 階 地下 階 構造 造 

4 工 事 種 別 新築 増築 改築 大規模な修繕 大規模な模様替え 用途変更 

5 工事着手予定日 年  月  日 6 工事完了予定日 年  月  日 

7 代 理 人 
住所 

氏名                 電話番号 

※

受

付

欄 

  
※

処

理

欄 

  

 

注意 1 この申請書は、町田市福祉のまちづくり総合推進条例施行規則(以下「規則」と

いう。)別表第1に定める建築物で、特定施設の欄に定める施設に使用してください。 

   2 「4工事種別」の欄は、該当事項に○で囲んでください。 

   3 「7代理人」の欄は、この申請書についての問い合わせ先を記入してください。 

   4 ※欄には、記入しないでください。 

   5 規則第9条第2項第1号の特定都市施設整備項目表(第8号様式から第11号様式まで

のうち該当するもの)及び別表第12に定める図書を添付してください。 

資 料 編 
1 - 75



第7号様式(第9条関係) 

年  月  日   

 町田市長          様 

申請者 住 所             

氏 名          印  

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の氏名及び印)  

電話番号             

特定都市施設整備計画(変更)協議申請書(建築物以外) 

 町田市福祉のまちづくり総合推進条例第32条第1項の規定により、特定都市施設(建築物

以外)の整備計画について、下記のとおり協議を申請します。 

記 

1 所 在 地 町田市 

2 名 称   

3 種 類 道路  公園等  公共交通施設  路外駐車場 

4 工事の種別 新 設 ・ 改 修 

5 規 模 等 

道 路 延長距離        m ・ 幅員       m 

公 園 等 敷地面積         m2   

公共交通施設 面 積         m2 

路外駐車場 駐車の用に供する部分の面積          m2 

6 工事着手予定日 年  月  日 7 工事完了予定日 年  月  日 

8 代 理 人 
住所 

氏名                 電話番号 

※

受

付

欄 

  
※

処

理

欄 

  

 

注意 1 この申請書は、町田市福祉のまちづくり総合推進条例施行規則(以下「規則」と

いう。)別表第1に定める道路、公園等、公共交通施設及び路外駐車場で、特定都市

施設の欄に定める施設に使用してください。 

   2 「3種類」及び「4工事の種別」の欄は、該当事項を○で囲んでください。 

   3 「8代理人」の欄は、この申請書についての問い合わせ先を記入してください。 

   4 ※欄には、記入しないでください。 

   5 規則第9条第2項第1号の特定都市施設整備項目表(第12号様式から第15号様式ま

でのうち該当するもの)及び別表第12に定める図書を必ず添付してください。 
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（建築物）整備基準

第８号様式 (第９条関係 )

資 料 編 
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（建築物）整備基準

資 料 編 
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（建築物）整備基準

資 料 編 
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（建築物）整備基準

資 料 編 
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（建築物）整備基準

資 料 編 
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（建築物）整備基準

資 料 編 
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（建築物）整備基準

資 料 編 
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（共同住宅等）整備基準

第８号様式の２(第９条関係 )
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（共同住宅等）整備基準

資 料 編 
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（共同住宅等）整備基準

資 料 編 
1 - 88



町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（共同住宅等）整備基準

資 料 編 
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（共同住宅等）整備基準
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（建築物）遵守基準

第９号様式 (第９条関係 )
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（建築物）遵守基準

資 料 編 
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（建築物）遵守基準
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（建築物）遵守基準

資 料 編 
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（建築物）遵守基準

資 料 編 
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（建築物）遵守基準

資 料 編 
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（建築物）遵守基準

資 料 編 
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（建築物）遵守基準
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（共同住宅等）遵守基準

第９号様式の２(第９条関係 )
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（共同住宅等）遵守基準
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（共同住宅等）遵守基準
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（共同住宅等）遵守基準

資 料 編 
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（共同住宅等）遵守基準
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（小規模建築物）遵守基準

第 10 号様式 (第９条関係 )

資 料 編 
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（小規模建築物）遵守基準
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（小規模共同住宅）遵守基準

第 11 号様式 (第９条関係 )
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第12号様式(第9条関係)

町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（道路）
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（道路）
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（公園）

 

 

第13号様式(第9条関係)
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（公園）
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（公園）
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（公共交通施設）

第14 号様式(第9条関係)
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（公共交通施設）

資 料 編 
1 - 118



町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（公共交通施設）
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（公共交通施設）
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町田市福祉のまちづくり総合推進条例
特定都市施設整備項目表（路外駐車場）

第15号様式(第9条関係)
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第16号様式(第9条関係) 

 

町  第     号   

年  月  日   

 

        様 

 

 

町田市長          印  

 

特定都市施設整備(変更)協議済証 

 

     年  月  日付で申請されました協議について、下記のとおり整いましたの

で、町田市福祉のまちづくり総合推進条例施行規則第9条第3項の規定により通知します。 

 

記 

 

1 施設の所在地  町田市 

 

2 施設の名称 

 

3 施設の種類  建築物 ・ 道路 ・ 公園等 ・ 公共交通施設・ 路外駐車場 

 

4 主 要 用 途 

 

5 面 積 

 

6 構造・階数         造・地上     階、地下     階 

 

7 (変更協議の場合)協議済証交付年月日及び番号   年  月  日   第  号 

 

8 (変更協議の場合)変 更 理 由 

 

9 備 考 
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第17号様式(第9条関係) 

年  月  日   

 町田市長    様 

届出者 住所             

氏名          印  

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の氏名及び印) 

電話番号             

特定都市施設整備計画取下書 

 

 

 町田市福祉のまちづくり総合推進条例施行規則第9条第4項の規定により、下記の特定都

市施設に係る協議を取り下げたいので届け出ます。 

 

記 

1 所 在 地 町田市 

2 施設の名称   

3 

建築

物の

概要 

敷地面積 m2 主 要 用 途   

  届 出 部 分 届出以外の部分 合 計 

延 べ 面 積 m2 m2 m2 

内
訳 

用途(       ) m2 m2 m2 

用途(       ) m2 m2 m2 

用途(       ) m2 m2 m2 

地上 階 地下 階 構造 造 

協議済証交付年月日又は

協議申請年月日及び番号 
年   月   日   第    号     

4 代 理 人 
 住所 

 氏名                  電話番号 

5 取下げ理由 
  

※
受
付
欄 

  
※
処
理
欄 

  

注意 1 この届出書は、町田市福祉のまちづくり総合推進条例施行規則別表第1に定める

建築物で、特定施設の欄に定める施設に使用してください。 

   2 「4代理人」の欄は、この届出書についての問い合わせ先を記入してください。 

   3 ※欄には、記入しないでください。 
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第18号様式(第10条関係) 

年  月  日   

 

 町田市長    様 

 

特定整備主 住所            

氏名         印  

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の氏名及び印) 

電話番号           

 

 

特定都市施設整備完了届出書 

 

 

 町田市福祉のまちづくり総合推進条例第34条の規定により、下記の特定都市施設の整備

が完了したので届け出ます。 

 

記 

 

1 特定都市施設協議済証番号          第     号 

 

2 特定都市施設協議済証交付年月日       年   月   日 

 

3 施設の所在地 

 

4 施設の名称 

 

5 施設の種類   建築物 ・ 道路 ・ 公園等 ・ 公共交通施設 ・ 路外駐車場 

 

6 主 要 用 途 

 

7 面 積 

 

8 構造・階数         造・地上     階、地下     階 

 

9 備 考 
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第19号様式(第11条関係) 

 

町  第     号   

年  月  日   

 

        様 

 

町田市長          印  

 

特定都市施設整備検査済証 

 

 下記に係る工事は、町田市福祉のまちづくり総合推進条例第36条の規定による検査の結

果、町田市福祉のまちづくり総合推進条例第31条の遵守基準に適合していることを証明す

る。 

 

記 

 

1 特定都市施設整備(変更)協議済証番号        町   第   号 

 

2 特定都市施設整備(変更)協議済証交付年月日     年   月   日 

 

3 施設の所在地  町田市 

 

4 施設の名称 

 

5 施設の種類   建築物 ・ 道路 ・ 公園等 ・ 公共交通施設 ・ 路外駐車場 

 

6 主 要 用 途 

 

7 面 積 

 

8 構造・階数         造・地上     階、地下     階 

 

9 検査年月日      年   月   日 

 

10 備 考 
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第20号様式(第12条関係) 

 

町  第     号   

年  月  日   

 

氏名          様 

 

町田市長          印  

 

勧 告 書 

 

 あなたは、町田市福祉のまちづくり総合推進条例第31条の特定整備主として、同条例第3

2条第1項又は第2項の規定による協議をしていないので、同条例第37条第1項の規定により、

当該協議を下記のとおり行うことを勧告します。 

 

記 

 

1 施設の名称 

 

2 協議期限        年   月   日 

 

3 協 議 先 
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第21号様式(第12条関係) 

 

町  第     号   

年  月  日   

 

        様 

 

町田市長          印  

 

勧 告 書 

 

 あなたが行っている施設整備は、町田市福祉のまちづくり総合推進条例第32条第1項又は

第2項の規定により行った事前協議の内容に適合していないと認められるので、同条例第37

条第1項の規定により、下記の措置をとるよう勧告します。 

 

記 

 

1 施設の名称 

 

2 適合していないと認められる理由 

 

3 とるべき措置 

 

4 履 行 期 限               年  月  日 

 

5 報 告 期 限               年  月  日 

 

6 報 告 先 
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第22号様式(第12条関係) 

町  第     号   

年  月  日   

氏名          様 

 

町田市長          印  

 

命 令 書 

 

     年  月  日付け  第   号で勧告しましたが、正当な理由なく当該勧告に係る

措置がとられていないと認められるので、町田市福祉のまちづくり総合推進条例第37条第2項の規定

により、下記のとおり勧告に係る措置をとるべきことを命じます。 

 なお、期限までにこの命令に係る措置をとらなかったときは、同条例第38条第1項の規定により、

あなたの氏名又は名称その他必要な事項を公表することがあります。 

 

記 

 

1 所 在 地 町田市 

 

2 施 設 名 

 

3 命じる措置 

 

4 命じる理由 

 

5 履 行 期 限             年   月   日 

 

6 報 告 期 限             年   月   日 

 

7 報 告 先 

 

教示 

 町田市行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則別表に定

める処分に対する審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合の教示の文を記載する

こと。 
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第23号様式(第15条関係) 

年  月  日   

 町田市長          様 

特定整備主等 住 所             

氏 名          印  

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の氏名及び印) 

電話番号             

特定都市施設適合状況報告書(建築物) 

 

 町田市福祉のまちづくり総合推進条例第40条第1項の規定により、特定都市施設(建築物)

の整備基準及び遵守基準への適合状況について、下記のとおり報告します。 

 

記 

1 所 在 地 町田市 

2 施設の名称   

3 主 要 用 途   

4 種 別 新設又は改修 ・ 既 存 

5 規 模 等 

延べ床面積                m2 

  (        造・地上  階・地下  階) 

内
訳 

用途(          )              m2 

用途(          )              m2 

用途(          )              m2 

用途(          )              m2 

6 工事着手日 年  月  日 7 工事完了日 年  月  日 

8 連 絡 先 
住所 

氏名                 電話番号 

※

受

付

欄 

  ※

処

理

欄 

  

注意 1 この報告書は、町田市福祉のまちづくり総合推進条例施行規則(以下「規則」と

いう。)別表第1に定める建築物で特定都市施設の欄に定める施設に使用してくださ

い。 

   2 「4種別」の欄は、該当事項を○で囲んでください。 

   3 「8連絡先」の欄は、この報告書についての問い合わせ先を記入してください。 

   4 ※欄には、記入しないでください。 

   5 規則第9条第2項第1号の特定都市施設整備項目表(第8号様式から第15号様式まで

のうち該当するもの)及び別表第12に定める図書を必ず添付してください。 
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第24号様式(第15条関係) 

年  月  日   

 町田市長          様 

特定整備主等 住 所             

氏 名          印  

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の氏名及び印) 

電話番号             

特定都市施設適合状況報告書(建築物以外) 

 

 町田市福祉のまちづくり総合推進条例第40条の規定により、特定都市施設(建築物以外)

の整備基準及び遵守基準への適合状況について、下記のとおり報告します。 

 

記 

1 所 在 地 町田市 

2 名 称   

3 種 類 道路  公園等  公共交通施設  路外駐車場 

4 種 別 新設又は改修  ・  既 存 

5 規 模 等 

道 路 延長距離        m   

公 園 等 敷地面積        m2 

公共交通施設 面 積        m2 

路 外 駐 車 場 駐車の用に供する部分の面積         m2 

6 工事着手日 年  月  日 7 工事完了日 年  月  日 

8 連 絡 先 
住所 

氏名                 電話番号 

※

受

付

欄 

  
※

処

理

欄 

  

注意 1 この報告書は、町田市福祉のまちづくり総合推進条例施行規則(以下「規則」と

いう。)別表第1に定める公園、公共交通施設及び路外駐車場で特定都市施設の欄に

定める施設に使用してください。 

   2 「3種類」及び「4種別」の欄は、該当事項を○で囲んでください。 

   3 「8連絡先」の欄は、この報告書についての問い合わせ先を記入してください。 

   4 ※欄には、記入しないでください。 

   5 規則第9条第2項第1号の特定都市施設整備項目表(別記第8号様式から第15号様式

までのうち該当するもの)及び別表第12に定める図書を必ず添付してください。 
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町田市告示第１５２号 

 

町田市福祉のまちづくり総合推進条例施行規則（平成７年２月町田市規則第６号。以下「規則」と

いう。）第２４条の規定により、建築物の用途及び規模を勘案し市長が別に定めるものについて次の

ように定め、平成２２年７月１日から施行する。 

 

平成２２年7月１日 

町田市長 石 阪 丈 一     

 

第１ 別表の左欄に掲げる区分について、同表

中欄に掲げる建築物の用途及び規模に応じ、

同表右欄に掲げる事項に係る遵守基準とすべ

き事項を、規則別表第４、別表第５及び別表

第６に掲げる事項から除いたものを遵守基準

とする。ただし、別表の２の項第６号、同表

６の項第４号、同表１４の項第３号、同表１

５の項第３号に規定する用途及び規模のもの

にあっては、遵守基準とすべき事項のうち廊

下等、階段、階段に代わり、又はこれに併設

する傾斜路、レジ通路、洗面所等及び手すり

に係る遵守基準とすべき事項について、規則

別表第６に規定するものを適用し、別表１５

の項第７号、同表１８の項第３号及び第５号

に規定するものにあっては、遵守基準とすべ

き事項のうち、廊下等、階段及び階段に代わ

り、又はこれに併設する傾斜路、洗面所等及

び手すりにかかる遵守基準とすべき事項につ

いて、規則別表第６に規定するものを適用す

る。 

第２ 別表の２２の項に規定する複合施設につ

いては、複合施設内の各施設の用途と規模が、

別表の１から２１の項の中欄に掲げるもので

あって、第１において授乳及びおむつ交換の

できる場所、ベビーチェア、ベビーベッド又

は観覧席・客席に係る遵守基準とすべき事項

が遵守基準としたものである場合には、複合

施設内の当該用途に供する部分については、

授乳場所等、ベビーチェア、ベビーベッド又

は観覧席・客席に係る遵守基準とすべき事項

を遵守基準とする。 

 

別表 

１ 学校等施設 （１）用途に供する部分の床面積の合計

が1,000ｍ2以上の幼稚園 

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿

泊施設の客室、レジ通路 

（２）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2以上1,000ｍ2未満の幼

稚園 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーベッドその他の乳幼児のおむつ交

換ができる設備、宿泊施設の客室、レ

ジ通路 

（３）幼稚園以外の学校等施設及び用途

に供する部分の床面積の合計が

200ｍ2未満の幼稚園 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーチェア、ベビーベッドその他の乳

幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊

施設の客室、レジ通路 

２ 医療等施設 （１）用途に供する部分の床面積の合計が

5,000ｍ2以上の病院又は診療所（患

者の収容施設を有するものに限る。） 

宿泊施設の客室、観覧席・客席 

（２）用途に供する部分の床面積の合計

が1,000ｍ2以上の診療所（患者の

収容施設を有しないものに限る。）、

助産所、施術所又は薬局（医薬品の

販売業を併せ行うものを除く。） 

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿

泊施設の客室、観覧席・客席、更衣室・

脱衣室 

（３）用途に供する部分の床面積の合計

が1,000ｍ2以上5,000ｍ2未満の

病院又は診療所（患者の収容施設を

有するものに限る。） 

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿

泊施設の客室、観覧席・客席 
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（４）用途に供する部分の床面積の合計

が500ｍ2以上1,000ｍ2未満の診

療所（患者の収容施設を有しないも

のに限る。）、助産所、施術所又は

薬局（医薬品の販売業を併せ行うも

のを除く。） 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーベッドその他の乳幼児のおむつ交

換ができる設備、宿泊施設の客室、観

覧席・客席、更衣室・脱衣室 

（５）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2以上1,000ｍ2未満の病

院又は診療所（患者の収容施設を有

するものに限る。） 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーベッドその他の乳幼児のおむつ交

換ができる設備、宿泊施設の客室、観

覧席・客席 

（６）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2以上500ｍ2未満の診療

所（患者の収容施設を有しないもの

に限る。）、助産所、施術所又は薬

局（医療品の販売業を併せ行うもの

を除く。） 

授乳及びおむつ交換のできる場所、エ

レベーター及びその乗降ロビー、特殊

な構造又は使用形態のエレベーターそ

の他の昇降機、ベビーベッドその他の

乳幼児のおむつ交換のできる設備、宿

泊施設の客室、観覧席・客席、駐車場、

更衣室・脱衣室 

（７）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ 2未満の病院又は診療所

（患者の収容施設を有するものに

限る。） 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーチェアその他の乳幼児を座らせる

ことができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換ができる設

備、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

（８）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2未満の施設（患者の収容

施設を有しないものに限る。）、助

産所、施術所又は薬局（医薬品の販

売業を併せ行うものを除く。） 

観覧席･客席 

３ 興行施設 用途に供する部分の床面積の合計が

1,000ｍ2以上の劇場、観覧場、映画館又

は演芸場その他これらに類する施設 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーベッドその他の乳幼児のおむつ交

換ができる設備、宿泊施設の客室 

４ 集会施設 （１）用途に供する部分の床面積の合計

が5,000ｍ2以上の集会場（冠婚葬

祭施設を含む。） 

宿泊施設の客室、観覧席・客席、レジ通

路、更衣室・脱衣室 

（２）用途に供する部分の床面積の合計

が5,000ｍ2以上の公会堂 

宿泊施設の客室、レジ通路 

（３）用途に供する部分の床面積の合計

が5,000ｍ2以上の公民館その他こ

れに類する施設 

宿泊施設の客室、レジ通路、更衣室・脱

衣室 

（４）用途に供する部分の床面積の合計

が1,000ｍ2以上5,000ｍ2未満の

集会場（冠婚葬祭施設を含む。） 

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿

泊施設の客室、観覧席・客席、レジ通

路、更衣室・脱衣室 

（５）用途に供する部分の床面積の合計

が1,000ｍ2以上5,000ｍ2未満の

公会堂 

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿

泊施設の客室、レジ通路 

（６）用途に供する部分の床面積の合計

が1,000ｍ2以上5,000ｍ2未満の

公民館その他これに類する施設 

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿

泊施設の客室、レジ通路、更衣室・脱衣

室 

（７）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2以上1,000ｍ2未満の集

会場（冠婚葬祭施設を含む。） 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーベッドその他の乳幼児のおむつ交

換ができる設備、宿泊施設の客室、観

覧席・客席、レジ通路、脱衣室･更衣室 
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（８）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2以上1,000ｍ2未満の公

会堂 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーベッドその他の乳幼児のおむつ交

換ができる設備、宿泊施設の客室、レ

ジ通路 

（９）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2以上1,000ｍ2未満の公

民館その他これに類する施設 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーベッドその他の乳幼児のおむつ交

換ができる設備、宿泊施設の客室、レ

ジ通路、脱衣室･更衣室 

（10）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2未満の集会場（冠婚葬祭

施設を含み、一の集会室の床面積が

200ｍ2を超えるものに限る。） 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーチェアその他の乳幼児を座らせる

ことができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換ができる設

備、宿泊施設の客室、観覧席・客席、レ

ジ通路、更衣室･脱衣室 

（11）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2未満の公会堂 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーチェアその他の乳幼児を座らせる

ことができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換ができる設

備、宿泊施設の客室、レジ通路 

（12）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2未満の集会場（冠婚葬祭

施設を含み、すべての集会室の床面

積が200ｍ2以下のもの） 

観覧席・客席、レジ通路 

（13）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2未満の公民館その他これ

に類する施設 

レジ通路 

５ 展示施設等 （１）用途に供する部分の床面積の合計

が5,000ｍ2以上の展示場その他こ

れに類する施設 

宿泊施設の客室、レジ通路、更衣室･脱

衣室 

（２）用途に供する部分の床面積の合計

が1,000ｍ2以上5,000ｍ2未満の

展示場その他これに類する施設 

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿

泊施設の客室、レジ通路、更衣室･脱衣

室 

（３）用途に供する部分の床面積の合計

が1,000ｍ2未満の施設 

観覧席・客席、レジ通路 

６ 物品販売業

を営む店舗

等 

（１）用途に供する部分の床面積の合計

が5,000ｍ2以上の百貨店、マーケ

ットその他の物品販売業を営む店舗 

宿泊施設の客室、観覧席・客席、更衣

室・脱衣室 

（２）用途に供する部分の床面積の合計

が1,000ｍ2以上5,000ｍ2未満の

百貨店、マーケットその他の物品販

売業を営む店舗 

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿

泊施設の客室、観覧席・客席、更衣室・

脱衣室 

（３）用途に供する部分の床面積の合計

が500ｍ2以上1,000ｍ2未満の百

貨店、マーケットその他の物品販売

業を営む店舗 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーベッドその他の乳幼児のおむつ交

換ができる設備、宿泊施設の客室、観

覧席・客席、更衣室･脱衣室 

（４）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2以上500ｍ2未満の百貨

店、マーケットその他の物品販売業

を営む店舗 

授乳及びおむつ交換のできる場所、エ

レベーター及びその乗降ロビー、特殊

な構造又は使用形態のエレベーターそ

の他の昇降機、ベビーベッドその他の

乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿

泊施設の客室、観覧席・客席、駐車場、

更衣室･脱衣室 
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（５）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2未満の百貨店、マーケッ

トその他の物品販売業を営む店舗 

観覧席・客席 

７ 宿泊施設 用途に供する部分の床面積の合計が

1,000ｍ2以上5,000ｍ2未満のホテル、

旅館その他これらに類する施設 

授乳及びおむつ交換のできる場所 

８ 事務所 （１）用途に供する部分の床面積の合計

が5,000ｍ2以上の保健所、税務署

その他不特定かつ多数の者が利用

する官公署 

宿泊施設の客室、観覧席・客席、レジ通

路、更衣室・脱衣室 

（２）用途に供する部分の床面積の合計

が1,000ｍ2以上5,000ｍ2未満の

保健所、税務署その他不特定かつ多

数の者が利用する官公署 

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿

泊施設の客室、観覧席・客席、レジ通

路、更衣室・脱衣室 

（３）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2以上1,000ｍ2未満の保

健所、税務署その他不特定かつ多数

の者が利用する官公署 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーベッドその他のおむつ交換ができ

る設備、宿泊施設の客室、観覧席・客

席、レジ通路、更衣室･脱衣室 

（４）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2未満の保健所、税務署そ

の他不特定かつ多数の者が利用す

る官公署及び用途に供する部分の床

面積の合計が1,000ｍ2以上の事務所

（他の施設に附属するものを除く。） 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーチェアその他の乳幼児を座らせる

ことができる設備、ベビーベッドその

他のおむつ交換ができる設備、宿泊施

設の客室、観覧席・客席、レジ通路、更

衣室･脱衣室 

（５）用途に供する部分の床面積の合計

が300ｍ2以上1,000ｍ2未満の事

務所（他の施設に附属するものを除

く。） 

観覧席・客席、レジ通路 

９ 共同住宅等 用途に供する部分の床面積が1,000ｍ2

以上の共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿そ

の他これらに類する施設 

エレベーター及びその乗降ロビー、特

殊な構造又は使用形態のエレベーター

その他の昇降機（用途に供する部分の

床面積が1,000ｍ2以上2,000ｍ2未

満かつ階数が4以下の場合に限る。） 

10 福祉施設 （１）用途に供する部分の床面積の合計

が1,000ｍ2以上の施設 

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿

泊施設の客室、観覧席・客席、レジ通路 

（２）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2以上1,000ｍ2未満の施

設 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーベッドその他の乳幼児のおむつ交

換ができる設備、宿泊施設の客室、観

覧席・客席、レジ通路 

（３）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2未満の施設 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーチェアその他の乳幼児を座らせる

ことができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換ができる設

備、宿泊施設の客室、観覧席・客席、レ

ジ通路 

11 運動施設又

は遊技場等 

（１）用途に供する部分の床面積の合計

が1,000ｍ2以上の体育館、水泳場、

ボーリング場、遊技場その他これら

に類する施設 

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿

泊施設の客室、レジ通路 

（２）用途に供する部分の床面積の合計

が1,000ｍ2未満の体育館、水泳場、

ボーリング場、遊技場その他これら

に類する施設 

レジ通路 
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12 文化施設 （１）用途に供する部分の床面積の合計

が5,000ｍ2以上の博物館、美術館、

図書館その他これらに類する施設 

宿泊施設の客室、レジ通路 

（２）用途に供する部分の床面積の合計

が1,000ｍ2以上5,000ｍ2未満の

博物館、美術館、図書館その他これ

らに類する施設 

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿

泊施設の客室、レジ通路 

（３）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2以上1,000ｍ2未満の博

物館、美術館、図書館その他これら

に類する施設 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーベッドその他の乳幼児のおむつ交

換ができる設備、宿泊施設の客室、レ

ジ通路 

（４）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2未満の博物館、美術館、図

書館その他これらに類する施設 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーチェアその他の乳幼児を座らせる

ことができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換ができる設

備、宿泊施設の客室、レジ通路 

13 公衆浴場 用途に供する部分の床面積の合計が、

1,000ｍ2以上の公衆浴場 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーチェアその他の乳幼児を座らせる

ことができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換ができる設

備、宿泊施設の客室 

14 飲食店等 （１）用途に供する部分の床面積の合計

が1,000ｍ2以上の飲食店 

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿

泊施設の客室、観覧席・客席、更衣室･

脱衣室 

（２）用途に供する部分の床面積の合計

が500ｍ2以上1,000ｍ2未満の飲

食店 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーベッドその他の乳幼児のおむつ交

換ができる設備、宿泊施設の客室、観

覧席・客席、更衣室･脱衣室 

（３）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2以上500ｍ2未満の飲食

店 

授乳及びおむつ交換のできる場所、エ

レベーター及びその乗降ロビー、特殊

な構造又は使用形態のエレベーターそ

の他の昇降機、ベビーベッドその他の

乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿

泊施設の客室、観覧席・客席、駐車場、

更衣室･脱衣室 

（４）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2未満の飲食店 

観覧席･客席、標識・案内設備等、レジ

通路、洗面所等、手すり 

（５）用途に供する部分の床面積の合計

が1,000ｍ2以上の料理店、キャバ

レー、ナイトクラブ、ダンスホール

その他これらに類するもの 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーチェアその他の乳幼児を座らせる

ことができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換ができる設

備、宿泊施設の客室、観覧席・客席、更

衣室･脱衣室 

15 サービス店

舗等 

（１）用途に供する部分の床面積の合計

が1,000ｍ2以上の郵便局、理髪店、

クリーニング取次店、質屋、貸衣装

屋、銀行その他これらに類するサー

ビス業を営む店舗 

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿

泊施設の客室、観覧席・客席、更衣室･

脱衣室 

（２）用途に供する部分の床面積の合計

が500ｍ2以上1,000ｍ2未満の郵

便局、理髪店、クリーニング取次店、

質屋、貸衣装屋、銀行その他これら

に類するサービス業を営む店舗 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーベッドその他の乳幼児のおむつ交

換ができる設備、宿泊施設の客室、観

覧席・客席、更衣室･脱衣室 
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 （３）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2以上500ｍ2未満の郵便

局、理髪店、クリーニング取次店、

質屋、貸衣装屋、銀行その他これら

に類するサービス業を営む店舗 

授乳及びおむつ交換のできる場所、エ

レベーター及びその乗降ロビー、特殊

な構造又は使用形態のエレベーターそ

の他の昇降機、ベビーベッドその他の

乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿

泊施設の客室、観覧席・客席、駐車場、

更衣室･脱衣室 

（４）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2未満の郵便局、理髪店、ク

リーニング取次店、質屋、貸衣装屋、

銀行その他これらに類するサービ

ス業を営む店舗 

観覧席･客席 

（５）用途に供する部分の床面積の合計

が1,000ｍ 2以上の一般ガス事業

者、一般電気事業者、電気通信事業

の用に供する営業所、学習塾、華道

教室、囲碁教室その他これらに類す

る施設 

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿

泊施設の客室、観覧席・客席、レジ通

路、更衣室･脱衣室 

（６）用途に供する部分の床面積の合計

が500ｍ2以上1,000ｍ2未満の一

般ガス事業者、一般電気事業者、電

気通信事業の用に供する営業所、学

習塾、華道教室、囲碁教室その他こ

れらに類する施設 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーベッドその他の乳幼児のおむつ交

換ができる設備、宿泊施設の客室、観

覧席・客席、レジ通路、更衣室･脱衣室 

（７）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2以上500ｍ2未満の一般

ガス事業者、一般電気事業者、電気

通信事業の用に供する営業所、学習

塾、華道教室、囲碁教室その他これ

らに類する施設 

授乳及びおむつ交換のできる場所、エ

レベーター及びその乗降ロビー、特殊

な構造又は使用形態のエレベーターそ

の他の昇降機、ベビーベッドその他の

乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿

泊施設の客室、観覧席・客席、駐車場、

レジ通路、更衣室･脱衣室 

（８）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2未満の一般ガス事業者、

一般電気事業者、電気通信事業の用

に供する営業所、学習塾、華道教室、

囲碁教室その他これらに類する施

設 

観覧席･客席、レジ通路 

16 工業施設 （１）用途に供する部分の床面積の合計

が1,000ｍ2以上の工場その他これ

に類する施設 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーチェアその他の乳幼児を座らせる

ことができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換ができる設

備、宿泊施設の客室、観覧席・客席、レ

ジ通路、更衣室･脱衣室 

（２）用途に供する部分の床面積の合計

が300ｍ2以上1,000ｍ2未満の工

場その他これに類する施設 

観覧席･客席、レジ通路 

17 車両の停車

場を構成す

る建築物で

旅客の乗降

又は待合い

用に供する

もの 

すべての特定都市施設 授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーチェアその他の乳幼児を座らせる

ことができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換ができる設

備、宿泊施設の客室、観覧席・客席、レ

ジ通路、洗面所等、更衣室･脱衣室、手

すり 
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18 自動車関連

施設 

（１）用途に供する部分の床面積の合計

が500ｍ2以上の自動車の停留又は

駐車のための施設（一般公共の用に

供されるものに限る。） 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーチェアその他の乳幼児を座らせる

ことができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換ができる設

備、宿泊施設の客室、観覧席・客席、レ

ジ通路、洗面所等、更衣室･脱衣室 

（２）（１）以外の用途に供する部分の

床面積の合計が500ｍ2以上の自動

車の停留又は駐車のための施設 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーチェアその他の乳幼児を座らせる

ことができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換ができる設

備、宿泊施設の客室、観覧席・客席、レ

ジ通路、洗面所等、更衣室･脱衣室、手

すり 

（３）用途に供する部分の床面積の合計

が1,000ｍ 2以上の自動車修理工

場、自動車洗車場 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーチェアその他の乳幼児を座らせる

ことができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換ができる設

備、宿泊施設の客室、観覧席・客席、レ

ジ通路、更衣室･脱衣室 

（４）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2以上1,000ｍ2未満の自

動車修理工場、自動車洗車場 

授乳及びおむつ交換のできる場所、エ

レベーター及びその乗降ロビー、特殊

な構造又は使用形態のエレベーターそ

の他の昇降機、ベビーチェアその他の

乳幼児を座らせることができる設備、

ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ

交換ができる設備、宿泊施設の客室、

観覧席・客席、レジ通路、更衣室･脱衣

室 

（５）用途に供する部分の床面積の合計

が1,000ｍ2以上の給油取扱所 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーチェアその他の乳幼児を座らせる

ことができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換ができる設

備、宿泊施設の客室、観覧席・客席、更

衣室･脱衣室 

（６）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2以上1,000ｍ2以下の給

油取扱所 

授乳及びおむつ交換のできる場所、エ

レベーター及びその乗降ロビー、特殊

な構造又は使用形態のエレベーターそ

の他の昇降機、ベビーチェアその他の

乳幼児を座らせることができる設備、

ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ

交換ができる設備、宿泊施設の客室、観

覧席・客席、レジ通路、更衣室･脱衣室 

（７）用途に供する部分の床面積の合計

が200ｍ2未満の給油取扱所 

観覧席･客席、標識･案内設備等、レジ

通路、洗面所等、手すり 

（８）用途に供する部分の合計が1,000

ｍ2以上の自動車教習所 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーチェアその他の乳幼児を座らせる

ことができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換ができる設

備、宿泊施設の客室、観覧席・客席、更

衣室･脱衣室 

19 公衆便所 すべての特定都市施設 授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーベッドその他の乳幼児のおむつ交

換ができる設備、宿泊施設の客室、観

覧席・客席、レジ通路、更衣室･脱衣室 
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20 公共用歩廊 用途に供する部分の床面積の合計が

2,000ｍ2以上の公共用歩廊 

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベ

ビーチェアその他の乳幼児を座らせる

ことができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換ができる設

備、宿泊施設の客室、観覧席・客席、レ

ジ通路、洗面所等、更衣室･脱衣室、手

すり 

21 地下街 （１）用途に供する部分の床面積の合計

が1,000ｍ2以上の地下街又はこれ

に類する施設 

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿

泊施設の客室、観覧席・客席、レジ通

路、更衣室･脱衣室 

（２）用途に供する部分の床面積の合計

が1,000ｍ2未満の地下街又はこれ

に類する施設 

観覧席･客席、レジ通路 

22 複合施設 １の項から２１の項までに掲げる都市

施設の複合建築物であって用途に供す

る部分の床面積の合計が1,000ｍ2以上

2,000ｍ2未満のもの 

授乳及びおむつ交換のできる場所 
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○町田市が設置する特定都市施設における町田市福祉のまちづくり総合推進

条例に関する手続要領 

 

第１ この要領は、町田市福祉のまちづくり総

合推進条例（以下「条例」という。）第３０条

に基づき、市が自ら設置する特定都市施設（条

例施行規則（以下「規則」という。）別表第１

の１建築物及び２小規模建築物に限る。また、

「民間資金等の活用による公共施設等の整備

等の促進に関する法律（PFI 法）」により民間

事業者が設計・建設する施設において、町田

市に所有権の移転が予定されているものを含

む。）に関する手続について定めるものとする。 

 

第２ 町田市の設置する特定都市施設は、規則

別表第２及び別表第３に掲げる整備基準、並

びに、「町田市福祉のまちづくり総合推進条例 

整備基準等マニュアル－建築物・共同住宅等

－」（以下「マニュアル」という。）に掲げる

望ましい整備の項目（以下「推奨基準」とい

う。）を原則として満足すること。 

 

第３ 施設の特性、規模、立地、その他合理的

な事情により、推奨基準による整備を行わな

い場合は、事業主管課、営繕課、その他施設

設置の意思決定に関係する課（以下「施設関

係課」という。）の合同で施設の整備方針を確

認すること。 

 

第４ 第３は、規則別表第４から第７までに掲

げる遵守基準について、整備を免れるもので

はない。 

 

第５ 第３により、推奨基準によらない計画と

したときは、施設関係課の連名で当該事情を

説明する理由書を作成し、特定都市施設整備

計画協議申請書に添付して手続を行うこと。 

 

第６ 整備基準に適合する場合は適合証を請求

すること。 

 

 

附 則 

この要領は、２０１４年７月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、２０２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、２０２３年１０月１日から施行す

る。 
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20XX年XX月XX日 

 

都市づくり部土地利用調整課 

課長  様 

 

部（事業主管）課 

課長  

財務部営繕課 

課長  

部（その他）課 

課長  

 

推奨基準に関する理由書 

【参考例】 

 

今回整備する「（施設等の名称）」は児童福祉施設で、4歳から15歳の児童を対象

に・・・ 

今回の整備に当たり、推奨基準では介助用ベッドの設置およびエレベーターの奥行

き200cmの整備とされているところ・・・ 

以上のことから施設の一部が推奨基準を満足しない整備とします。 

なお、代替手段としては、施設運用後人的対応で、介助用ベッドが設置されている

近隣の○○施設のトイレを案内します。 

 

 

【記入に当たっての注意事項】 

・第一段落は施設の名称、施設の概要（利用の様態、主な利用者の特性など）、その

他施設の説明。 

・第二段落は推奨基準に適合しない箇所とその理由の説明。説明は可能な限り具体的

に。たとえば、主な利用者の利用上の危険や、事業予算規模に対して過大なコスト

を要する、施設面積上の制約など。 

・長大な場合は別表にまとめるなどすると良い。 

・第三段落 結論 

・特記事項等は第４段落になお書きするのが良い。整備できない場合の代替手段など

を記入する。 
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事業主管課等 営繕課 土地利用調整課 福祉総務課

以下、福祉のまちづくり条例の手続となります。

点線部は必要に応じて行う

施設の政策立案

設計条件の設定

どの程度までの整備を行うのか基本的な考え

方を整理する

助言 情報提供、助言

基本設計

理由書作成

推奨基準によらない整備のときは作成し添付

書類提出 受理

施設関係課による意思決定
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○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

平成十八年六月二十一日法律第九十一号 

最終改正：令和四年六月一七日法律第六九号 

 
目次 

第一章 総則（第一条―第二条） 
第二章 基本方針等（第三条―第七条） 
第三章 移動等円滑化のために施設設置管理

者が講ずべき措置（第八条―第二十四条） 
第三章の二 移動等円滑化促進地区における

移動等円滑化の促進に関する措置（第二

十四条の二―第二十四条の八） 
第四章 重点整備地区における移動等円滑化

に係る事業の重点的かつ一体的な実施

（第二十五条―第四十条の二） 
第五章 移動等円滑化経路協定（第四十一条―

第五十一条） 
第五章の二 移動等円滑化施設協定（第五十一

条の二） 
第六章 雑則（第五十二条―第五十八条） 
第七章 罰則（第五十九条―第六十六条） 
附則 

第一章 総則 
（目的） 

第一条 この法律は、高齢者、障害者等の自立し

た日常生活及び社会生活を確保することの重

要性に鑑み、公共交通機関の旅客施設及び車両

等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物

の構造及び設備を改善するための措置、一定の

地区における旅客施設、建築物等及びこれらの

間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その

他の施設の一体的な整備を推進するための措

置、移動等円滑化に関する国民の理解の増進及

び協力の確保を図るための措置その他の措置

を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動

上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向

上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資

することを目的とする。 

（基本理念） 
第一条の二 この法律に基づく措置は、高齢者、

障害者等にとって日常生活又は社会生活を営

む上で障壁となるような社会における事物、制

度、慣行、観念その他一切のものの除去に資す

ること及び全ての国民が年齢、障害の有無その

他の事情によって分け隔てられることなく共

生する社会の実現に資することを旨として、行

われなければならない。 

（定義） 
第二条 この法律において次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

一 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日

常生活又は社会生活に身体の機能上の制限

を受けるものその他日常生活又は社会生活

に身体の機能上の制限を受ける者をいう。 

二 移動等円滑化 高齢者、障害者等の移動又

は施設の利用に係る身体の負担を軽減する

ことにより、その移動上又は施設の利用上の

利便性及び安全性を向上することをいう。 

三 施設設置管理者 公共交通事業者等、道路

管理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等

及び建築主等をいう。 

四 高齢者障害者等用施設等 高齢者、障害者

等が円滑に利用することができる施設又は

設備であって、主としてこれらの者の利用の

ために設けられたものであることその他の

理由により、これらの者の円滑な利用が確保

されるために適正な配慮が必要となるもの

として主務省令で定めるものをいう。 

五 公共交通事業者等 次に掲げる者をいう。 

イ 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二

号）による鉄道事業者（旅客の運送を行う

もの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に

鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに

限る。） 

ロ 軌道法（大正十年法律第七十六号）によ

る軌道経営者（旅客の運送を行うものに限

る。第二十六号ハにおいて同じ。） 

ハ 道路運送法（昭和二十六年法律第百八十

三号）による一般乗合旅客自動車運送事業

者（路線を定めて定期に運行する自動車に

より乗合旅客の運送を行うものに限る。以

下この条において同じ。）、一般貸切旅客自

動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車

運送事業者 

ニ 自動車ターミナル法（昭和三十四年法律

第百三十六号）によるバスターミナル事業

を営む者 

ホ 海上運送法（昭和二十四年法律第百八十

七号）による一般旅客定期航路事業（日本

の国籍を有する者及び日本の法令により

設立された法人その他の団体以外の者が

営む同法による対外旅客定期航路事業を

除く。次号ニにおいて同じ。）を営む者及び

旅客不定期航路事業者 

ヘ 航空法（昭和二十七年法律第二百三十一

号）による本邦航空運送事業者（旅客の運
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送を行うものに限る。） 

ト イからヘまでに掲げる者以外の者で次

号イ、ニ又はホに掲げる旅客施設を設置し、

又は管理するもの 

六 旅客施設 次に掲げる施設であって、公共

交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその

他の用に供するものをいう。 

イ 鉄道事業法による鉄道施設 

ロ 軌道法による軌道施設 

ハ 自動車ターミナル法によるバスターミ

ナル 

ニ 海上運送法による輸送施設（船舶を除き、

同法による一般旅客定期航路事業又は旅

客不定期航路事業の用に供するものに限

る。） 

ホ 航空旅客ターミナル施設 

七 特定旅客施設 旅客施設のうち、利用者が

相当数であること又は相当数であると見込

まれることその他の政令で定める要件に該

当するものをいう。 

八 車両等 公共交通事業者等が旅客の運送

を行うためその事業の用に供する車両、自動

車（一般乗合旅客自動車運送事業者が旅客の

運送を行うためその事業の用に供する自動

車にあっては道路運送法第五条第一項第三

号に規定する路線定期運行の用に供するも

の、一般貸切旅客自動車運送事業者又は一般

乗用旅客自動車運送事業者が旅客の運送を

行うためこれらの事業の用に供する自動車

にあっては高齢者、障害者等が移動のための

車椅子その他の用具を使用したまま車内に

乗り込むことが可能なものその他主務省令

で定めるものに限る。）、船舶及び航空機をい

う。 

九 道路管理者 道路法（昭和二十七年法律第

百八十号）第十八条第一項に規定する道路管

理者をいう。 

十 特定道路 移動等円滑化が特に必要なも

のとして政令で定める道路法による道路を

いう。 

十一 路外駐車場管理者等 駐車場法（昭和三

十二年法律第百六号）第十二条に規定する路

外駐車場管理者又は都市計画法（昭和四十三

年法律第百号）第四条第二項の都市計画区域

外において特定路外駐車場を設置する者を

いう。 

十二 旅客特定車両停留施設 道路法第二条

第二項第八号に規定する特定車両停留施設

であって、公共交通機関を利用する旅客の乗

降、待合いその他の用に供するものをいう。 

十三 特定路外駐車場 駐車場法第二条第二

号に規定する路外駐車場（道路法第二条第二

項第七号に規定する自動車駐車場、都市公園

法（昭和三十一年法律第七十九号）第二条第

二項に規定する公園施設（以下「公園施設」

という。）、建築物又は建築物特定施設である

ものを除く。）であって、自動車の駐車の用

に供する部分の面積が五百平方メートル以

上であるものであり、かつ、その利用につい

て駐車料金を徴収するものをいう。 

十四 公園管理者等 都市公園法第五条第一

項に規定する公園管理者（以下「公園管理者」

という。）又は同項の規定による許可を受け

て公園施設（特定公園施設に限る。）を設け

若しくは管理し、若しくは設け若しくは管理

しようとする者をいう。 

十五 特定公園施設 移動等円滑化が特に必

要なものとして政令で定める公園施設をい

う。 

十六 建築主等 建築物の建築をしようとす

る者又は建築物の所有者、管理者若しくは占

有者をいう。 

十七 建築物 建築基準法（昭和二十五年法律

第二百一号）第二条第一号に規定する建築物

をいう。 

十八 特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、

集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、

共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利

用する政令で定める建築物又はその部分を

いい、これらに附属する建築物特定施設を含

むものとする。 

十九 特別特定建築物 不特定かつ多数の者

が利用し、又は主として高齢者、障害者等が

利用する特定建築物その他の特定建築物で

あって、移動等円滑化が特に必要なものとし

て政令で定めるものをいう。 

二十 建築物特定施設 出入口、廊下、階段、

エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場

その他の建築物又はその敷地に設けられる

施設で政令で定めるものをいう。 

二十一 建築 建築物を新築し、増築し、又は

改築することをいう。 

二十二 所管行政庁 建築主事を置く市町村

又は特別区の区域については当該市町村又

は特別区の長をいい、その他の市町村又は特

別区の区域については都道府県知事をいう。

ただし、建築基準法第九十七条の二第一項又

は第九十七条の三第一項の規定により建築

主事を置く市町村又は特別区の区域内の政

令で定める建築物については、都道府県知事

とする。 

二十三 移動等円滑化促進地区 次に掲げる

要件に該当する地区をいう。 

イ 生活関連施設（高齢者、障害者等が日常
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生活又は社会生活において利用する旅客

施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設

をいう。以下同じ。）の所在地を含み、かつ、

生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で

行われる地区であること。 

ロ 生活関連施設及び生活関連経路（生活関

連施設相互間の経路をいう。以下同じ。）を

構成する一般交通用施設（道路、駅前広場、

通路その他の一般交通の用に供する施設

をいう。以下同じ。）について移動等円滑化

を促進することが特に必要であると認め

られる地区であること。 

ハ 当該地区において移動等円滑化を促進

することが、総合的な都市機能の増進を図

る上で有効かつ適切であると認められる

地区であること。 

二十四 重点整備地区 次に掲げる要件に該

当する地区をいう。 

イ 前号イに掲げる要件 

ロ 生活関連施設及び生活関連経路を構成

する一般交通用施設について移動等円滑

化のための事業が実施されることが特に

必要であると認められる地区であること。 

ハ 当該地区において移動等円滑化のため

の事業を重点的かつ一体的に実施するこ

とが、総合的な都市機能の増進を図る上で

有効かつ適切であると認められる地区で

あること。 

二十五 特定事業 公共交通特定事業、道路特

定事業、路外駐車場特定事業、都市公園特定

事業、建築物特定事業、交通安全特定事業及

び教育啓発特定事業をいう。 

二十六 公共交通特定事業 次に掲げる事業

をいう。 

イ 特定旅客施設内において実施するエレ

ベーター、エスカレーターその他の移動等

円滑化のために必要な設備の整備に関す

る事業 

ロ イに掲げる事業に伴う特定旅客施設の

構造の変更に関する事業 

ハ 特定車両（軌道経営者、一般乗合旅客自

動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送

事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業

者が旅客の運送を行うために使用する車

両等をいう。以下同じ。）を床面の低いもの

とすることその他の特定車両に関する移

動等円滑化のために必要な事業 

二十七 道路特定事業 次に掲げる道路法に

よる道路の新設又は改築に関する事業（これ

と併せて実施する必要がある移動等円滑化

のための施設又は設備の整備に関する事業

を含む。）をいう。 

イ 歩道、道路用エレベーター、通行経路の

案内標識その他の移動等円滑化のために

必要な施設又は工作物の設置に関する事

業 

ロ 歩道の拡幅又は路面の構造の改善その

他の移動等円滑化のために必要な道路の

構造の改良に関する事業 

二十八 路外駐車場特定事業 特定路外駐車

場において実施する車椅子を使用している

者が円滑に利用することができる駐車施設

その他の移動等円滑化のために必要な施設

の整備に関する事業をいう。 

二十九 都市公園特定事業 都市公園の移動

等円滑化のために必要な特定公園施設の整

備に関する事業をいう。 

三十 建築物特定事業 次に掲げる事業をい

う。 

イ 特別特定建築物（第十四条第三項の条例

で定める特定建築物を含む。ロにおいて同

じ。）の移動等円滑化のために必要な建築

物特定施設の整備に関する事業 

ロ 特定建築物（特別特定建築物を除き、そ

の全部又は一部が生活関連経路であるも

のに限る。）における生活関連経路の移動

等円滑化のために必要な建築物特定施設

の整備に関する事業 

三十一 交通安全特定事業 次に掲げる事業

をいう。 

イ 高齢者、障害者等による道路の横断の安

全を確保するための機能を付加した信号

機、道路交通法（昭和三十五年法律第百五

号）第九条の歩行者用道路であることを表

示する道路標識、横断歩道であることを表

示する道路標示その他の移動等円滑化の

ために必要な信号機、道路標識又は道路標

示（第三十六条第二項において「信号機等」

という。）の同法第四条第一項の規定によ

る設置に関する事業 

ロ 違法駐車行為（道路交通法第五十一条の

四第一項の違法駐車行為をいう。以下この

号において同じ。）に係る車両の取締りの

強化、違法駐車行為の防止についての広報

活動及び啓発活動その他の移動等円滑化

のために必要な生活関連経路を構成する

道路における違法駐車行為の防止のため

の事業 

三十二 教育啓発特定事業 市町村又は施設

設置管理者（第三十六条の二において「市町

村等」という。）が実施する次に掲げる事業

をいう。 

イ 移動等円滑化の促進に関する児童、生徒

又は学生の理解を深めるために学校と連
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携して行う教育活動の実施に関する事業 

ロ 移動等円滑化の促進に関する住民その

他の関係者の理解の増進又は移動等円滑

化の実施に関するこれらの者の協力の確

保のために必要な啓発活動の実施に関す

る事業（イに掲げる事業を除く。） 

第二章 基本方針等 
（基本方針） 

第三条 主務大臣は、移動等円滑化を総合的かつ

計画的に推進するため、移動等円滑化の促進に

関する基本方針（以下「基本方針」という。）を

定めるものとする。 

２ 基本方針には、次に掲げる事項について定め

るものとする。 

一 移動等円滑化の意義及び目標に関する事

項 

二 移動等円滑化のために施設設置管理者が

講ずべき措置に関する基本的な事項 

三 第二十四条の二第一項の移動等円滑化促

進方針の指針となるべき次に掲げる事項 

イ 移動等円滑化促進地区における移動等

円滑化の促進の意義に関する事項 

ロ 移動等円滑化促進地区の位置及び区域

に関する基本的な事項 

ハ 生活関連施設及び生活関連経路並びに

これらにおける移動等円滑化の促進に関

する基本的な事項 

ニ 移動等円滑化の促進に関する住民その

他の関係者の理解の増進及び移動等円滑

化の実施に関するこれらの者の協力の確

保に関する基本的な事項 

ホ イからニまでに掲げるもののほか、移動

等円滑化促進地区における移動等円滑化

の促進のために必要な事項 

四 第二十五条第一項の基本構想の指針とな

るべき次に掲げる事項 

イ 重点整備地区における移動等円滑化の

意義に関する事項 

ロ 重点整備地区の位置及び区域に関する

基本的な事項 

ハ 生活関連施設及び生活関連経路並びに

これらにおける移動等円滑化に関する基

本的な事項 

ニ 生活関連施設、特定車両及び生活関連経

路を構成する一般交通用施設について移

動等円滑化のために実施すべき特定事業

その他の事業に関する基本的な事項 

ホ ニに規定する事業と併せて実施する土

地区画整理事業（土地区画整理法（昭和二

十九年法律第百十九号）による土地区画整

理事業をいう。以下同じ。）、市街地再開発

事業（都市再開発法（昭和四十四年法律第

三十八号）による市街地再開発事業をいう。

以下同じ。）その他の市街地開発事業（都市

計画法第四条第七項に規定する市街地開

発事業をいう。以下同じ。）に関し移動等円

滑化のために考慮すべき基本的な事項、自

転車その他の車両の駐車のための施設の

整備に関する事項その他の重点整備地区

における移動等円滑化に資する市街地の

整備改善に関する基本的な事項その他重

点整備地区における移動等円滑化のため

に必要な事項 

五 移動等円滑化の促進に関する国民の理解

の増進及び移動等円滑化の実施に関する国

民の協力の確保に関する基本的な事項 

六 移動等円滑化に関する情報提供に関する

基本的な事項 

七 移動等円滑化の促進のための施策に関す

る基本的な事項その他移動等円滑化の促進

に関する事項 

３ 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じた

ときは、基本方針を変更するものとする。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

（国の責務） 
第四条 国は、高齢者、障害者等、地方公共団体、

施設設置管理者その他の関係者と協力して、基

本方針及びこれに基づく施設設置管理者の講

ずべき措置の内容その他の移動等円滑化の促

進のための施策の内容について、移動等円滑化

の進展の状況等を勘案しつつ、関係行政機関及

びこれらの者で構成する会議における定期的

な評価その他これらの者の意見を反映させる

ために必要な措置を講じた上で、適時に、かつ、

適切な方法により検討を加え、その結果に基づ

いて必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

２ 国は、教育活動、広報活動等を通じて、移動

等円滑化の促進に関する国民の理解を深める

とともに、高齢者、障害者等が公共交通機関を

利用して移動するために必要となる支援、これ

らの者の高齢者障害者等用施設等の円滑な利

用を確保する上で必要となる適正な配慮その

他の移動等円滑化の実施に関する国民の協力

を求めるよう努めなければならない。 

（地方公共団体の責務） 
第五条 地方公共団体は、国の施策に準じて、移

動等円滑化を促進するために必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。 

（施設設置管理者等の責務） 
第六条 施設設置管理者その他の高齢者、障害者

等が日常生活又は社会生活において利用する
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施設を設置し、又は管理する者は、移動等円滑

化のために必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

（国民の責務） 
第七条 国民は、高齢者、障害者等の自立した日

常生活及び社会生活を確保することの重要性

について理解を深めるとともに、これらの者が

公共交通機関を利用して移動するために必要

となる支援、これらの者の高齢者障害者等用施

設等の円滑な利用を確保する上で必要となる

適正な配慮その他のこれらの者の円滑な移動

及び施設の利用を確保するために必要な協力

をするよう努めなければならない。 

第三章 移動等円滑化のために施設設置

管理者が講ずべき措置 
（公共交通事業者等の基準適合義務等） 

第八条 公共交通事業者等は、旅客施設を新たに

建設し、若しくは旅客施設について主務省令で

定める大規模な改良を行うとき又は車両等を

新たにその事業の用に供するときは、当該旅客

施設又は車両等（以下「新設旅客施設等」とい

う。）を、移動等円滑化のために必要な旅客施

設又は車両等の構造及び設備に関する主務省

令で定める基準（以下「公共交通移動等円滑化

基準」という。）に適合させなければならない。 

２ 公共交通事業者等は、その事業の用に供する

新設旅客施設等を公共交通移動等円滑化基準

に適合するように維持するとともに、当該新設

旅客施設等を使用した役務の提供の方法に関

し移動等円滑化のために必要なものとして主

務省令で定める基準を遵守しなければならな

い。 

３ 公共交通事業者等は、その事業の用に供する

旅客施設及び車両等（新設旅客施設等を除く。）

について、公共交通移動等円滑化基準に適合さ

せるために必要な措置を講ずるよう努めると

ともに、当該旅客施設及び車両等を使用した役

務の提供の方法に関し移動等円滑化のために

必要なものとして主務省令で定める基準を遵

守するよう努めなければならない。 

４ 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等に対

し、これらの者が公共交通機関を利用して移動

するために必要となる乗降についての介助、旅

客施設における誘導その他の支援を適切に行

うよう努めなければならない。 

５ 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等に対

し、これらの者が公共交通機関を利用して移動

するために必要となる情報を適切に提供する

よう努めなければならない。 

６ 公共交通事業者等は、その職員に対し、移動

等円滑化を図るために必要な教育訓練を行う

よう努めなければならない。 

７ 公共交通事業者等は、その事業の用に供する

新設旅客施設等の利用者に対し、高齢者、障害

者等が当該新設旅客施設等における高齢者障

害者等用施設等を円滑に利用するために必要

となる適正な配慮についての広報活動及び啓

発活動を行うよう努めなければならない。 

８ 公共交通事業者等は、高齢者、障害者等であ

る旅客の乗継ぎを円滑に行うため、他の公共交

通事業者等その他の関係者と相互に協力して、

前各項の措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

９ 公共交通事業者等又は道路管理者（旅客特定

車両停留施設を管理する道路管理者に限る。第

十条第十項において同じ。）が他の公共交通事

業者等に対し前項又は同条第九項の措置に関

する協議を求めたときは、当該他の公共交通事

業者等は、当該措置により旅客施設の有する機

能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときそ

の他の正当な理由がある場合を除き、これに応

じなければならない。 

（旅客施設及び車両等に係る基準適合性審査

等） 
第九条 主務大臣は、新設旅客施設等について鉄

道事業法その他の法令の規定で政令で定める

ものによる許可、認可その他の処分の申請があ

った場合には、当該処分に係る法令に定める基

準のほか、公共交通移動等円滑化基準に適合す

るかどうかを審査しなければならない。この場

合において、主務大臣は、当該新設旅客施設等

が公共交通移動等円滑化基準に適合しないと

認めるときは、これらの規定による許可、認可

その他の処分をしてはならない。 

２ 公共交通事業者等は、前項の申請又は鉄道事

業法その他の法令の規定で政令で定めるもの

による届出をしなければならない場合を除く

ほか、旅客施設の建設又は前条第一項の主務省

令で定める大規模な改良を行おうとするとき

は、あらかじめ、主務省令で定めるところによ

り、その旨を主務大臣に届け出なければならな

い。その届け出た事項を変更しようとするとき

も、同様とする。 

３ 主務大臣は、新設旅客施設等のうち車両等

（第一項の規定により審査を行うものを除く。）

若しくは前項の政令で定める法令の規定若し

くは同項の規定による届出に係る旅客施設に

ついて前条第一項の規定に違反している事実

があり、又は新設旅客施設等若しくは当該新設

旅客施設等を使用した役務の提供の方法につ

いて同条第二項の規定に違反している事実が

あると認めるときは、公共交通事業者等に対し、

当該違反を是正するために必要な措置をとる

べきことを命ずることができる。 
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（公共交通事業者等の判断の基準となるべき

事項） 
第九条の二 主務大臣は、旅客施設及び車両等の

移動等円滑化を促進するため、次に掲げる事項

並びに移動等円滑化のために公共交通事業者

等が講ずる措置によって達成すべき目標及び

当該目標を達成するために当該事項と併せて

講ずべき措置に関し、公共交通事業者等の判断

の基準となるべき事項を定め、これを公表する

ものとする。 

一 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円

滑化基準に適合させるために必要な措置 

二 旅客施設及び車両等を使用した役務の提

供の方法に関し第八条第二項及び第三項の

主務省令で定める基準を遵守するために必

要な措置 

三 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用し

て移動するために必要となる乗降について

の介助、旅客施設における誘導その他の支援 

四 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用し

て移動するために必要となる情報の提供 

五 移動等円滑化を図るために必要な教育訓

練 

六 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設

等を円滑に利用するために必要となる適正

な配慮についての旅客施設及び車両等の利

用者に対する広報活動及び啓発活動 

２ 前項に規定する判断の基準となるべき事項

は、移動等円滑化の進展の状況、旅客施設及び

車両等の移動等円滑化に関する技術水準その

他の事情を勘案して定めるものとし、これらの

事情の変動に応じて必要な改定をするものと

する。 

（指導及び助言） 
第九条の三 主務大臣は、旅客施設及び車両等の

移動等円滑化を促進するため必要があると認

めるときは、公共交通事業者等に対し、前条第

一項に規定する判断の基準となるべき事項を

勘案して、同項各号に掲げる事項の実施につい

て必要な指導及び助言をすることができる。 

（計画の作成） 
第九条の四 公共交通事業者等（旅客が相当数で

あることその他の主務省令で定める要件に該

当する者に限る。次条から第九条の七までにお

いて同じ。）は、毎年度、主務省令で定めるとこ

ろにより、第九条の二第一項に規定する判断の

基準となるべき事項において定められた同項

の目標に関し、その達成のための計画を作成し、

主務大臣に提出しなければならない。 

（定期の報告） 
第九条の五 公共交通事業者等は、毎年度、主務

省令で定めるところにより、前条の計画に基づ

く措置の実施の状況その他主務省令で定める

事項を主務大臣に報告しなければならない。 

（公表） 
第九条の六 公共交通事業者等は、毎年度、主務

省令で定めるところにより、第九条の四の計画

の内容、当該計画に基づく措置の実施の状況そ

の他主務省令で定める移動等円滑化に関する

情報を公表しなければならない。 

（勧告等） 
第九条の七 主務大臣は、公共交通事業者等の事

業の用に供する旅客施設及び車両等の移動等

円滑化の状況が第九条の二第一項に規定する

判断の基準となるべき事項に照らして著しく

不十分であると認めるときは、当該公共交通事

業者等に対し、当該旅客施設及び車両等の移動

等円滑化に関する技術水準その他の事情を勘

案し、その判断の根拠を示して、当該旅客施設

及び車両等に係る移動等円滑化に関し必要な

措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 

２ 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた公

共交通事業者等がその勧告に従わなかったと

きは、その旨を公表することができる。 

（道路管理者の基準適合義務等） 
第十条 道路管理者は、特定道路又は旅客特定車

両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該

特定道路（以下この条において「新設特定道路」

という。）又は当該旅客特定車両停留施設（第

三項において「新設旅客特定車両停留施設」と

いう。）を、移動等円滑化のために必要な道路

の構造に関する条例（国道（道路法第三条第二

号の一般国道をいう。以下同じ。）にあっては、

主務省令）で定める基準（以下この条において

「道路移動等円滑化基準」という。）に適合さ

せなければならない。 

２ 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定め

る基準を参酌して定めるものとする。 

３ 道路管理者は、その管理する新設特定道路及

び新設旅客特定車両停留施設（以下この条にお

いて「新設特定道路等」という。）を道路移動等

円滑化基準に適合するように維持するととも

に、当該新設旅客特定車両停留施設を使用した

役務の提供の方法に関し移動等円滑化のため

に必要なものとして主務省令で定める基準を

遵守しなければならない。 

４ 道路管理者は、その管理する道路（新設特定

道路等を除く。）について、道路移動等円滑化

基準に適合させるために必要な措置を講ずる

よう努めるとともに、当該道路のうち旅客特定

車両停留施設を使用した役務の提供の方法に

関し移動等円滑化のために必要なものとして

主務省令で定める基準を遵守するよう努めな

ければならない。 
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５ 道路管理者は、高齢者、障害者等に対し、そ

の管理する旅客特定車両停留施設における誘

導その他の支援を適切に行うよう努めなけれ

ばならない。 

６ 道路管理者は、高齢者、障害者等に対し、そ

の管理する新設特定道路についてこれらの者

が当該新設特定道路を円滑に利用するために

必要となる情報を、その管理する旅客特定車両

停留施設についてこれらの者が公共交通機関

を利用して移動するために必要となる情報を、

それぞれ適切に提供するよう努めなければな

らない。 

７ 道路管理者は、その職員に対し、その管理す

る旅客特定車両停留施設における移動等円滑

化を図るために必要な教育訓練を行うよう努

めなければならない。 

８ 道路管理者は、その管理する新設特定道路等

の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該新設

特定道路等における高齢者障害者等用施設等

を円滑に利用するために必要となる適正な配

慮についての広報活動及び啓発活動を行うよ

う努めなければならない。 

９ 道路管理者は、その管理する旅客特定車両停

留施設に係る高齢者、障害者等である旅客の乗

継ぎを円滑に行うため、公共交通事業者等その

他の関係者と相互に協力して、前各項（第二項

を除く。）の措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

１０ 公共交通事業者等又は道路管理者が他の

道路管理者に対し第八条第八項又は前項の措

置に関する協議を求めたときは、当該他の道路

管理者は、当該措置により旅客特定車両停留施

設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれ

があるときその他の正当な理由がある場合を

除き、これに応じなければならない。 

１１ 新設特定道路等についての道路法第三十

三条第一項及び第三十六条第二項の規定の適

用については、これらの規定中「政令で定める

基準」とあるのは「政令で定める基準及び高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律（平成十八年法律第九十一号）第二条第二

号に規定する移動等円滑化のために必要なも

のとして国土交通省令で定める基準」と、同法

第三十三条第一項中「同条第一項」とあるのは

「前条第一項」とする。 

（路外駐車場管理者等の基準適合義務等） 
第十一条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車

場を設置するときは、当該特定路外駐車場（以

下この条において「新設特定路外駐車場」とい

う。）を、移動等円滑化のために必要な特定路

外駐車場の構造及び設備に関する主務省令で

定める基準（以下「路外駐車場移動等円滑化基

準」という。）に適合させなければならない。 

２ 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特

定路外駐車場を路外駐車場移動等円滑化基準

に適合するように維持しなければならない。 

３ 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条

件の特殊性により、前二項の規定のみによって

は、高齢者、障害者等が特定路外駐車場を円滑

に利用できるようにする目的を十分に達成す

ることができないと認める場合においては、路

外駐車場移動等円滑化基準に条例で必要な事

項を付加することができる。 

４ 路外駐車場管理者等は、その管理する特定路

外駐車場（新設特定路外駐車場を除く。）を路

外駐車場移動等円滑化基準（前項の条例で付加

した事項を含む。第五十三条第二項において同

じ。）に適合させるために必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

５ 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特

定路外駐車場について、高齢者、障害者等に対

し、これらの者が当該新設特定路外駐車場を円

滑に利用するために必要となる情報を適切に

提供するよう努めなければならない。 

６ 路外駐車場管理者等は、その管理する新設特

定路外駐車場の利用者に対し、高齢者、障害者

等が当該新設特定路外駐車場における高齢者

障害者等用施設等を円滑に利用するために必

要となる適正な配慮についての広報活動及び

啓発活動を行うよう努めなければならない。 

（特定路外駐車場に係る基準適合命令等） 
第十二条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車

場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で

定めるところにより、その旨を都道府県知事

（市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知

事等」という。）に届け出なければならない。た

だし、駐車場法第十二条の規定による届出をし

なければならない場合にあっては、同条の規定

により知事等に提出すべき届出書に主務省令

で定める書面を添付して届け出たときは、この

限りでない。 

２ 前項本文の規定により届け出た事項を変更

しようとするときも、同項と同様とする。 

３ 知事等は、前条第一項から第三項までの規定

に違反している事実があると認めるときは、路

外駐車場管理者等に対し、当該違反を是正する

ために必要な措置をとるべきことを命ずるこ

とができる。 

（公園管理者等の基準適合義務等） 
第十三条 公園管理者等は、特定公園施設の新設、

増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設

（以下この条において「新設特定公園施設」と

いう。）を、移動等円滑化のために必要な特定

公園施設の設置に関する条例（国の設置に係る
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都市公園にあっては、主務省令）で定める基準

（以下この条において「都市公園移動等円滑化

基準」という。）に適合させなければならない。 

２ 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定め

る基準を参酌して定めるものとする。 

３ 公園管理者は、新設特定公園施設について都

市公園法第五条第一項の規定による許可の申

請があった場合には、同法第四条に定める基準

のほか、都市公園移動等円滑化基準に適合する

かどうかを審査しなければならない。この場合

において、公園管理者は、当該新設特定公園施

設が都市公園移動等円滑化基準に適合しない

と認めるときは、同項の規定による許可をして

はならない。 

４ 公園管理者等は、その管理する新設特定公園

施設を都市公園移動等円滑化基準に適合する

ように維持しなければならない。 

５ 公園管理者等は、その管理する特定公園施設

（新設特定公園施設を除く。）を都市公園移動

等円滑化基準に適合させるために必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 

６ 公園管理者等は、その管理する新設特定公園

施設について、高齢者、障害者等に対し、これ

らの者が当該新設特定公園施設を円滑に利用

するために必要となる情報を適切に提供する

よう努めなければならない。 

７ 公園管理者等は、その管理する新設特定公園

施設の利用者に対し、高齢者、障害者等が当該

新設特定公園施設における高齢者障害者等用

施設等を円滑に利用するために必要となる適

正な配慮についての広報活動及び啓発活動を

行うよう努めなければならない。 

（特別特定建築物の建築主等の基準適合義務

等） 
第十四条 建築主等は、特別特定建築物の政令で

定める規模以上の建築（用途の変更をして特別

特定建築物にすることを含む。以下この条にお

いて同じ。）をしようとするときは、当該特別

特定建築物（以下この条において「新築特別特

定建築物」という。）を、移動等円滑化のために

必要な建築物特定施設の構造及び配置に関す

る政令で定める基準（以下「建築物移動等円滑

化基準」という。）に適合させなければならな

い。 

２ 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有

する新築特別特定建築物を建築物移動等円滑

化基準に適合するように維持しなければなら

ない。 

３ 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条

件の特殊性により、前二項の規定のみによって

は、高齢者、障害者等が特定建築物を円滑に利

用できるようにする目的を十分に達成するこ

とができないと認める場合においては、特別特

定建築物に条例で定める特定建築物を追加し、

第一項の建築の規模を条例で同項の政令で定

める規模未満で別に定め、又は建築物移動等円

滑化基準に条例で必要な事項を付加すること

ができる。 

４ 前三項の規定は、建築基準法第六条第一項に

規定する建築基準関係規定とみなす。 

５ 建築主等（第一項から第三項までの規定が適

用される者を除く。）は、その建築をしようと

し、又は所有し、管理し、若しくは占有する特

別特定建築物（同項の条例で定める特定建築物

を含む。以下同じ。）を建築物移動等円滑化基

準（同項の条例で付加した事項を含む。第十七

条第三項第一号を除き、以下同じ。）に適合さ

せるために必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

６ 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有

する新築特別特定建築物について、高齢者、障

害者等に対し、これらの者が当該新築特別特定

建築物を円滑に利用するために必要となる情

報を適切に提供するよう努めなければならな

い。 

７ 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有

する新築特別特定建築物の利用者に対し、高齢

者、障害者等が当該新築特別特定建築物におけ

る高齢者障害者等用施設等を円滑に利用する

ために必要となる適正な配慮についての広報

活動及び啓発活動を行うよう努めなければな

らない。 

（特別特定建築物に係る基準適合命令等） 
第十五条 所管行政庁は、前条第一項から第三項

までの規定に違反している事実があると認め

るときは、建築主等に対し、当該違反を是正す

るために必要な措置をとるべきことを命ずる

ことができる。 

２ 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特

別特定建築物については、前項の規定は、適用

しない。この場合において、所管行政庁は、国、

都道府県又は建築主事を置く市町村の特別特

定建築物が前条第一項から第三項までの規定

に違反している事実があると認めるときは、直

ちに、その旨を当該特別特定建築物を管理する

機関の長に通知し、前項に規定する措置をとる

べきことを要請しなければならない。 

３ 所管行政庁は、前条第五項に規定する措置の

適確な実施を確保するため必要があると認め

るときは、建築主等に対し、建築物移動等円滑

化基準を勘案して、特別特定建築物の設計及び

施工に係る事項その他の移動等円滑化に係る

事項について必要な指導及び助言をすること

ができる。 
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（特定建築物の建築主等の努力義務等） 
第十六条 建築主等は、特定建築物（特別特定建

築物を除く。以下この条において同じ。）の建

築（用途の変更をして特定建築物にすることを

含む。次条第一項において同じ。）をしようと

するときは、当該特定建築物を建築物移動等円

滑化基準に適合させるために必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。 

２ 建築主等は、特定建築物の建築物特定施設の

修繕又は模様替をしようとするときは、当該建

築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適

合させるために必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。 

３ 所管行政庁は、特定建築物について前二項に

規定する措置の適確な実施を確保するため必

要があると認めるときは、建築主等に対し、建

築物移動等円滑化基準を勘案して、特定建築物

又はその建築物特定施設の設計及び施工に係

る事項について必要な指導及び助言をするこ

とができる。 

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の

認定） 
第十七条 建築主等は、特定建築物の建築、修繕

又は模様替（修繕又は模様替にあっては、建築

物特定施設に係るものに限る。以下「建築等」

という。）をしようとするときは、主務省令で

定めるところにより、特定建築物の建築等及び

維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を

申請することができる。 

２ 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しな

ければならない。 

一 特定建築物の位置 

二 特定建築物の延べ面積、構造方法及び用途

並びに敷地面積 

三 計画に係る建築物特定施設の構造及び配

置並びに維持保全に関する事項 

四 特定建築物の建築等の事業に関する資金

計画 

五 その他主務省令で定める事項 

３ 所管行政庁は、第一項の申請があった場合に

おいて、当該申請に係る特定建築物の建築等及

び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合す

ると認めるときは、認定をすることができる。 

一 前項第三号に掲げる事項が、建築物移動等

円滑化基準を超え、かつ、高齢者、障害者等

が円滑に利用できるようにするために誘導

すべき主務省令で定める建築物特定施設の

構造及び配置に関する基準に適合すること。 

二 前項第四号に掲げる資金計画が、特定建築

物の建築等の事業を確実に遂行するため適

切なものであること。 

４ 前項の認定の申請をする者は、所管行政庁に

対し、当該申請に併せて、建築基準法第六条第

一項（同法第八十七条第一項において準用する

場合を含む。第七項において同じ。）の規定に

よる確認の申請書を提出して、当該申請に係る

特定建築物の建築等の計画が同法第六条第一

項の建築基準関係規定に適合する旨の建築主

事の通知（以下この条において「適合通知」と

いう。）を受けるよう申し出ることができる。 

５ 前項の申出を受けた所管行政庁は、速やかに

当該申出に係る特定建築物の建築等の計画を

建築主事に通知しなければならない。 

６ 建築基準法第十八条第三項及び第十四項の

規定は、建築主事が前項の通知を受けた場合に

ついて準用する。この場合においては、建築主

事は、申請に係る特定建築物の建築等の計画が

第十四条第一項の規定に適合するかどうかを

審査することを要しないものとする。 

７ 所管行政庁が、適合通知を受けて第三項の認

定をしたときは、当該認定に係る特定建築物の

建築等の計画は、建築基準法第六条第一項の規

定による確認済証の交付があったものとみな

す。 

８ 建築基準法第十二条第八項、第九十三条及び

第九十三条の二の規定は、建築主事が適合通知

をする場合について準用する。 

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の

変更） 
第十八条 前条第三項の認定を受けた者（以下

「認定建築主等」という。）は、当該認定を受け

た計画の変更（主務省令で定める軽微な変更を

除く。）をしようとするときは、所管行政庁の

認定を受けなければならない。 

２ 前条の規定は、前項の場合について準用する。 

（認定特定建築物の容積率の特例） 
第十九条 建築基準法第五十二条第一項、第二項、

第七項、第十二項及び第十四項、第五十七条の

二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五

十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一

項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び

第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の

四、第六十八条の五（第二号イを除く。）、第六

十八条の五の二（第二号イを除く。）、第六十八

条の五の三第一項（第一号ロを除く。）、第六十

八条の五の四（第一号ロを除く。）、第六十八条

の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第

六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第

四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八

十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一

項に規定する建築物の容積率（同法第五十九条

第一項、第六十条の二第一項及び第六十八条の

九第一項に規定するものについては、これらの

規定に規定する建築物の容積率の最高限度に
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係る場合に限る。）の算定の基礎となる延べ面

積には、同法第五十二条第三項及び第六項に定

めるもののほか、第十七条第三項の認定を受け

た計画（前条第一項の規定による変更の認定が

あったときは、その変更後のもの。第二十一条

において同じ。）に係る特定建築物（以下「認定

特定建築物」という。）の建築物特定施設の床

面積のうち、移動等円滑化の措置をとることに

より通常の建築物の建築物特定施設の床面積

を超えることとなる場合における政令で定め

る床面積は、算入しないものとする。 

（認定特定建築物の表示等） 
第二十条 認定建築主等は、認定特定建築物の建

築等をしたときは、当該認定特定建築物、その

敷地又はその利用に関する広告その他の主務

省令で定めるもの（次項において「広告等」と

いう。）に、主務省令で定めるところにより、当

該認定特定建築物が第十七条第三項の認定を

受けている旨の表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、

建築物、その敷地又はその利用に関する広告等

に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付

してはならない。 

（認定建築主等に対する改善命令） 
第二十一条 所管行政庁は、認定建築主等が第十

七条第三項の認定を受けた計画に従って認定

特定建築物の建築等又は維持保全を行ってい

ないと認めるときは、当該認定建築主等に対し、

その改善に必要な措置をとるべきことを命ず

ることができる。 

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の

認定の取消し） 
第二十二条 所管行政庁は、認定建築主等が前条

の規定による処分に違反したときは、第十七条

第三項の認定を取り消すことができる。 

（協定建築物の建築等及び維持保全の計画の

認定等） 
第二十二条の二 建築主等は、次の各号のいずれ

かに該当する建築物特定施設（以下この条にお

いて「協定建築物特定施設」という。）と一体的

に利用に供しなければ公共交通移動等円滑化

基準に適合させることが構造上その他の理由

により著しく困難であると主務省令で定める

ところにより主務大臣が認める旅客施設（次の

各号の公共交通事業者等の事業の用に供する

ものに限る。次項において「移動等円滑化困難

旅客施設」という。）の敷地に隣接し、又は近接

する土地において協定建築物特定施設を有す

る建築物（以下「協定建築物」という。）の建築

等をしようとするときは、主務省令で定めると

ころにより、協定建築物の建築等及び維持保全

の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請する

ことができる。 

一 建築主等が公共交通事業者等と締結する

第四十一条第一項に規定する移動等円滑化

経路協定の目的となる経路を構成する建築

物特定施設 

二 建築主等が公共交通事業者等と締結する

第五十一条の二第一項に規定する移動等円

滑化施設協定の目的となる建築物特定施設 

２ 前項の申請に係る協定建築物特定施設（協定

建築物特定施設と移動等円滑化困難旅客施設

との間に同項第一号の経路がある場合にあっ

ては、協定建築物特定施設及び当該経路を構成

する一般交通用施設（以下この項において「特

定経路施設」という。））は、協定建築物特定施

設等維持保全基準（移動等円滑化困難旅客施設

の公共交通移動等円滑化基準への継続的な適

合の確保のために必要な協定建築物特定施設

及び特定経路施設の維持保全に関する主務省

令で定める基準をいう。）に適合するものとし

て、主務省令で定めるところにより主務大臣の

認定を受けたものでなければならない。 

３ 第一項の計画には、次に掲げる事項を記載し

なければならない。 

一 協定建築物の位置 

二 協定建築物の延べ面積、構造方法及び用途

並びに敷地面積 

三 計画に係る協定建築物特定施設の構造及

び配置並びに維持保全に関する事項 

四 協定建築物の建築等の事業に関する資金

計画 

五 その他主務省令で定める事項 

４ 所管行政庁は、第一項の申請があった場合に

おいて、当該申請に係る協定建築物の建築等及

び維持保全の計画が次に掲げる基準に適合す

ると認めるときは、認定をすることができる。 

一 前項第三号に掲げる事項が、建築物移動等

円滑化基準を超え、かつ、第十七条第三項第

一号に規定する主務省令で定める建築物特

定施設の構造及び配置に関する基準に適合

すること。 

二 前項第四号に掲げる資金計画が、協定建築

物の建築等の事業を確実に遂行するため適

切なものであること。 

５ 第十八条、第十九条、第二十一条及び前条の

規定は、前項の認定を受けた者（第五十三条第

五項において「認定協定建築主等」という。）に

係る当該認定を受けた計画について準用する。

この場合において、第十八条第二項中「前条」

とあるのは「第二十二条の二第一項から第四項

まで」と、第十九条中「特定建築物（以下「認

定特定建築物」という。）の建築物特定施設」と

あるのは「第二十二条の二第一項に規定する協
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定建築物（第二十一条において「認定協定建築

物」という。）の同項に規定する協定建築物特

定施設」と、第二十一条中「認定特定建築物」

とあるのは「認定協定建築物」と読み替えるも

のとする。 

（既存の特定建築物に設けるエレベーターに

ついての建築基準法の特例） 
第二十三条 この法律の施行の際現に存する特

定建築物に専ら車椅子を使用している者の利

用に供するエレベーターを設置する場合にお

いて、当該エレベーターが次に掲げる基準に適

合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がな

いと認めたときは、当該特定建築物に対する建

築基準法第二十七条第二項の規定の適用につ

いては、当該エレベーターの構造は耐火構造

（同法第二条第七号に規定する耐火構造をい

う。）とみなす。 

一 エレベーター及び当該エレベーターの設

置に係る特定建築物の主要構造部の部分の

構造が主務省令で定める安全上及び防火上

の基準に適合していること。 

二 エレベーターの制御方法及びその作動状

態の監視方法が主務省令で定める安全上の

基準に適合していること。 

２ 建築基準法第九十三条第一項本文及び第二

項の規定は、前項の規定により所管行政庁が防

火上及び避難上支障がないと認める場合につ

いて準用する。 

（高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築

物の容積率の特例） 
第二十四条 建築物特定施設（建築基準法第五十

二条第六項第一号に規定する昇降機並びに同

項第二号に規定する共同住宅及び老人ホーム

等の共用の廊下及び階段を除く。）の床面積が

高齢者、障害者等の円滑な利用を確保するため

通常の床面積よりも著しく大きい建築物で、主

務大臣が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保

する上で有効と認めて定める基準に適合する

ものについては、当該建築物を同条第十四項第

一号に規定する建築物とみなして、同項の規定

を適用する。 

第三章の二 移動等円滑化促進地区にお

ける移動等円滑化の促進に関す

る措置 
（移動等円滑化促進方針） 

第二十四条の二 市町村は、基本方針に基づき、

単独で又は共同して、当該市町村の区域内の移

動等円滑化促進地区について、移動等円滑化の

促進に関する方針（以下「移動等円滑化促進方

針」という。）を作成するよう努めるものとす

る。 

２ 移動等円滑化促進方針には、次に掲げる事項

について定めるものとする。 

一 移動等円滑化促進地区の位置及び区域 

二 生活関連施設及び生活関連経路並びにこ

れらにおける移動等円滑化の促進に関する

事項 

三 移動等円滑化の促進に関する住民その他

の関係者の理解の増進及び移動等円滑化の

実施に関するこれらの者の協力の確保に関

する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、移動等円滑化

促進地区における移動等円滑化の促進のた

めに必要な事項 

３ 前項各号に掲げるもののほか、移動等円滑化

促進方針には、移動等円滑化促進地区における

移動等円滑化の促進に関する基本的な方針に

ついて定めるよう努めるものとする。 

４ 移動等円滑化促進方針には、市町村が行う移

動等円滑化促進地区に所在する旅客施設の構

造及び配置その他の移動等円滑化に関する情

報の収集、整理及び提供に関する事項を定める

ことができる。 

５ 移動等円滑化促進方針は、都市計画、都市計

画法第十八条の二の市町村の都市計画に関す

る基本的な方針及び地域公共交通の活性化及

び再生に関する法律（平成十九年法律第五十九

号）第五条第一項に規定する地域公共交通計画

との調和が保たれたものでなければならない。 

６ 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成しよ

うとするときは、あらかじめ、住民、生活関連

施設を利用する高齢者、障害者等その他利害関

係者、関係する施設設置管理者及び都道府県公

安委員会（以下「公安委員会」という。）の意見

を反映させるために必要な措置を講ずるもの

とする。 

７ 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成した

ときは、遅滞なく、これを公表するとともに、

主務大臣、都道府県並びに関係する施設設置管

理者及び公安委員会に送付しなければならな

い。 

８ 主務大臣は、前項の規定により移動等円滑化

促進方針の送付を受けたときは、市町村に対し、

必要な助言をすることができる。 

９ 都道府県は、市町村に対し、その求めに応じ、

移動等円滑化促進方針の作成及びその円滑か

つ確実な実施に関し、各市町村の区域を超えた

広域的な見地から、必要な助言その他の援助を

行うよう努めなければならない。 

１０ 第六項から前項までの規定は、移動等円滑

化促進方針の変更について準用する。 

（移動等円滑化促進方針の評価等） 
第二十四条の三 市町村は、移動等円滑化促進方

針を作成した場合においては、おおむね五年ご
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とに、当該移動等円滑化促進方針において定め

られた移動等円滑化促進地区における移動等

円滑化に関する措置の実施の状況についての

調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、

必要があると認めるときは、移動等円滑化促進

方針を変更するものとする。 

（協議会） 
第二十四条の四 移動等円滑化促進方針を作成

しようとする市町村は、移動等円滑化促進方針

の作成に関する協議及び移動等円滑化促進方

針の実施（実施の状況についての調査、分析及

び評価を含む。）に係る連絡調整を行うための

協議会（以下この条において「協議会」という。）

を組織することができる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

一 移動等円滑化促進方針を作成しようとす

る市町村 

二 関係する施設設置管理者、公安委員会その

他移動等円滑化促進地区における移動等円

滑化の促進に関し密接な関係を有する者 

三 高齢者、障害者等、学識経験者その他の当

該市町村が必要と認める者 

３ 第一項の規定により協議会を組織する市町

村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二

号に掲げる者に通知するものとする。 

４ 前項の規定による通知を受けた者は、正当な

理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に

応じなければならない。 

５ 協議会において協議が調った事項について

は、協議会の構成員はその協議の結果を尊重し

なければならない。 

６ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に

関し必要な事項は、協議会が定める。 

（移動等円滑化促進方針の作成等の提案） 
第二十四条の五 次に掲げる者は、市町村に対し

て、移動等円滑化促進方針の作成又は変更をす

ることを提案することができる。この場合にお

いては、基本方針に即して、当該提案に係る移

動等円滑化促進方針の素案を作成して、これを

提示しなければならない。 

一 施設設置管理者その他の生活関連施設又

は生活関連経路を構成する一般交通用施設

の管理者 

二 高齢者、障害者等その他の生活関連施設又

は生活関連経路を構成する一般交通用施設

の利用に関し利害関係を有する者 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当

該提案に基づき移動等円滑化促進方針の作成

又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当

該提案をした者に通知しなければならない。こ

の場合において、移動等円滑化促進方針の作成

又は変更をしないこととするときは、その理由

を明らかにしなければならない。 

（行為の届出等） 
第二十四条の六 移動等円滑化促進方針におい

て定められた移動等円滑化促進地区の区域に

おいて、旅客施設の建設、道路の新設その他の

行為であって当該区域における移動等円滑化

の促進に支障を及ぼすおそれのあるものとし

て政令で定めるものをしようとする公共交通

事業者等又は道路管理者は、当該行為に着手す

る日の三十日前までに、主務省令で定めるとこ

ろにより、行為の種類、場所、設計又は施行方

法、着手予定日その他主務省令で定める事項を

市町村に届け出なければならない。ただし、非

常災害のため必要な応急措置として行う行為

については、この限りでない。 

２ 前項の規定による届出をした者は、その届出

に係る事項のうち主務省令で定める事項を変

更しようとするときは、当該事項の変更に係る

行為に着手する日の三十日前までに、主務省令

で定めるところにより、その旨を市町村に届け

出なければならない。 

３ 市町村は、前二項の規定による届出があった

場合において、その届出に係る行為が移動等円

滑化促進地区における移動等円滑化の促進を

図る上で支障があると認めるときは、その届出

をした者に対し、その届出に係る行為に関し旅

客施設又は道路の構造の変更その他の必要な

措置の実施を要請することができる。 

４ 市町村は、前項の規定による要請を受けた者

が当該要請に応じないときは、その旨を主務大

臣に通知することができる。 

５ 主務大臣は、前項の規定による通知があった

場合において、第三項の規定による要請を受け

た者が正当な理由がなくて同項の措置を実施

していないと認めるときは、当該要請を受けた

者に対し、当該措置を実施すべきことを勧告す

ることができる。 

（市町村による情報の収集、整理及び提供） 
第二十四条の七 第二十四条の二第四項の規定

により移動等円滑化促進方針において市町村

が行う移動等円滑化に関する情報の収集、整理

及び提供に関する事項が定められたときは、市

町村は、当該移動等円滑化促進方針に基づき移

動等円滑化に関する事項についての情報の収

集、整理及び提供を行うものとする。 

（施設設置管理者による市町村に対する情報

の提供） 
第二十四条の八 公共交通事業者等及び道路管

理者は、前条の規定により情報の収集、整理及

び提供を行う市町村の求めがあったときは、主

務省令で定めるところにより、高齢者、障害者

等が旅客施設及び特定道路を利用するために
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必要となる情報を当該市町村に提供しなけれ

ばならない。 

２ 路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築

主等は、前条の規定により情報の収集、整理及

び提供を行う市町村の求めがあったときは、主

務省令で定めるところにより、高齢者、障害者

等が特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特

定建築物を利用するために必要となる情報を

当該市町村に提供するよう努めなければなら

ない。 

第四章 重点整備地区における移動等円

滑化に係る事業の重点的かつ一

体的な実施 
（移動等円滑化基本構想） 

第二十五条 市町村は、基本方針（移動等円滑化

促進方針が作成されているときは、基本方針及

び移動等円滑化促進方針。以下同じ。）に基づ

き、単独で又は共同して、当該市町村の区域内

の重点整備地区について、移動等円滑化に係る

事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本

的な構想（以下「基本構想」という。）を作成す

るよう努めるものとする。 

２ 基本構想には、次に掲げる事項について定め

るものとする。 

一 重点整備地区の位置及び区域 

二 生活関連施設及び生活関連経路並びにこ

れらにおける移動等円滑化に関する事項 

三 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路

を構成する一般交通用施設について移動等

円滑化のために実施すべき特定事業その他

の事業に関する事項（旅客施設の所在地を含

まない重点整備地区にあっては、当該重点整

備地区と同一の市町村の区域内に所在する

特定旅客施設との間の円滑な移動のために

実施すべき特定事業その他の事業に関する

事項を含む。） 

四 前号に掲げる事業と併せて実施する土地

区画整理事業、市街地再開発事業その他の市

街地開発事業に関し移動等円滑化のために

考慮すべき事項、自転車その他の車両の駐車

のための施設の整備に関する事項その他の

重点整備地区における移動等円滑化に資す

る市街地の整備改善に関する事項その他重

点整備地区における移動等円滑化のために

必要な事項 

３ 前項各号に掲げるもののほか、基本構想には、

重点整備地区における移動等円滑化に関する

基本的な方針について定めるよう努めるもの

とする。 

４ 市町村は、特定旅客施設の所在地を含む重点

整備地区について基本構想を作成する場合に

は、当該基本構想に当該特定旅客施設を第二項

第二号及び第三号の生活関連施設として定め

なければならない。 

５ 基本構想には、道路法第十二条ただし書及び

第十五条並びに道路法の一部を改正する法律

（昭和三十九年法律第百六十三号。以下「昭和

三十九年道路法改正法」という。）附則第三項

の規定にかかわらず、国道又は都道府県道（道

路法第三条第三号の都道府県道をいう。第三十

二条第一項において同じ。）（道路法第十二条た

だし書及び第十五条並びに昭和三十九年道路

法改正法附則第三項の規定により都道府県が

新設又は改築を行うこととされているもの（道

路法第十七条第一項から第四項までの規定に

より同条第一項の指定市、同条第二項の指定市

以外の市、同条第三項の町村又は同条第四項の

指定市以外の市町村が行うこととされている

ものを除く。）に限る。以下同じ。）に係る道路

特定事業を実施する者として、市町村（他の市

町村又は道路管理者と共同して実施する場合

にあっては、市町村及び他の市町村又は道路管

理者。第三十二条において同じ。）を定めるこ

とができる。 

６ 市町村は、基本構想を作成しようとするとき

は、あらかじめ、住民、生活関連施設を利用す

る高齢者、障害者等その他利害関係者の意見を

反映させるために必要な措置を講ずるものと

する。 

７ 市町村は、基本構想を作成しようとする場合

において、第二十六条第一項の協議会が組織さ

れていないときは、これに定めようとする特定

事業に関する事項について、関係する施設設置

管理者及び公安委員会と協議をしなければな

らない。 

８ 市町村は、第二十六条第一項の協議会が組織

されていない場合には、基本構想を作成するに

当たり、あらかじめ、関係する施設設置管理者

及び公安委員会に対し、特定事業に関する事項

について基本構想の案を作成し、当該市町村に

提出するよう求めることができる。 

９ 前項の案の提出を受けた市町村は、基本構想

を作成するに当たっては、当該案の内容が十分

に反映されるよう努めるものとする。 

１０ 第二十四条の二第四項、第五項及び第七項

から第九項までの規定は、基本構想の作成につ

いて準用する。この場合において、同条第四項

中「移動等円滑化促進地区」とあるのは、「重点

整備地区」と読み替えるものとする。 

１１ 第二十四条の二第七項から第九項まで及

びこの条第六項から第九項までの規定は、基本

構想の変更について準用する。 

（基本構想の評価等） 
第二十五条の二 市町村は、基本構想を作成した
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場合においては、おおむね五年ごとに、当該基

本構想において定められた重点整備地区にお

ける特定事業その他の事業の実施の状況につ

いての調査、分析及び評価を行うよう努めると

ともに、必要があると認めるときは、基本構想

を変更するものとする。 

（協議会） 
第二十六条 基本構想を作成しようとする市町

村は、基本構想の作成に関する協議及び基本構

想の実施（実施の状況についての調査、分析及

び評価を含む。）に係る連絡調整を行うための

協議会（以下この条において「協議会」という。）

を組織することができる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

一 基本構想を作成しようとする市町村 

二 関係する施設設置管理者、公安委員会その

他基本構想に定めようとする特定事業その

他の事業を実施すると見込まれる者 

三 高齢者、障害者等、学識経験者その他の当

該市町村が必要と認める者 

３ 第一項の規定により協議会を組織する市町

村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二

号に掲げる者に通知するものとする。 

４ 前項の規定による通知を受けた者は、正当な

理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に

応じなければならない。 

５ 協議会において協議が調った事項について

は、協議会の構成員はその協議の結果を尊重し

なければならない。 

６ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に

関し必要な事項は、協議会が定める。 

（基本構想の作成等の提案） 
第二十七条 次に掲げる者は、市町村に対して、

基本構想の作成又は変更をすることを提案す

ることができる。この場合においては、基本方

針に即して、当該提案に係る基本構想の素案を

作成して、これを提示しなければならない。 

一 施設設置管理者、公安委員会その他基本構

想に定めようとする特定事業その他の事業

を実施しようとする者 

二 高齢者、障害者等その他の生活関連施設又

は生活関連経路を構成する一般交通用施設

の利用に関し利害関係を有する者 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当

該提案に基づき基本構想の作成又は変更をす

るか否かについて、遅滞なく、当該提案をした

者に通知しなければならない。この場合におい

て、基本構想の作成又は変更をしないこととす

るときは、その理由を明らかにしなければなら

ない。 

（公共交通特定事業の実施） 
第二十八条 第二十五条第一項の規定により基

本構想が作成されたときは、関係する公共交通

事業者等は、単独で又は共同して、当該基本構

想に即して公共交通特定事業を実施するため

の計画（以下「公共交通特定事業計画」という。）

を作成し、これに基づき、当該公共交通特定事

業を実施するものとする。 

２ 公共交通特定事業計画においては、実施しよ

うとする公共交通特定事業について次に掲げ

る事項を定めるものとする。 

一 公共交通特定事業を実施する特定旅客施

設又は特定車両 

二 公共交通特定事業の内容 

三 公共交通特定事業の実施予定期間並びに

その実施に必要な資金の額及びその調達方

法 

四 その他公共交通特定事業の実施に際し配

慮すべき重要事項 

３ 公共交通事業者等は、公共交通特定事業計画

を定めようとするときは、あらかじめ、関係す

る市町村及び施設設置管理者の意見を聴かな

ければならない。 

４ 公共交通事業者等は、公共交通特定事業計画

を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市

町村及び施設設置管理者に送付しなければな

らない。 

５ 前二項の規定は、公共交通特定事業計画の変

更について準用する。 

（公共交通特定事業計画の認定） 
第二十九条 公共交通事業者等は、主務省令で定

めるところにより、主務大臣に対し、公共交通

特定事業計画が重点整備地区における移動等

円滑化を適切かつ確実に推進するために適当

なものである旨の認定を申請することができ

る。 

２ 主務大臣は、前項の規定による認定の申請が

あった場合において、前条第二項第二号に掲げ

る事項が基本方針及び公共交通移動等円滑化

基準に照らして適切なものであり、かつ、同号

及び同項第三号に掲げる事項が当該公共交通

特定事業を確実に遂行するために技術上及び

資金上適切なものであると認めるときは、その

認定をするものとする。 

３ 前項の認定を受けた者は、当該認定に係る公

共交通特定事業計画を変更しようとするとき

は、主務大臣の認定を受けなければならない。 

４ 第二項の規定は、前項の認定について準用す

る。 

５ 主務大臣は、第二項の認定を受けた者が当該

認定に係る公共交通特定事業計画（第三項の規

定による変更の認定があったときは、その変更

後のもの。次条において同じ。）に従って公共

交通特定事業を実施していないと認めるとき
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は、その認定を取り消すことができる。 

（公共交通特定事業計画に係る地方債の特例） 
第三十条 地方公共団体が、前条第二項の認定に

係る公共交通特定事業計画に基づく公共交通

特定事業で主務省令で定めるものに関する助

成を行おうとする場合においては、当該助成に

要する経費であって地方財政法（昭和二十三年

法律第百九号）第五条各号に規定する経費のい

ずれにも該当しないものは、同条第五号に規定

する経費とみなす。 

（道路特定事業の実施） 
第三十一条 第二十五条第一項の規定により基

本構想が作成されたときは、関係する道路管理

者は、単独で又は共同して、当該基本構想に即

して道路特定事業を実施するための計画（以下

「道路特定事業計画」という。）を作成し、これ

に基づき、当該道路特定事業を実施するものと

する。 

２ 道路特定事業計画においては、基本構想にお

いて定められた道路特定事業について定める

ほか、当該重点整備地区内の道路において実施

するその他の道路特定事業について定めるこ

とができる。 

３ 道路特定事業計画においては、実施しようと

する道路特定事業について次に掲げる事項を

定めるものとする。 

一 道路特定事業を実施する道路の区間 

二 前号の道路の区間ごとに実施すべき道路

特定事業の内容及び実施予定期間 

三 その他道路特定事業の実施に際し配慮す

べき重要事項 

４ 道路管理者は、道路特定事業計画を定めよう

とするときは、あらかじめ、関係する市町村、

施設設置管理者及び公安委員会の意見を聴か

なければならない。 

５ 道路管理者は、道路特定事業計画において、

道路法第二十条第一項に規定する他の工作物

について実施し、又は同法第二十三条第一項の

規定に基づき実施する道路特定事業について

定めるときは、あらかじめ、当該道路特定事業

を実施する工作物又は施設の管理者と協議し

なければならない。この場合において、当該道

路特定事業の費用の負担を当該工作物又は施

設の管理者に求めるときは、当該道路特定事業

計画に当該道路特定事業の実施に要する費用

の概算及び道路管理者と当該工作物又は施設

の管理者との分担割合を定めるものとする。 

６ 道路管理者は、道路特定事業計画を定めたと

きは、遅滞なく、これを公表するよう努めると

ともに、関係する市町村、施設設置管理者及び

公安委員会並びに前項に規定する工作物又は

施設の管理者に送付しなければならない。 

７ 前三項の規定は、道路特定事業計画の変更に

ついて準用する。 

（市町村による国道等に係る道路特定事業の

実施） 
第三十二条 第二十五条第五項の規定により基

本構想において道路特定事業を実施する者と

して市町村（道路法第十七条第一項の指定市を

除く。以下この条及び第五十五条から第五十七

条までにおいて同じ。）が定められたときは、

前条第一項、同法第十二条ただし書及び第十五

条並びに昭和三十九年道路法改正法附則第三

項の規定にかかわらず、市町村は、単独で又は

他の市町村若しくは道路管理者と共同して、国

道又は都道府県道に係る道路特定事業計画を

作成し、これに基づき、当該道路特定事業を実

施するものとする。 

２ 前条第二項から第七項までの規定は、前項の

場合について準用する。この場合において、同

条第四項から第六項までの規定中「道路管理者」

とあるのは、「次条第一項の規定により道路特

定事業を実施する市町村（他の市町村又は道路

管理者と共同して実施する場合にあっては、市

町村及び他の市町村又は道路管理者）」と読み

替えるものとする。 

３ 市町村は、第一項の規定により国道に係る道

路特定事業を実施しようとする場合において

は、主務省令で定めるところにより、主務大臣

に協議し、その同意を得なければならない。た

だし、主務省令で定める軽易なものについては、

この限りでない。 

４ 市町村は、第一項の規定により道路特定事業

に関する工事を行おうとするとき、及び当該道

路特定事業に関する工事の全部又は一部を完

了したときは、主務省令で定めるところにより、

その旨を公示しなければならない。 

５ 市町村は、第一項の規定により道路特定事業

を実施する場合においては、政令で定めるとこ

ろにより、当該道路の道路管理者に代わってそ

の権限を行うものとする。 

６ 市町村が第一項の規定により道路特定事業

を実施する場合には、その実施に要する費用の

負担並びにその費用に関する国の補助及び交

付金の交付については、都道府県が自ら当該道

路特定事業を実施するものとみなす。 

７ 前項の規定により国が当該都道府県に対し

交付すべき負担金、補助金及び交付金は、市町

村に交付するものとする。 

８ 前項の場合には、市町村は、補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年

法律第百七十九号）の規定の適用については、

同法第二条第三項に規定する補助事業者等と

みなす。 
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（路外駐車場特定事業の実施） 
第三十三条 第二十五条第一項の規定により基

本構想が作成されたときは、関係する路外駐車

場管理者等は、単独で又は共同して、当該基本

構想に即して路外駐車場特定事業を実施する

ための計画（以下この条において「路外駐車場

特定事業計画」という。）を作成し、これに基づ

き、当該路外駐車場特定事業を実施するものと

する。 

２ 路外駐車場特定事業計画においては、実施し

ようとする路外駐車場特定事業について次に

掲げる事項を定めるものとする。 

一 路外駐車場特定事業を実施する特定路外

駐車場 

二 路外駐車場特定事業の内容及び実施予定

期間 

三 その他路外駐車場特定事業の実施に際し

配慮すべき重要事項 

３ 路外駐車場管理者等は、路外駐車場特定事業

計画を定めようとするときは、あらかじめ、関

係する市町村及び施設設置管理者の意見を聴

かなければならない。 

４ 路外駐車場管理者等は、路外駐車場特定事業

計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係す

る市町村及び施設設置管理者に送付しなけれ

ばならない。 

５ 前二項の規定は、路外駐車場特定事業計画の

変更について準用する。 

（都市公園特定事業の実施） 
第三十四条 第二十五条第一項の規定により基

本構想が作成されたときは、関係する公園管理

者等は、単独で又は共同して、当該基本構想に

即して都市公園特定事業を実施するための計

画（以下この条において「都市公園特定事業計

画」という。）を作成し、これに基づき、当該都

市公園特定事業を実施するものとする。ただし、

都市公園法第五条第一項の規定による許可を

受けて公園施設（特定公園施設に限る。）を設

け若しくは管理し、又は設け若しくは管理しよ

うとする者が都市公園特定事業計画を作成す

る場合にあっては、公園管理者と共同して作成

するものとする。 

２ 都市公園特定事業計画においては、実施しよ

うとする都市公園特定事業について次に掲げ

る事項を定めるものとする。 

一 都市公園特定事業を実施する都市公園 

二 都市公園特定事業の内容及び実施予定期

間 

三 その他都市公園特定事業の実施に際し配

慮すべき重要事項 

３ 公園管理者等は、都市公園特定事業計画を定

めようとするときは、あらかじめ、関係する市

町村及び施設設置管理者の意見を聴かなけれ

ばならない。 

４ 公園管理者は、都市公園特定事業計画におい

て、都市公園法第五条の十第一項に規定する他

の工作物について実施する都市公園特定事業

について定めるときは、あらかじめ、当該他の

工作物の管理者と協議しなければならない。こ

の場合において、当該都市公園特定事業の費用

の負担を当該他の工作物の管理者に求めると

きは、当該都市公園特定事業計画に当該都市公

園特定事業の実施に要する費用の概算及び公

園管理者と当該他の工作物の管理者との分担

割合を定めるものとする。 

５ 公園管理者等は、都市公園特定事業計画を定

めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努

めるとともに、関係する市町村及び施設設置管

理者並びに前項に規定する他の工作物の管理

者に送付しなければならない。 

６ 前三項の規定は、都市公園特定事業計画の変

更について準用する。 

（建築物特定事業の実施） 
第三十五条 第二十五条第一項の規定により基

本構想が作成されたときは、関係する建築主等

は、単独で又は共同して、当該基本構想に即し

て建築物特定事業を実施するための計画（以下

この条において「建築物特定事業計画」という。）

を作成し、これに基づき、当該建築物特定事業

を実施するものとする。 

２ 建築物特定事業計画においては、実施しよう

とする建築物特定事業について次に掲げる事

項を定めるものとする。 

一 建築物特定事業を実施する特定建築物 

二 建築物特定事業の内容 

三 建築物特定事業の実施予定期間並びにそ

の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

四 その他建築物特定事業の実施に際し配慮

すべき重要事項 

３ 建築主等は、建築物特定事業計画を定めよう

とするときは、あらかじめ、関係する市町村及

び施設設置管理者の意見を聴かなければなら

ない。 

４ 建築主等は、建築物特定事業計画を定めたと

きは、遅滞なく、これを関係する市町村及び施

設設置管理者に送付しなければならない。 

５ 前二項の規定は、建築物特定事業計画の変更

について準用する。 

（交通安全特定事業の実施） 
第三十六条 第二十五条第一項の規定により基

本構想が作成されたときは、関係する公安委員

会は、単独で又は共同して、当該基本構想に即

して交通安全特定事業を実施するための計画

（以下「交通安全特定事業計画」という。）を作
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成し、これに基づき、当該交通安全特定事業を

実施するものとする。 

２ 前項の交通安全特定事業（第二条第三十一号

イに掲げる事業に限る。）は、当該交通安全特

定事業により設置される信号機等が、重点整備

地区における移動等円滑化のために必要な信

号機等に関する主務省令で定める基準を参酌

して都道府県の条例で定める基準に適合する

よう実施されなければならない。 

３ 交通安全特定事業計画においては、実施しよ

うとする交通安全特定事業について次に掲げ

る事項を定めるものとする。 

一 交通安全特定事業を実施する道路の区間 

二 前号の道路の区間ごとに実施すべき交通

安全特定事業の内容及び実施予定期間 

三 その他交通安全特定事業の実施に際し配

慮すべき重要事項 

４ 公安委員会は、交通安全特定事業計画を定め

ようとするときは、あらかじめ、関係する市町

村及び道路管理者の意見を聴かなければなら

ない。 

５ 公安委員会は、交通安全特定事業計画を定め

たときは、遅滞なく、これを公表するよう努め

るとともに、関係する市町村及び道路管理者に

送付しなければならない。 

６ 前二項の規定は、交通安全特定事業計画の変

更について準用する。 

（教育啓発特定事業の実施） 
第三十六条の二 第二十五条第一項の規定によ

り基本構想が作成されたときは、関係する市町

村等は、単独で又は共同して、当該基本構想に

即して教育啓発特定事業を実施するための計

画（以下この条において「教育啓発特定事業計

画」という。）を作成し、これに基づき、当該教

育啓発特定事業を実施するものとする。 

２ 教育啓発特定事業計画においては、実施しよ

うとする教育啓発特定事業について次に掲げ

る事項を定めるものとする。 

一 教育啓発特定事業の内容及び実施予定期

間 

二 その他教育啓発特定事業の実施に際し配

慮すべき重要事項 

３ 市町村等は、教育啓発特定事業計画を定めよ

うとするときは、あらかじめ、関係する市町村

及び施設設置管理者（第二条第三十二号イに掲

げる事業について定めようとする場合にあっ

ては、関係する市町村、施設設置管理者及び学

校）の意見を聴かなければならない。 

４ 市町村等は、教育啓発特定事業計画を定めた

ときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び

施設設置管理者（第二条第三十二号イに掲げる

事業について定めた場合にあっては、関係する

市町村、施設設置管理者及び学校）に送付しな

ければならない。 

５ 前二項の規定は、教育啓発特定事業計画の変

更について準用する。 

（生活関連施設又は一般交通用施設の整備等） 
第三十七条 国及び地方公共団体は、基本構想に

おいて定められた生活関連施設又は一般交通

用施設の整備、土地区画整理事業、市街地再開

発事業その他の市街地開発事業の施行その他

の必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

２ 基本構想において定められた生活関連施設

又は一般交通用施設の管理者（国又は地方公共

団体を除く。）は、当該基本構想の達成に資す

るよう、その管理する施設について移動等円滑

化のための事業の実施に努めなければならな

い。 

（基本構想に基づく事業の実施に係る命令等） 
第三十八条 市町村は、第二十八条第一項の公共

交通特定事業、第三十三条第一項の路外駐車場

特定事業、第三十四条第一項の都市公園特定事

業（公園管理者が実施すべきものを除く。）又

は第三十五条第一項の建築物特定事業若しく

は第三十六条の二第一項の教育啓発特定事業

（いずれも国又は地方公共団体が実施すべき

ものを除く。）（以下この条において「公共交通

特定事業等」と総称する。）が実施されていな

いと認めるときは、当該公共交通特定事業等を

実施すべき者に対し、その実施を要請すること

ができる。 

２ 市町村は、前項の規定による要請を受けた者

が当該要請に応じないときは、その旨を主務大

臣等（公共交通特定事業又は教育啓発特定事業

にあっては主務大臣、路外駐車場特定事業にあ

っては知事等、都市公園特定事業にあっては公

園管理者、建築物特定事業にあっては所管行政

庁。以下この条において同じ。）に通知するこ

とができる。 

３ 主務大臣等は、前項の規定による通知があっ

た場合において、第一項の規定による要請を受

けた者が正当な理由がなくて公共交通特定事

業等を実施していないと認めるときは、当該要

請を受けた者に対し、当該公共交通特定事業等

を実施すべきことを勧告することができる。 

４ 主務大臣等は、前項の規定による勧告を受け

た者が正当な理由がなくてその勧告に係る措

置を講じない場合において、当該勧告を受けた

者の事業について移動等円滑化を阻害してい

る事実があると認めるときは、第九条第三項、

第十二条第三項及び第十五条第一項の規定に

より違反を是正するために必要な措置をとる

べきことを命ずることができる場合を除くほ
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か、当該勧告を受けた者に対し、移動等円滑化

のために必要な措置をとるべきことを命ずる

ことができる。 

（土地区画整理事業の換地計画において定め

る保留地の特例） 
第三十九条 基本構想において定められた土地

区画整理事業であって土地区画整理法第三条

第四項、第三条の二又は第三条の三の規定によ

り施行するものの換地計画（基本構想において

定められた重点整備地区の区域内の宅地につ

いて定められたものに限る。）においては、重

点整備地区の区域内の住民その他の者の共同

の福祉又は利便のために必要な生活関連施設

又は一般交通用施設で国、地方公共団体、公共

交通事業者等その他政令で定める者が設置す

るもの（同法第二条第五項に規定する公共施設

を除き、基本構想において第二十五条第二項第

四号に掲げる事項として土地区画整理事業の

実施に関しその整備を考慮すべきものと定め

られたものに限る。）の用に供するため、一定

の土地を換地として定めないで、その土地を保

留地として定めることができる。この場合にお

いては、当該保留地の地積について、当該土地

区画整理事業を施行する土地の区域内の宅地

について所有権、地上権、永小作権、賃借権そ

の他の宅地を使用し、又は収益することができ

る権利を有する全ての者の同意を得なければ

ならない。 

２ 土地区画整理法第百四条第十一項及び第百

八条第一項の規定は、前項の規定により換地計

画において定められた保留地について準用す

る。この場合において、同条第一項中「第三条

第四項若しくは第五項」とあるのは、「第三条

第四項」と読み替えるものとする。 

３ 施行者は、第一項の規定により換地計画にお

いて定められた保留地を処分したときは、土地

区画整理法第百三条第四項の規定による公告

があった日における従前の宅地について所有

権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を

使用し、又は収益することができる権利を有す

る者に対して、政令で定める基準に従い、当該

保留地の対価に相当する金額を交付しなけれ

ばならない。同法第百九条第二項の規定は、こ

の場合について準用する。 

４ 土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、

この条の規定による処分及び決定について準

用する。 

５ 第一項に規定する土地区画整理事業に関す

る土地区画整理法第百二十三条、第百二十六条、

第百二十七条の二及び第百二十九条の規定の

適用については、同項から第三項までの規定は、

同法の規定とみなす。 

（地方債についての配慮） 
第四十条 地方公共団体が、基本構想を達成する

ために行う事業に要する経費に充てるために

起こす地方債については、法令の範囲内におい

て、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情

が許す限り、特別の配慮をするものとする。 

（市町村による情報の収集、整理及び提供等） 
第四十条の二 第二十五条第十項において読み

替えて準用する第二十四条の二第四項の規定

により基本構想において市町村が行う移動等

円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関

する事項が定められたときは、市町村は、当該

基本構想に基づき移動等円滑化に関する事項

についての情報の収集、整理及び提供を行うも

のとする。 

２ 第二十四条の八の規定は、前項の規定により

情報の収集、整理及び提供を行う市町村の求め

があった場合について準用する。 

第五章 移動等円滑化経路協定 
（移動等円滑化経路協定の締結等） 

第四十一条 移動等円滑化促進地区内又は重点

整備地区内の一団の土地の所有者及び建築物

その他の工作物の所有を目的とする借地権そ

の他の当該土地を使用する権利（臨時設備その

他一時使用のため設定されたことが明らかな

ものを除く。以下「借地権等」という。）を有す

る者（土地区画整理法第九十八条第一項（大都

市地域における住宅及び住宅地の供給の促進

に関する特別措置法（昭和五十年法律第六十七

号。第四十五条第二項において「大都市住宅等

供給法」という。）第八十三条において準用す

る場合を含む。以下同じ。）の規定により仮換

地として指定された土地にあっては、当該土地

に対応する従前の土地の所有者及び借地権等

を有する者。以下「土地所有者等」と総称する。）

は、その全員の合意により、当該土地の区域に

おける移動等円滑化のための経路の整備又は

管理に関する協定（以下「移動等円滑化経路協

定」という。）を締結することができる。ただし、

当該土地（土地区画整理法第九十八条第一項の

規定により仮換地として指定された土地にあ

っては、当該土地に対応する従前の土地）の区

域内に借地権等の目的となっている土地があ

る場合（当該借地権等が地下又は空間について

上下の範囲を定めて設定されたもので、当該土

地の所有者が当該土地を使用している場合を

除く。）においては、当該借地権等の目的とな

っている土地の所有者の合意を要しない。 

２ 移動等円滑化経路協定においては、次に掲げ

る事項を定めるものとする。 

一 移動等円滑化経路協定の目的となる土地

の区域（以下「移動等円滑化経路協定区域」
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という。）及び経路の位置 

二 次に掲げる移動等円滑化のための経路の

整備又は管理に関する事項のうち、必要なも

の 

イ 前号の経路における移動等円滑化に関

する基準 

ロ 前号の経路を構成する施設（エレベータ

ー、エスカレーターその他の移動等円滑化

のために必要な設備を含む。）の整備又は

管理に関する事項 

ハ その他移動等円滑化のための経路の整

備又は管理に関する事項 

三 移動等円滑化経路協定の有効期間 

四 移動等円滑化経路協定に違反した場合の

措置 

３ 移動等円滑化経路協定は、市町村長の認可を

受けなければならない。 

（認可の申請に係る移動等円滑化経路協定の

縦覧等） 
第四十二条 市町村長は、前条第三項の認可の申

請があったときは、主務省令で定めるところに

より、その旨を公告し、当該移動等円滑化経路

協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供

さなければならない。 

２ 前項の規定による公告があったときは、関係

人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該移

動等円滑化経路協定について、市町村長に意見

書を提出することができる。 

（移動等円滑化経路協定の認可） 
第四十三条 市町村長は、第四十一条第三項の認

可の申請が次の各号のいずれにも該当すると

きは、同項の認可をしなければならない。 

一 申請手続が法令に違反しないこと。 

二 土地又は建築物その他の工作物の利用を

不当に制限するものでないこと。 

三 第四十一条第二項各号に掲げる事項につ

いて主務省令で定める基準に適合するもの

であること。 

２ 市町村長は、第四十一条第三項の認可をした

ときは、主務省令で定めるところにより、その

旨を公告し、かつ、当該移動等円滑化経路協定

を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に

供するとともに、移動等円滑化経路協定区域で

ある旨を当該移動等円滑化経路協定区域内に

明示しなければならない。 

（移動等円滑化経路協定の変更） 
第四十四条 移動等円滑化経路協定区域内にお

ける土地所有者等（当該移動等円滑化経路協定

の効力が及ばない者を除く。）は、移動等円滑

化経路協定において定めた事項を変更しよう

とする場合においては、その全員の合意をもっ

てその旨を定め、市町村長の認可を受けなけれ

ばならない。 

２ 前二条の規定は、前項の変更の認可について

準用する。 

（移動等円滑化経路協定区域からの除外） 
第四十五条 移動等円滑化経路協定区域内の土

地（土地区画整理法第九十八条第一項の規定に

より仮換地として指定された土地にあっては、

当該土地に対応する従前の土地）で当該移動等

円滑化経路協定の効力が及ばない者の所有す

るものの全部又は一部について借地権等が消

滅した場合においては、当該借地権等の目的と

なっていた土地（同項の規定により仮換地とし

て指定された土地に対応する従前の土地にあ

っては、当該土地についての仮換地として指定

された土地）は、当該移動等円滑化経路協定区

域から除外されるものとする。 

２ 移動等円滑化経路協定区域内の土地で土地

区画整理法第九十八条第一項の規定により仮

換地として指定されたものが、同法第八十六条

第一項の換地計画又は大都市住宅等供給法第

七十二条第一項の換地計画において当該土地

に対応する従前の土地についての換地として

定められず、かつ、土地区画整理法第九十一条

第三項（大都市住宅等供給法第八十二条第一項

において準用する場合を含む。）の規定により

当該土地に対応する従前の土地の所有者に対

してその共有持分を与えるように定められた

土地としても定められなかったときは、当該土

地は、土地区画整理法第百三条第四項（大都市

住宅等供給法第八十三条において準用する場

合を含む。）の公告があった日が終了した時に

おいて当該移動等円滑化経路協定区域から除

外されるものとする。 

３ 前二項の規定により移動等円滑化経路協定

区域内の土地が当該移動等円滑化経路協定区

域から除外された場合においては、当該借地権

等を有していた者又は当該仮換地として指定

されていた土地に対応する従前の土地に係る

土地所有者等（当該移動等円滑化経路協定の効

力が及ばない者を除く。）は、遅滞なく、その旨

を市町村長に届け出なければならない。 

４ 第四十三条第二項の規定は、前項の規定によ

る届出があった場合その他市町村長が第一項

又は第二項の規定により移動等円滑化経路協

定区域内の土地が当該移動等円滑化経路協定

区域から除外されたことを知った場合につい

て準用する。 

（移動等円滑化経路協定の効力） 
第四十六条 第四十三条第二項（第四十四条第二

項において準用する場合を含む。）の規定によ

る認可の公告のあった移動等円滑化経路協定

は、その公告のあった後において当該移動等円
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滑化経路協定区域内の土地所有者等となった

者（当該移動等円滑化経路協定について第四十

一条第一項又は第四十四条第一項の規定によ

る合意をしなかった者の有する土地の所有権

を承継した者を除く。）に対しても、その効力

があるものとする。 

（移動等円滑化経路協定の認可の公告のあっ

た後移動等円滑化経路協定に加わる手続等） 
第四十七条 移動等円滑化経路協定区域内の土

地の所有者（土地区画整理法第九十八条第一項

の規定により仮換地として指定された土地に

あっては、当該土地に対応する従前の土地の所

有者）で当該移動等円滑化経路協定の効力が及

ばないものは、第四十三条第二項（第四十四条

第二項において準用する場合を含む。）の規定

による認可の公告があった後いつでも、市町村

長に対して書面でその意思を表示することに

よって、当該移動等円滑化経路協定に加わるこ

とができる。 

２ 第四十三条第二項の規定は、前項の規定によ

る意思の表示があった場合について準用する。 

３ 移動等円滑化経路協定は、第一項の規定によ

り当該移動等円滑化経路協定に加わった者が

その時において所有し、又は借地権等を有して

いた当該移動等円滑化経路協定区域内の土地

（土地区画整理法第九十八条第一項の規定に

より仮換地として指定された土地にあっては、

当該土地に対応する従前の土地）について、前

項において準用する第四十三条第二項の規定

による公告のあった後において土地所有者等

となった者（前条の規定の適用がある者を除

く。）に対しても、その効力があるものとする。 

（移動等円滑化経路協定の廃止） 
第四十八条 移動等円滑化経路協定区域内の土

地所有者等（当該移動等円滑化経路協定の効力

が及ばない者を除く。）は、第四十一条第三項

又は第四十四条第一項の認可を受けた移動等

円滑化経路協定を廃止しようとする場合にお

いては、その過半数の合意をもってその旨を定

め、市町村長の認可を受けなければならない。 

２ 市町村長は、前項の認可をしたときは、その

旨を公告しなければならない。 

（土地の共有者等の取扱い） 
第四十九条 土地又は借地権等が数人の共有に

属するときは、第四十一条第一項、第四十四条

第一項、第四十七条第一項及び前条第一項の規

定の適用については、合わせて一の所有者又は

借地権等を有する者とみなす。 

（一の所有者による移動等円滑化経路協定の

設定） 
第五十条 移動等円滑化促進地区内又は重点整

備地区内の一団の土地で、一の所有者以外に土

地所有者等が存しないものの所有者は、移動等

円滑化のため必要があると認めるときは、市町

村長の認可を受けて、当該土地の区域を移動等

円滑化経路協定区域とする移動等円滑化経路

協定を定めることができる。 

２ 市町村長は、前項の認可の申請が第四十三条

第一項各号のいずれにも該当し、かつ、当該移

動等円滑化経路協定が移動等円滑化のため必

要であると認める場合に限り、前項の認可をす

るものとする。 

３ 第四十三条第二項の規定は、第一項の認可に

ついて準用する。 

４ 第一項の認可を受けた移動等円滑化経路協

定は、認可の日から起算して三年以内において

当該移動等円滑化経路協定区域内の土地に二

以上の土地所有者等が存することになった時

から、第四十三条第二項の規定による認可の公

告のあった移動等円滑化経路協定と同一の効

力を有する移動等円滑化経路協定となる。 

（借主の地位） 
第五十一条 移動等円滑化経路協定に定める事

項が建築物その他の工作物の借主の権限に係

る場合においては、その移動等円滑化経路協定

については、当該建築物その他の工作物の借主

を土地所有者等とみなして、この章の規定を適

用する。 

第五章の二 移動等円滑化施設協定 
 

第五十一条の二 移動等円滑化促進地区内又は

重点整備地区内の一団の土地の土地所有者等

は、その全員の合意により、高齢者、障害者等

が円滑に利用することができる案内所その他

の当該土地の区域における移動等円滑化に資

する施設（移動等円滑化経路協定の目的となる

経路を構成するものを除き、高齢者、障害者等

の利用に供しない施設であって移動等円滑化

のための事業の実施に伴い移転が必要となる

ものを含む。次項において同じ。）の整備又は

管理に関する協定（以下この条において「移動

等円滑化施設協定」という。）を締結すること

ができる。ただし、当該土地（土地区画整理法

第九十八条第一項の規定により仮換地として

指定された土地にあっては、当該土地に対応す

る従前の土地）の区域内に借地権等の目的とな

っている土地がある場合（当該借地権等が地下

又は空間について上下の範囲を定めて設定さ

れたもので、当該土地の所有者が当該土地を使

用している場合を除く。）においては、当該借

地権等の目的となっている土地の所有者の合

意を要しない。 

２ 移動等円滑化施設協定においては、次に掲げ

る事項を定めるものとする。 

資 料 編 
1 - 161



 

 

一 移動等円滑化施設協定の目的となる土地

の区域及び施設の位置 

二 次に掲げる移動等円滑化に資する施設の

整備又は管理に関する事項のうち、必要なも

の 

イ 前号の施設の移動等円滑化に関する基

準 

ロ 前号の施設の整備又は管理に関する事

項 

三 移動等円滑化施設協定の有効期間 

四 移動等円滑化施設協定に違反した場合の

措置 

３ 前章（第四十一条第一項及び第二項を除く。）

の規定は、移動等円滑化施設協定について準用

する。この場合において、第四十三条第一項第

三号中「第四十一条第二項各号」とあるのは「第

五十一条の二第二項各号」と、同条第二項中「、

移動等円滑化経路協定区域」とあるのは「、第

五十一条の二第二項第一号の区域（以下この章

において「移動等円滑化施設協定区域」とい

う。）」と、「移動等円滑化経路協定区域内」とあ

るのは「移動等円滑化施設協定区域内」と、第

四十四条第一項、第四十五条、第四十六条、第

四十七条第一項及び第三項、第四十八条第一項

並びに第五十条第一項及び第四項中「移動等円

滑化経路協定区域」とあるのは「移動等円滑化

施設協定区域」と、第四十六条及び第四十九条

中「第四十一条第一項」とあるのは「第五十一

条の二第一項」と読み替えるものとする。 

第六章 雑則 
（国の援助） 

第五十二条 国は、地方公共団体が移動等円滑化

の促進に関する施策を円滑に実施することが

できるよう、地方公共団体に対し、助言、指導

その他の必要な援助を行うよう努めなければ

ならない。 

（資金の確保等） 
第五十二条の二 国は、移動等円滑化を促進する

ために必要な資金の確保その他の措置を講ず

るよう努めなければならない。 

２ 国は、移動等円滑化に関する研究開発の推進

及びその成果の普及に努めなければならない。 

（情報提供の確保） 
第五十二条の三 国は、移動等円滑化に関する情

報提供の確保に努めなければならない。 

２ 国は、前項の情報提供の確保を行うに当たっ

ては、生活の本拠の周辺地域以外の場所におけ

る移動等円滑化が高齢者、障害者等の自立した

日常生活及び社会生活を確保する上で重要な

役割を果たすことに鑑み、これらの者による観

光施設その他の施設の円滑な利用のために必

要と認める用具の備付けその他のこれらの施

設における移動等円滑化に関する措置に係る

情報が適切に提供されるよう、必要な措置を講

ずるものとする。 

（移動等円滑化の進展の状況に関する評価） 
第五十二条の四 国は、移動等円滑化を促進する

ため、関係行政機関及び高齢者、障害者等、地

方公共団体、施設設置管理者その他の関係者で

構成する会議を設け、定期的に、移動等円滑化

の進展の状況を把握し、及び評価するよう努め

なければならない。 

（報告及び立入検査） 
第五十三条 主務大臣は、この法律の施行に必要

な限度において、主務省令で定めるところによ

り、公共交通事業者等に対し、移動等円滑化の

ための事業に関し報告をさせ、又はその職員に、

公共交通事業者等の事務所その他の事業場若

しくは車両等に立ち入り、旅客施設、車両等若

しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若

しくは関係者に質問させることができる。 

２ 知事等は、この法律の施行に必要な限度にお

いて、路外駐車場管理者等に対し、特定路外駐

車場の路外駐車場移動等円滑化基準への適合

に関する事項に関し報告をさせ、又はその職員

に、特定路外駐車場若しくはその業務に関係の

ある場所に立ち入り、特定路外駐車場の施設若

しくは業務に関し検査させ、若しくは関係者に

質問させることができる。 

３ 所管行政庁は、この法律の施行に必要な限度

において、政令で定めるところにより、建築主

等に対し、特定建築物の建築物移動等円滑化基

準への適合に関する事項に関し報告をさせ、又

はその職員に、特定建築物若しくはその工事現

場に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類そ

の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問

させることができる。 

４ 所管行政庁は、認定建築主等に対し、認定特

定建築物の建築等又は維持保全の状況につい

て報告をさせることができる。 

５ 所管行政庁は、認定協定建築主等に対し、第

二十二条の二第四項の認定を受けた計画（同条

第五項において準用する第十八条第一項の規

定による変更の認定があったときは、その変更

後のもの）に係る協定建築物の建築等又は維持

保全の状況について報告をさせることができ

る。 

６ 第一項から第三項までの規定により立入検

査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯

し、関係者の請求があったときは、これを提示

しなければならない。 

７ 第一項から第三項までの規定による立入検

査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。 
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（主務大臣等） 
第五十四条 第三条第一項、第三項及び第四項に

おける主務大臣は、同条第二項第二号に掲げる

事項については国土交通大臣とし、その他の事

項については国土交通大臣、国家公安委員会、

総務大臣及び文部科学大臣とする。 

２ 第九条、第九条の二第一項、第九条の三から

第九条の五まで、第九条の七、第二十二条の二

第一項及び第二項（これらの規定を同条第五項

において読み替えて準用する第十八条第二項

において準用する場合を含む。）、第二十四条、

第二十四条の六第四項及び第五項、第二十九条

第一項、第二項（同条第四項において準用する

場合を含む。）、第三項及び第五項、第三十二条

第三項、第三十八条第二項、前条第一項並びに

次条における主務大臣は国土交通大臣とし、第

二十四条の二第七項及び第八項（これらの規定

を同条第十項並びに第二十五条第十項及び第

十一項において準用する場合を含む。）におけ

る主務大臣は国土交通大臣、国家公安委員会、

総務大臣及び文部科学大臣とする。 

３ この法律における主務省令は、国土交通省令

とする。ただし、第三十条における主務省令は、

総務省令とし、第三十六条第二項における主務

省令は、国家公安委員会規則とする。 

４ この法律による国土交通大臣の権限は、国土

交通省令で定めるところにより、地方支分部局

の長に委任することができる。 

（不服申立て） 
第五十五条 市町村が第三十二条第五項の規定

により道路管理者に代わってした処分に不服

がある者は、当該市町村の長に対して審査請求

をし、その裁決に不服がある者は、主務大臣に

対して再審査請求をすることができる。 

（事務の区分） 
第五十六条 第三十二条の規定により国道に関

して市町村が処理することとされている事務

（費用の負担及び徴収に関するものを除く。）

は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）

第二条第九項第一号に規定する第一号法定受

託事務とする。 

（道路法の適用） 
第五十七条 第三十二条第五項の規定により道

路管理者に代わってその権限を行う市町村は、

道路法第八章の規定の適用については、道路管

理者とみなす。 

（経過措置） 
第五十八条 この法律に基づき命令を制定し、又

は改廃する場合においては、その命令で、その

制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断され

る範囲内において、所要の経過措置（罰則に関

する経過措置を含む。）を定めることができる。 

第七章 罰則 
第五十九条 第九条第三項、第十二条第三項又は

第十五条第一項の規定による命令に違反した

者は、三百万円以下の罰金に処する。 

第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、

百万円以下の罰金に処する。 

一 第九条第二項の規定に違反して、届出をせ

ず、又は虚偽の届出をした者 

二 第三十八条第四項の規定による命令に違

反した者 

三 第五十三条第一項の規定による報告をせ

ず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規

定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは

虚偽の陳述をした者 

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者

は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 第九条の四の規定による提出をしなかっ

た者 

二 第九条の五の規定による報告をせず、又は

虚偽の報告をした者 

三 第十二条第一項又は第二項の規定に違反

して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者

は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十条第二項の規定に違反して、表示を

付した者 

二 第二十四条の六第一項又は第二項の規定

に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出を

して、同条第一項本文又は第二項に規定する

行為をした者 

三 第五十三条第三項の規定による報告をせ

ず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規

定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは

虚偽の陳述をした者 

第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者

は、二十万円以下の罰金に処する。 

一 第五十三条第二項の規定による報告をせ

ず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規

定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは

虚偽の陳述をした者 

二 第五十三条第四項又は第五項の規定によ

る報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

第六十四条 法人の代表者又は法人若しくは人

の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関し、第五十九条から前条まで

の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人又は人に対しても各本条の刑を科す

る。 

第六十五条 第九条の六の規定による公表をせ
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ず、又は虚偽の公表をした者は、五十万円以下

の過料に処する。 

第六十六条 第二十四条の八第一項（第四十条の

二第二項において準用する場合を含む。）の規

定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の

提供をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月

を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。 

（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる

特定建築物の建築の促進に関する法律及び

高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利

用した移動の円滑化の促進に関する法律の

廃止） 
第二条 次に掲げる法律は、廃止する。 

一 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる

特定建築物の建築の促進に関する法律（平成

六年法律第四十四号） 

二 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利

用した移動の円滑化の促進に関する法律（平

成十二年法律第六十八号） 

（道路管理者、路外駐車場管理者等及び公園

管理者等の基準適合義務に関する経過措置） 
第三条 この法律の施行の際現に工事中の特定

道路の新設又は改築、特定路外駐車場の設置及

び特定公園施設の新設、増設又は改築について

は、それぞれ第十条第一項、第十一条第一項及

び第十三条第一項の規定は、適用しない。 

（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる

特定建築物の建築の促進に関する法律の廃

止に伴う経過措置） 
第四条 附則第二条第一号の規定による廃止前

の高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特

定建築物の建築の促進に関する法律（これに基

づく命令を含む。）の規定によりした処分、手

続その他の行為は、この法律（これに基づく命

令を含む。）中の相当規定によりしたものとみ

なす。 

２ この法律の施行の際現に工事中の特別特定

建築物の建築又は修繕若しくは模様替につい

ては、第十四条第一項から第三項までの規定は

適用せず、なお従前の例による。 

３ この法律の施行の際現に存する特別特定建

築物で、政令で指定する類似の用途相互間にお

ける用途の変更をするものについては、第十四

条第一項の規定は適用せず、なお従前の例によ

る。 

４ 第十五条の規定は、この法律の施行後（第二

項に規定する特別特定建築物については、同項

に規定する工事が完了した後）に建築（用途の

変更をして特別特定建築物にすることを含む。

以下この項において同じ。）をした特別特定建

築物について適用し、この法律の施行前に建築

をした特別特定建築物については、なお従前の

例による。 

（高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利

用した移動の円滑化の促進に関する法律の

廃止に伴う経過措置） 
第五条 附則第二条第二号の規定による廃止前

の高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用

した移動の円滑化の促進に関する法律（以下こ

の条において「旧移動円滑化法」という。）第六

条第一項の規定により作成された基本構想、旧

移動円滑化法第七条第一項の規定により作成

された公共交通特定事業計画、旧移動円滑化法

第十条第一項の規定により作成された道路特

定事業計画及び旧移動円滑化法第十一条第一

項の規定により作成された交通安全特定事業

計画は、それぞれ第二十五条第一項の規定によ

り作成された基本構想、第二十八条第一項の規

定により作成された公共交通特定事業計画、第

三十一条第一項の規定により作成された道路

特定事業計画及び第三十六条第一項の規定に

より作成された交通安全特定事業計画とみな

す。 

２ 旧移動円滑化法（これに基づく命令を含む。）

の規定によりした処分、手続その他の行為は、

この法律（これに基づく命令を含む。）中の相

当規定によりしたものとみなす。 

（罰則に関する経過措置） 
第六条 この法律の施行前にした行為に対する

罰則の適用については、なお従前の例による。 

（検討） 
第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過し

た場合において、この法律の施行の状況につい

て検討を加え、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとする。 

附 則 （平成一八年六月二一日法律第九

二号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年

を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。 

附 則 （平成一九年三月三一日法律第一

九号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月

を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。 

附 則 （平成二三年五月二日法律第三五

号） 抄 
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（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月

を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。 

附 則 （平成二三年六月二二日法律第七

〇号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から

施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、

附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立

性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律（平成二十三年法律

第百五号）の公布の日又はこの法律の公布の日

のいずれか遅い日から施行する。（以下略） 

附 則 （平成二三年八月三〇日法律第一

〇五号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。（以下略） 

附 則 （平成二三年一二月一四日法律第

一二二号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月

を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。（以下略） 

附 則 （平成二五年六月一四日法律第四

四号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から施行する。（以

下略） 

附 則 （平成二六年六月四日法律第五四

号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年

を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。（以下略） 

附 則 （平成二六年六月一三日法律第六

九号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十

六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。

（以下略） 

附 則 （平成二九年五月一二日法律第二

六号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月

を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。 

附 則 （平成三〇年五月二五日法律第三

二号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月

を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、第二条及び次条の規定は、

平成三十一年四月一日から施行する。（以下略） 

附 則 （平成三〇年六月二七日法律第六

七号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年

を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。（以下略） 

附 則 （令和二年五月二〇日法律第二八

号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行

する。ただし、第一条並びに次条第一項及び附

則第三条の規定は、公布の日から起算して一月

を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。（以下略） 

附 則 （令和二年五月二七日法律第三一

号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月

を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。 

附 則 （令和二年六月三日法律第三六号） 

抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月

を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。 

附 則 （令和二年六月一〇日法律第四二

号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年

を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。（以下略） 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六九

号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年

を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。（以下略） 
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○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 

平成十八年十二月八日政令第三百七十九号 

最終改正：令和四年三月二五日政令第八四号 

 
内閣は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）

第二条第六号、第九号、第十三号、第十六号から

第十八号まで及び第二十号ただし書、第九条第一

項及び第二項、第十四条第一項、第十九条、第三

十二条第五項、第三十九条第一項及び第三項、第

五十三条第三項並びに附則第四条第三項の規定

に基づき、この政令を制定する。 
（特定旅客施設の要件） 

第一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律（以下「法」という。）第二条第

七号の政令で定める要件は、次の各号のいずれ

かに該当することとする。 

一 当該旅客施設の一日当たりの平均的な利

用者の人数（当該旅客施設が新たに建設され

る場合にあっては、当該旅客施設の一日当た

りの平均的な利用者の人数の見込み）が五千

人以上であること。 

二 次のいずれかに該当することにより当該

旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人

数（当該旅客施設が新たに建設される場合に

あっては、当該旅客施設を利用する高齢者又

は障害者の人数の見込み）が前号の要件に該

当する旅客施設を利用する高齢者又は障害

者の人数と同程度以上であると認められる

こと。 

イ 当該旅客施設が所在する市町村の区域

における人口及び高齢者の人数を基準と

して国土交通省令・内閣府令・総務省令の

定めるところにより算定した当該旅客施

設を利用する高齢者の人数が、全国の区域

における人口及び高齢者の人数を基準と

して国土交通省令・内閣府令・総務省令の

定めるところにより算定した前号の要件

に該当する旅客施設を利用する高齢者の

人数以上であること。 

ロ 当該旅客施設が所在する市町村の区域

における人口及び障害者の人数を基準と

して国土交通省令・内閣府令・総務省令の

定めるところにより算定した当該旅客施

設を利用する障害者の人数が、全国の区域

における人口及び障害者の人数を基準と

して国土交通省令・内閣府令・総務省令の

定めるところにより算定した前号の要件

に該当する旅客施設を利用する障害者の

人数以上であること。 

三 前二号に掲げるもののほか、当該旅客施設

及びその周辺に所在する官公庁施設、福祉施

設その他の施設の利用の状況並びに当該旅

客施設の周辺における移動等円滑化の状況

からみて、当該旅客施設について移動等円滑

化のための事業を優先的に実施する必要性

が特に高いと認められるものであること。 

（特定道路） 
第二条 法第二条第十号の政令で定める道路は、

生活関連経路を構成する道路法（昭和二十七年

法律第百八十号）による道路のうち多数の高齢

者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるもの

であって国土交通大臣がその路線及び区間を

指定したものとする。 

（特定公園施設） 
第三条 法第二条第十五号の政令で定める公園

施設は、公園施設のうち次に掲げるもの（法令

又は条例の定める現状変更の規制及び保存の

ための措置がとられていることその他の事由

により法第十三条の都市公園移動等円滑化基

準に適合させることが困難なものとして国土

交通省令で定めるものを除く。）とする。 

一 都市公園の出入口と次号から第十二号ま

でに掲げる公園施設その他国土交通省令で

定める主要な公園施設（以下この号において

「屋根付広場等」という。）との間の経路及

び第六号に掲げる駐車場と屋根付広場等（当

該駐車場を除く。）との間の経路を構成する

園路及び広場 

二 屋根付広場 

三 休憩所 

四 野外劇場 

五 野外音楽堂 

六 駐車場 

七 便所 

八 水飲場 

九 手洗場 

十 管理事務所 

十一 掲示板 

十二 標識 

（特定建築物） 
第四条 法第二条第十八号の政令で定める建築

物は、次に掲げるもの（建築基準法（昭和二十

五年法律第二百一号）第三条第一項に規定する

建築物及び文化財保護法（昭和二十五年法律第

二百十四号）第百四十三条第一項又は第二項の

伝統的建造物群保存地区内における同法第二

資 料 編 
1 - 166



 

 

条第一項第六号の伝統的建造物群を構成して

いる建築物を除く。）とする。 

一 学校 

二 病院又は診療所 

三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

四 集会場又は公会堂 

五 展示場 

六 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の

物品販売業を営む店舗 

七 ホテル又は旅館 

八 事務所 

九 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

十 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他こ

れらに類するもの 

十一 老人福祉センター、児童厚生施設、身体

障害者福祉センターその他これらに類する

もの 

十二 体育館、水泳場、ボーリング場その他こ

れらに類する運動施設又は遊技場 

十三 博物館、美術館又は図書館 

十四 公衆浴場 

十五 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイト

クラブ、ダンスホールその他これらに類する

もの 

十六 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸

衣装屋、銀行その他これらに類するサービス

業を営む店舗 

十七 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲

碁教室その他これらに類するもの 

十八 工場 

十九 車両の停車場又は船舶若しくは航空機

の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又

は待合いの用に供するもの 

二十 自動車の停留又は駐車のための施設 

二十一 公衆便所 

二十二 公共用歩廊 

（特別特定建築物） 
第五条 法第二条第十九号の政令で定める特定

建築物は、次に掲げるものとする。 

一 小学校、中学校、義務教育学校若しくは中

等教育学校（前期課程に係るものに限る。）

で公立のもの（第二十三条及び第二十五条第

三項第一号において「公立小学校等」という。）

又は特別支援学校 

二 病院又は診療所 

三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

四 集会場又は公会堂 

五 展示場 

六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を

営む店舗 

七 ホテル又は旅館 

八 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者

が利用する官公署 

九 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類

するもの（主として高齢者、障害者等が利用

するものに限る。） 

十 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障

害者福祉センターその他これらに類するも

の 

十一 体育館（一般公共の用に供されるものに

限る。）、水泳場（一般公共の用に供されるも

のに限る。）若しくはボーリング場又は遊技

場 

十二 博物館、美術館又は図書館 

十三 公衆浴場 

十四 飲食店 

十五 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸

衣装屋、銀行その他これらに類するサービス

業を営む店舗 

十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機

の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又

は待合いの用に供するもの 

十七 自動車の停留又は駐車のための施設（一

般公共の用に供されるものに限る。） 

十八 公衆便所 

十九 公共用歩廊 

（建築物特定施設） 
第六条 法第二条第二十号の政令で定める施設

は、次に掲げるものとする。 

一 出入口 

二 廊下その他これに類するもの（以下「廊下

等」という。） 

三 階段（その踊場を含む。以下同じ。） 

四 傾斜路（その踊場を含む。以下同じ。） 

五 エレベーターその他の昇降機 

六 便所 

七 ホテル又は旅館の客室 

八 敷地内の通路 

九 駐車場 

十 その他国土交通省令で定める施設 

（都道府県知事が所管行政庁となる建築物） 
第七条 法第二条第二十二号ただし書の政令で

定める建築物のうち建築基準法第九十七条の

二第一項の規定により建築主事を置く市町村

の区域内のものは、同法第六条第一項第四号に

掲げる建築物（その新築、改築、増築、移転又

は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づ

く命令及び条例の規定により都道府県知事の

許可を必要とするものを除く。）以外の建築物

とする。 

２ 法第二条第二十二号ただし書の政令で定め

る建築物のうち建築基準法第九十七条の三第

一項の規定により建築主事を置く特別区の区

域内のものは、次に掲げる建築物（第二号に掲
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げる建築物にあっては、地方自治法（昭和二十

二年法律第六十七号）第二百五十二条の十七の

二第一項の規定により同号に規定する処分に

関する事務を特別区が処理することとされた

場合における当該建築物を除く。）とする。 

一 延べ面積（建築基準法施行令（昭和二十五

年政令第三百三十八号）第二条第一項第四号

の延べ面積をいう。第二十六条において同

じ。）が一万平方メートルを超える建築物 

二 その新築、改築、増築、移転又は用途の変

更に関して、建築基準法第五十一条（同法第

八十七条第二項及び第三項において準用す

る場合を含み、市町村都市計画審議会が置か

れている特別区にあっては、卸売市場に係る

部分に限る。）の規定又は同法以外の法律若

しくはこれに基づく命令若しくは条例の規

定により都知事の許可を必要とする建築物 

（基準適合性審査を行うべき許可、認可その

他の処分に係る法令の規定等） 
第八条 法第九条第一項の法令の規定で政令で

定めるものは、次に掲げる規定とする。 

一 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）

第八条第一項、第九条第一項（同法第十二条

第四項において準用する場合を含む。）、第十

条第一項、第十二条第一項及び第三項並びに

第十三条第一項及び第二項並びに全国新幹

線鉄道整備法（昭和四十五年法律第七十一号）

第九条第一項 

二 軌道法（大正十年法律第七十六号）第五条

第一項及び第十条 

三 自動車ターミナル法（昭和三十四年法律第

百三十六号）第三条及び第十一条第一項 

２ 法第九条第二項の法令の規定で政令で定め

るものは、次に掲げる規定とする。 

一 鉄道事業法第九条第三項（同法第十二条第

四項において準用する場合を含む。）及び第

十二条第二項 

二 軌道法施行令（昭和二十八年政令第二百五

十八号）第六条第二項及び軌道法に規定する

国土交通大臣の権限に属する事務で都道府

県が処理するもの等を定める政令（昭和二十

八年政令第二百五十七号）第一条第十項 

三 自動車ターミナル法第十一条第三項 

（基準適合義務の対象となる特別特定建築物

の規模） 
第九条 法第十四条第一項の政令で定める規模

は、床面積（増築若しくは改築又は用途の変更

の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は

用途の変更に係る部分の床面積。次条第二項に

おいて同じ。）の合計二千平方メートル（第五

条第十八号に掲げる公衆便所（次条第二項にお

いて「公衆便所」という。）にあっては、五十平

方メートル）とする。 

（建築物移動等円滑化基準） 
第十条 法第十四条第一項の政令で定める建築

物特定施設の構造及び配置に関する基準（次項

に規定する特別特定建築物に係るものを除く。）

は、次条から第二十四条までに定めるところに

よる。 

２ 法第十四条第三項の規定により地方公共団

体が条例で同条第一項の建築の規模を床面積

の合計五百平方メートル未満で定めた場合に

おける床面積の合計が五百平方メートル未満

の当該建築に係る特別特定建築物（公衆便所を

除き、同条第三項の条例で定める特定建築物を

含む。第二十五条において「条例対象小規模特

別特定建築物」という。）についての法第十四

条第一項の政令で定める建築物特定施設の構

造及び配置に関する基準は、第十九条及び第二

十五条に定めるところによる。 

（廊下等） 
第十一条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、

次に掲げるものでなければならない。 

一 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で

仕上げること。 

二 階段又は傾斜路（階段に代わり、又はこれ

に併設するものに限る。）の上端に近接する

廊下等の部分（不特定かつ多数の者が利用し、

又は主として視覚障害者が利用するものに

限る。）には、視覚障害者に対し段差又は傾

斜の存在の警告を行うために、点状ブロック

等（床面に敷設されるブロックその他これに

類するものであって、点状の突起が設けられ

ており、かつ、周囲の床面との色の明度、色

相又は彩度の差が大きいことにより容易に

識別できるものをいう。以下同じ。）を敷設

すること。ただし、視覚障害者の利用上支障

がないものとして国土交通大臣が定める場

合は、この限りでない。 

（階段） 
第十二条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する階段は、次

に掲げるものでなければならない。 

一 踊場を除き、手すりを設けること。 

二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で

仕上げること。 

三 踏面の端部とその周囲の部分との色の明

度、色相又は彩度の差が大きいことにより段

を容易に識別できるものとすること。 

四 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因

となるものを設けない構造とすること。 

五 段がある部分の上端に近接する踊場の部

分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主と
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して視覚障害者が利用するものに限る。）に

は、視覚障害者に対し警告を行うために、点

状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚

障害者の利用上支障がないものとして国土

交通大臣が定める場合は、この限りでない。 

六 主たる階段は、回り階段でないこと。ただ

し、回り階段以外の階段を設ける空間を確保

することが困難であるときは、この限りでな

い。 

（階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路） 
第十三条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する傾斜路（階

段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）

は、次に掲げるものでなければならない。 

一 勾(こう)配が十二分の一を超え、又は高さ

が十六センチメートルを超える傾斜がある

部分には、手すりを設けること。 

二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で

仕上げること。 

三 その前後の廊下等との色の明度、色相又は

彩度の差が大きいことによりその存在を容

易に識別できるものとすること。 

四 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の

部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として視覚障害者が利用するものに限る。）

には、視覚障害者に対し警告を行うために、

点状ブロック等を敷設すること。ただし、視

覚障害者の利用上支障がないものとして国

土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 

（便所） 
第十四条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する便所を設け

る場合には、そのうち一以上（男子用及び女子

用の区別があるときは、それぞれ一以上）は、

次に掲げるものでなければならない。 

一 便所内に、車椅子を使用している者（以下

「車椅子使用者」という。）が円滑に利用す

ることができるものとして国土交通大臣が

定める構造の便房（以下「車椅子使用者用便

房」という。）を一以上設けること。 

二 便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用

することができる構造の水洗器具を設けた

便房を一以上設けること。 

２ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

高齢者、障害者等が利用する男子用小便器のあ

る便所を設ける場合には、そのうち一以上に、

床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高

さが三十五センチメートル以下のものに限る。）

その他これらに類する小便器を一以上設けな

ければならない。 

（ホテル又は旅館の客室） 
第十五条 ホテル又は旅館には、客室の総数が五

十以上の場合は、車椅子使用者が円滑に利用で

きる客室（以下「車椅子使用者用客室」という。）

を客室の総数に百分の一を乗じて得た数（その

数に一未満の端数があるときは、その端数を切

り上げた数）以上設けなければならない。 

２ 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでな

ければならない。 

一 便所は、次に掲げるものであること。ただ

し、当該客室が設けられている階に不特定か

つ多数の者が利用する便所（車椅子使用者用

便房が設けられたものに限る。）が一以上（男

子用及び女子用の区別があるときは、それぞ

れ一以上）設けられている場合は、この限り

でない。 

イ 便所内に車椅子使用者用便房を設ける

こと。 

ロ 車椅子使用者用便房及び当該便房が設

けられている便所の出入口は、次に掲げる

ものであること。 

（１） 幅は、八十センチメートル以上と

すること。 

（２） 戸を設ける場合には、自動的に開

閉する構造その他の車椅子使用者

が容易に開閉して通過できる構造

とし、かつ、その前後に高低差がな

いこと。 

二 浴室又はシャワー室（以下この号において

「浴室等」という。）は、次に掲げるものであ

ること。ただし、当該客室が設けられている

建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴

室等（次に掲げるものに限る。）が一以上（男

子用及び女子用の区別があるときは、それぞ

れ一以上）設けられている場合は、この限り

でない。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することが

できるものとして国土交通大臣が定める

構造であること。 

ロ 出入口は、前号ロに掲げるものであるこ

と。 

（敷地内の通路） 
第十六条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通

路は、次に掲げるものでなければならない。 

一 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で

仕上げること。 

二 段がある部分は、次に掲げるものであるこ

と。 

イ 手すりを設けること。 

ロ 踏面の端部とその周囲の部分との色の

明度、色相又は彩度の差が大きいことによ

り段を容易に識別できるものとすること。 

ハ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原
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因となるものを設けない構造とすること。 

三 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

イ 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十

六センチメートルを超え、かつ、勾配が二

十分の一を超える傾斜がある部分には、手

すりを設けること。 

ロ その前後の通路との色の明度、色相又は

彩度の差が大きいことによりその存在を

容易に識別できるものとすること。 

（駐車場） 
第十七条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設

ける場合には、そのうち一以上に、車椅子使用

者が円滑に利用することができる駐車施設（以

下「車椅子使用者用駐車施設」という。）を一以

上設けなければならない。 

２ 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるもの

でなければならない。 

一 幅は、三百五十センチメートル以上とする

こと。 

二 次条第一項第三号に定める経路の長さが

できるだけ短くなる位置に設けること。 

（移動等円滑化経路） 
第十八条 次に掲げる場合には、それぞれ当該各

号に定める経路のうち一以上（第四号に掲げる

場合にあっては、その全て）を、高齢者、障害

者等が円滑に利用できる経路（以下この条及び

第二十五条第一項において「移動等円滑化経路」

という。）にしなければならない。 

一 建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、

又は主として高齢者、障害者等が利用する居

室（以下「利用居室」という。）を設ける場合 

道又は公園、広場その他の空地（以下「道等」

という。）から当該利用居室までの経路（直

接地上へ通ずる出入口のある階（以下この条

において「地上階」という。）又はその直上階

若しくは直下階のみに利用居室を設ける場

合にあっては、当該地上階とその直上階又は

直下階との間の上下の移動に係る部分を除

く。） 

二 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便

房（車椅子使用者用客室に設けられるものを

除く。以下同じ。）を設ける場合 利用居室

（当該建築物に利用居室が設けられていな

いときは、道等。次号において同じ。）から当

該車椅子使用者用便房までの経路 

三 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐

車施設を設ける場合 当該車椅子使用者用

駐車施設から利用居室までの経路 

四 建築物が公共用歩廊である場合 その一

方の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、

その他方の側の道等までの経路（当該公共用

歩廊又はその敷地にある部分に限る。） 

２ 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなけ

ればならない。 

一 当該移動等円滑化経路上に階段又は段を

設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベー

ターその他の昇降機を併設する場合は、この

限りでない。 

二 当該移動等円滑化経路を構成する出入口

は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、八十センチメートル以上とするこ

と。 

ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する

構造その他の車椅子使用者が容易に開閉

して通過できる構造とし、かつ、その前後

に高低差がないこと。 

三 当該移動等円滑化経路を構成する廊下等

は、第十一条の規定によるほか、次に掲げる

ものであること。 

イ 幅は、百二十センチメートル以上とする

こと。 

ロ 五十メートル以内ごとに車椅子の転回

に支障がない場所を設けること。 

ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する

構造その他の車椅子使用者が容易に開閉

して通過できる構造とし、かつ、その前後

に高低差がないこと。 

四 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路

（階段に代わり、又はこれに併設するものに

限る。）は、第十三条の規定によるほか、次に

掲げるものであること。 

イ 幅は、階段に代わるものにあっては百二

十センチメートル以上、階段に併設するも

のにあっては九十センチメートル以上と

すること。 

ロ 勾配は、十二分の一を超えないこと。た

だし、高さが十六センチメートル以下のも

のにあっては、八分の一を超えないこと。 

ハ 高さが七十五センチメートルを超える

ものにあっては、高さ七十五センチメート

ル以内ごとに踏幅が百五十センチメート

ル以上の踊場を設けること。 

五 当該移動等円滑化経路を構成するエレベ

ーター（次号に規定するものを除く。以下こ

の号において同じ。）及びその乗降ロビーは、

次に掲げるものであること。 

イ 籠（人を乗せ昇降する部分をいう。以下

この号において同じ。）は、利用居室、車椅

子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車

施設がある階及び地上階に停止すること。 

ロ 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十セン

チメートル以上とすること。 

ハ 籠の奥行きは、百三十五センチメートル
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以上とすること。 

ニ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、

その幅及び奥行きは、百五十センチメート

ル以上とすること。 

ホ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者

が利用しやすい位置に制御装置を設ける

こと。 

ヘ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の

現在位置を表示する装置を設けること。 

ト 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を

表示する装置を設けること。 

チ 不特定かつ多数の者が利用する建築物

（床面積の合計が二千平方メートル以上

の建築物に限る。）の移動等円滑化経路を

構成するエレベーターにあっては、イから

ハまで、ホ及びヘに定めるもののほか、次

に掲げるものであること。 

（１） 籠の幅は、百四十センチメートル

以上とすること。 

（２） 籠は、車椅子の転回に支障がない

構造とすること。 

リ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主と

して視覚障害者が利用するエレベーター

及び乗降ロビーにあっては、イからチまで

に定めるもののほか、次に掲げるものであ

ること。ただし、視覚障害者の利用上支障

がないものとして国土交通大臣が定める

場合は、この限りでない。 

（１） 籠内に、籠が到着する階並びに籠

及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を

音声により知らせる装置を設ける

こと。 

（２） 籠内及び乗降ロビーに設ける制御

装置（車椅子使用者が利用しやすい

位置及びその他の位置に制御装置

を設ける場合にあっては、当該その

他の位置に設けるものに限る。）は、

点字その他国土交通大臣が定める

方法により視覚障害者が円滑に操

作することができる構造とするこ

と。 

（３） 籠内又は乗降ロビーに、到着する

籠の昇降方向を音声により知らせ

る装置を設けること。 

六 当該移動等円滑化経路を構成する国土交

通大臣が定める特殊な構造又は使用形態の

エレベーターその他の昇降機は、車椅子使用

者が円滑に利用することができるものとし

て国土交通大臣が定める構造とすること。 

七 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内

の通路は、第十六条の規定によるほか、次に

掲げるものであること。 

イ 幅は、百二十センチメートル以上とする

こと。 

ロ 五十メートル以内ごとに車椅子の転回

に支障がない場所を設けること。 

ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する

構造その他の車椅子使用者が容易に開閉

して通過できる構造とし、かつ、その前後

に高低差がないこと。 

ニ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

（１） 幅は、段に代わるものにあっては

百二十センチメートル以上、段に併

設するものにあっては九十センチ

メートル以上とすること。 

（２） 勾配は、十二分の一を超えないこ

と。ただし、高さが十六センチメー

トル以下のものにあっては、八分の

一を超えないこと。 

（３） 高さが七十五センチメートルを超

えるもの（勾配が二十分の一を超え

るものに限る。）にあっては、高さ七

十五センチメートル以内ごとに踏

幅が百五十センチメートル以上の

踊場を設けること。 

３ 第一項第一号に定める経路を構成する敷地

内の通路が地形の特殊性により前項第七号の

規定によることが困難である場合における前

二項の規定の適用については、第一項第一号中

「道又は公園、広場その他の空地（以下「道等」

という。）」とあるのは、「当該建築物の車寄せ」

とする。 

（標識） 
第十九条 移動等円滑化の措置がとられたエレ

ベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の

付近には、国土交通省令で定めるところにより、

それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、

便所又は駐車施設があることを表示する標識

を設けなければならない。 

（案内設備） 
第二十条 建築物又はその敷地には、当該建築物

又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとら

れたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐

車施設の配置を表示した案内板その他の設備

を設けなければならない。ただし、当該エレベ

ーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配

置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 

２ 建築物又はその敷地には、当該建築物又はそ

の敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエ

レベーターその他の昇降機又は便所の配置を

点字その他国土交通大臣が定める方法により

視覚障害者に示すための設備を設けなければ

ならない。 

３ 案内所を設ける場合には、前二項の規定は適
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用しない。 

（案内設備までの経路） 
第二十一条 道等から前条第二項の規定による

設備又は同条第三項の規定による案内所まで

の経路（不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として視覚障害者が利用するものに限る。）は、

そのうち一以上を、視覚障害者が円滑に利用で

きる経路（以下この条において「視覚障害者移

動等円滑化経路」という。）にしなければなら

ない。ただし、視覚障害者の利用上支障がない

ものとして国土交通大臣が定める場合は、この

限りでない。 

２ 視覚障害者移動等円滑化経路は、次に掲げる

ものでなければならない。 

一 当該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚

障害者の誘導を行うために、線状ブロック等

（床面に敷設されるブロックその他これに

類するものであって、線状の突起が設けられ

ており、かつ、周囲の床面との色の明度、色

相又は彩度の差が大きいことにより容易に

識別できるものをいう。）及び点状ブロック

等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声そ

の他の方法により視覚障害者を誘導する設

備を設けること。ただし、進行方向を変更す

る必要がない風除室内においては、この限り

でない。 

二 当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成

する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視

覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロ

ック等を敷設すること。 

イ 車路に近接する部分 

ロ 段がある部分又は傾斜がある部分の上

端に近接する部分（視覚障害者の利用上支

障がないものとして国土交通大臣が定め

る部分を除く。） 

（増築等に関する適用範囲） 
第二十二条 建築物の増築又は改築（用途の変更

をして特別特定建築物にすることを含む。第一

号において「増築等」という。）をする場合には、

第十一条から前条までの規定は、次に掲げる建

築物の部分に限り、適用する。 

一 当該増築等に係る部分 

二 道等から前号に掲げる部分にある利用居

室までの一以上の経路を構成する出入口、廊

下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の

昇降機及び敷地内の通路 

三 不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する便所 

四 第一号に掲げる部分にある利用居室（当該

部分に利用居室が設けられていないときは、

道等）から車椅子使用者用便房（前号に掲げ

る便所に設けられるものに限る。）までの一

以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、

傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷

地内の通路 

五 不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する駐車場 

六 車椅子使用者用駐車施設（前号に掲げる駐

車場に設けられるものに限る。）から第一号

に掲げる部分にある利用居室（当該部分に利

用居室が設けられていないときは、道等）ま

での一以上の経路を構成する出入口、廊下等、

階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機

及び敷地内の通路 

（公立小学校等に関する読替え） 
第二十三条 公立小学校等についての第十一条

から第十四条まで、第十六条、第十七条第一項、

第十八条第一項及び前条の規定（次条において

「読替え対象規定」という。）の適用について

は、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利

用し、又は主として高齢者、障害者等が利用す

る」とあるのは「多数の者が利用する」と、前

条中「特別特定建築物」とあるのは「第五条第

一号に規定する公立小学校等」とする。 

（条例で定める特定建築物に関する読替え） 
第二十四条 法第十四条第三項の規定により特

別特定建築物に条例で定める特定建築物を追

加した場合における読替え対象規定の適用に

ついては、読替え対象規定中「不特定かつ多数

の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等

が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」

と、第二十二条中「特別特定建築物」とあるの

は「法第十四条第三項の条例で定める特定建築

物」とする。 

（条例対象小規模特別特定建築物の建築物移

動等円滑化基準） 
第二十五条 条例対象小規模特別特定建築物の

移動等円滑化経路については、第十八条の規定

を準用する。この場合において、同条第一項中

「次に」とあるのは「第一号又は第四号に」と、

同条第二項第三号中「第十一条の規定によるほ

か、」とあるのは「第十一条各号及び」と、同号

イ及び第七号イ中「百二十センチメートル」と

あり、同項第四号イ中「階段に代わるものにあ

っては百二十センチメートル以上、階段に併設

するものにあっては九十センチメートル」とあ

り、並びに同項第七号ニ（１）中「段に代わる

ものにあっては百二十センチメートル以上、段

に併設するものにあっては九十センチメート

ル」とあるのは「九十センチメートル」と、同

項第四号中「第十三条の規定によるほか、」と

あるのは「第十三条各号及び」と、同項第七号

中「第十六条の規定によるほか、」とあるのは

「第十六条各号及び」と読み替えるものとする。 
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２ 建築物の増築又は改築（用途の変更をして条

例対象小規模特別特定建築物にすることを含

む。以下この項において「増築等」という。）を

する場合には、第十九条及び前項の規定は、当

該増築等に係る部分（当該部分に道等に接する

出入口がある場合に限る。）に限り、適用する。 

３ 条例対象小規模特別特定建築物のうち次に

掲げるものについての第一項において読み替

えて準用する第十八条の規定の適用について

は、同条第一項第一号中「不特定かつ多数の者

が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利

用する」とあるのは、「多数の者が利用する」と

する。 

一 公立小学校等 

二 法第十四条第三項の条例で定める特定建

築物 

（認定特定建築物等の容積率の特例） 
第二十六条 法第十九条（法第二十二条の二第五

項において準用する場合を含む。）の政令で定

める床面積は、認定特定建築物又は認定協定建

築物の延べ面積の十分の一を限度として、当該

認定特定建築物の建築物特定施設又は当該認

定協定建築物の協定建築物特定施設の床面積

のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面

積を超えることとなるものとして国土交通大

臣が定めるものとする。 

（移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれ

のある行為） 
第二十七条 法第二十四条の六第一項の政令で

定める行為は、次に掲げるもの（法第二十八条

第一項の公共交通特定事業又は法第三十一条

第一項の道路特定事業の施行として行うもの

を除く。）とする。 

一 生活関連施設である旅客施設（以下この条

において「生活関連旅客施設」という。）の建

設又は改良であって、当該生活関連旅客施設

における車両等の乗降口と次のイ若しくは

ロに掲げる施設で当該生活関連旅客施設に

隣接するものとの間の経路又は高齢者、障害

者等の円滑な利用に適するものとして国土

交通省令で定める経路を構成する出入口の

新設又は構造若しくは配置の変更を伴うも

の 

イ 他の生活関連旅客施設 

ロ 生活関連経路を構成する一般交通用施

設（移動等円滑化の促進の必要性その他の

事情を勘案して国土交通省令で定めるも

のに限る。） 

二 生活関連経路を構成する道路法による道

路のうち、次のイ又はロに掲げる施設で当該

道路に接するものの高齢者、障害者等による

円滑な利用を確保するため必要があると認

めて市町村が国土交通省令で定めるところ

により指定する部分の新設、改築又は修繕 

イ 生活関連旅客施設 

ロ 生活関連経路を構成する一般交通用施

設（移動等円滑化の促進の必要性その他の

事情を勘案して国土交通省令で定めるも

のに限る。） 

（道路管理者の権限の代行） 
第二十八条 法第三十二条第五項の規定により

市町村が道路管理者に代わって行う権限（第四

項において「市町村が代行する権限」という。）

は、道路法施行令（昭和二十七年政令第四百七

十九号）第四条第一項第四号、第二十号、第二

十一号（道路法第四十六条第一項（第二号に係

る部分に限る。）の規定による通行の禁止又は

制限に係る部分に限る。第三項において同じ。）、

第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十

二号及び第四十七号（道路法第九十五条の二第

一項の規定による意見の聴取又は通知に係る

部分に限る。）に掲げるもののうち、市町村が

道路管理者と協議して定めるものとする。 

２ 市町村は、前項の規定による協議が成立した

ときは、遅滞なく、その内容を公示しなければ

ならない。 

３ 市町村は、法第三十二条第五項の規定により

道路管理者に代わって道路法施行令第四条第

一項第二十号又は第二十一号に掲げる権限を

行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理

者に通知しなければならない。 

４ 市町村が代行する権限は、法第三十二条第四

項の規定に基づき公示された工事の開始の日

から同項の規定に基づき公示された当該工事

の完了の日までの間に限り行うことができる

ものとする。ただし、道路法施行令第四条第一

項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限に

ついては、当該完了の日後においても行うこと

ができる。 

（保留地において生活関連施設等を設置する

者） 
第二十九条 法第三十九条第一項の政令で定め

る者は、国（国の全額出資に係る法人を含む。）

又は地方公共団体が資本金、基本金その他これ

らに準ずるものの二分の一以上を出資してい

る法人とする。 

（生活関連施設等の用地として処分された保

留地の対価に相当する金額の交付基準） 
第三十条 法第三十九条第三項の規定により交

付すべき額は、処分された保留地の対価に相当

する金額を土地区画整理事業の施行前の宅地

の価額の総額で除して得た数値を土地区画整

理法（昭和二十九年法律第百十九号）第百三条

第四項の規定による公告があった日における
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従前の宅地又はその宅地について存した地上

権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、

若しくは収益することができる権利の土地区

画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額と

する。 

（報告及び立入検査） 
第三十一条 所管行政庁は、法第五十三条第三項

の規定により、法第十四条第一項の政令で定め

る規模（同条第三項の条例で別に定める規模が

あるときは、当該別に定める規模。以下この項

において同じ。）以上の特別特定建築物（同条

第三項の条例で定める特定建築物を含む。以下

この項において同じ。）の建築（用途の変更を

して特別特定建築物にすることを含む。）若し

くは維持保全をする建築主等に対し、当該特別

特定建築物につき、当該特別特定建築物の建築

物移動等円滑化基準（同条第三項の条例で付加

した事項を含む。次項において同じ。）への適

合に関する事項に関し報告をさせ、又はその職

員に、同条第一項の政令で定める規模以上の特

別特定建築物若しくはその工事現場に立ち入

り、当該特別特定建築物の建築物特定施設及び

これに使用する建築材料並びに設計図書その

他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質

問させることができる。 

２ 所管行政庁は、法第五十三条第三項の規定に

より、法第三十五条第一項の規定に基づき建築

物特定事業を実施すべき建築主等に対し、当該

建築物特定事業が実施されるべき特定建築物

につき、当該特定建築物の建築物移動等円滑化

基準への適合に関する事項に関し報告をさせ、

又はその職員に、当該特定建築物若しくはその

工事現場に立ち入り、当該特定建築物の建築物

特定施設及びこれに使用する建築材料並びに

設計図書その他の関係書類を検査させ、若しく

は関係者に質問させることができる。 

附 則 抄 

（施行期日） 
第一条 この政令は、法の施行の日（平成十八年

十二月二十日）から施行する。（以下一部略） 

（類似の用途） 
第四条 法附則第四条第三項の政令で指定する

類似の用途は、当該特別特定建築物が次の各号

のいずれかに掲げる用途である場合において、

それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。 

一 病院又は診療所（患者の収容施設があるも

のに限る。） 

二 劇場、映画館又は演芸場 

三 集会場又は公会堂 

四 百貨店、マーケットその他の物品販売業を

営む店舗 

五 ホテル又は旅館 

六 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類

するもの（主として高齢者、障害者等が利用

するものに限る。） 

七 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障

害者福祉センターその他これらに類するも

の 

八 博物館、美術館又は図書館 

附 則 （平成一九年三月二二日政令第五

五号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施

行する。（以下略） 

附 則 （平成一九年八月三日政令第二三

五号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施

行する。（以下略） 

附 則 （平成一九年九月二〇日政令第二

九二号） 

この政令は、公布の日から施行する。 
附 則 （平成一九年九月二五日政令第三

〇四号） 

（施行期日） 
１ この政令は、都市再生特別措置法等の一部を

改正する法律の施行の日（平成十九年九月二十

八日）から施行する。（以下略） 

附 則 （平成二六年五月二八日政令第一

八七号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する

法律附則第一条ただし書に規定する規定の施

行の日（平成二十六年五月三十日）から施行す

る。 

附 則 （平成二七年一月二三日政令第二

一号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する

法律附則第一条ただし書に規定する規定の施

行の日（平成二十七年四月一日）から施行する。 

附 則 （平成二八年三月三一日政令第一

八二号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から

施行する。 

附 則 （平成三〇年九月二八日政令第二

八〇号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する

法律の施行の日（平成三十年九月三十日）から

施行する。 

附 則 （平成三〇年一〇月一九日政令第

二九八号） 抄 
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（施行期日） 
１ この政令は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律の一部を改正する法

律（平成三十年法律第三十二号）の施行の日（平

成三十年十一月一日）から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。（以下略） 

附 則 （令和二年一〇月二日政令第三〇

二号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行

する。（以下略） 

（経過措置） 
 

附 則 （令和二年一一月二〇日政令第三

二九号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する

法律の施行の日（令和二年十一月二十五日）か

ら施行する。 

附 則 （令和二年一二月九日政令第三四

五号） 抄 

（施行期日） 
１ この政令は、令和三年十月一日から施行する。 

附 則 （令和三年九月二四日政令第二六

一号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この政令は、踏切道改良促進法等の一部

を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規

定の施行の日（令和三年九月二十五日）から施

行する。 

附 則 （令和四年三月二五日政令第八四

号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行

する。 

 
 

 

 

 

 

 

○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

施行令第十九条に規定する標識に関する省令 

平成十八年十二月十五日国土交通省令第百十三号 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律施行令（平成十八年政令第三百七十

九号）第十九条の規定に基づき、高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令

第十九条に規定する標識に関する省令を次のよ

うに定める。 
１ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律施行令第十九条に規定する標識は、

高齢者、障害者等の見やすい位置に設けなけれ

ばならない。

２ 前項の標識は、当該標識に表示すべき内容

が容易に識別できるもの（当該内容が日本工業

規格Ｚ八二一〇に定められているときは、これ

に適合するもの）でなければならない。 

 
附 則 

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一

号）の施行の日（平成十八年十二月二十日）から

施行する。 
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○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 

平成十八年十二月十五日国土交通省令第百十号 

最終改正：令和四年三月三一日国土交通省令第三〇号 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律（平成十八年法律第九十一号）及び高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行令（平成十八年政令第三百七十九号）の規

定に基づき、並びに同法を実施するため、高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

施行規則を次のように定める。 
 
（法第二条第四号の主務省令で定める施設又

は設備） 
第一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律（以下「法」という。）第二条第

四号の主務省令で定める施設又は設備は、次の

とおりとする。 

一 次に掲げる便所又は便房であって、移動等

円滑化の措置がとられたもの 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することが

できる構造の便所又は便房 

ロ 高齢者、障害者等が円滑に利用すること

ができる構造の水洗器具を設けた便所又

は便房 

二 次に掲げる駐車施設又は停車施設であっ

て、移動等円滑化の措置がとられたもの 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することが

できる駐車施設 

ロ 車椅子使用者が円滑に利用することが

できる停車施設 

三 次に掲げるエレベーター 

イ 移動等円滑化された経路（移動等円滑化

のために必要な旅客施設又は車両等の構

造及び設備並びに旅客施設及び車両等を

使用した役務の提供の方法に関する基準

を定める省令（平成十八年国土交通省令第

百十一号。以下「公共交通移動等円滑化基

準省令」という。）第四条第一項に規定する

移動等円滑化された経路をいう。以下同

じ。）又は乗継ぎ経路（同条第十一項に規定

する乗継ぎ経路をいう。）を構成するエレ

ベーター 

ロ 移動等円滑化された通路（移動等円滑化

のために必要な道路の構造及び旅客特定

車両停留施設を使用した役務の提供の方

法に関する基準を定める省令（平成十八年

国土交通省令第百十六号。ハにおいて「道

路移動等円滑化基準省令」という。）第三十

三条第二項に規定する移動等円滑化され

た通路をいう。）に設けられるエレベータ

ー 

ハ 旅客施設又は旅客特定車両停留施設に

隣接しており、かつ、旅客施設又は旅客特

定車両停留施設と一体的に利用される他

の施設のエレベーター（公共交通移動等円

滑化基準省令第四条第三項前段又は道路

移動等円滑化基準省令第三十三条第三項

前段の規定が適用される場合に限る。） 

四 次に掲げる車椅子スペース（公共交通移動

等円滑化基準省令第二条第一項第五号に規

定する車椅子スペースをいう。以下この号に

おいて同じ。） 

イ 鉄道車両（公共交通移動等円滑化基準省

令第二条第一項第十一号に規定する鉄道

車両をいう。以下同じ。）又は軌道車両（同

項第十二号に規定する軌道車両をいう。以

下同じ。）の客室に設けられた車椅子スペ

ース 

ロ 乗合バス車両（公共交通移動等円滑化基

準省令第二条第一項第十三号に規定する

乗合バス車両をいう。以下同じ。）又は貸切

バス車両（同項第十三号の二に規定する貸

切バス車両をいう。以下同じ。）に設けられ

た車椅子スペース 

ハ 船舶（公共交通移動等円滑化基準省令第

二条第一項第十五号に規定する船舶をい

う。以下同じ。）に設けられた車椅子スペー

ス 

五 次に掲げる優先席（主として高齢者、障害

者等の優先的な利用のために設けられる座

席をいう。以下この号において同じ。）又は

基準適合客席（公共交通移動等円滑化基準省

令第五十一条第一項に規定する基準適合客

席をいう。ニにおいて同じ。） 

イ 旅客施設又は旅客特定車両停留施設の

高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備

に設けられた優先席 

ロ 鉄道車両又は軌道車両の客室に設けら

れた優先席 

ハ 乗合バス車両に設けられた優先席 

ニ 船舶に設けられた基準適合客席 

（法第二条第八号の主務省令で定める自動車） 
第一条の二 法第二条第八号の主務省令で定め

る自動車は、座席が回転することにより高齢者、

障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能

なものとする。 
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（特定公園施設） 
第二条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律施行令（以下「令」という。）第

三条の国土交通省令で定めるものは、次のとお

りとする。 

一 工作物の新築、改築又は増築、土地の形質

の変更その他の行為についての禁止又は制

限に関する文化財保護法（昭和二十五年法律

第二百十四号）、古都における歴史的風土の

保存に関する特別措置法（昭和四十一年法律

第一号）、都市計画法（昭和四十三年法律第

百号）その他の法令又は条例の規定の適用が

あるもの 

二 山地丘陵地、崖その他の著しく傾斜してい

る土地に設けるもの 

三 自然環境を保全することが必要な場所又

は動植物の生息地若しくは生育地として適

正に保全する必要がある場所に設けるもの 

２ 令第三条第一号の国土交通省令で定める主

要な公園施設は、修景施設、休養施設、遊戯施

設、運動施設、教養施設、便益施設その他の公

園施設のうち、当該公園施設の設置の目的を踏

まえ、重要と認められるものとする。 

（建築物特定施設） 
第三条 令第六条第十号の国土交通省令で定め

る施設は、次に掲げるものとする。 

一 劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場又

は公会堂（以下「劇場等」という。）の客席 

二 浴室又はシャワー室（以下「浴室等」とい

う。） 

（旅客施設の大規模な改良） 
第四条 法第八条第一項の主務省令で定める旅

客施設の大規模な改良は、次に掲げる旅客施設

の区分に応じ、それぞれ次に定める改良とする。 

一 法第二条第六号イ及びロに掲げる施設 

全ての本線の高架式構造又は地下式構造へ

の変更に伴う旅客施設の改良、旅客施設の移

設その他の全面的な改良 

二 法第二条第六号ハからホまでに掲げる施

設 旅客の乗降、待合いその他の用に供する

施設の構造の変更であって、当該変更に係る

部分の敷地面積（建築物に該当する部分にあ

っては、床面積）の合計が当該施設の延べ面

積の二分の一以上であるもの 

（旅客施設の建設又は大規模な改良の届出） 
第五条 法第九条第二項前段の規定により旅客

施設の建設又は大規模な改良の届出をしよう

とする者は、当該建設又は大規模な改良の工事

の開始の日の三十日前までに、次に掲げる事項

を記載した届出書を国土交通大臣に提出しな

ければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

ては、その代表者の氏名 

二 当該旅客施設の法第二条第六号イからホ

までに掲げる施設の区分 

三 当該旅客施設の名称及び位置 

四 工事計画 

五 工事着手予定時期及び工事完成予定時期 

２ 前項の届出書には、当該旅客施設が法第八条

第一項の公共交通移動等円滑化基準に適合す

ることとなることを示す当該旅客施設の構造

及び設備に関する書類及び図面を添付しなけ

ればならない。 

（変更の届出） 
第六条 法第九条第二項後段の規定により変更

の届出をしようとする者は、当該変更の届出に

係る工事の開始の日の三十日前までに（工事を

要しない場合にあっては、あらかじめ）、次に

掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣

に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

ては、その代表者の氏名 

二 当該旅客施設の名称及び位置 

三 変更しようとする事項（新旧の書類又は図

面を明示すること。） 

四 変更を必要とする理由 

２ 前項の届出書には、前条第二項の書類又は図

面のうち届け出た事項の変更に伴いその内容

が変更されるものであって、その変更後のもの

を添付しなければならない。 

（法第九条の四の主務省令で定める要件） 
第六条の二 法第九条の四の主務省令で定める

要件は、当該年度の前々年度までの過去三年度

における公共交通事業者等の一年度当たりの

輸送人員の平均及び当該公共交通事業者等が

設置又は管理する旅客施設の一日当たりの平

均的な利用者の人数その他の事情を勘案して

国土交通大臣が定めるものとする。 

（移動等円滑化取組計画書） 
第六条の三 公共交通事業者等（前条の要件に該

当する者に限る。）は、毎年六月三十日までに、

次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区

分に応じ、同表の下欄に掲げる国土交通大臣又

は地方支分部局の長に、国土交通大臣が定める

様式による移動等円滑化取組計画書を提出し

なければならない。 

一 法第二条第五号

イからニまでに掲げ

る者 

当該公共交通事業者

等の主たる事務所を

管轄する地方運輸局

長 
二 法第二条第五号

ホに掲げる者 
当該公共交通事業者

等の主たる事務所を

管轄する地方運輸局
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長（運輸監理部長を含

む。） 
三 法第二条第五号

ヘに掲げる者（特定本

邦航空運送事業者（航

空法施行規則（昭和二

十七年運輸省令第五

十六号）第二百四十条

第一項第二号に規定

する特定本邦航空運

送事業者をいう。以下

同じ。）に限る。） 

国土交通大臣 

四 法第二条第五号

ヘに掲げる者（前号に

掲げる者を除く。）又

は同号トに掲げる者

のうち同条第六号ホ

に掲げる施設を設置

し、又は管理するもの 

当該公共交通事業者

等の主たる事務所を

管轄する地方航空局

長 

五 法第二条第五号

トに掲げる者のうち

同条第六号ニに掲げ

る施設を設置し、又は

管理するもの 

当該公共交通事業者

等の主たる事務所を

管轄する地方整備局

長又は北海道開発局

長 
（移動等円滑化取組報告書） 

第六条の四 前条の移動等円滑化取組計画書を

提出した公共交通事業者等は、当該計画を提出

した年度の翌年度の六月三十日までに、前条の

表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に

応じ、同表の下欄に掲げる国土交通大臣又は地

方支分部局の長に、国土交通大臣が定める様式

による移動等円滑化取組報告書を提出しなけ

ればならない。 

（法第九条の五の主務省令で定める事項） 
第六条の五 法第九条の五の主務省令で定める

事項は、次のとおりとする。 

一 前年度における移動等円滑化の達成状況 

二 第六条の二の要件に関する事項 

（公表） 
第六条の六 公共交通事業者等は、法第九条の四

の規定による提出又は法第九条の五の規定に

よる報告をしたときは、遅滞なく、インターネ

ットの利用その他の適切な方法により公表し

なければならない。 

（法第九条の六の主務省令で定める情報） 
第六条の七 法第九条の六の主務省令で定める

移動等円滑化に関する情報は、前年度における

移動等円滑化の達成状況とする。 

（特定路外駐車場の設置等の届出） 
第七条 法第十二条第一項本文の規定による届

出は、第一号様式により作成した届出書に次に

掲げる図面を添え、これを提出して行うものと

する。ただし、変更の届出書に添える図面は、

変更しようとする事項に係る図面をもって足

りる。 

一 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺一

万分の一以上の地形図 

二 次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の

一以上の平面図 

イ 特定路外駐車場の区域 

ロ 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設（移

動等円滑化のために必要な特定路外駐車

場の構造及び設備に関する基準を定める

省令（平成十八年国土交通省令第百十二号）

第二条第一項に規定する路外駐車場車椅

子使用者用駐車施設をいう。次項において

同じ。）、路外駐車場移動等円滑化経路（同

令第三条第一項に規定する路外駐車場移

動等円滑化経路をいう。次項において同

じ。）その他の主要な施設 

２ 法第十二条第一項ただし書の主務省令で定

める書面は、第二号様式により作成した届出書

及び路外駐車場車椅子使用者用駐車施設、路外

駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設

を表示した縮尺二百分の一以上の平面図とす

る。ただし、変更の届出書に添える図面は、変

更しようとする事項に係る図面をもって足り

る。 

（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の

認定の申請） 
第八条 法第十七条第一項の規定により認定の

申請をしようとする者は、第三号様式による申

請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げ

る図書を添えて、これらを所管行政庁に提出す

るものとする。 

図書の種類 明示すべき事項 
付近見取図 方位、道路及び目標となる地

物 
配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、

土地の高低、敷地の接する道

等の位置、特定建築物及びそ

の出入口の位置、特殊な構造

又は使用形態のエレベータ

ーその他の昇降機の位置、敷

地内の通路の位置及び幅（当

該通路が段又は傾斜路若し

くはその踊場を有する場合

にあっては、それらの位置及

び幅を含む。）、敷地内の通路

に設けられる手すり並びに
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令第十一条第二号に規定す

る点状ブロック等（以下単に

「点状ブロック等」という。）

及び令第二十一条第二項第

一号に規定する線状ブロッ

ク等（以下単に「線状ブロッ

ク等」という。）の位置、敷地

内の車路及び車寄せの位置、

駐車場の位置、車椅子使用者

用駐車施設の位置及び幅並

びに案内設備の位置 
各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用

途、床の高低、特定建築物の

出入口及び各室の出入口の

位置及び幅、出入口に設けら

れる戸の開閉の方法、廊下等

の位置及び幅、廊下等に設け

られる点状ブロック等及び

線状ブロック等、高齢者、障

害者等の休憩の用に供する

設備並びに突出物の位置、階

段の位置、幅及び形状（当該

階段が踊場を有する場合に

あっては、踊場の位置及び幅

を含む。）、階段に設けられる

手すり及び点状ブロック等

の位置、傾斜路の位置及び幅

（当該傾斜路が踊場を有す

る場合にあっては、踊場の位

置及び幅を含む。）、傾斜路に

設けられる手すり及び点状

ブロック等の位置、エレベー

ターその他の昇降機の位置、

車椅子使用者用便房のある

便所、令第十四条第一項第二

号に規定する便房のある便

所、腰掛便座及び手すりの設

けられた便房（車椅子使用者

用便房を除く。以下この条に

おいて同じ。）のある便所、床

置式の小便器、壁掛式の小便

器（受け口の高さが三十五セ

ンチメートル以下のものに

限る。）その他これらに類す

る小便器のある便所並びに

これら以外の便所の位置、車

椅子使用者用客室の位置、駐

車場の位置、車椅子使用者用

駐車施設の位置及び幅、劇場

等の客席の位置、車椅子使用

者用客席（高齢者、障害者等

が円滑に利用できるように

するために誘導すべき建築

物特定施設の構造及び配置

に関する基準を定める省令

（平成十八年国土交通省令

第百十四号）第十二条の二第

一項に規定する車椅子使用

者用客席をいう。以下この条

において同じ。）の位置、幅及

び奥行き、車椅子使用者用客

席に隣接して設けられる同

伴者用の客席又はスペース

の位置、車椅子使用者用浴室

等（同令第十三条第一号に規

定する車椅子使用者用浴室

等をいう。以下この条におい

て同じ。）の位置並びに案内

設備の位置 
縦 断

面図 
階 段

又 は

段 

縮尺並びに蹴上げ及び踏面

の構造及び寸法 

 傾 斜

路 
縮尺、高さ、長さ及び踊場の

踏幅 
 客席 車椅子使用者用客席から舞

台等まで引いた可視線 
構 造

詳 細

図 

エ レ

ベ ー

タ ー

そ の

他 の

昇 降

機 

縮尺並びにかご（人を乗せ昇

降する部分をいう。以下同

じ。）、昇降路及び乗降ロビー

の構造（かご内に設けられる

かごの停止する予定の階を

表示する装置、かごの現在位

置を表示する装置及び乗降

ロビーに設けられる到着す

るかごの昇降方向を表示す

る装置の位置並びにかご内

及び乗降ロビーに設けられ

る制御装置の位置及び構造

を含む。） 
  便所 縮尺、車椅子使用者用便房の

ある便所の構造、車椅子使用

者用便房、令第十四条第一項

第二号に規定する便房並び

に腰掛便座及び手すりの設

けられた便房の構造並びに

床置式の小便器、壁掛式の小

便器（受け口の高さが三十五

センチメートル以下のもの

に限る。）その他これらに類

する小便器の構造 
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  浴 室

等 
縮尺及び車椅子使用者用浴

室等の構造 
（特定建築物の建築等及び維持保全の計画の

記載事項） 
第九条 法第十七条第二項第五号の主務省令で

定める事項は、特定建築物の建築等の事業の実

施時期とする。 

（認定通知書の様式） 
第十条 所管行政庁は、法第十七条第三項の認定

をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通

知するものとする。 

２ 前項の通知は、第四号様式による通知書に第

八条の申請書の副本（法第十七条第七項の規定

により適合通知を受けて同条第三項の認定を

した場合にあっては、第八条の申請書の副本及

び当該適合通知に添えられた建築基準法施行

規則（昭和二十五年建設省令第四十号）第一条

の三第一項の申請書の副本）及びその添付図書

を添えて行うものとする。 

（法第十八条第一項の主務省令で定める軽微

な変更） 
第十一条 法第十八条第一項の主務省令で定め

る軽微な変更は、特定建築物の建築等の事業の

実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の

予定年月日の三月以内の変更とする。 

（表示等） 
第十二条 法第二十条第一項の主務省令で定め

るものは、次のとおりとする。 

一 広告 

二 契約に係る書類 

三 その他国土交通大臣が定めるもの 

２ 法第二十条第一項の規定による表示は、第五

号様式により行うものとする。 

（移動等円滑化困難旅客施設の認定の申請等） 
第十二条の二 法第二十二条の二第一項の規定

により移動等円滑化困難旅客施設の認定を受

けようとする者は、次に掲げる事項を記載した

申請書を国土交通大臣に提出しなければなら

ない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

ては、その代表者の氏名 

二 当該旅客施設の法第二条第六号イからホ

までに掲げる施設の区分 

三 当該旅客施設の名称及び位置 

四 当該旅客施設が協定建築物特定施設と一

体的に利用に供しなければ公共交通移動等

円滑化基準に適合させることが構造上その

他の理由により著しく困難であると認めら

れる理由 

２ 前項の申請書には、同項第四号に係る事項と

して申請書に記載された内容の根拠となる当

該旅客施設の構造及び設備に関する書類及び

図面を添付しなければならない。 

３ 国土交通大臣は、法第二十二条の二第一項の

移動等円滑化困難旅客施設の認定をしたとき

は、速やかに、その旨を申請者に通知するもの

とする。 

（協定建築物の建築等及び維持保全の計画の

認定の申請） 
第十二条の三 法第二十二条の二第一項の規定

により認定の申請をしようとする者は、第五号

の四様式による申請書の正本及び副本に、それ

ぞれ協定建築物特定施設に係る協定の写し、前

条第三項及び第十二条の五第三項の規定によ

る通知の写し並びに次の表に掲げる図書を添

えて、これらを所管行政庁に提出するものとす

る。 

図書の種類 明示すべき事項 
付近見取図 方位、道路、目標となる地物及

び移動等円滑化困難旅客施設 
配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、土

地の高低、敷地の接する道等の

位置、協定建築物及びその出入

口の位置、特殊な構造又は使用

形態のエレベーターその他の

昇降機の位置、敷地内の通路の

位置及び幅（当該通路が段又は

傾斜路若しくはその踊場を有

する場合にあっては、それらの

位置及び幅を含む。）、敷地内の

通路に設けられる手すり並び

に点状ブロック等及び線状ブ

ロック等の位置並びに案内設

備の位置 
各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、

床の高低、協定建築物の出入口

及び各室の出入口の位置及び

幅、出入口に設けられる戸の開

閉の方法、廊下等の位置及び

幅、廊下等に設けられる点状ブ

ロック等及び線状ブロック等、

高齢者、障害者等の休憩の用に

供する設備並びに突出物の位

置、階段の位置、幅及び形状（当

該階段が踊場を有する場合に

あっては、踊場の位置及び幅を

含む。）、階段に設けられる手す

り及び点状ブロック等の位置、

傾斜路の位置及び幅（当該傾斜

路が踊場を有する場合にあっ

ては、踊場の位置及び幅を含
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む。）、傾斜路に設けられる手す

り及び点状ブロック等の位置、

エレベーターその他の昇降機

の位置、車椅子使用者用便房の

ある便所、令第十四条第一項第

二号に規定する便房のある便

所、床置式の小便器、壁掛式の

小便器（受け口の高さが三十五

センチメートル以下のものに

限る。）その他これらに類する

小便器のある便所並びにこれ

ら以外の便所の位置並びに案

内設備の位置 
縦 断

面図 
階 段

又 は

段 

縮尺並びに蹴上げ及び踏面の

構造及び寸法 

傾 斜

路 
縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏

幅 
構 造

詳 細

図 

エ レ

ベ ー

タ ー

そ の

他 の

昇 降

機 

縮尺並びに籠、昇降路及び乗降

ロビーの構造（籠内に設けられ

る籠の停止する予定の階を表

示する装置、籠の現在位置を表

示する装置及び乗降ロビーに

設けられる到着する籠の昇降

方向を表示する装置の位置並

びに籠内及び乗降ロビーに設

けられる制御装置の位置及び

構造を含む。） 
 便所 縮尺、車椅子使用者用便房のあ

る便所の構造、車椅子使用者用

便房及び令第十四条第一項第

二号に規定する便房の構造並

びに床置式の小便器、壁掛式の

小便器（受け口の高さが三十五

センチメートル以下のものに

限る。）その他これらに類する

小便器の構造 
２ 前項の規定にかかわらず、所管行政庁は、前

項の表に掲げる図書の添付の必要がないと認

めるときは、これを省略させることができる。 

（法第二十二条の二第二項の主務省令で定め

る協定建築物特定施設等維持保全基準） 
第十二条の四 法第二十二条の二第二項の主務

省令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 隣接する移動等円滑化困難旅客施設が、協

定建築物特定施設等（協定建築物特定施設及

び特定経路施設をいう。以下同じ。）と一体

的に利用に供することにより公共交通移動

等円滑化基準に適合することが移動等円滑

化経路協定において定める法第四十一条第

二項第二号イに掲げる事項又は移動等円滑

化施設協定において定める法第五十一条の

二第二項第二号イに掲げる事項として定め

られ、かつ、公共交通移動等円滑化基準に適

合すること。 

二 移動等円滑化経路協定において定める法

第四十一条第二項第二号ロに掲げる事項又

は移動等円滑化施設協定において定める法

第五十一条の二第二項第二号ロに掲げる事

項として、協定建築物特定施設等が隣接する

移動等円滑化困難旅客施設の営業時間内に

おいて当該協定建築物特定施設等が常時利

用できる旨が定められていること。 

（協定建築物特定施設等維持保全基準適合の

認定の申請等） 
第十二条の五 法第二十二条の二第二項の規定

により認定を受けようとする者は、次に掲げる

事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出

しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

ては、その代表者の氏名 

二 令第六条各号に掲げる建築物特定施設の

区分及び特定経路施設にあっては、道路、駅

前広場、通路その他の一般交通の用に供する

施設の別 

三 当該協定建築物特定施設等の名称及び位

置 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面

を添付しなければならない。 

一 法第四十三条第一項（法第五十一条の二第

三項において準用する場合を含む。）の認可

を受けた協定の写し及びその認可を証する

書類 

二 当該協定建築物特定施設等の構造及び設

備に関する書類及び図面 

３ 国土交通大臣は、法第二十二条の二第二項の

認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者

に通知するものとする。 

（協定建築物の建築等及び維持保全の計画の

記載事項） 
第十二条の六 法第二十二条の二第三項第五号

の主務省令で定める事項は、協定建築物の建築

等の事業の実施時期とする。 

（認定通知書の様式） 
第十二条の七 所管行政庁は、法第二十二条の二

第四項の認定をしたときは、速やかに、その旨

を申請者に通知するものとする。 

２ 前項の通知は、第五号の五様式による通知書

に第十二条の三第一項の申請書の副本及びそ

の添付図書を添えて行うものとする。 

（法第二十二条の二第五項において準用する
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法第十八条第一項の主務省令で定める軽微

な変更） 
第十二条の八 法第二十二条の二第五項におい

て準用する法第十八条第一項の主務省令で定

める軽微な変更は、協定建築物の建築等の事業

の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了

の予定年月日の三月以内の変更とする。 

（法第二十三条第一項第一号の主務省令で定

める安全上及び防火上の基準） 
第十三条 法第二十三条第一項第一号の主務省

令で定める安全上及び防火上の基準は、次のと

おりとする。 

一 専ら車椅子使用者の利用に供するエレベ

ーターの設置に係る特定建築物の壁、柱、床

及びはりは、当該エレベーターの設置後にお

いて構造耐力上安全な構造であること。 

二 当該エレベーターの昇降路は、出入口の戸

が自動的に閉鎖する構造のものであり、かつ、

壁、柱及びはり（当該特定建築物の主要構造

部に該当する部分に限る。）が不燃材料で造

られたものであること。 

（法第二十三条第一項第二号の主務省令で定

める安全上の基準） 
第十四条 法第二十三条第一項第二号の主務省

令で定める安全上の基準は、次のとおりとする。 

一 エレベーターのかご内及び乗降ロビーに

は、それぞれ、車椅子使用者が利用しやすい

位置に制御装置を設けること。この場合にお

いて、乗降ロビーに設ける制御装置は、施錠

装置を有する覆いを設ける等当該制御装置

の利用を停止することができる構造とする

こと。 

二 エレベーターは、当該エレベーターのかご

及び昇降路のすべての出入口の戸に網入ガ

ラス入りのはめごろし戸を設ける等により

乗降ロビーからかご内の車椅子使用者を容

易に覚知できる構造とし、かつ、かご内と常

時特定建築物を管理する者が勤務する場所

との間を連絡することができる装置が設け

られたものとすること。 

（令第二十七条第一号の国土交通省令で定め

る経路） 
第十四条の二 令第二十七条第一号の国土交通

省令で定める経路は、移動等円滑化された経路

（令第二十七条第一号に規定する生活関連旅

客施設に隣接するものとの間の経路を除く。）

とする。 

（令第二十七条第一号ロ及び第二号ロの国土

交通省令で定める一般交通用施設） 
第十四条の三 令第二十七条第一号ロの国土交

通省令で定める生活関連経路を構成する一般

交通用施設は、次の各号に掲げる施設とする。 

一 生活関連経路を構成する道路法（昭和二十

七年法律第百八十号）による道路 

二 前号に掲げるもののほか、生活関連経路を

構成する道路法による道路に接し、かつ、令

第二十七条第一号に規定する生活関連旅客

施設の出入口に接する一般交通用施設のう

ち、移動等円滑化の措置がとられ、又はとら

れると見込まれるものと認めて、市町村が移

動等円滑化促進方針において指定するもの 

２ 令第二十七条第二号ロの国土交通省令で定

める生活関連経路を構成する一般交通用施設

は、同号の生活関連経路を構成する道路法によ

る道路に接し、かつ、生活関連旅客施設の出入

口に接する一般交通用施設（道路法による道路

を除く。）のうち、移動等円滑化の措置がとら

れ、又はとられると見込まれるものと認めて、

市町村が移動等円滑化促進方針において指定

するものとする。 

（令第二十七条第二号の規定により市町村が

行う指定） 
第十四条の四 令第二十七条第二号の規定によ

り市町村が行う指定は、同号イに掲げる施設の

出入口又は同号ロに掲げる施設の出入口その

他の通行の用に供する部分に接する部分であ

って、生活関連旅客施設を利用する高齢者、障

害者等が通常利用する部分について、移動等円

滑化促進方針において行わなければならない。 

（行為の届出） 
第十四条の五 法第二十四条の六第一項の規定

による届出は、第五号の二様式により作成した

届出書に次に掲げる行為の区分に応じ、それぞ

れ次に定める書類又は図面を提出して行うも

のとする。 

一 令第二十七条第一号に掲げる行為 行為

の内容を示す旅客施設の構造及び設備に関

する書類及び図面 

二 令第二十七条第二号に掲げる行為 平面

図、縦断図、横断定規図その他必要な図面 

第十四条の六 法第二十四条の六第一項の主務

省令で定める事項は、行為をしようとする者の

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名並びに行為の完了予定日と

する。 

（変更の届出） 
第十四条の七 法第二十四条の六第二項の国土

交通省令で定める事項は、設計又は施行方法の

うち、その変更により同条第一項の届出に係る

行為が令第二十七条各号に掲げる行為に該当

しなくなるもの以外のもの（高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に支障を及ぼすおそ

れのない意匠の変更その他の軽微な変更を除

く。）とする。 
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第十四条の八 法第二十四条の六第二項の規定

による届出は、第五号の三様式による変更届出

書を提出して行うものとする。 

２ 第十四条の五の規定は、前項の届出について

準用する。 

（施設設置管理者による市町村に対する情報

の提供） 
第十四条の九 公共交通事業者等及び道路管理

者は、法第二十四条の八第一項の規定による市

町村の求めがあったときは、旅客施設及び特定

道路に関し、移動等円滑化の措置がとられたエ

レベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設

その他の移動等円滑化のために必要な設備の

有無及びその設置箇所その他の高齢者、障害者

等が旅客施設及び特定道路を利用するために

必要となる情報を当該市町村に提供しなけれ

ばならない。 

２ 市町村は、前項の提供を求めるときは、提供

の対象となる旅客施設及び特定道路の範囲、提

供すべき事項、提供の様式、提供の期限その他

必要な事項を明示するものとする。 

第十四条の十 路外駐車場管理者等、公園管理者

等及び建築主等は、法第二十四条の八第二項の

規定による市町村の求めがあったときは、特定

路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物

に関し、移動等円滑化の措置がとられたエレベ

ーターその他の昇降機、便所又は駐車施設その

他の移動等円滑化のために必要な設備の有無

及びその設置箇所その他の高齢者、障害者等が

特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建

築物を利用するために必要となる情報を当該

市町村に提供するよう努めなければならない。 

２ 市町村は、前項の提供を求めるときは、提供

の対象となる特定路外駐車場、特定公園施設及

び特別特定建築物の範囲、提供すべき事項、提

供の様式、提供の期限その他必要な事項を明示

するものとする。 

（公共交通特定事業計画の認定申請） 
第十五条 法第二十九条第一項の規定により公

共交通特定事業計画の認定を受けようとする

者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土

交通大臣に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

ては、その代表者の氏名 

二 公共交通特定事業を実施する特定旅客施

設の法第二条第六号イからホまでに規定す

る区分並びに名称及び位置又は公共交通特

定事業を実施する特定車両の車種、台数及び

運行を予定する路線 

三 公共交通特定事業の内容 

四 当該認定を受けようとする者がそれ以外

の者から公共交通特定事業を実施する特定

旅客施設の一部又は全部の貸付けを受ける

場合にあっては、当該貸付けを行う者の氏名

又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名 

五 公共交通特定事業の実施予定期間並びに

その実施に必要な資金の額及びその調達方

法 

六 その他公共交通特定事業の実施に際し配

慮すべき重要事項 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面

を添付しなければならない。 

一 公共交通特定事業の内容を示す特定旅客

施設又は特定車両の構造及び設備に関する

書類及び図面 

二 当該認定を受けようとする者がそれ以外

の者から特定旅客施設の一部又は全部の貸

付けを受ける場合にあっては、当該貸付契約

に係る契約書の写し 

（公共交通特定事業計画の変更の認定申請） 
第十六条 法第二十九条第三項の規定により公

共交通特定事業計画の変更の認定を受けよう

とする者は、次に掲げる事項を記載した申請書

を国土交通大臣に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

ては、その代表者の氏名 

二 変更しようとする事項 

三 変更を必要とする理由 

２ 前項の申請書には、前条第二項に掲げる書類

及び図面のうち公共交通特定事業計画の変更

に伴いその内容が変更されるものであって、そ

の変更後のものを添付しなければならない。 

（道路特定事業の協議の申出） 
第十七条 法第三十二条第三項の協議の申出は、

第六号様式による協議書を地方整備局長又は

北海道開発局長に提出して行うものとする。 

２ 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付し

なければならない。 

一 工事計画書 

二 工事費及び財源調書 

三 平面図、縦断図、横断定規図その他必要な

図面 

（同意を要しない軽易な道路特定事業） 
第十八条 法第三十二条第三項ただし書の主務

省令で定める軽易な道路特定事業は、道路の附

属物の新設又は改築のみに関する工事とする。 

２ 市町村は、前項の工事を行った場合において

は、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長

に報告しなければならない。 

（道路特定事業に関する工事の公示） 
第十九条 市町村は、法第三十二条第四項の規定

により道路特定事業に関する工事を行おうと

するとき、及び当該道路特定事業に関する工事
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の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、

路線名、工事の区間、工事の種類及び工事の開

始の日（当該道路特定事業に関する工事の全部

又は一部を完了したときにあっては、工事の完

了の日）を公示するものとする。 

（移動等円滑化経路協定の認可等の申請の公

告） 
第二十条 法第四十二条第一項（法第四十四条第

二項において準用する場合を含む。）の規定に

よる公告は、次に掲げる事項について、公報、

掲示その他の方法で行うものとする。 

一 移動等円滑化経路協定の名称 

二 移動等円滑化経路協定区域 

三 移動等円滑化経路協定の縦覧場所 

（移動等円滑化経路協定の認可の基準） 
第二十一条 法第四十三条第一項第三号（法第四

十四条第二項において準用する場合を含む。）

の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 移動等円滑化経路協定区域は、その境界が

明確に定められていなければならない。 

二 法第四十一条第二項第二号の移動等円滑

化のための経路の整備又は管理に関する事

項は、法第二十四条の二第三項の移動等円滑

化促進地区における移動等円滑化の促進に

関する基本的な方針又は法第二十五条第三

項の重点整備地区における移動等円滑化に

関する基本的な方針が定められているとき

は、これらの基本的な方針に適合していなけ

ればならない。 

三 移動等円滑化経路協定に違反した場合の

措置は、違反した者に対して不当に重い負担

を課するものであってはならない。 

（移動等円滑化経路協定の認可等の公告） 
第二十二条 第二十条の規定は、法第四十三条第

二項（法第四十四条第二項、第四十五条第四項、

第四十七条第二項又は第五十条第三項におい

て準用する場合を含む。）の規定による公告に

ついて準用する。 

（移動等円滑化施設協定に関する準用） 
第二十二条の二 前三条の規定は、法第五十一条

の二第一項に規定する移動等円滑化施設協定

について準用する。この場合において、第二十

条第二号及び第二十一条第一号中「移動等円滑

化経路協定区域」とあるのは「移動等円滑化施

設協定区域」と読み替えるものとする。 

（移動等円滑化実績等報告書） 
第二十三条 公共交通事業者等は、毎年六月三十

日までに、次の表の上欄に掲げる公共交通事業

者等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる地方支

分部局の長に、国土交通大臣が定める様式によ

る移動等円滑化実績等報告書を提出しなけれ

ばならない。ただし、第六条の三の移動等円滑

化取組計画書及び第六条の四の移動等円滑化

取組報告書を提出した場合にあっては、この限

りでない。 

一 法第二条第五号

イからニまでに掲げ

る者又は同号トに掲

げる者のうち同条第

六号イに掲げる施設

を設置し、又は管理す

るもの 

当該公共交通事業者

等の主たる事務所を

管轄する地方運輸局

長 

二 法第二条第五号

ホに掲げる者 
当該公共交通事業者

等の主たる事務所を

管轄する地方運輸局

長（運輸監理部長を含

む。） 
三 法第二条第五号

ヘに掲げる者又は同

号トに掲げる者のう

ち同条第六号ホに掲

げる施設を設置し、又

は管理するもの 

当該公共交通事業者

等の主たる事務所を

管轄する地方航空局

長 

四 法第二条第五号

トに掲げる者のうち

同条第六号ニに掲げ

る施設を設置し、又は

管理するもの 

当該公共交通事業者

等の主たる事務所を

管轄する地方整備局

長又は北海道開発局

長 
 

（臨時の報告） 
第二十四条 公共交通事業者等は、前条に定める

移動等円滑化実績等報告書のほか、国土交通大

臣、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸

局長（運輸監理部長を含む。）又は地方航空局

長から、移動等円滑化のための事業に関し報告

を求められたときは、報告書を提出しなければ

ならない。 

２ 国土交通大臣、地方整備局長、北海道開発局

長、地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）又は

地方航空局長は、前項の報告を求めるときは、

報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な

事項を明示するものとする。 

（立入検査の証明書） 
第二十五条 法第五十三条第六項の立入検査を

する職員の身分を示す証明書は、第七号様式に

よるものとする。 

（権限の委任） 
第二十六条 法に規定する国土交通大臣の権限

のうち、次の表の権限の欄に掲げるものは、そ

れぞれ同表の地方支分部局の長の欄に掲げる

地方支分部局の長に委任する。 
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権限 地方支分部

局の長 
一 法第

九条第二

項の規定

による届

出の受理 

イ 法第二条第

六号ハに掲げる

施設のうち専用

バスターミナル

（自動車ターミ

ナル法（昭和三十

四年法律第百三

十六号）第二条第

七項に規定する

専用バスターミ

ナルをいう。以下

同じ。）に係るも

の 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

運輸局長 

  ロ 法第二条第

六号ニに掲げる

施設（当該施設を

設置し、又は管理

する者が一般旅

客定期航路事業

者又は旅客不定

期航路事業者で

あ る も の に 限

る。）に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

運輸局長（運

輸監理部長

を含む。） 

  ハ 法第二条第

六号ニに掲げる

施設（当該施設を

設置し、又は管理

する者が一般旅

客定期航路事業

者又は旅客不定

期航路事業者で

あ る も の を 除

く。）に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

整備局長又

は北海道開

発局長 

  ニ 法第二条第

六号ホに掲げる

施設に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

航空局長 
二 法第

九条第三

項の規定

による命

令 

イ 法第二条第

六号ハに掲げる

施設のうち専用

バスターミナル

に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

運輸局長 

  ロ 乗合バス車

両、貸切バス車両

又は福祉タクシ

ー車両（公共交通

移動等円滑化基

当該乗合バ

ス車両、貸切

バス車両又

は福祉タク

シー車両の

準省令第二条第

一項第十四号に

規定する福祉タ

クシー車両をい

う。以下同じ。）に

係るもの 

使用の本拠

を管轄する

地方運輸局

長 

  ハ 法第二条第

六号ニに掲げる

施設（当該施設を

設置し、又は管理

する者が一般旅

客定期航路事業

者又は旅客不定

期航路事業者で

あ る も の に 限

る。）に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

運輸局長（運

輸監理部長

を含む。） 

  ニ 法第二条第

六号ニに掲げる

施設（当該施設を

設置し、又は管理

する者が一般旅

客定期航路事業

者又は旅客不定

期航路事業者で

あ る も の を 除

く。）に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

整備局長又

は北海道開

発局長 

  ホ 船舶に係る

もの 
当該船舶の

航路の拠点

を管轄する

地方運輸局

長（運輸監理

部 長 を 含

む。） 
  ヘ 法第二条第

六号ホに掲げる

施設に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

航空局長 
三 法第

九条の三

の指導及

び助言並

びに法第

九条の七

第一項の

勧告及び

同条第二

項の規定

による公

表 

イ 法第二条第

六号イに掲げる

施設のうち鉄道

事業法（昭和六十

一年法律第九十

二号）第八条第一

項の認可に係る

もの以外のもの

又は同号ハに掲

げる施設のうち

専用バスターミ

ナルに係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

運輸局長 
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 ロ 鉄道車両の

うち鉄道事業法

第十三条第一項

の確認（鉄道事業

法施行規則（昭和

六十二年運輸省

令第六号）第二十

条第二項及び第

三項に規定する

ものに限る。）に

係るもの、乗合バ

ス車両に係るも

の、貸切バス車両

に係るもの又は

福祉タクシー車

両に係るもの 

当該鉄道車

両、乗合バス

車両、貸切バ

ス車両又は

福祉タクシ

ー車両の使

用の本拠を

管轄する地

方運輸局長 

 ハ 法第二条第

六号ニに掲げる

施設（当該施設を

設置し、又は管理

する者が一般旅

客定期航路事業

者又は旅客不定

期航路事業者で

あ る も の に 限

る。）に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

運輸局長（運

輸監理部長

を含む。） 

 ニ 法第二条第

六号ニに掲げる

施設（当該施設を

設置し、又は管理

する者が一般旅

客定期航路事業

者又は旅客不定

期航路事業者で

あ る も の を 除

く。）に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

整備局長又

は北海道開

発局長 

 ホ 船舶に係る

もの 
当該船舶の

航路の拠点

を管轄する

地方運輸局

長（運輸監理

部 長 を 含

む。） 
 ヘ 法第二条第

六号ホに掲げる

施設に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

航空局長 
 ト 特定本邦航

空運送事業者の

当該航空機

を使用する

使用航空機以外

の航空機（公共交

通移動等円滑化

基準省令第二条

第一項第十六号

に規定する航空

機をいう。）に係

るもの 

本邦航空運

送事業者の

主たる事務

所を管轄す

る地方航空

局長 

四 法第

二十二条

の二第一

項の移動

等円滑化

困難旅客

施設の認

定並びに

同条第二

項の認定

及び同条

第五項に

おいて準

用する第

十八条第

二項の変

更の認定 

イ 法第二条第

六号イに掲げる

施設のうち鉄道

事業法第八条第

一項の認可に係

るもの以外のも

の又は同号ハに

掲げる施設のう

ち専用バスター

ミナルに係るも

の 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

運輸局長 

 ロ 法第二条第

六号ニに掲げる

施設（当該施設を

設置し、又は管理

する者が一般旅

客定期航路事業

者又は旅客不定

期航路事業者で

あ る も の に 限

る。）に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

運輸局長（運

輸監理部長

を含む。） 

 ハ 法第二条第

六号ニに掲げる

施設（当該施設を

設置し、又は管理

する者が一般旅

客定期航路事業

者又は旅客不定

期航路事業者で

あ る も の を 除

く。）に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

整備局長又

は北海道開

発局長 

 ニ 法第二条第

六号ホに掲げる

施設に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

航空局長 
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五 法第

二十四条

の六第五

項の規定

による勧

告 

イ 法第二条第

六号イに掲げる

施設のうち鉄道

事業法第八条第

一項の認可に係

るもの以外のも

の又は同号ハに

掲げる施設のう

ち専用バスター

ミナルに係るも

の 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

運輸局長 

 ロ 法第二条第

六号ニに掲げる

施設（当該施設を

設置し、又は管理

する者が一般旅

客定期航路事業

者又は旅客不定

期航路事業者で

あ る も の に 限

る。）に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

運輸局長（運

輸監理部長

を含む。） 

 ハ 法第二条第

六号ニに掲げる

施設（当該施設を

設置し、又は管理

する者が一般旅

客定期航路事業

者又は旅客不定

期航路事業者で

あ る も の を 除

く。）に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

整備局長又

は北海道開

発局長 

 ニ 法第二条第

六号ホに掲げる

施設に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

航空局長 
六 法第

二十九条

第一項の

規定によ

る申請の

受理、同

条第二項

の認定、

同条第三

項の規定

による変

更の認定

及び同条

第五項の

イ 法第二条第

六号イに掲げる

施設のうち鉄道

事業法第八条第

一項の認可に係

るもの以外のも

の又は同号ハに

掲げる施設のう

ち専用バスター

ミナルに係るも

の 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

運輸局長 

規定によ

る認定の

取消し 
  ロ 乗合バス車

両、貸切バス車両

又は福祉タクシ

ー車両に係るも

の 

当該乗合バ

ス車両、貸切

バス車両又

は福祉タク

シー車両の

使用の本拠

を管轄する

地方運輸局

長 
  ハ 法第二条第

六号ニに掲げる

施設（当該施設を

設置し、又は管理

する者が一般旅

客定期航路事業

者又は旅客不定

期航路事業者で

あ る も の に 限

る。）に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

運輸局長（運

輸監理部長

を含む。） 

  ニ 法第二条第

六号ニに掲げる

施設（当該施設を

設置し、又は管理

する者が一般旅

客定期航路事業

者又は旅客不定

期航路事業者で

あ る も の を 除

く。）に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

整備局長又

は北海道開

発局長 

  ホ 法第二条第

六号ホに掲げる

施設に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

航空局長 
七 法第三十二条第三項の規

定による協議及び同意 
市町村の区

域を管轄す

る地方整備

局長又は北

海道開発局

長 
八 法第

三十八条

第二項の

規定によ

る通知の

受理及び

同条第三

イ 法第二条第

六号イに掲げる

施設のうち鉄道

事業法第八条第

一項の認可に係

るもの以外のも

の又は同号ハに

当該施設の

所在地を管

轄する地方

運輸局長 
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項の規定

による勧

告 

掲げる施設のう

ち専用バスター

ミナルに係るも

の 
  ロ 乗合バス車

両、貸切バス車両

又は福祉タクシ

ー車両に係るも

の 

当該乗合バ

ス車両、貸切

バス車両又

は福祉タク

シー車両の

使用の本拠

を管轄する

地方運輸局

長 
  ハ 法第二条第

六号ニに掲げる

施設（当該施設を

設置し、又は管理

する者が一般旅

客定期航路事業

者又は旅客不定

期航路事業者で

あ る も の に 限

る。）に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

運輸局長（運

輸監理部長

を含む。） 

  ニ 法第二条第

六号ニに掲げる

施設（当該施設を

設置し、又は管理

する者が一般旅

客定期航路事業

者又は旅客不定

期航路事業者で

あ る も の を 除

く。）に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

整備局長又

は北海道開

発局長 

  ホ 法第二条第

六号ホに掲げる

施設に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

航空局長 
九 法第

三十八条

第四項の

規定によ

る命令 

イ 法第二条第

六号ハに掲げる

施設のうち専用

バスターミナル

に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

運輸局長 

 ロ 乗合バス車

両、貸切バス車両

又は福祉タクシ

ー車両に係るも

の 

当該乗合バ

ス車両、貸切

バス車両又

は福祉タク

シー車両の

使用の本拠

を管轄する

地方運輸局

長 
  ハ 法第二条第

六号ニに掲げる

施設（当該施設を

設置し、又は管理

する者が一般旅

客定期航路事業

者又は旅客不定

期航路事業者で

あ る も の に 限

る。）に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

運輸局長（運

輸監理部長

を含む。） 

  ニ 法第二条第

六号ニに掲げる

施設（当該施設を

設置し、又は管理

する者が一般旅

客定期航路事業

者又は旅客不定

期航路事業者で

あ る も の を 除

く。）に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

整備局長又

は北海道開

発局長 

  ホ 法第二条第

六号ホに掲げる

施設に係るもの 

当該施設の

所在地を管

轄する地方

航空局長 
２ 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法

第二十四条の二第八項の助言（法第二十五条第

十項において準用する場合を含む。）に係るも

の並びに法第五十三条第一項の規定による報

告、立入検査及び質問に係るものは、地方整備

局長、北海道開発局長、地方運輸局長（運輸監

理部長を含む。）、地方航空局長、運輸支局長及

び海事事務所長も行うことができる。 

３ 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法

第二十四条の六第五項の勧告に係るもの（道路

管理者に係るものに限る。）は、地方整備局長

及び北海道開発局長も行うことができる。 

４ 法に規定する道路管理者及び公園管理者で

ある国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び

北海道開発局長に委任する。 

（書類の経由） 
第二十七条 第十五条第一項及び第十六条第一

項の規定により国土交通大臣に提出すべき申

請書のうち、法第二条第六号イに掲げる施設の

うち鉄道事業法第八条第一項の認可に係るも

の、同号ロに掲げる施設及び同号ハに掲げる施

設のうち一般バスターミナルに係るものは、当

該施設の所在地を管轄する地方運輸局長を経

由して提出しなければならない。 
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２ この省令の規定により地方運輸局長に提出

すべき申請書のうち、乗合バス車両、貸切バス

車両又は福祉タクシー車両に係るものは、当該

乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー

車両の使用の本拠を管轄する運輸監理部長又

は運輸支局長を経由して提出しなければなら

ない。 

３ この省令の規定により地方運輸局長に提出

すべき移動等円滑化実績等報告書のうち、乗合

バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両

に係るものは、法第二条第五号ハに掲げる者の

主たる事務所を管轄する運輸監理部長又は運

輸支局長を経由して提出しなければならない。 

附 則 抄 

（施行期日） 
第一条 この省令は、法の施行の日（平成十八年

十二月二十日）から施行する。（以下略） 

附 則 （平成二三年八月三〇日国土交通

省令第六七号） 

この省令は、公布の日から施行する。 
附 則 （平成二三年一一月三〇日国土交

通省令第八五号） 

この省令は、地域の自主性及び自立性を高める

ための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の

施行の日（平成二十三年十一月三十日）から施行

する。 
附 則 （平成三〇年一〇月一九日国土交

通省令第八一号） 

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律の一部を改正する法律の

施行の日（平成三十年十一月一日）から施行する。 
附 則 （平成三一年三月八日国土交通省

令第七号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この省令は、高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律の一部を改正す

る法律附則第一条ただし書に規定する規定の

施行の日（平成三十一年四月一日。以下「施行

日」という。）から施行する。（以下略） 

附 則 （令和元年六月二八日国土交通省

令第二〇号） 

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正す

る法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行

する。 
附 則 （令和二年一二月二三日国土交通

省令第九八号） 

（施行期日） 
１ この省令は、令和三年一月一日から施行する。

（以下略） 

附 則 （令和三年一月二〇日国土交通省

令第一号） 

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律の一部を改正する法律の

施行の日（令和三年四月一日）から施行する。 
附 則 （令和三年三月三〇日国土交通省

令第一二号） 

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律の一部を改正する法律（令

和二年法律第二十八号）の施行の日（令和三年四

月一日）から施行する。 
附 則 （令和三年一〇月一日国土交通省

令第六二号） 

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律施行令の一部を改正する

政令の施行の日（令和三年十月一日）から施行す

る。 
附 則 （令和四年三月三一日国土交通省

令第三〇号） 

（施行期日） 
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行

する。（以下略） 

 
 

様式〔略〕 
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○高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために 

誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令 

平成十八年十二月十五日国土交通省令第百十四号 

最終改正：令和四年三月三一日国土交通省令第三〇号 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律（平成十八年法律第九十一号）第十七条

第三項第一号の規定に基づき、高齢者、障害者等

が円滑に利用できるようにするために誘導すべ

き建築物特定施設の構造及び配置に関する基準

を定める省令を次のように定める。 

 

（建築物移動等円滑化誘導基準） 
第一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律（以下「法」という。）第十七条

第三項第一号の主務省令で定める建築物特定

施設の構造及び配置に関する基準は、この省令

の定めるところによる。 

（出入口） 
第二条 多数の者が利用する出入口（次項に規定

するもの並びに籠、昇降路、便所及び浴室等に

設けられるものを除き、かつ、二以上の出入口

を併設する場合には、そのうち一以上のものに

限る。）は、次に掲げるものでなければならな

い。 

一 幅は、九十センチメートル以上とすること。 

二 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構

造その他の車椅子使用者が容易に開閉して

通過できる構造とし、かつ、その前後に高低

差がないこと。 

２ 多数の者が利用する直接地上へ通ずる出入

口のうち一以上のものは、次に掲げるものでな

ければならない。 

一 幅は、百二十センチメートル以上とするこ

と。 

二 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構

造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

（廊下等） 

第三条 多数の者が利用する廊下等は、次に掲げ

るものでなければならない。 

一 幅は、百八十センチメートル以上とするこ

と。ただし、五十メートル以内ごとに車椅子

のすれ違いに支障がない場所を設ける場合

にあっては、百四十センチメートル以上とす

ることができる。 

二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で

仕上げること。 

三 階段又は傾斜路（階段に代わり、又はこれ

に併設するものに限る。）の上端に近接する

廊下等の部分（不特定かつ多数の者が利用し、

又は主として視覚障害者が利用するものに

限る。）には、点状ブロック等を敷設するこ

と。ただし、視覚障害者の利用上支障がない

ものとして国土交通大臣が定める場合は、こ

の限りでない。 

四 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構

造その他の車椅子使用者が容易に開閉して

通過できる構造とし、かつ、その前後に高低

差がないこと。 

五 側面に廊下等に向かって開く戸を設ける

場合には、当該戸の開閉により高齢者、障害

者等の通行の安全上支障がないよう必要な

措置を講ずること。 

六 不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て視覚障害者が利用する廊下等に突出物を

設けないこと。ただし、視覚障害者の通行の

安全上支障が生じないよう必要な措置を講

じた場合は、この限りでない。 

七 高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備

を適切な位置に設けること。 

２ 前項第一号及び第四号の規定は、車椅子使用

者の利用上支障がないものとして国土交通大

臣が定める廊下等の部分には、適用しない。 

（階段） 

第四条 多数の者が利用する階段は、次に掲げる

ものとしなければならない。 

一 幅は、百四十センチメートル以上とするこ

と。ただし、手すりが設けられた場合にあっ

ては、手すりの幅が十センチメートルを限度

として、ないものとみなして算定することが

できる。 

二 蹴上げの寸法は、十六センチメートル以下

とすること。 

三 踏面の寸法は、三十センチメートル以上と

すること。 

四 踊場を除き、両側に手すりを設けること。 

五 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で

仕上げること。 

六 踏面の端部とその周囲の部分との色の明

度、色相又は彩度の差が大きいことにより段

を容易に識別できるものとすること。 

七 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因

となるものを設けない構造とすること。 

八 段がある部分の上端に近接する踊場の部

分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主と
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して視覚障害者が利用するものに限る。）に

は、点状ブロック等を敷設すること。ただし、

視覚障害者の利用上支障がないものとして

国土交通大臣が定める場合は、この限りでな

い。 

九 主たる階段は、回り階段でないこと。 

（傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の

設置） 
第五条 多数の者が利用する階段を設ける場合

には、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜

路又はエレベーターその他の昇降機（二以上の

階にわたるときには、第七条に定めるものに限

る。）を設けなければならない。ただし、車椅子

使用者の利用上支障がないものとして国土交

通大臣が定める場合は、この限りでない。 

（階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路） 
第六条 多数の者が利用する傾斜路（階段に代わ

り、又はこれに併設するものに限る。）は、次に

掲げるものでなければならない。 

一 幅は、階段に代わるものにあっては百五十

センチメートル以上、階段に併設するものに

あっては百二十センチメートル以上とする

こと。 

二 勾(こう)配は、十二分の一を超えないこと。 

三 高さが七十五センチメートルを超えるも

のにあっては、高さ七十五センチメートル以

内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上

の踊場を設けること。 

四 高さが十六センチメートルを超える傾斜

がある部分には、両側に手すりを設けること。 

五 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で

仕上げること。 

六 その前後の廊下等との色の明度、色相又は

彩度の差が大きいことによりその存在を容

易に識別できるものとすること。 

七 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の

部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主

として視覚障害者が利用するものに限る。）

には、点状ブロック等を敷設すること。ただ

し、視覚障害者の利用上支障がないものとし

て国土交通大臣が定める場合は、この限りで

ない。 

２ 前項第一号から第三号までの規定は、車椅子

使用者の利用上支障がないものとして国土交

通大臣が定める傾斜路の部分には、適用しない。

この場合において、勾配が十二分の一を超える

傾斜がある部分には、両側に手すりを設けなけ

ればならない。 

 

（エレベーター） 
第七条 多数の者が利用するエレベーター（次条

に規定するものを除く。以下この条において同

じ。）を設ける場合には、第一号及び第二号に

規定する階に停止する籠を備えたエレベータ

ーを、第一号に規定する階ごとに一以上設けな

ければならない。 

一 多数の者が利用する居室、車椅子使用者用

便房、車椅子使用者用駐車施設、車椅子使用

者用客室、第十二条の二第一項に規定する車

椅子使用者用客席又は第十三条第一号に規

定する車椅子使用者用浴室等がある階 

二 直接地上へ通ずる出入口のある階 

２ 多数の者が利用するエレベーター及びそ

の乗降ロビーは、次に掲げるものでなければ

ならない。 

一 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチ

メートル以上とすること。 

二 籠の奥行きは、百三十五センチメートル以

上とすること。 

三 乗降ロビーは、高低差がないものとし、そ

の幅及び奥行きは、百五十センチメートル以

上とすること。 

四 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現

在位置を表示する装置を設けること。 

五 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表

示する装置を設けること。 

３ 第一項の規定により設けられた多数の者が

利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、

前項に定めるもののほか、次に掲げるものでな

ければならない。 

一 籠の幅は、百四十センチメートル以上とす

ること。 

二 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とす

ること。 

三 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が

利用しやすい位置に制御装置を設けること。 

４ 不特定かつ多数の者が利用するエレベータ

ーは、第二項第一号、第二号及び第四号並びに

前項第一号及び第二号に定めるものでなけれ

ばならない。 

５ 第一項の規定により設けられた不特定かつ

多数の者が利用するエレベーター及びその乗

降ロビーは、第二項第二号、第四号及び第五号

並びに第三項第二号及び第三号に定めるもの

のほか、次に掲げるものでなければならない。 

一 籠の幅は、百六十センチメートル以上とす

ること。 

二 籠及び昇降路の出入口の幅は、九十センチ

メートル以上とすること。 

三 乗降ロビーは、高低差がないものとし、そ

の幅及び奥行きは、百八十センチメートル以

上とすること。 

６ 第一項の規定により設けられた不特定かつ

多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が
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利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、

第三項又は前項に定めるもののほか、次に掲げ

るものでなければならない。ただし、視覚障害

者の利用上支障がないものとして国土交通大

臣が定める場合は、この限りでない。 

一 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降

路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせ

る装置を設けること。 

二 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置（車

椅子使用者が利用しやすい位置及びその他

の位置に制御装置を設ける場合にあっては、

当該その他の位置に設けるものに限る。）は、

点字その他国土交通大臣が定める方法によ

り視覚障害者が円滑に操作することができ

る構造とすること。 

三 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降

方向を音声により知らせる装置を設けるこ

と。 

（特殊な構造又は使用形態のエレベーターそ

の他の昇降機） 
第八条 階段又は段に代わり、又はこれに併設す

る国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用

形態のエレベーターその他の昇降機は、車椅子

使用者が円滑に利用できるものとして国土交

通大臣が定める構造としなければならない。 

（便所） 
第九条 多数の者が利用する便所は、次に掲げる

ものでなければならない。 

一 多数の者が利用する便所（男子用及び女子

用の区別があるときは、それぞれの便所）が

設けられている階ごとに、当該便所のうち一

以上に、車椅子使用者用便房及び高齢者、障

害者等が円滑に利用することができる構造

の水洗器具を設けた便房を設けること。 

二 多数の者が利用する便所が設けられてい

る階の車椅子使用者用便房の数は、当該階の

便房（多数の者が利用するものに限る。以下

この号において同じ。）の総数が二百以下の

場合は当該便房の総数に五十分の一を乗じ

て得た数以上とし、当該階の便房の総数が二

百を超える場合は当該便房の総数に百分の

一を乗じて得た数に二を加えた数以上とす

ること。 

三 車椅子使用者用便房及び当該便房が設け

られている便所の出入口は、次に掲げるもの

であること。 

イ 幅は、八十センチメートル以上とするこ

と。 

ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する

構造その他の車椅子使用者が容易に開閉

して通過できる構造とし、かつ、その前後

に高低差がないこと。 

四 多数の者が利用する便所に車椅子使用者

用便房が設けられておらず、かつ、当該便所

に近接する位置に車椅子使用者用便房が設

けられている便所が設けられていない場合

には、当該便所内に腰掛便座及び手すりの設

けられた便房を一以上設けること。 

２ 多数の者が利用する男子用小便器のある便

所が設けられている階ごとに、当該便所のうち

一以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器（受

け口の高さが三十五センチメートル以下のも

のに限る。）その他これらに類する小便器を一

以上設けなければならない。 

（ホテル又は旅館の客室） 
第十条 ホテル又は旅館には、客室の総数が二百

以下の場合は当該客室の総数に五十分の一を

乗じて得た数以上、客室の総数が二百を超える

場合は当該客室の総数に百分の一を乗じて得

た数に二を加えた数以上の車椅子使用者用客

室を設けなければならない。 

２ 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでな

ければならない。 

一 出入口は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、八十センチメートル以上とするこ

と。 

ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する

構造その他の車椅子使用者が容易に開閉

して通過できる構造とし、かつ、その前後

に高低差がないこと。 

二 便所は、次に掲げるものであること。ただ

し、当該客室が設けられている階に不特定か

つ多数の者が利用する便所が一以上（男子用

及び女子用の区別があるときは、それぞれ一

以上）設けられている場合は、この限りでな

い。 

イ 便所内に車椅子使用者用便房を設ける

こと。 

ロ 車椅子使用者用便房及び当該便房が設

けられている便所の出入口は、前条第一項

第三号イ及びロに掲げるものであること。 

三 浴室等は、次に掲げるものであること。た

だし、当該客室が設けられている建築物に不

特定かつ多数の者が利用する浴室等が一以

上（男子用及び女子用の区別があるときは、

それぞれ一以上）設けられている場合は、こ

の限りでない。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することが

できるものとして国土交通大臣が定める

構造の浴室等（以下「車椅子使用者用浴室

等」という。）であること。 

ロ 出入口は、次に掲げるものであること。 

（１） 幅は、八十センチメートル以上と

すること。 
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（２） 戸を設ける場合には、自動的に開

閉する構造その他の車椅子使用者

が容易に開閉して通過できる構造

とし、かつ、その前後に高低差がな

いこと。 

（敷地内の通路） 
第十一条 多数の者が利用する敷地内の通路は、

次に掲げるものでなければならない。 

一 段がある部分及び傾斜路を除き、幅は、百

八十センチメートル以上とすること。 

二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で

仕上げること。 

三 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構

造その他の車椅子使用者が容易に開閉して

通過できる構造とし、かつ、その前後に高低

差がないこと。 

四 段がある部分は、次に掲げるものであるこ

と。 

イ 幅は、百四十センチメートル以上とする

こと。ただし、手すりが設けられた場合に

あっては、手すりの幅が十センチメートル

を限度として、ないものとみなして算定す

ることができる。 

ロ 蹴上げの寸法は、十六センチメートル以

下とすること。 

ハ 踏面の寸法は、三十センチメートル以上

とすること。 

ニ 両側に手すりを設けること。 

ホ 踏面の端部とその周囲の部分との色の

明度、色相又は彩度の差が大きいことによ

り段を容易に識別できるものとすること。 

ヘ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原

因となるものを設けない構造とすること。 

五 段を設ける場合には、段に代わり、又はこ

れに併設する傾斜路又はエレベーターその

他の昇降機を設けなければならない。 

六 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、段に代わるものにあっては百五十

センチメートル以上、段に併設するものに

あっては百二十センチメートル以上とす

ること。 

ロ 勾配は、十五分の一を超えないこと。 

ハ 高さが七十五センチメートルを超える

もの（勾配が二十分の一を超えるものに限

る。）にあっては、高さ七十五センチメート

ル以内ごとに踏幅が百五十センチメート

ル以上の踊場を設けること。 

ニ 高さが十六センチメートルを超え、かつ、

勾配が二十分の一を超える傾斜がある部

分には、両側に手すりを設けること。 

ホ その前後の通路との色の明度、色相又は

彩度の差が大きいことによりその存在を

容易に識別できるものとすること。 

２ 多数の者が利用する敷地内の通路（道等から

直接地上へ通ずる出入口までの経路を構成す

るものに限る。）が地形の特殊性により前項の

規定によることが困難である場合においては、

同項第一号、第三号、第五号及び第六号イから

ハまでの規定は、当該敷地内の通路が設けられ

た建築物の車寄せから直接地上へ通ずる出入

口までの敷地内の通路の部分に限り、適用する。 

３ 第一項第一号、第三号、第五号及び第六号イ

からハまでの規定は、車椅子使用者の利用上支

障がないものとして国土交通大臣が定める敷

地内の通路の部分には、適用しない。この場合

において、勾配が十二分の一を超える傾斜があ

る部分には、両側に手すりを設けなければなら

ない。 

（駐車場） 
第十二条 多数の者が利用する駐車場には、当該

駐車場の全駐車台数が二百以下の場合は当該

駐車台数に五十分の一を乗じて得た数以上、全

駐車台数が二百を超える場合は当該駐車台数

に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以

上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければ

ならない。 

（劇場等の客席） 
第十二条の二 劇場、観覧場、映画館、演芸場、

集会場又は公会堂（以下「劇場等」という。）に

客席を設ける場合には、客席の総数が二百以下

のときは当該客席の総数に五十分の一を乗じ

て得た数以上、客席の総数が二百を超え二千以

下のときは当該客席の総数に百分の一を乗じ

て得た数に二を加えた数以上、客席の総数が二

千を超えるときは当該客席の総数に一万分の

七十五を乗じて得た数に七を加えた数以上の

車椅子使用者用客席（車椅子使用者が円滑に利

用できる客席をいう。以下この条において同

じ。）を設けなければならない。 

２ 車椅子使用者用客席は、次に掲げるものでな

ければならない。 

一 幅は、九十センチメートル以上とすること。 

二 奥行きは、百二十センチメートル以上とす

ること。 

三 床は、平らとすること。 

四 車椅子使用者が舞台等を容易に視認でき

る構造とすること。 

五 同伴者用の客席又はスペースを当該車椅

子使用者用客席に隣接して設けること。 

３ 客席の総数が二百を超える場合には、第一項

の規定による車椅子使用者用客席を二箇所以

上に分散して設けなければならない。 

（浴室等） 
第十三条 多数の者が利用する浴室等を設ける
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場合には、そのうち一以上（男子用及び女子用

の区別があるときは、それぞれ一以上）は、次

に掲げるものでなければならない。 

一 車椅子使用者用浴室等であること。 

二 出入口は、第十条第二項第三号ロに掲げる

ものであること。 

（標識） 
第十四条 移動等円滑化の措置がとられたエレ

ベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の

付近には、それぞれ、当該エレベーターその他

の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示

する標識を、高齢者、障害者等の見やすい位置

に設けなければならない。 

２ 前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が

容易に識別できるもの（当該内容が日本産業規

格 Z 八二一〇に定められているときは、これ

に適合するもの）でなければならない。 

（案内設備） 
第十五条 建築物又はその敷地には、当該建築物

又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとら

れたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐

車施設の配置を表示した案内板その他の設備

を設けなければならない。ただし、当該エレベ

ーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配

置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 

２ 建築物又はその敷地には、当該建築物又はそ

の敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエ

レベーターその他の昇降機又は便所の配置を

点字その他国土交通大臣が定める方法により

視覚障害者に示すための設備を設けなければ

ならない。 

３ 案内所を設ける場合には、前二項の規定は適

用しない。 

（案内設備までの経路） 
第十六条 道等から前条第二項の規定による設

備又は同条第三項の規定による案内所までの

主たる経路（不特定かつ多数の者が利用し、又

は主として視覚障害者が利用するものに限る。）

は、視覚障害者移動等円滑化経路にしなければ

ならない。ただし、視覚障害者の利用上支障が

ないものとして国土交通大臣が定める場合は、

この限りでない。 

（増築等又は修繕等に関する適用範囲） 
第十七条 建築物の増築若しくは改築（用途の変

更をして特定建築物にすることを含む。以下

「増築等」という。）又は建築物の修繕若しく

は模様替（建築物特定施設に係るものに限る。

以下「修繕等」という。）をする場合には、第二

条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の

部分に限り、適用する。 

一 当該増築等又は修繕等に係る部分 

二 道等から前号に掲げる部分までの一以上

の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾

斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地

内の通路 

三 多数の者が利用する便所のうち一以上の

もの 

四 第一号に掲げる部分から車椅子使用者用

便房（前号に掲げる便所に設けられるものに

限る。）までの一以上の経路を構成する出入

口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターそ

の他の昇降機及び敷地内の通路 

五 ホテル又は旅館の客室のうち一以上のも

の 

六 第一号に掲げる部分から前号に掲げる客

室までの一以上の経路を構成する出入口、廊

下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の

昇降機及び敷地内の通路 

七 多数の者が利用する駐車場のうち一以上

のもの 

八 車椅子使用者用駐車施設（前号に掲げる駐

車場に設けられるものに限る。）から第一号

に掲げる部分までの一以上の経路を構成す

る出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベー

ターその他の昇降機及び敷地内の通路 

九 劇場等の客席のうち一以上のもの 

十 第一号に掲げる部分から前号に掲げる客

席までの一以上の経路を構成する出入口、廊

下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の

昇降機及び敷地内の通路 

十一 多数の者が利用する浴室等 

十二 第一号に掲げる部分から車椅子使用者

用浴室等（前号に掲げるものに限る。）まで

の一以上の経路を構成する出入口、廊下等、

階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機

及び敷地内の通路 

２ 前項第三号に掲げる建築物の部分について

第九条の規定を適用する場合には、同条第一項

第一号中「便所（男子用及び女子用の区別があ

るときは、それぞれの便所）が設けられている

階ごとに、当該便所のうち一以上に、」とある

のは「便所（男子用及び女子用の区別があると

きは、それぞれの便所）に、」と、同項第二号中

「便所が設けられている階の」とあるのは「便

所の」と、「当該階の」とあるのは「当該便所の」

と、同条第二項中「便所が設けられている階ご

とに、当該便所のうち」とあるのは「便所を設

ける場合には、そのうち」とする。 

３ 第一項第五号に掲げる建築物の部分につい

て第十条の規定を適用する場合には、同条中

「客室の総数が二百以下の場合は当該客室の

総数に五十分の一を乗じて得た数以上、客室の

総数が二百を超える場合は当該客室の総数に

百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上」
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とあるのは「一以上」とする。 

４ 第一項第七号に掲げる建築物の部分につい

て第十二条の規定を適用する場合には、同条中

「当該駐車場の全駐車台数が二百以下の場合

は当該駐車台数に五十分の一を乗じて得た数

以上、全駐車台数が二百を超える場合は当該駐

車台数に百分の一を乗じて得た数に二を加え

た数以上」とあるのは「一以上」とする。 

５ 第一項第九号に掲げる建築物の部分につい

て第十二条の二の規定を適用する場合には、同

条第一項中「客席の総数が二百以下のときは当

該客席の総数に五十分の一を乗じて得た数以

上、客席の総数が二百を超え二千以下のときは

当該客席の総数に百分の一を乗じて得た数に

二を加えた数以上、客席の総数が二千を超える

ときは当該客席の総数に一万分の七十五を乗

じて得た数に七を加えた数以上」とあるのは、

「一以上」とする。 

（特別特定建築物に関する読替え） 
第十八条 法第十七条第一項の申請に係る特別

特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律施行令（平成十八年政令

第三百七十九号）第五条第一号に規定する公立

小学校等を除く。）における第二条から前条ま

で（第三条第一項第三号及び第六号、第四条第

八号、第六条第一項第七号、第七条第四項から

第六項まで、第十条第二項並びに第十六条を除

く。）の規定の適用については、これらの規定

（第二条第一項及び第七条第三項を除く。）中

「多数の者が利用する」とあるのは「不特定か

つ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障

害者等が利用する」と、第二条第一項中「多数

の者が利用する出入口（次項に規定するもの並

びに籠、昇降路、便所」とあるのは「不特定か

つ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障

害者等が利用する出入口（次項に規定するもの

並びに籠、昇降路、便所、車椅子使用者用客室」

と、第七条第三項中「多数の者が利用する」と

あるのは「主として高齢者、障害者等が利用す

る」と、前条中「特定建築物」とあるのは「特

別特定建築物」とする。 

（協定建築物に関する読替え） 
第十九条 法第二十二条の二第一項の申請に係

る協定建築物における第二条から第十七条ま

で（第七条第二項から第五項まで、第九条第一

項第二号及び第四号、第十条、第十一条第二項、

第十二条から第十三条まで並びに第十七条第

一項各号列記の部分及び第二項から第四項ま

でを除く。）の規定の適用については、次の表

の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、

第七条第二項から第五項まで、第九条第一項第

二号及び第四号、第十条、第十一条第二項、第

十二条から第十三条まで並びに第十七条第一

項各号列記の部分及び第二項から第四項まで

の規定は適用しない。 

第 二 条 第 一

項、第三条第

一 項 、 第 四

条、第五条、

第 六 条 第 一

項、第十一条

第一項 

多 数 の 者 が

利用する 

協 定 建 築 物

特 定 施 設 で

ある 

第 二 条 第 一

項 

除き、かつ、

二 以 上 の 出

入 口 を 併 設

す る 場 合 に

は、そのうち

一 以 上 の も

のに限る 

除く 

第 二 条 第 二

項 

多 数 の 者 が

利 用 す る 直

接地上 

協 定 建 築 物

特 定 施 設 で

あ っ て 直 接

移 動 等 円 滑

化 困 難 旅 客

施 設 又 は 当

該 移 動 等 円

滑 化 困 難 旅

客 施 設 へ の

経路 

第 七 条 第 一

項 

多 数 の 者 が

利 用 す る エ

レベーター 

協 定 建 築 物

特 定 施 設 で

あ る エ レ ベ

ーター 

第 七 条 第 一

項第一号 

多 数 の 者 が

利 用 す る 居

室、車椅子使

用者用便房、

車 椅 子 使 用

者 用 駐 車 施

設、車椅子使

用 者 用 客 室

又 は 第 十 三

条 第 一 号 に

規 定 す る 車

椅 子 使 用 者

用浴室等 

協 定 建 築 物

特 定 施 設 で

ある便所 

第 七 条 第 一

項第二号 

地上 移 動 等 円 滑

化 困 難 旅 客

施 設 又 は 当

該 移 動 等 円
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滑 化 困 難 旅

客 施 設 へ の

経路 

第 七 条 第 六

項 

不 特 定 か つ

多 数 の 者 が

利用し、又は

主 と し て 視

覚 障 害 者 が

利用する 

協 定 建 築 物

特 定 施 設 で

ある 

 乗降ロビー 乗 降 ロ ビ ー

（ 同 項 各 号

に 規 定 す る

階 に あ る も

のに限る。以

下 こ の 項 に

お い て 同

じ。） 

 第 三 項 又 は

前項 

前項 

第八条 昇降機 昇降機（協定

建 築 物 特 定

施 設 で あ る

も の に 限

る。） 

第 九 条 第 一

項 

多 数 の 者 が

利 用 す る 便

所は 

協 定 建 築 物

特 定 施 設 で

ある便所は 

第 九 条 第 一

項第一号 

多 数 の 者 が

利 用 す る 便

所（男子用及

び 女 子 用 の

区 別 が あ る

ときは、それ

ぞれの便所）

が 設 け ら れ

て い る 階 ご

とに、当該便

所 の う ち 一

以上に、車椅

子 使 用 者 用

便房 

車 椅 子 使 用

者用便房 

 便房を 便 房 を 一 以

上 

第 九 条 第 一

項第三号 

便 房 が 設 け

ら れ て い る

便所 

便所 

第 九 条 第 二

項 

多 数 の 者 が

利 用 す る 男

子 用 小 便 器

の あ る 便 所

が 設 け ら れ

て い る 階 ご

とに、当該便

所 の う ち 一

以上に 

協 定 建 築 物

特 定 施 設 で

あ る 男 子 用

小 便 器 の あ

る便所には 

第 十 四 条 第

一項、第十五

条第一項 

、便所又は駐

車施設 

又は便所 

第十六条 道等 協 定 建 築 物

特定施設 

第 十 七 条 第

一項 

増 築 若 し く

は改築（用途

の 変 更 を し

て 特 定 建 築

物 に す る こ

とを含む。以

下「増築等」

という。）又

は 建 築 物 の

修 繕 若 し く

は模様替（建

築 物 特 定 施

設 に 係 る も

のに限る。以

下「修繕等」

という。） 

増築、改築、

修 繕 又 は 模

様替（協定建

築 物 特 定 施

設 に 係 る も

のに限る。以

下「増築等」

という。） 

 次 に 掲 げ る

建築物の 

当 該 増 築 等

に係る 

附 則 

この省令は、法の施行の日（平成十八年十二月

二十日）から施行する。 

附 則 （平成三一年三月八日国土交通省

令第七号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この省令は、高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律の一部を改正す

る法律附則第一条ただし書に規定する規定の

施行の日（平成三十一年四月一日。以下「施行

日」という。）から施行する。 

附 則 （令和元年六月二八日国土交通省

令第二〇号） 

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正す

る法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行

する。 

附 則 （令和三年一月二〇日国土交通省
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令第一号） 

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律の一部を改正する法律の

施行の日（令和三年四月一日）から施行する。 

附 則 （令和四年三月三一日国土交通省

令第三〇号） 抄 

（施行期日） 
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行

する。 
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○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律関係告示 
 

国家公安委員会、総務省 

文部科学省、国土交通省 

 

平成十八年十二月十五日 

改正 令和二年十二月二十五日 

 

移動等円滑化の促進に関する基本方針（抄） 
 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律（平成十八年法律第九十一号。以下「法」

という。）第三条第一項の規定に基づき、高齢者、

障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負

担を軽減することにより、その移動上又は施設の

利用上の利便性及び安全性を向上すること（以下

「移動等円滑化」という。）の促進に関する基本

方針について、国、地方公共団体、高齢者、障害

者等、施設設置管理者その他の関係者が互いに連

携協力しつつ移動等円滑化を総合的かつ計画的

に推進していくため、以下のとおり定める。 

一 移動等円滑化の意義及び目標に関する事項 

１ 移動等円滑化の意義 

我が国においては、世界のどの国もこれま

で経験したことのない本格的な高齢社会を

迎え、今後更なる高齢化が進展すると見込ま

れており、高齢者の自立と社会参加による、

健全で活力ある社会の実現が求められてい

る。また、今日、障害者が障害のない者と同

等に生活し活動する社会を目指す、ノーマラ

イゼーションの理念の社会への浸透が進み、

自立と共生の理念の下、障害の有無にかかわ

らず国民誰もが相互に人格と個性を尊重し

支え合う「共生社会」の実現が求められてい

る。さらに、近年、障害者の権利に関する条

約（平成二十六年条約第一号）の締結及び障

害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）

等の関連法制の整備に加え、ユニバーサル社

会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体

的な推進に関する法律（平成三十年法律第百

号）が公布・施行されたこと、東京オリンピ

ック競技大会及び東京パラリンピック競技

大会が開催されること等を契機として、共生

社会の実現を目指し、全国において更にバリ

アフリー化を推進するとともに、高齢者、障

害者等も含めて誰もが包摂され活躍できる

社会の実現に向けた取組を進めることが必

要となっている。 

このような社会の実現のためには、高齢者、

障害者等が自立した日常生活及び社会生活

を営むことができる社会を構築することが

重要であり、そのための環境の整備を一刻も

早く推進していくことが求められている。移

動及び施設の利用は、高齢者、障害者等が社

会参加をするための重要な手段であること

から、移動等円滑化を促進することは、この

ような社会の実現のために大きな意義を持

つものである。 

また、移動等円滑化の促進は、高齢者、障

害者等の社会参加を促進するのみでなく、 

「どこでも、誰でも、自由に、使いやすく」

というユニバーサルデザインの考え方に基

づき、全ての利用者に利用しやすい施設及び

車両等の整備を通じて、国民が生き生きと安

全に暮らせる活力ある社会の維持に寄与す

るものである。 

さらに、法第一条の二の基本理念の規定に

定めるように、この法律に基づく措置は、高

齢者、障害者等にとって日常生活又は社会生

活を営む上で障壁となるような社会におけ

る事物、制度、慣行、観念その他一切のもの

（いわゆる「社会的障壁」）の除去や、共生社

会の実現に資するものであり、移動等円滑化

の促進の意義はますます大きくなっている。 

なお、法にいう「高齢者、障害者等」には、

高齢者、全ての障害者（身体障害者のみなら

ず知的障害者、精神障害者及び発達障害者を

含む。）及び妊産婦等、日常生活又は社会生

活において身体の機能上の制限を受ける者

は全て含まれる。 

また、障害特性は様々であり、例えば視覚

障害についても、障害の程度によって期待さ

れる移動等円滑化の内容が異なることもあ

り得ること並びに身体の機能上の制限には、

知的障害者、精神障害者及び発達障害者等の

知覚面又は心理面の働きが原因で発現する

疲れやすさ、喉の渇き、照明への反応、表示

の分かりにくさ等の負担の原因となる様々

な制約が含まれることから、法が促進するこ

ととしている移動等円滑化には、このような

負担を軽減することによる移動上又は施設

の利用上の利便性及び安全性を向上するこ

とも含まれることに留意する必要がある。 

また、移動等円滑化を進めるに当たっては、

高齢者、障害者等の意見を十分に聴き、それ

を反映させることが重要である。 

２ 移動等円滑化の目標 

移動等円滑化を実現するためには、高齢者、

○             告示第一号 
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障害者等が日常生活又は社会生活において

利用する施設についてハード・ソフト両面の

移動等円滑化のための措置が講じられ、移動

等円滑化に携わる様々な者が連携すること

により、移動の連続性を確保することが重要

である。 

したがって、法では、これらの施設を設置

し、又は管理する者に対して移動等円滑化の

ために必要な措置を講ずるよう努める一般

的な責務を課すとともに、これらの施設の中

で、特に日常生活及び社会生活において通常

移動手段として用いられ、又は通常利用され

る旅客施設及び車両等、一定の道路及び旅客

特定車両停留施設、路外駐車場、公園施設並

びに建築物の各々について、新設等に際し

各々に対応した移動等円滑化基準への適合

を義務付けることとしている。さらに、公共

交通事業者等については、既存施設を含む更

なるハード対策及び旅客支援等のソフト対

策の一体的な取組を推進するための計画制

度が設けられている。 

また、市町村が定める移動等円滑化促進地

区において、法第二十四条の二第一項の移動

等円滑化の促進に関する方針（以下「移動等

円滑化促進方針」という。）に即して、届出制

度等により交通結節点における移動の連続

性を確保することとしている。 

さらに、市町村が定める重点整備地区にお

いて、移動等円滑化に係る特定事業その他の

事業が法第二十五条第一項の移動等円滑化

に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関

する基本的な構想（以下「基本構想」という。）

に即して重点的かつ一体的に実施されるこ

ととしている。 

移動等円滑化の促進に当たっては、国、地

方公共団体、施設設置管理者、都道府県公安

委員会等の関係者が必要に応じて緊密に連

携しながら、法に基づく枠組みの活用等によ

り、次に掲げる事項を達成することを目標と

する。 

⑴ 旅客施設 

個々の旅客施設における一日当たりの

平均的な利用者数については、新型コロナ

ウイルス感染症のような特殊な外的要因

により、年度によっては前年度に比べ著し

く増減する可能性があることから、例えば、

過去三年度における一日当たりの平均的

な利用者数の平均値を用いるなど、適切に

補正した結果も考慮することとする。 

① 鉄道駅及び軌道停留場 

一日当たりの平均的な利用者数が三

千人以上である鉄道駅及び軌道停留場

（以下「鉄軌道駅」という。）並びに一日

当たりの平均的な利用者数が二千人以

上三千人未満であって重点整備地区内

の生活関連施設である鉄軌道駅につい

ては、令和七年度までに、原則として全

てについて、エレベーター又はスロープ

を設置することを始めとした段差の解

消、ホームドア、可動式ホーム柵、点状

ブロックその他の視覚障害者の転落を

防止するための設備の整備、視覚障害者

誘導用ブロックの整備、運行情報提供設

備その他の案内設備の設置、便所がある

場合には障害者対応型便所の設置等の

移動等円滑化を実施する。この場合、地

域の要請及び支援の下、鉄軌道駅の構造

等の制約条件を踏まえ、可能な限りの整

備を行うこととする。また、これ以外の

鉄軌道駅についても、利用者数のみなら

ず、高齢者、障害者等の利用の実態等に

鑑み、基本構想及び移動等円滑化促進方

針（以下「基本構想等」という。）の作成

状況その他の地域の実情を踏まえて、移

動等円滑化を可能な限り実施する。 

ホームドア又は可動式ホーム柵につ

いては、転落及び接触事故の発生状況、

プラットホームをはじめとする鉄軌道

駅の構造及び利用実態、地域の実情等を

勘案し、優先度が高いプラットホームで

の整備の加速化を目指し、地域の支援の

下、令和七年度までに三千番線を整備す

る。そのうち、一日当たりの平均的な利

用者数が十万人以上の鉄軌道駅におい

て、八百番線を整備する。 

また、高齢者、障害者等に迂回による

過度な負担が生じないよう、大規模な鉄

軌道駅については、当該鉄軌道駅及び周

辺施設の状況、当該鉄軌道駅の利用状況

等を踏まえ、可能な限り移動等円滑化さ

れた経路を二以上設ける。 

さらに、車椅子使用者が単独で列車に

乗降しやすい鉄軌道駅の整備を進める

ため、駅施設及び車両の構造等に応じて、

十分に列車の走行の安全確保が図れる

ことを確認しつつ、可能な限りプラット

ホームと車両乗降口の段差及び隙間の

縮小を進める。 

② バスターミナル 

一日当たりの平均的な利用者数が三

千人以上であるバスターミナル及び一

日当たりの平均的な利用者数が二千人

以上三千人未満であって重点整備地区

内の生活関連施設であるバスターミナ
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ルについては、令和七年度までに、原則

として全てについて、段差の解消、視覚

障害者誘導用ブロックの整備、運行情報

提供設備その他の案内設備の設置、便所

がある場合には障害者対応型便所の設

置等の移動等円滑化を実施する。また、

これ以外のバスターミナルについても、

利用者数のみならず、高齢者、障害者等

の利用の実態等に鑑み、基本構想等の作

成状況その他の地域の実情を踏まえて、

移動等円滑化を可能な限り実施する。 

③・④ 略 

⑵ 略 

⑶ 道路 

重点整備地区内の主要な生活関連経路

を構成する道路等で国土交通大臣が指定

する特定道路の約七十パーセントについ

て、令和七年度までに、移動等円滑化を実

施する。 

⑷ 都市公園 

① 園路及び広場 

園路及び広場（特定公園施設であるも

のに限る。以下同じ。）の設置された規模

の大きい概ね二ヘクタール以上の都市

公園の約七十パーセントについて、令和

七年度までに、園路及び広場の移動等円

滑化を実施する。また、これ以外の都市

公園についても、高齢者、障害者等の利

用の実態等に鑑み、基本構想等の作成状

況その他の地域の実情を踏まえて、園路

及び広場の移動等円滑化を可能な限り

実施する。 

② 駐車場 

駐車場の設置された規模の大きい概

ね二ヘクタール以上の都市公園の約六

十パーセントについて、令和七年度まで

に、駐車場の移動等円滑化を実施する。

また、これ以外の都市公園についても、

高齢者、障害者等の利用の実態等に鑑み、

基本構想等の作成状況その他の地域の

実情を踏まえて、駐車場の移動等円滑化

を可能な限り実施する。 

③ 便所 

便所の設置された規模の大きい概ね

二ヘクタール以上の都市公園の約七十

パーセントについて、令和七年度までに、

便所の移動等円滑化を実施する。また、

これ以外の都市公園についても、高齢者、

障害者等の利用の実態等に鑑み、基本構

想等の作成状況その他の地域の実情を

踏まえて、便所の移動等円滑化を可能な

限り実施する。 

⑸ 路外駐車場 

特定路外駐車場の約七十五パーセント

について、令和七年度までに、移動等円滑

化を実施する。 

⑹ 建築物 

床面積の合計が二千平方メートル以上

の特別特定建築物（小学校、中学校、義務

教育学校又は中等教育学校（前期課程に係

るものに限る。）で公立のもの（以下「公立

小学校等」という。）を除く。）の総ストッ

クの約六十七パーセントについて、令和七

年度までに、移動等円滑化を実施する。ま

た、床面積の合計が二千平方メートル未満

の特別特定建築物等についても、地方公共

団体における条例制定の促進並びにガイ

ドラインの作成及び周知により、移動等円

滑化を実施する。 

公立小学校等については、別に定めると

ころにより、障害者対応型便所、スロープ、

エレベーター等の設置等の移動等円滑化

を実施する。 

⑺ 略 

⑻ 基本構想等 

移動等円滑化促進方針の作成市町村数

について、令和七年度までに、約三百五十

とする。また、基本構想の作成市町村数に

ついて、令和七年度までに、約四百五十と

する。 

⑼ 移動等円滑化に関する国民の理解と協

力（心のバリアフリー） 

移動等円滑化に関する国民の理解と協

力を得ることが当たり前の社会となるよ

うな環境整備を推進する。また、「心のバリ

アフリー」という用語の認知度について、

令和七年度までに、約五十パーセントとす

る。さらに、高齢者、障害者等の立場を理

解して行動ができている人の割合につい

て、令和七年度までに、原則として約百パ

ーセントとする。 

二 移動等円滑化のために施設設置管理者が講

ずべき措置に関する基本的な事項 

施設設置管理者は、利用者の利便性及び安全

性の向上を図る観点から、施設及び車両等の整

備、適切な役務の提供、利用者支援、適切な情

報の提供、職員等関係者に対する適切な教育訓

練並びに高齢者障害者等用施設等の適正な利

用の推進について関係者と連携しながら、１か

ら６までに掲げる各々の措置を適切に講ずる

ことにより、移動等円滑化を進めることが必要

である。特に、法第九条の四の計画の作成が求

められる公共交通事業者等においては、法第九

条の二第一項の公共交通事業者等の判断の基
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準となるべき事項（以下 

「判断基準」という。）を踏まえ、当該計画を

作成し、着実にこれらの措置を講ずることが必

要である。また、それ以外の公共交通事業者等

においても、判断基準を踏まえ、計画的に、こ

れらの措置を進めていくことが望ましい。 

施設設置管理者が１から６までに掲げる措

置を実施するに当たっては、その措置が効果的

に実施されるよう、地域の実情を把握している

市町村等の関係者と連携することにより、可能

な限り利便性の高い動線の確保等他の施設と

の連続性に配慮した措置を実施し、かつ、自ら

が設置し、又は管理する施設に設置される設備

について、施設の特性に応じて可能な限り時間

的な制約がなく利用できる等移動等円滑化の

ために必要な措置を講ずるよう努めることが

重要である。また、公共交通事業者等及び道路

管理者にあっては、複数の事業者間又は鉄道及

びバス等複数の交通機関間の継ぎ目となる交

通結節点における移動等円滑化にも十分配慮

することが重要である。特に、公共交通事業者

等及び旅客特定車両停留施設を管理する道路

管理者については、法第八条第八項及び第十条

第九項により関係者と相互に協力して移動等

円滑化に係る措置を講ずる努力義務が課され

ていることから、ハード・ソフト両面の乗継円

滑化を実現するため、関係者との連絡調整を積

極的に実施することが重要である。さらに、他

の公共交通事業者等又は旅客特定車両停留施

設を管理する道路管理者から移動等円滑化に

係る措置に関する協議を求められた際は、法第

八条第九項及び法第十条第十項により応諾義

務が課されていることを踏まえ、当該協議に誠

実に応じるとともに、建設的な議論を行うこと

が重要である。 

また、施設設置管理者は、施設及び車両等の

整備に当たっては、移動等円滑化のために講ず

る措置について具体的な実施計画を策定する

こと等により順次計画的に移動等円滑化を進

めていくこと、高齢者、障害者等が障害のない

者と共に利用できる形での施設整備を図るユ

ニバーサルデザインの考え方に十分留意する

こと、高齢者、障害者等の意見を反映させるた

めに可能な限り計画策定等への参画を得るこ

と等必要な措置を講ずるよう努めることが重

要である。 

１ 施設及び車両等の整備 

移動等円滑化を図るためには、まず、施設

及び車両等についてのハード面の整備が必

要である。したがって、法では、施設設置管

理者が、自らが設置し、又は管理する旅客施

設及び車両等、一定の道路及び旅客特定車両

停留施設、路外駐車場、公園施設並びに建築

物を新設等するときは、当該施設及び車両等

の移動等円滑化基準への適合及びその維持

が義務付けられており、また、既存の施設及

び車両等については、施設設置管理者は、当

該施設及び車両等を移動等円滑化基準に適

合させるために必要な措置を講ずるよう努

めることとされている。 

施設設置管理者が、施設及び車両等につい

て移動等円滑化のために必要な措置を講ず

る際には、次に掲げる観点が重要である。 

イ 高齢者、障害者等が施設内外の移動及び

施設の利用を円滑に行うために必要な施

設及び設備を整備し、連続した移動経路を

一以上確保すること。また、経路確保に当

たっては、高齢者、障害者等の移動上の利

便性及び安全性の確保に配慮すること。 

ロ 便所等附属する設備を設置する場合は、

一以上は障害者対応型にするなど、高齢者、

障害者等の利用に配慮したものにするこ

と。また、障害者対応型の設備については

その旨を示す案内用図記号を表示し、一般

の利用者による高齢者、障害者等への配慮

を促すこと。 

ハ 新設等した施設及び車両等はもとより、

既存の施設及び車両等を移動等円滑化基

準に適合させた場合についても、その機能

を適切に維持すること。 

ニ・ホ 略 

ヘ 道路にあっては、二以上の特定旅客施設

等を相互に接続する道路で高齢者、障害者

等の移動が通常徒歩で行われるものがあ

る場合は、関係道路管理者間で調整し、一

以上の経路を、特定道路に指定すべき道路

として国に情報提供すること。 

なお、移動等円滑化基準に定められていな

い内容であっても、上記の観点等から移動等

円滑化に資すると考えられる措置について

は、施設設置管理者はこれを積極的に実施し

ていくよう努力することが望ましい。 

特に、旅客施設及び旅客特定車両施設の移

動等円滑化に関しては、当該施設のみでは構

造上その他の理由により移動等円滑化基準

への適合が困難な場合であっても、協定の締

結により当該施設に必要な高齢者、障害者等

の利用に配慮した便所等を隣接又は近接す

る建築物に設置すること及び当該建築物に

ついて容積率特例を措置している認定制度

を活用すること等により、積極的に移動等円

滑化を図ることが望ましい。 

また、建築物の移動等円滑化に関しては、

移動等円滑化が義務化されていない特定建
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築物の移動等円滑化にも積極的に取り組む

ことが望ましい。特定建築物の新築時等にお

ける移動等円滑化に当たっては、ユニバーサ

ルデザインの考え方に配慮した整備が求め

られているとともに、建築物ストックの長寿

命化等その有効活用が求められていること

から、誘導的な建築物移動等円滑化基準に適

合する特定建築物について容積率の特例及

び表示制度等を措置している認定特定建築

物制度を積極的に活用することが望ましい。 

２・３ 略 

４ 適切な情報の提供 

移動等円滑化を図るためには、施設及び車

両等についてのハード面の整備のみならず、

施設設置管理者が利用者に対して必要な情

報を適切に提供することが必要である。 

その際には、利用する高齢者、障害者等の

ニーズ、施設及び設備の用途等に応じて、例

えば、移動等円滑化基準への適合状況、高齢

者、障害者等が円滑に利用できる便所や駐車

施設の有無、旅客施設及び旅客特定車両停留

施設における路線案内、運賃案内及び運行情

報等利用に当たって必要となる情報並びに

緊急時の情報について、視覚情報として大き

な文字又は適切な色の組合せを用いて見や

すく表示すること、また、聴覚情報としては

っきりした音声により聞き取りやすく放送

すること、図記号又は平仮名による表示の併

記等を行うこと、必要に応じて施設外からも

見やすく表示すること等、分かりやすく提供

することに留意する必要がある。さらに、必

要な情報について事前に把握できるよう、施

設及び設備等に関する情報についてインタ

ーネットやパンフレット等により提供する

ことが望ましい。なお、各施設及び設備等に

関する情報は、施設設置管理者が個別に提供

するにとどまらず、一元化することにより、

より利用しやすい形で提供できることから、

必要に応じて施設設置管理者間で適切に連

携し、共同して提供することが望ましい。 

５ 職員等関係者に対する適切な教育訓練 

移動等円滑化を図るためには、施設及び車

両等についてのハード面の整備のみならず、

職員等関係者によるソフト面の適切な対応

が必要であることに鑑み、施設設置管理者は、

その職員等関係者が高齢者、障害者等の多様

なニーズ及び特性を理解した上で、正当な 

理由なくこれらの者による施設及び車両等

の利用を拒むことなく、円滑なコミュニケー 

ションを確保する等適切な対応を行うよう

継続的な教育訓練を実施する必要がある。特 

に、公共交通事業者等及び旅客特定車両停留

施設を管理する道路管理者については、法 

に基づき教育訓練の努力義務が定められて

いることから、積極的に取組を行う必要があ 

る。 

そのため、施設設置管理者は、高齢者、障

害者等の意見を反映した対応マニュアルの

整備及び計画的な研修の実施等をＰＤＣＡ

サイクルとして実施することにより、職員等

関係者の教育訓練を更に充実させるよう努

めるべきである。なお、その過程において、

高齢者、障害者等の参画を得ることが望まし

い。 

６ 高齢者障害者等用施設等の適正な利用の

推進 

移動等円滑化を図るためには、法第二条第

四号に規定する高齢者障害者等用施設等に

ついて、高齢者、障害者等の円滑な利用が確

保されるよう、適正な配慮が行われることが

必要である。 

そのため、施設設置管理者は、五２⑷に示

す高齢者障害者等用施設等の適正な利用に

係る基本的な考え方（以下「基本的な考え方」

という。）を適確に理解し、職員等関係者に

周知するとともに、高齢者障害者等用施設等

が設置された施設及び車両等の利用者に対

し、これらの施設等を当該「基本的な考え方」

に即して適正に利用するよう、ポスターの掲

示や車内放送による呼びかけ等の広報活動

及び啓発活動を行うことが重要である。また、

高齢者障害者等用施設等について、主として

高齢者、障害者等の利用のために設けられた

ものである旨を表示し、一般の利用者が識別

できるようにする必要がある。 

三 移動等円滑化促進方針の指針となるべき事

項 

市町村は、移動等円滑化促進方針を作成する

場合には、次に掲げる事項に基づいて作成する

必要があり、施設設置管理者、都道府県公安委

員会等の関係者は、これらの事項に留意する必

要がある。 

１ 移動等円滑化促進地区における移動等円

滑化の促進の意義に関する事項 

⑴ 移動等円滑化促進地区における移動等

円滑化の促進の意義 

地域における高齢者、障害者等の自立し

た日常生活及び社会生活を確保するため

には、高齢者、障害者等が日常生活又は社

会生活において利用する旅客施設、建築物

等の生活関連施設及びこれらの間の経路

を構成する道路、駅前広場、通路その他の

施設について、一体的に移動等円滑化が図

られていることが重要である。そのため、
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移動等円滑化促進方針において、生活関連

施設が集積し、その間の移動が通常徒歩で

行われる地区を移動等円滑化促進地区と

して定め、生活関連施設及び生活関連経路

の移動等円滑化に係る方針を示すことが

必要であり、できる限り多くの市町村が移

動等円滑化促進方針の作成に取り組むこ

とが重要である。 

⑵ 移動等円滑化促進方針作成に当たって

の留意事項 

市町村は、効果的に移動等円滑化を推進

するため、次に掲げる事項に留意して移動

等円滑化促進方針を作成する必要がある。 

① 目標の明確化 

当該移動等円滑化促進地区における

移動等円滑化の方針について、市町村を

はじめ、施設設置管理者、都道府県公安

委員会等の関係者間で共通認識が醸成

されることが重要である。したがって、

移動等円滑化促進方針には、地域の実情

に応じ、可能な限り明確な目標を設定す

る。 

② 都市計画との調和 

移動等円滑化促進方針の作成に当た

っては、都市計画及び都市計画法（昭和

四十三年法律第百号）第十八条の二第一

項に規定する市町村の都市計画に関す

る基本的な方針（以下「市町村マスター

プラン」という。）との調和が保たれてい

る必要がある。 

③ 地域公共交通計画との調和 

移動等円滑化促進方針の作成に当た

っては、地域公共交通の活性化及び再生

に関する法律（平成十九年法律第五十九

号）第五条第一項に規定する地域公共交

通計画との調和が保たれている必要が

ある。 

④ 地方公共団体の移動等円滑化に関す

る条例、計画、構想等との調和 

地方公共団体において、移動等円滑化

に関する条例、計画、構想等を有してい

る場合は、移動等円滑化促進方針はこれ

らとの調和が保たれている必要がある。

特に、障害者基本法第十一条第三項に規

定する市町村障害者計画、障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成十七年法律第百二十三

号）第八十八条第一項に規定する市町村

障害福祉計画、老人福祉法（昭和三十八

年法律第百三十三号）第二十条の八第一

項に規定する市町村老人福祉計画等の

市町村が定める高齢者、障害者等の福祉

に関する計画及び中心市街地の活性化

に関する法律（平成十年法律第九十二号）

第九条に規定する基本計画等都市機能

の増進に関する計画との調和が保たれ

ていることに留意する必要がある。 

⑤ 関係者の意見の反映及び移動等円滑

化促進方針の作成等の提案 

住民、生活関連施設を利用する高齢者、

障害者等その他利害関係者、関係する施 

設設置管理者及び都道府県公安委員会

の参画により、関係者の意見が移動等円

滑化促進方針に十分に反映されるよう

努める。このため、移動等円滑化促進方

針の作成に当たっては、法第二十四条の

四に規定する協議会（以下「移動等円滑

化促進方針協議会」という。）を積極的に

活用し、関係者の参画を得ることが求め

られる。この際、既に同条第二項各号に

掲げる構成員からなる協議体制度を運

用している場合、又は、他の法令に基づ

いて同項各号に掲げる構成員からなる

協議体制度を運用しようとする場合は、

当該協議体制度を移動等円滑化促進方

針協議会と位置付けることも可能であ

る。なお、意見を求めるべき障害者には、

視覚障害、聴覚障害、内部障害等の身体

障害者のみならず、知的障害者、精神障

害者及び発達障害者も含まれることに

留意する必要がある。 

また、法第二十四条の五に規定する移

動等円滑化促進方針の作成等に係る提

案制度が積極的に活用されるよう環境

の整備に努めるとともに、当該提案を受

けた際には、移動等円滑化促進方針の作

成等の必要性を判断する機会と捉え、移

動等円滑化促進方針の作成等について

積極的な検討を行うことが求められる。

なお、提案を受け検討した結果、移動等

円滑化促進方針の作成等を行わない場

合でも、地域のニーズに対して必要な説

明責任を果たすため、同条第二項に基づ

きその理由を公表する必要がある。 

⑥ 都道府県による市町村に対する援助 

都道府県は、市町村による移動等円滑

化促進方針の作成を促進するため、市町

村の境界を越えた面的バリアフリー化

の調整の仲介等や、他の市町村の作成事

例等の提供を行うなど、広域的な見地か

ら支援することが重要である。 

⑦ 段階的かつ継続的な発展（スパイラル

アップ） 

移動等円滑化の内容については、移動
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等円滑化促進方針作成に係る事前の検

討段階から事後の評価の段階に至るま

で、高齢者、障害者等の利用者及び住民

が積極的に参加し、この参加プロセスを

経て得られた知見を共有化し、スパイラ

ルアップを図ることが重要である。 

そのため、市町村は、移動等円滑化促

進方針が作成された後も、おおむね五年

ごとに、施設を利用する高齢者、障害者

等の利用の状況並びに移動等円滑化促

進地区における移動等円滑化のための

施設及び車両等の整備状況等を把握す

るとともに、移動等円滑化促進方針協議

会の積極的な活用等により移動等円滑

化促進方針に基づく移動等円滑化に関

する措置の実施状況について評価を行

い、それに基づき、必要があると認める

ときは、移動等円滑化促進方針の見直し

及び新たな移動等円滑化促進方針又は

基本構想の作成を行うことが重要であ

る。その際、住民、生活関連施設を利用

する高齢者、障害者等その他利害関係者、

関係する施設設置管理者及び都道府県

公安委員会の参画により、関係者の意見

が移動等円滑化促進方針に十分に反映

されるよう努めることが必要である。 

⑧ 施設間の連携 

交通結節点における移動の連続性を

確保するため、施設設置管理者間で連携

を図ることが必要である。このため、法

では、旅客施設の建設、道路の新設等で

あって、移動等円滑化に支障を及ぼすお

それのあるものをしようとする公共交

通事業者等又は道路管理者は、当該行為

に着手する三十日前までに市町村に届

け出ることとされている。 

市町村は届出対象について、施設設置

管理者が容易に判断できるように移動

等円滑化促進方針に定めるものとし、当

該届出対象を定めるに当たっては関係

者と十分な調整を図って共通認識を確

保することが必要である。また、届出が

あった場合において、届出に係る行為が

移動等円滑化の促進を図る上で支障が

あると認めるときは、その届出をした者

に対し必要な措置の実施を要請するこ

とができることとしており、要請に当た

っては、移動等円滑化促進方針の内容と

の整合を図る観点から行うことが重要

である。 

⑨ バリアフリーマップ等の作成 

移動等円滑化を図るためには、高齢者、

障害者等が利用可能な施設や経路を選

択できるよう、これらの施設や経路が所

在する場所を示したバリアフリーマッ

プ等を作成することが効果的である。こ

のため、市町村は積極的に施設等のバリ

アフリー情報を収集の上、バリアフリー

マップ等を作成し、一元的に提供するこ

とが重要である。 

また、公共交通事業者等及び道路管理

者は、市町村の求めに応じて必要な情報

を当該市町村に提供しなければならな

いこととされており、路外駐車場管理者

等、公園管理者等及び建築主等は、市町

村の求めに応じて必要な情報を当該市

町村に提供するよう努めなければなら

ないとされているところである。なお、

市町村は、施設設置管理者に求める情報

提供の内容を定めるに当たっては、移動

等円滑化促進方針協議会を活用するな

どにより障害者、高齢者等及び施設設置

管理者等の意見を十分に反映するよう

努めるとともに、施設設置管理者に過度

な負担が生じないよう配慮しつつ、高齢

者、障害者等にとって必要な情報が得ら

れるよう留意することが必要である。 

⑩ 移動等円滑化に関する住民その他の

関係者の理解の増進及び協力の確保 

移動等円滑化を図るためには、単に施

設や経路のハード整備のみならず、五に

詳述する「心のバリアフリー」などのソ

フト対策についても一体的に実施する

ことが効果的であることから、移動等円

滑化促進方針を定める上では、移動等円

滑化に関する住民その他の関係者の理

解の増進及び協力の確保を図ることが

重要である。 

２ 移動等円滑化促進地区の位置及び区域に

関する基本的な事項 

⑴ 移動等円滑化促進地区の要件 

法では、市町村は、法第二条第二十三号

イからハまでに掲げる要件に該当するも

のを、移動等円滑化を促進すべき移動等円

滑化促進地区として設定するよう努める

こととされている。また、移動等円滑化促

進地区の区域を定めるに当たっては、次に

掲げる要件に照らし、市町村がそれぞれの

地域の実情に応じて行うことが必要であ

る。 

① 「生活関連施設（高齢者、障害者等が

日常生活又は社会生活において利用す

る旅客施設、官公庁施設、福祉施設その

他の施設をいう。以下同じ。）の所在地を
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含み、かつ、生活関連施設相互間の移動

が通常徒歩で行われる地区であること。」

（法第二条第二十三号イ） 

生活関連施設に該当する施設として

は、相当数の高齢者、障害者等が利用す

る旅客施設、官公庁施設、福祉施設、病

院、文化施設、商業施設、学校等多岐に

わたる施設が想定されるが、具体的にど

の施設を含めるかは施設の利用の状況

等地域の実情を勘案して選定すること

が必要である。 

また、生活関連施設相互間の移動が通

常徒歩で行われる地区とは、生活関連施

設が徒歩圏内に集積している地区をい

い、原則として、生活関連施設がおおむ

ね三以上所在し、かつ、当該施設を利用

する相当数の高齢者、障害者等により、

当該施設相互間の移動が徒歩で行われ

る地区であると見込まれることが必要

である。 

② 「生活関連施設及び生活関連経路（生

活関連施設相互間の経路をいう。以下同

じ。）を構成する一般交通用施設（道路、

駅前広場、通路その他の一般交通の用に

供する施設をいう。以下同じ。）について

移動等円滑化を促進することが特に必

要であると認められる地区であること。」

（法第二条第二十三号ロ） 

移動等円滑化促進地区は、移動等円滑

化を促進する必要がある地区であるこ

とが必要である。 

このため、高齢者、障害者等の徒歩若

しくは車椅子による移動又は施設の利

用の状況、土地利用及び諸機能の集積の

実態並びに将来の方向性等の観点から

総合的に判断して、当該地区において移

動等円滑化を促進することが特に必要

であると認められることが必要である。 

③ 「当該地区において移動等円滑化を促

進することが、総合的な都市機能の増進

を図る上で有効かつ適切であると認め

られる地区であること。」（法第二条第二

十三号ハ） 

高齢者、障害者等に交流と社会参加の

機会を提供する機能、消費生活の場を提

供する機能、勤労の場を提供する機能な

ど都市が有する様々な機能の増進を図

る上で、移動等円滑化を促進することが、

有効かつ適切であると認められること

が必要である。 

⑵ 留意事項 

市町村は、移動等円滑化促進地区を定め

るに当たっては、次に掲げる事項に留意す

るものとする。 

① 移動等円滑化促進地区の数 

市町村内に旅客施設が複数ある場合

等、生活関連施設の集積の在り方によっ

ては、複数の移動等円滑化促進地区を設

定することも可能であるが、当該生活関

連施設相互間の距離、移動の状況等地域

の実情から適当と判断される場合には、

一つの移動等円滑化促進地区として設

定することも可能である。 

② 複数の市町村及び都道府県の協力 

生活関連施設の利用者が複数の市町

村にまたがって移動しており、移動等円

滑化促進地区の範囲が複数の市町村に

またがる場合など、当該市町村が利用者

の移動の実態に鑑み適当であると認め

るときは、共同して移動等円滑化促進方

針を作成し、一体的に推進していくこと

が重要である。 

また、これらの施設が大規模であり、

利用者が広域にわたり、かつ、関係者間

の調整が複雑となるような場合には、協

議会への参加を求めるなどにより都道

府県の適切な助言及び協力を求めるこ

とが重要である。 

③ 移動等円滑化促進地区の境界 

移動等円滑化促進地区の境界は、可能

な限り市町村の区域内の町境・字境、道

路、河川、鉄道等の施設、都市計画道路

等によって、明確に表示して定めること

が必要である。 

３ 生活関連施設及び生活関連経路並びにこ

れらにおける移動等円滑化の促進に関する

事項 

移動等円滑化促進地区において長期的に

実現されるべき移動等円滑化の姿を明らか

とする観点から、生活関連施設、生活関連経

路等については次に掲げるとおり記載する

ことが望ましい。 

⑴ 生活関連施設 

生活関連施設を選定するに当たっては、

２⑴に留意するほか、既に移動等円滑化さ 

れている施設については、当該施設内の経

路について、生活関連経路として移動等円 

滑化を図る場合等、一体的な移動等円滑化

を図る上で対象と位置付けることが必要

な施設につき記載するものとする。また、

移動等円滑化のための事業の実施の有無

にかかわらず、当該施設相互間の経路につ

いて、生活関連経路として移動等円滑化を

図る場合等、一体的な移動等円滑化を図る
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上で対象と位置付けることが必要な施設

につき、生活関連施設として、長期的展望

を示す上で必要な範囲で記載することに

も配慮する。 

⑵ 生活関連経路 

生活関連経路についても⑴同様、既に移

動等円滑化されている経路については、一

体的な移動等円滑化を図る上で対象とし

て位置付けることが必要な経路につき記

載するものとする。その際、地域の実情に

応じて、二以上の特定旅客施設等を相互に

接続する道路で高齢者、障害者等の移動が

通常徒歩で行われるものについて、一以上

の経路を指定し、また、利用者ニーズに応

じた経路選択ができるよう、幹線道路周辺

の生活道路についても指定することが望

ましい。また、移動等円滑化のための事業

実施の有無にかかわらず、長期的展望を示

す上で必要な範囲で記載することにも配

慮する。 

⑶ 移動等円滑化の促進に関する事項 

移動等円滑化促進方針の対象となる施

設及び車両等においてどのような方針で

移動等円滑化を図るのかについて記載す

るものとする。 

４ 移動等円滑化の促進に関する住民その他

の関係者の理解の増進及び移動等円滑化の

実施に関するこれらの者の協力の確保に関

する基本的な事項 

移動等円滑化促進地区の面的なバリアフ

リー化を図る上では、ハード面の整備のみな

らず、五に詳述する「心のバリアフリー」な

どのソフト対策が不可欠であることから、次

に掲げる事項について記載するものとする。 

⑴ 移動等円滑化促進地区における移動等

円滑化に住民その他の関係者の理解の増

進及び協力の確保が果たす役割 

移動等円滑化促進地区における移動等

円滑化に住民その他の関係者の理解の増

進及び協力の確保が果たす役割について、

次に掲げる内容を記載することが望まし

い。 

① 移動等円滑化促進地区の面的なバリ

アフリー化を実現し、高齢者、障害者等

が安心して日常生活や社会生活を送る

ことができる環境を整えるためには、ハ

ード面の整備のみならず、住民や生活関

連施設の職員等の関係者が、困っている

高齢者、障害者等を手助けすることや、

車両の優先席、車椅子使用者用駐車施設

等の移動等円滑化が図られた施設を高

齢者、障害者等が円滑に利用できるよう

配慮すること等の住民その他の関係者

の理解及び協力が必要であること 

② 住民その他の関係者の理解の増進及

び協力の確保を図るためには、市町村や

移動等円滑化促進地区内の施設設置管

理者等が、児童、生徒等への教育活動や、

住民、職員等に対する啓発活動等を行う

ことが重要であること 

⑵ 住民その他の関係者の理解の増進及び

協力の確保に関する関係者の取組 

住民その他の関係者の理解の増進及び

協力の確保に関する取組について、次に掲

げるとおり、市町村や生活関連施設の施設

設置管理者、住民等の関係者ごとに、可能

な限り具体的に記載することが望ましい。

なお、移動等円滑化促進地区の移動等円滑

化に資する取組であれば、移動等円滑化促

進地区外で行うものや、生活関連施設の職

員や通勤者等移動等円滑化促進地区の住

民以外の者を対象としたものを記載する

ことが可能である。 

① 児童、生徒等に対するバリアフリー教

室や住民向けのバリアフリーに関する

セミナーの開催等、住民その他の関係者

の理解の増進及び協力の確保に関する

市町村の取組の内容 

② 施設や車両等の利用者に対する優先

席、車椅子使用者用駐車施設等の利用に

係る適正な配慮についての啓発活動の

実施等、住民その他の関係者の理解の増

進及び協力の確保に関する施設設置管

理者の取組の内容 

③ バリアフリー教室への参加等、住民、

施設及び車両等の利用者等の取組の内

容 

５ １から４までに掲げるもののほか、移動等

円滑化促進地区における移動等円滑化の促

進のために必要な事項 

⑴ 記載事項 

① 地域特性等の尊重及び創意工夫 

移動等円滑化に関する措置の実施に

当たっては、効果を高めるため、地域特

性等を尊重して、様々な創意工夫に努め

ることが重要である。 

② 積雪及び凍結に対する配慮 

積雪及び凍結により移動の利便性及

び安全性が損なわれる可能性がある場

合は、積雪時及び路面凍結時の安全かつ

円滑な移動のための除雪その他の措置

を講ずるよう努めることが必要である。 

③ 高齢者、障害者等への適切な情報提供 

施設設置管理者及び都道府県公安委
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員会は、高齢者、障害者等に対して、移

動等円滑化促進地区における移動等円

滑化のために必要な情報を適切に提供

するよう努めることが重要である。 

⑵ その他移動等円滑化促進方針の作成に

当たっての留意事項 

移動等円滑化促進方針は、市町村の発意

及び主体性に基づき自由な発想で作成さ

れるものであるので、この基本方針の三に

定めのない事項についても移動等円滑化

促進方針に記載することが望ましい。 

四 基本構想の指針となるべき事項 

市町村は、基本構想を作成する場合には、次

に掲げる事項に基づいて作成する必要があり、

施設設置管理者、都道府県公安委員会等の関係

者は、これらの事項に留意する必要がある。 

１ 重点整備地区における移動等円滑化の意

義に関する事項 

⑴ 重点整備地区における移動等円滑化の

意義 

地域における高齢者、障害者等の自立し

た日常生活及び社会生活を確保するため

には、高齢者、障害者等が日常生活又は社

会生活において利用する旅客施設、建築物

等の生活関連施設及びこれらの間の経路

を構成する道路、駅前広場、通路その他の

施設について、一体的に移動等円滑化が図

られていることが重要である。そのため、

基本構想において、生活関連施設が集積し、

その間の移動が通常徒歩で行われる地区

を重点整備地区として定め、生活関連施設

及び生活関連経路の移動等円滑化に係る

各種事業を重点的かつ一体的に推進する

ことが必要であり、出来る限り多くの市町

村が基本構想の作成に取り組むことが重

要である。 

⑵ 基本構想に即した各種事業の重点的か

つ一体的な推進のための基本的視点 

基本構想に即した各種事業の推進につ

いては、次に掲げる基本的視点が重要であ

る。 

① 市町村の基本構想作成による事業の

効果的な推進 

重点整備地区における移動等円滑化

に対する取組は、当該地区に最も身近な

行政主体でありその地区における特性

を十分に把握している市町村が、施設設

置管理者、都道府県公安委員会等事業を

実施すべき主体はもとより、高齢者、障

害者等の関係者と協議等を行いながら

基本構想を作成することにより、これら

の事業の効果的な推進が図られること

が重要である。 

② 基本構想作成への関係者の積極的な

協力による事業の一体的な推進 

移動等円滑化に係る事業の実施主体

となる施設設置管理者、都道府県公安委

員会等及び高齢者、障害者等の関係者は

基本構想の作成に積極的に協力し、各種

事業を一体的に推進していくことが必

要である。 

③ 地域住民等の理解及び協力 

重点整備地区における移動等円滑化

を図るに当たり、基本構想に位置付けら

れた各種事業が円滑に実施されるため

には、地域住民等の理解及び協力が重要

である。 

⑶ 基本構想作成に当たっての留意事項 

市町村は、効果的に移動等円滑化を推進

するため、次に掲げる事項に留意して基本

構想を作成する必要がある。 

① 目標の明確化 

各種事業の実施に当たっては、当該重

点整備地区における移動等円滑化につ

いて、市町村を始め、施設設置管理者、

都道府県公安委員会等の関係者の施策

を総合的に講ずる必要があることから、

各者間で共通認識が醸成されることが

重要である。したがって、基本構想には、

地域の実情に応じ、可能な限り具体的か

つ明確な目標を設定する。 

② 都市計画との調和 

基本構想の作成に当たっては、都市計

画及び市町村マスタープランとの調和

が保たれている必要がある。 

③ 地域公共交通計画との調和 

基本構想の作成に当たっては、地域公

共交通の活性化及び再生に関する法律

第五条第一項に規定する地域公共交通

計画との調和が保たれている必要があ

る。 

④ 地方公共団体の移動等円滑化に関す

る条例、計画、構想等との調和 

地方公共団体において、移動等円滑化

に関する条例、計画、構想等を有してい

る場合は、基本構想はこれらとの調和が

保たれている必要がある。特に、障害者

基本法第十一条第三項に規定する市町

村障害者計画、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律

第八十八条第一項に規定する市町村障

害福祉計画、老人福祉法第二十条の八第

一項に規定する市町村老人福祉計画等

の市町村が定める高齢者、障害者等の福
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祉に関する計画及び中心市街地の活性

化に関する法律第九条に規定する基本

計画等都市機能の増進に関する計画と

の調和が保たれていることに留意する

必要がある。 

⑤ 各種事業の連携と集中実施 

移動等円滑化に係る各種の事業が相

互に連携して相乗効果を生み、連続的な

移動経路の確保が行われるように、施設

設置管理者、都道府県公安委員会等の関

係者間で必要に応じて十分な調整を図

って整合性を確保するとともに、事業の

集中的かつ効果的な実施を確保する。 

また、複数の事業者間又は鉄道及びバ

ス等複数の交通機関間を乗り継ぐ際の

旅客施設内の移動等円滑化並びに当該

市町村においてタクシー事業者、自家用

有償旅客運送者等が行っているスペシ

ャル・トランスポート・サービス（要介

護者等であって単独では公共交通機関

を利用することが困難な移動制約者を

対象に、必要な介護などと連続して、又

は一体として行われる個別的な輸送サ

ービスをいう。）の在り方にも十分配慮

する。 

さらに、特定事業に係る費用の負担に

ついては、当該事業の性格を踏まえた適

切な役割分担に応じた関係者間の負担

の在り方について十分な調整を図って

関係者間の共通認識を確保する。 

⑥ 高齢者、障害者等の意見の反映及び基

本構想の作成等の提案 

生活関連施設を利用する高齢者、障害

者等を始め関係者の参画により、関係者

の意見が基本構想に十分に反映される

よう努める。このため、基本構想の作成

に当たっては、法第二十六条に規定する

協議会（以下「基本構想協議会」という。）

を積極的に活用し、高齢者、障害者等の

参画を得ることが求められる。この際、

既に同条第二項各号に掲げる構成員か

らなる協議体制度を運用している場合、

又は、他の法令に基づいて同項各号に掲

げる構成員からなる協議体制度を運用

しようとする場合は、当該協議体制度を

基本構想協議会と位置付けることも可

能である。なお、意見を求めるべき障害

者には、視覚障害、聴覚障害、内部障害

等の身体障害者のみならず、知的障害者、

精神障害者及び発達障害者も含まれる

ことに留意する必要がある。 

また、法第二十七条に規定する基本構

想の作成等に係る提案制度が積極的に

活用されるよう環境の整備に努めると

ともに、当該提案を受けた際には、基本

構想の作成等の必要性を判断する機会

と捉え、基本構想の作成等について積極

的な検討を行うことが求められる。なお、

提案を受け検討した結果、基本構想の作

成等を行わない場合でも、地域のニーズ

に対して必要な説明責任を果たすため、

同条第二項に基づきその理由を公表す

る必要がある。 

⑦ 都道府県による市町村に対する援助 

都道府県は、市町村による基本構想の

作成を促進するため、市町村の境界を越

えた面的バリアフリー化の調整の仲介

等や、他の市町村の作成事例等の提供を

行うなど、広域的な見地から支援するこ

とが重要である。 

⑧ 段階的かつ継続的な発展（スパイラル

アップ） 

移動等円滑化の内容については、基本

構想作成に係る事前の検討段階から事

後の評価の段階に至るまで、高齢者、障

害者等の利用者及び住民が積極的に参

加し、この参加プロセスを経て得られた

知見を共有化し、スパイラルアップを図

ることが重要である。 

そのため、市町村は、基本構想が作成

された後も、おおむね五年ごとに、施設

を利用する高齢者、障害者等の利用の状

況並びに重点整備地区における移動等

円滑化のための施設及び車両等の整備

状況等を把握するとともに、基本構想協

議会の積極的な活用等により基本構想

に基づき実施された事業の成果につい

て評価を行い、それに基づき、必要があ

ると認めるときは、基本構想の見直し及

び新たな基本構想の作成を行うことが

重要である。 

また、法附則第二条第二号の規定によ

る廃止前の高齢者、身体障害者等の公共

交通機関を利用した移動の円滑化の促

進に関する法律（平成十二年法律第六十

八号）第六条第一項の規定により作成さ

れた基本構想についても、同様に見直し

を行うことが重要であることに留意す

る必要がある。 

⑨ バリアフリーマップ等の作成 

移動等円滑化を図るためには、高齢者、

障害者等が利用可能な施設や経路を選

択できるよう、これらの施設や経路が所

在する場所を示したバリアフリーマッ
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プ等を作成することが効果的である。こ

のため、市町村は積極的に施設等のバリ

アフリー情報を収集の上、バリアフリー

マップ等を作成し、一元的に提供するこ

とが重要である。 

また、公共交通事業者等及び道路管理

者は、市町村の求めに応じて必要な情報

を当該市町村に提供しなければならな

いこととされており、路外駐車場管理者

等、公園管理者等及び建築主等は、市町

村の求めに応じて必要な情報を当該市

町村に提供するよう努めなければなら

ないとされているところである。なお、

市町村は、施設設置管理者に求める情報

提供の内容を定めるに当たっては、基本

構想協議会を活用するなどにより障害

者、高齢者等及び施設設置管理者等の意

見を十分に反映するよう努めるととも

に、施設設置管理者に過度な負担が生じ

ないよう配慮しつつ、高齢者、障害者等

にとって必要な情報が得られるよう留

意することが必要である。 

⑩ 移動等円滑化に関する住民その他の

関係者の理解の増進及び協力の確保 

移動等円滑化を図るためには、単に施

設や経路のハード整備のみならず、五に

詳述する「心のバリアフリー」などのソ

フト対策についても一体的に実施する

ことが効果的であることから、基本構想

を定める上では、教育啓発特定事業の活

用を含めた移動等円滑化に関する住民

その他の関係者の理解の増進及び協力

の確保を図ることが重要である。 

２ 重点整備地区の位置及び区域に関する基

本的な事項 

⑴ 重点整備地区の要件 

法では、市町村は、法第二条第二十四号

イからハまでに掲げる要件に該当するも

のを、移動等円滑化に係る事業を重点的か

つ一体的に推進すべき重点整備地区とし

て設定するよう努めることとされている。

また、重点整備地区の区域を定めるに当た

っては、次に掲げる要件に照らし、市町村

がそれぞれの地域の実情に応じて行うこ

とが必要である。 

① 「生活関連施設の所在地を含み、かつ、

生活関連施設相互間の移動が通常徒歩

で行われる地区であること。」（法第二条

第二十四号イ） 

生活関連施設に該当する施設として

は、相当数の高齢者、障害者等が利用す

る旅客施設、官公庁施設、福祉施設、病

院、文化施設、商業施設、学校等多岐に

わたる施設が想定されるが、具体的にど

の施設を含めるかは施設の利用の状況

等地域の実情を勘案して選定すること

が必要である。 

また、生活関連施設相互間の移動が通

常徒歩で行われる地区とは、生活関連施

設が徒歩圏内に集積している地区をい

い、原則として、生活関連施設がおおむ

ね三以上所在し、かつ、当該施設を利用

する相当数の高齢者、障害者等により、

当該施設相互間の移動が徒歩で行われ

る地区であると見込まれることが必要

である。 

なお、重点整備地区を設定する際の要

件として、特定旅客施設が所在すること

は必ずしも必須とはならないが、連続的

な移動に係る移動等円滑化の確保の重

要性に鑑み、特定旅客施設を含む重点整

備地区を設定することが引き続き特に

求められること、及び特定旅客施設の所

在地を含む重点整備地区を設定する場

合には、法第二十五条第三項の規定に基

づき当該特定旅客施設を生活関連施設

として定めなければならないとされて

いることに留意する必要がある。 

② 「生活関連施設及び生活関連経路を構

成する一般交通用施設について移動等

円滑化のための事業が実施されること

が特に必要であると認められる地区で

あること。」（法第二条第二十四号ロ） 

重点整備地区は、重点的かつ一体的に

移動等円滑化のための事業を実施する

必要がある地区であることが必要であ

る。 

このため、高齢者、障害者等の徒歩若

しくは車椅子による移動又は施設の利

用の状況、土地利用及び諸機能の集積の

実態並びに将来の方向性、想定される事

業の実施範囲、実現可能性等の観点から

総合的に判断して、当該地区における移

動等円滑化のための事業に一体性があ

り、当該事業の実施が特に必要であると

認められることが必要である。 

③ 「当該地区において移動等円滑化のた

めの事業を重点的かつ一体的に実施す

ることが、総合的な都市機能の増進を図

る上で有効かつ適切であると認められ

る地区であること。」（法第二条第二十四

号ハ） 

高齢者、障害者等に交流と社会参加の

機会を提供する機能、消費生活の場を提
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供する機能、勤労の場を提供する機能な

ど都市が有する様々な機能の増進を図

る上で、移動等円滑化のための事業が重

点的に、かつ、各事業の整合性を確保し

て実施されることについて、実現可能性

及び集中的かつ効果的な事業実施の可

能性等の観点から判断して、有効かつ適

切であると認められることが必要であ

る。 

⑵ 留意事項 

市町村は、重点整備地区を定めるに当た

っては、次に掲げる事項に留意するものと

する。 

① 重点整備地区の数 

市町村内に特定旅客施設が複数ある

場合等、生活関連施設の集積の在り方に

よっては、複数の重点整備地区を設定す

ることも可能であるが、当該生活関連施

設相互間の距離、移動の状況等地域の実

情から適当と判断される場合には、一つ

の重点整備地区として設定することも

可能である。 

② 複数の市町村及び都道府県の協力 

生活関連施設の利用者が複数の市町

村にまたがって移動しており、重点整備

地区の範囲が複数の市町村にまたがる

場合など、当該市町村が利用者の移動の

実態に鑑み適当であると認めるときは、

共同して基本構想を作成し、一体的に推

進していくことが重要である。 

また、これらの施設が大規模であり、

利用者が広域にわたり、かつ、関係者間

の調整が複雑となるような場合には、協

議会への参加を求める等により都道府

県の適切な助言及び協力を求めること

が重要である。 

③ 重点整備地区の境界 

重点整備地区の境界は、可能な限り市

町村の区域内の町境・字境、道路、河川、

鉄道等の施設、都市計画道路等によって、

明確に表示して定めることが必要であ

る。 

３ 生活関連施設及び生活関連経路並びにこ

れらにおける移動等円滑化に関する事項 重

点整備地区において長期的に実現されるべ

き移動等円滑化の姿を明らかとする観 

点から、生活関連施設、生活関連経路等に

ついては次に掲げるとおり記載することが

望ましい。 

⑴ 生活関連施設 

生活関連施設を選定するに当たっては、

２⑴に留意するほか、既に移動等円滑化さ

れている施設については、当該施設内の経

路について、生活関連経路として移動等円

滑化を図る場合等、一体的な移動等円滑化

を図る上で対象と位置付けることが必要

な施設につき記載するものとする。また、

当面移動等円滑化のための事業を実施す

る見込みがない施設については、当該施設

相互間の経路について、生活関連経路とし

て移動等円滑化を図る場合等、一体的な移

動等円滑化を図る上で対象と位置付ける

ことが必要な施設につき、生活関連施設と

して、長期的展望を示す上で必要な範囲で

記載することにも配慮する。 

⑵ 生活関連経路 

生活関連経路についても⑴同様、既に移

動等円滑化されている経路については、一

体的な移動等円滑化を図る上で対象とし

て位置付けることが必要な経路につき記

載するものとする。その際、地域の実情に

応じて、二以上の特定旅客施設等を相互に

接続する道路で高齢者、障害者等の移動が

通常徒歩で行われるものについて、一以上

の経路を指定し、また、利用者ニーズに応

じた経路選択ができるよう、幹線道路周辺

の生活道路についても指定することが望

ましい。また、当面移動等円滑化のための

事業実施の見込みがない経路については、

長期的展望を示す上で必要な範囲で記載

することにも配慮する。 

⑶ 移動等円滑化に関する事項 

基本構想の対象となる施設及び車両等

において実施される移動等円滑化の内容

について記載するものとする。当面具体的

な事業実施に見込みがないものについて

は、事業実施の見込みが明らかになった段

階で記載内容を追加又は変更する等基本

構想を見直し、移動等円滑化の促進を図る

ものとする。 

４ 生活関連施設、特定車両及び生活関連経路

を構成する一般交通用施設について移動等

円滑化のために実施すべき特定事業その他

の事業に関する基本的な事項 

⑴ 特定事業 

特定事業としては、公共交通特定事業、

道路特定事業、路外駐車場特定事業、都市

公園特定事業、建築物特定事業、交通安全

特定事業及び教育啓発特定事業があり、

各々の事業の特性を踏まえ、必要となる事

業について基本構想に記載するものとす

る。 

なお、法第二十五条第二項第三号括弧書

に規定されているとおり、旅客施設の所在
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地を含まない重点整備地区にあっては、当

該重点整備地区と同一の市町村の区域内

に所在する特定旅客施設との間の円滑な

移動を確保するために、当該特定旅客施設

の移動等円滑化を図る事業及び当該重点

整備地区と当該特定旅客施設を結ぶ特定

車両の移動等円滑化を図る事業について

も、公共交通特定事業として記載すること

が可能である。 

また、教育啓発特定事業については、重

点整備地区の移動等円滑化に資する取組

であれば、重点整備地区外で行うものや、

生活関連施設の職員や通勤者等重点整備

地区の住民以外の者を対象としたものを

記載することが可能である。さらに、障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律第七十七条第一項第一

号の規定に基づき市町村が実施する地域

生活支援事業（理解促進研修・啓発事業）

と連携して行うことが可能である。 

一般的には、建築物特定事業の対象とな

り得る生活関連施設である建築物が多数

存在することから、基本構想作成時の協議

及び事業実施を確実かつ円滑に行うため

には、対象となる生活関連施設の規模及び

利用状況等、他の特定事業との関連等につ

いて、当該地域の実情に照らして判断し、

必要性等の高いものから基本構想に順次

位置付けていくことが望ましい。 

また、事業の着手予定時期、実施予定期

間について可能な限り具体的かつ明確に

記載することとし、当面事業の実施の見込

みがない場合にあっては、事業の具体化に

向けた検討の方向性等について記載し、事

業が具体化した段階で、基本構想を適宜変

更して事業の内容について記載を追加す

るものとする。 

⑵ その他の事業 

その他の事業としては、特定旅客施設以

外の旅客施設、生活関連経路を構成する駅

前広場、通路等（河川施設、港湾施設、下

水道施設等が生活関連経路を構成する場

合にあっては、これらの施設を含む。）の整

備があり、おおむねの事業内容を基本構想

に記載するものとする。 

⑶ 留意事項 

市町村は、基本構想を作成しようとする

ときは、これに定めようとする特定事業そ

の他の事業に関する事項について、関係す

る施設設置管理者、都道府県公安委員会及

び学校（学校については、教育啓発特定事

業のうち法第二条第三十二号イに掲げる

事業を定めようとする場合に限る。）等と

十分に事前に協議することが必要であり、

事業の記載に当たっては、高齢者、障害者

等の移動又は施設の利用の状況、都市計画

及び市町村マスタープランの位置付け、事

業を実施することとなる者の意向等を踏

まえることが重要である。 

また、特定事業を記載するに当たっては、

事業を実施することとなる者の意向等を

踏まえること並びに関連する特定事業間

の連携及び調整を図ることが必要不可欠

であることから、協議会制度を有効に活用

し、基本構想の作成及び事業実施の円滑化

を図ることが求められる。なお、協議会に

おいて協議が調った事項については、協議

会の構成員はその協議の結果を尊重しな

ければならないこととされていることに

留意する必要がある。 

特定事業その他の事業については、合理

的かつ効率的な施設及び車両等の整備及

び管理を行うことを念頭に、生活関連施設

及び生活関連経路の利用者、利用状況及び

移動手段並びに生活関連経路周辺の道路

交通環境及び居住環境を勘案して記載す

ることが必要である。この際、特定事業そ

の他の事業の実施に当たっては、交通の安

全及び円滑の確保並びに生活環境の保全

についても配慮する必要があることに留

意する必要がある。 

また、交通安全特定事業のうち違法駐車

行為の防止のための事業に関しては、歩道

及び視覚障害者誘導用ブロック上等の自

動二輪車等の違法駐車、横断歩道及びバス

停留所付近の違法駐車等、移動等円滑化を

特に阻害する違法駐車行為の防止に資す

る事業が重点的に推進されるとの内容が

基本構想に反映されるよう留意する必要

がある。 

５ 略 

五 移動等円滑化の促進に関する国民の理解の

増進及び移動等円滑化の実施に関する国民の

協力の確保に関する基本的な事項 

１ 「心のバリアフリー」の定義及び取組に当

たっての留意事項 

移動等円滑化を実現するためには、施設及

び車両等の整備のみならず、国民の高齢者、

障害者等の移動等円滑化に関する理解及び

協力、いわゆる「心のバリアフリー」が不可

欠である。「心のバリアフリー」とは、ユニバ

ーサルデザイン 2020 行動計画（平成二十

九年二月ユニバーサルデザイン 2020 関係

閣僚会議決定）に記載のとおり、様々な心身
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の特性や考え方を持つすべての人々が、相互

に理解を深めようとコミュニケーションを

とり、支え合うことを意味し、当該行動計画

においては次に掲げる三点が「心のバリアフ

リー」を体現するためのポイントとして示さ

れている。 

① 障害のある人への社会的障壁を取り

除くのは社会の責務であるという「障害

の社会モデル」を理解すること。 

② 障害のある人（及びその家族）への差

別（不当な差別的取扱い及び合理的配慮

の不提供）を行わないよう徹底すること。 

③ 自分とは異なる条件を持つ多様な他

者とコミュニケーションを取る力を養

い、すべての人が抱える困難や痛みを想

像し共感する力を培うこと。 

移動等円滑化に関する「心のバリアフ

リー」の取組についても、これらのポイ

ントを踏まえて推進することが必要で

ある。 

２ 移動等円滑化に関する「心のバリアフリー」

の取組の推進に当たっての関係者の基本的

な役割 

⑴ 略 

⑵ 地方公共団体の役割 

地方公共団体においては、国の取組に準

じ、広報活動、啓発活動、教育活動等を通

じて住民の「心のバリアフリー」の推進に

努める。 

とりわけ、市町村においては、基本構想

に教育啓発特定事業を位置付けることを

通じ、関係者を巻き込みながら「心のバリ

アフリー」の取組を計画的に進めていくこ

とが望ましい。 

⑶ 施設設置管理者その他高齢者、障害者等

が日常生活及び社会生活において利用す

る施設を設置又は管理する者の役割 

施設設置管理者その他高齢者、障害者等

が日常生活及び社会生活において利用す

る施設を設置又は管理する者は、継続的な

教育訓練を通じ、職員等に対し、高齢者、

障害者等と適切なコミュニケーションを

取りながら積極的に声かけや支援を行う

よう促す。さらに、職員等関係者のみなら

ず、施設の一般の利用者が、困っている高

齢者、障害者等を手助けすることや、車両

の優先席、車椅子使用者用駐車施設等の利

用について配慮することが、高齢者、障害

者等の移動等円滑化に重要であることに

鑑み、一般の利用者の「心のバリアフリー」

を推進するための広報活動及び啓発活動

等を行うよう努めることが望ましい。 

⑷ 国民の役割 

① 基本的な役割 

国民は、高齢者、障害者等の自立した

日常生活及び社会生活を確保すること

の重要性並びにそのために高齢者、障害

者等の円滑な移動及び施設の利用を実

現することの必要性について理解を深

めるよう努めなければならない。その際、

外見上分かりづらい聴覚障害、内部障害、

精神障害、発達障害など、障害には多様

な特性があることに留意する必要があ

る。 

また、視覚障害者誘導用ブロック上へ

の駐輪、車椅子使用者用駐車施設への 

駐車等により高齢者、障害者等の施設の

利用等を妨げないことのみならず、鉄 

道駅の利用に当たり、必要に応じ高齢者、

障害者等を手助けすること等、高齢者、

障害者等の移動等円滑化のために必要

となる支援その他のこれらの者の円滑

な移動及び施設の利用を確保すること

に積極的に協力することが求められる。 

加えて、「心のバリアフリー」の実践に

資するため、積極的に国、地方公共団体

等が行う啓発活動等に参加することが

望ましい。 

② 高齢者障害者等用施設等の適正な利

用 

①に加え、法第二条第四号に規定する

高齢者障害者等用施設等については、次

に掲げる適正な利用に係る基本的な考

え方に即し、高齢者、障害者等の円滑な

利用が確保されるよう適正に配慮する

ことが重要である。なお、法にいう「高

齢者、障害者等」には、高齢者、全ての

障害者（身体障害者のみならず知的障害

者、精神障害者及び発達障害者を含む。）

及び妊産婦等、日常生活又は社会生活に

おいて身体の機能上の制限を受ける者

は全て含まれる。 

イ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律施行規則（平成十

八年国土交通省令第百十号。以下「規

則」という。）第一条第一号に規定する

便所又は便房が設置された施設又は

車両等の利用者（高齢者、障害者等及

び乳幼児を同伴する者を除く。）は、近

傍の一般の便所又は便房の利用が困

難な場合その他のやむを得ない場合

を除き、可能な限り同号に規定する便

所又は便房の利用を控え、又は高齢者、

障害者等に譲る等、適正な配慮をする
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よう努めなければならない。 

ロ 規則第一条第二号に規定する駐車

施設又は停車施設が設置された施設

の利用者（車椅子使用者その他の障害

者等を除く。）は、当該駐車施設又は停

車施設の利用について施設設置管理

者の承諾を得ている場合を除き、当該

駐車施設又は停車施設の利用を控え、

又は車椅子使用者その他の障害者に

譲る等、適正な配慮をするよう努めな

ければならない。 

ハ 規則第一条第三号に規定するエレ

ベーターが設置された旅客施設又は

旅客特定車両停留施設の利用者（高齢

者、障害者等及び乳幼児を同伴する者

を除く。）は、体調不良その他のやむを

得ない場合を除き、高齢者、障害者等

に当該エレベーターの利用を譲る等、

適正な配慮をするよう努めなければ

ならない。 

ニ 規則第一条第四号に規定する車椅

子スペースが設置された車両等の利

用者（車椅子使用者及びベビーカーを

使用する者を除く。）は、車椅子使用者

に当該車椅子スペースの利用を譲る

等、適正な配慮をするよう努めなけれ

ばならない。 

ホ 規則第一条第五号に規定する優先

席又は基準適合客席が設置された旅

客施設、旅客特定車両停留施設又は車

両等の利用者（高齢者、障害者等及び

乳幼児を同伴する者を除く。）は、体調

不良その他のやむを得ない場合を除

き、高齢者、障害者等に当該優先席又

は基準適合客席の利用を譲る等、適正

な配慮をするよう努めなければなら

ない。 

六 移動等円滑化に関する情報提供に関する基

本的な事項 

１ 移動等円滑化に関する情報提供の重要性 

高齢者、障害者等の移動及び施設の利用に

当たって、高齢者、障害者等が自らの障害特

性に応じて、移動に係る経路若しくは手段又

は利用可能な施設を選択するためには、移動

等円滑化に関する情報の取得が不可欠であ

る。また、災害等の緊急時において、公共交

通機関や施設等を利用している高齢者、障害

者等の安全を確保するためには、避難等に係

る必要な情報が迅速かつ確実に提供される

よう、情報提供に関する環境を整備する必要

がある。 

法は、施設設置管理者に対する情報提供の

努力義務や市町村によるバリアフリーマッ

プの作成等、各種の情報提供に関する措置を

規定しているが、情報提供に当たっては、こ

のような移動等円滑化に関する情報の重要

性を十分に理解した上で、取り組むことが必

要である。さらに、国においても、施設設置

管理者等による移動等円滑化のための事業

の実施状況に関する情報が確実に収集され、

利用しやすいよう加工された上で、利用者に

提供されるような環境の確保に努めること

とする。 

２ 略 

七 移動等円滑化の促進のための施策に関する

基本的な事項その他移動等円滑化の促進に関

する事項 

１ 略 

２ 地方公共団体の責務及び講ずべき措置 

地方公共団体は、地域住民の福祉の増進を

図る観点から、国の施策に準じ、１に掲げる

責務を果たすとともに、措置を講ずることが

必要である。特に、地域の実情に即して、移

動等円滑化のための事業に対する支援措置、

移動等円滑化に関する地域住民の理解を深

めるための広報活動等移動等円滑化を促進

するために必要な措置を総合的かつ計画的

に講ずるよう努めるとともに、移動等円滑化

促進方針協議会を活用すること等により移

動等円滑化の進展の状況等の定期的な評価

を行うよう努めることが必要である。 

なお、建築物の移動等円滑化に関しては、

地方公共団体が所要の事項を条例に定める

ことにより、対象区域を設定して義務付け対

象となる用途の追加及び規模の引き下げ並

びに基準の強化をすることで地域の実情に

応じた建築物の移動等円滑化を図ることが

可能な仕組みとなっているので、積極的な活

用に努めることが必要である。また、建築物

の部分のうち駅等に設けられる一定の要件

を満たす通路等については、建築基準法（昭

和二十五年法律第二百一号）第五十二条第十

四項第一号の規定による容積率制限の特例

を受けることが可能であるので、同法に規定

する特定行政庁は、当該規定の適切な運用に

努めることが重要である。 

３ 施設設置管理者以外の高齢者、障害者等が

日常生活又は社会生活において利用する施

設を設置又は管理する者の責務 

高齢者、障害者等の円滑な移動及び施設の

利用を実現するために、地下街、自由通路、

駅前広場その他の高齢者、障害者等が日常生

活及び社会生活において移動手段として利

用し得る施設を設置し、又は管理する者にお

資 料 編 
1 - 213



 

 

いても、移動等円滑化のために必要な措置を

講ずるよう努めることが必要である。 

附 則 

この告示は、令和三年四月一日から施行する。 

 

○ 国土交通省告示第１４８１号 
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律第二十四条の規定に基づく国土交通大

臣が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保する上

で有効と認めて定める基準 

平成十八年十二月十五日 

国土交通省告示第千四百八十一号 

第１ 特定建築物にあっては、高齢者、障害者等

が円滑に利用できるようにするために誘導す

べき建築物特定施設の構造及び配置に関する

基準を定める省令（平成１８年国土交通省令第

１４０号）（以下「建築物移動等円滑化誘導基

準」という。）に適合すること。 

第２ 特定建築物以外の建築物にあっては、建築

物特定施設（高齢者、障害者等の利用上支障が

ない部分を除く。）が次に掲げる基準に適合す

ること。 

１ 出入口は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、８０ｃｍ以上とすること。 

ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する

構造その他車いすを使用している者（以下

「車いす使用者」という。）が容易に開閉し

て通過できる構造とすること。 

ハ 車いす使用者が通過する際に支障とな

る段を設けないこと。 

２ 廊下その他これに類するものは、次に掲げ

るものであること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料

で仕上げること。 

ロ 幅は、住宅の用途に供する部分に設ける

ものにあっては８５ｃｍ（柱等の箇所にあ

っては８０ｃｍ）以上、住宅の用途に供す

る部分以外の部分に設けるものにあって

は９０ｃｍ以上とすること。 

ハ 段を設ける場合においては、当該段は、

次号に定める構造に準じたものとするこ

と。 

ニ 第１号に定める構造の出入口に接する

部分は、水平とすること。 

３ 階段は、次に掲げるものであること。 

イ 手すりを設けること。 

ロ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料

で仕上げること。 

４ 便所を設ける場合においては、次に定める

基準に適合する便所を一以上設けること。 

イ 腰掛便座及び手すりの設けられた便房

があること。 

ロ イに掲げる便房の出入口又は当該便房

のある便所の出入口の幅は、８０ｃｍ以上

とすること。 

ハ イに掲げる便房の出入口又は当該便房

のある便所の出入口に戸を設ける場合に

は、自動的に開閉する構造その他車いす使

用者が容易に開閉して通過できる構造と

すること。 

５ 敷地内の通路は、次に掲げるものであるこ

と。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料

で仕上げること。 

ロ 直接地上へ通ずる第一号に定める構造

の出入口から道又は公園、広場その他の空

地に至る敷地内の通路のうち、一以上の敷

地内の通路は、次に定める構造とすること。 

(１)幅は，９０ｃｍ以上とすること。 

(２)段を設ける場合においては、当該段は、

第３号に定める構造に準じたものとす

ること。 

附 則 

１ この告示は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９

１号）の施行の日（平成１８年１２月２０日）

から施行する。 

２ 平成１５年国土交通省告示第２７５号は、廃

止する。 

 

○ 国土交通省告示第１４８２号 
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行規則の規定により認定特定建築物

が特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認

定を受けている旨の表示を付することができる

ものを定める件 

平成十八年十二月十五日 

国土交通省告示第千四百八十二号 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行規則第十二条第一項第三号に規定

する国土交通大臣が定めるものは、次に掲げるも

のとする。 

一 宣伝用物品 

二 情報を提供するために作成する電磁的記

録 

附 則 

１ この告示は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九

十一号）の施行の日（平成十八年十二月二十日）

から施行する。 

２ 平成十五年国土交通省告示第二百六十八号

は、廃止する。 
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○ 国土交通省告示第１４８３号 
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにす

るために誘導すべき建築物特定施設の構造及び

配置に関する基準を定める省令の規定により移

動等円滑化の措置がとられたエレベーターその

他の昇降機又は便所の配置を視覚障害者に示す

方法を定める件 

平成十八年十二月十五日 

国土交通省告示第千四百八十三号 

高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにす

るために誘導すべき建築物特定施設の構造及び

配置に関する基準を定める省令第十五条第二項

に規定する国土交通大臣が定める方法は、次に掲

げるものとする。 

一 文字等の浮き彫り 

二 音による案内 

三 点字及び前二号に類するもの 

附 則 

この告示は、高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一

号）の施行の日（平成十八年十二月二十日）から

施行する。 

 

○ 国土交通省告示第１４８４号 
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにす

るために誘導すべき建築物特定施設の構造及び

配置に関する基準を定める省令の規定により車

いす使用者用浴室等の構造を定める件 

平成十八年十二月十五日 

国土交通省告示第千四百八十四号 

高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにす

るために誘導すべき建築物特定施設の構造及び

配置に関する基準を定める省令第十条第二項第

三号イに規定する車いす使用者が円滑に利用す

ることができるものとして国土交通大臣が定め

る構造は、次に掲げるものとする。 

一 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置さ

れていること。 

二 車いす使用者が円滑に利用することがで

きるよう十分な空間が確保されていること。 

附 則 

１ この告示は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九

十一号）の施行の日（平成十八年十二月二十日）

から施行する。 

２ 平成十五年国土交通省告示第二百六十七号

は、廃止する。 

 

○ 国土交通省告示第１４８５号 
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにす

るために誘導すべき建築物特定施設の構造及び

配置に関する基準を定める省令の規定により特

殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の

昇降機等を定める件 

平成十八年十二月十五日 

国土交通省告示第千四百八十五号 

第一 高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう

にするために誘導すべき建築物特定施設の構

造及び配置に関する基準を定める省令（以下

「建築物移動等円滑化誘導基準」という。）第

八条に規定する国土交通大臣が定める特殊な

構造又は使用形態のエレベーターその他の昇

降機は、次に掲げるものとする。 

一 昇降行程が四メートル以下のエレベータ

ー又は階段の部分、傾斜路の部分その他これ

らに類する部分に沿って昇降するエレベー

ターで、かごの定格速度が十五メートル毎分

以下で、かつ、その床面積が二・二五平方メ

ートル以下のもの 

二 車いすに座ったまま車いす使用者を昇降

させる場合に二枚以上の踏段を同一の面に

保ちながら昇降を行うエスカレーターで、当

該運転時において、踏段の定格速度を三十メ

ートル毎分以下とし、かつ、二枚以上の踏段

を同一の面とした部分の先端に車止めを設

けたもの 

第二 建築物移動等円滑化誘導基準第八条に規

定する車いす使用者が円滑に利用することが

できるものとして国土交通大臣が定める構造

は、次に掲げるものとする。 

一 第一第一号に掲げるエレベーターにあっ

ては、次に掲げるものであること。 

イ 平成十二年建設省告示第千四百十三号

第一第七号に規定するものとすること。 

ロ かごの幅は七十センチメートル以上と

し、かつ、奥行きは百二十センチメートル

以上とすること。 

ハ 車いす使用者がかご内で方向を変更す

る必要がある場合にあっては、かごの幅及

び奥行きが十分に確保されていること。 

二 第一第二号に掲げるエスカレーターに

あっては、平成十二年建設省告示第千四百

十七号第一ただし書に規定するものであ

ること。 

附 則 

１ この告示は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九

十一号）の施行の日（平成十八年十二月二十日）

から施行する。 

２ 平成十五年国土交通省告示第二百六十六号

は、廃止する。 

 

○ 国土交通省第１４８６号 
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにす
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るために誘導すべき建築物特定施設の構造及び

配置に関する基準を定める省令の規定により視

覚障害者の利用上支障がないエレベーター及び

乗降ロビーを定める件 

平成十八年十二月十五日 

国土交通省告示第千四百八十六号 

高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにす

るために誘導すべき建築物特定施設の構造及び

配置に関する基準を定める省令第七条第六項た

だし書に規定する視覚障害者の利用上支障がな

いものとして国土交通大臣が定める場合は、エレ

ベーター及び乗降ロビーが主として自動車の駐

車の用に供する施設に設けるものである場合と

する。 

附 則 

１ この告示は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九

十一号）の施行の日（平成十八年十二月二十日）

から施行する。 

２ 平成十五年国土交通省告示第二百六十五号

は、廃止する。 

 

○ 国土交通省告示第１４８７号 
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにす

るために誘導すべき建築物特定施設の構造及び

配置に関する基準を定める省令の規定によりエ

レベーターのかご内及び乗降ロビーに設ける制

御装置を視覚障害者が円滑に操作することがで

きる構造とする方法を定める件 

平成十八年十二月十五日 

国土交通省告示第千四百八十七号 

高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにす

るために誘導すべき建築物特定施設の構造及び

配置に関する基準を定める省令（平成十八年国土

交通省令第百十四号）第七条第六項第二号に規定

する国土交通大臣が定める方法は、次に掲げるも

のとする。 

一 文字等の浮き彫り 

二 音による案内 

三 点字及び前二号に類するもの 

附 則 

この告示は、高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一

号）の施行の日（平成十八年十二月二十日）から

施行する。 

 

○ 国土交通省告示第１４８８号 
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにす

るために誘導すべき建築物特定施設の構造及び

配置に関する基準を定める省令の規定により車

いす使用者の利用上支障がない廊下等の部分等

を定める件 

平成十八年十二月十五日 

国土交通省告示第千四百八十八号 

第一 高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう

にするために誘導すべき建築物特定施設の構

造及び配置に関する基準を定める省令（以下

「建築物移動等円滑化誘導基準」という。）第

三条第二項に規定する車いす使用者の利用上

支障がないものとして国土交通大臣が定める

部分は、車いす使用者用駐車施設が設けられて

いない駐車場、階段等のみに通ずる廊下等の部

分とする。 

第二 建築物移動等円滑化誘導基準第五条ただ

し書に規定する車いす使用者の利用上支障が

ないものとして国土交通大臣が定める場合は、

階段が車いす使用者用駐車施設が設けられて

いない駐車場等のみに通ずるものである場合

とする。 

第三 建築物移動等円滑化誘導基準第六条第二

項に規定する車いす使用者の利用上支障がな

いものとして国土交通大臣が定める部分は、車

いす使用者用駐車施設が設けられていない駐

車場、階段等のみに通ずる傾斜路の部分とする。 

第四 建築物移動等円滑化誘導基準第十一条第

三項に規定する車いす使用者の利用上支障が

ないものとして国土交通大臣が定める部分は、

車いす使用者用駐車施設が設けられていない

駐車場、段等のみに通ずる敷地内の通路の部分

とする。 

附 則 

１ この告示は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九

十一号）の施行の日（平成十八年十二月二十日）

から施行する。 

２ 平成十五年国土交通省告示第二百六十四号

は、廃止する。 

 

○ 国土交通省告示第１４８９号 
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにす

るために誘導すべき建築物特定施設の構造及び

配置に関する基準を定める省令の規定により視

覚障害者の利用上支障がない廊下等の部分等を

定める件 

平成十八年十二月十五日 

国土交通省告示第千四百八十九号 

第一 高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう

にするために誘導すべき建築物特定施設の構

造及び配置に関する基準を定める省令（以下

「建築物移動等円滑化誘導基準」という。）第

三条第一項第三号ただし書に規定する視覚障

害者の利用上支障がないものとして国土交通

大臣が定める場合は、階段又は傾斜路の上端に

近接する廊下等の部分が次の各号のいずれか
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に該当するものである場合とする。 

一 勾配が二十分の一を超えない傾斜がある

部分の上端に近接するもの 

二 高さが十六センチメートルを超えず、かつ、

勾配が十二分の一を超えない傾斜がある部

分の上端に近接するもの 

三 主として自動車の駐車の用に供する施設

に設けるもの 

第二 建築物移動等円滑化誘導基準第四条第八

号ただし書に規定する視覚障害者の利用上支

障がないものとして国土交通大臣が定める場

合は、段がある部分の上端に近接する踊場の部

分が第一第三号に定めるもの又は段がある部

分と連続して手すりを設けるものである場合

とする。 

第三 建築物移動等円滑化誘導基準第六条第一

項第七号ただし書に規定する視覚障害者の利

用上支障がないものとして国土交通大臣が定

める場合は、傾斜がある部分の上端に近接する

踊場の部分が第一各号のいずれかに該当する

もの又は傾斜がある部分と連続して手すりを

設けるものである場合とする。 

第四 建築物移動等円滑化誘導基準第十六条た

だし書に規定する視覚障害者の利用上支障が

ないものとして国土交通大臣が定める場合は、

道等から案内設備までの経路が第一第三号に

定めるもの又は建築物の内にある当該建築物

を管理する者等が常時勤務する案内所から直

接地上ヘ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、

道等から当該出入口までの経路が高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施

行令第二十一条第二項に定める基準に適合す

るものである場合とする。 

附 則 

１ この告示は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九

十一号）の施行の日（平成十八年十二月二十日）

から施行する。 

２ 平成十五年国土交通省告示第二百六十三号

は、廃止する。 

 

○ 国土交通省告示第１４９０号 
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行令の規定により、認定特定建築物の

建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の

建築物特定施設の床面積を超えることとなるも

のを定める件 

平成十八年十二月十五日 

国土交通省告示第千四百九十号 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行令第二十四条に規定する認定特定

建築物の建築物特定施設の床面積のうち、通常の

建築物の建築物特定施設の床面積を超えること

となるものとして国土交通大臣が定める床面積

は、次の各号に掲げる建築物特定施設（特別特定

建築物にあっては不特定かつ多数の者が利用し、

又は主として高齢者、障害者等が利用するもの、

特別特定建築物以外の特定建築物にあっては多

数の者が利用するものに限る。）ごとに、それぞ

れ当該各号に定める数値を超える床面積の合計

とする。 

一 廊下等 

 

廊下の部分 

 

 

廊下の用途 

両 側 に

居 室 が あ

る 廊 下

（ 単 位 平

方 メ ー ト

ル） 

そ の 他

の廊下（単

位 平 方 メ

ートル） 

（一） 小学校、中

学校、高等学

校 又 は 中 等

教 育 学 校 に

お け る 児 童

用 又 は 生 徒

用のもの 

2.30Ｌ 1.80Ｌ 

 

（二） 病 院 に お

け る 患 者 用

のもの、共同

住 宅 の 住 戸

若しくは住室

の 床 面 積 の

合 計 が 百 平

方メートルを

超 え る 階 に

お け る 共 用

の も の 又 は

三 室 以 下 の

専 用 の も の

を 除 き 居 室

の 床 面 積 の

合 計 が 二 百

平方メートル

（地階にあっ

ては、百平方

メ ート ル ） を

超 え る 階 に

おけるもの 

1.60Ｌ 1.20Ｌ 

（三） （一）及び（二）

に 掲 げ る 廊

下 以 外 の も

の 

1.20Ｌ 

 

この表において、Ｌは、廊下等の長さ（単位メー

トル）を表すものとする。 
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二 階段 

 

階段の部分 

 

 

階段の用途 

段 が あ

る 部 分

（ 単 位 平

方 メ ー ト

ル） 

踊 場

（単位平

方 メ ー

トル） 

（一） 小 学 校 に お

け る 児 童 用 の

もの 

2.28H 1.68 

 

（二） 中学校、高等

学校若しくは中

等 教 育 学 校 に

お け る 生 徒 用

の も の 又 は 物

品販売業(物品

加 工 修 理 業 を

含 む 。 以 下 同

じ 。 ) を 営 む 店

舗 で 床 面 積 の

合 計 が 千 五 百

平方メートルを

超えるもの、劇

場、映画館、演

芸場、観覧場、

公会堂若しくは

集 会 場 に お け

る客用のもの 

2.03H 1.68 

（三） 直 上 階 の 居

室 の 床 面 積 の

合 計 が 二 百 平

方メートルを超

え る 地 上 階 又

は 居 室 の 床 面

積 の 合 計 が 百

平方メートルを

超える地階若し

く は 地 下 工 作

物 内 に お け る

もの 

1.44H 1.44 

(四) (一)から(三)

ま で に 掲 げ る

階 段 以 外 の も

の 

0.78H 0.90 

この表において、Ｈは、階段の高さ（単位メート

ル）を表すものとする。 

三 傾斜路 

 

傾斜路の部分 

 

 

傾斜路の用途 

傾 斜 が

あ る 部 分

（単位平方

メートル） 

踊 場

（単位平

方 メ ー

トル） 

（一） 小 学 校 、 中

学 校 、高 等 学

校 若 しくは中

等教育学校に

おける児童用

若 しくは生 徒

用のもの又は

物品販売業を

営む店舗で床

面積の合計が

千五百平方メ

ー ト ル を 超 え

るもの、劇場、

映 画 館 、演 芸

場 、 観 覧 場 、

公 会 堂 若 しく

は集会場にお

ける客用のも

の 

11.20H 1.68 

 

（二） 直上階の居

室の床面積の

合計が二百平

方 メ ー ト ル を

超える地上階

又は居室の床

面積の合計が

百 平 方 メート

ルを超える地

階 若 しくは地

下 

工作物内に

おけるもの 

9.60H 1.44 

（三） (一)及び(二)

に掲げる傾斜

路以外のもの 

6.00H 0.90 

この表において、Ｈは、傾斜路の高さ（単位メ

ートル）を表すものとする。 

 

四 エレベーター（かごに係る部分に限る。） 

1.10（単位平方メートル） 

五 便所（車いす使用者用便房に係る部分に限

る。） 1.00（単位平方メートル） 

六 駐車場（車いす使用者用駐車施設に係る部

分に限る。） 15.00（単位平方メートル） 

附 則 
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１ この告示は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九

十一号）の施行の日（平成十八年十二月二十日）

から施行する。 

２ 平成十五年国土交通省告示第二百六十二号

は、廃止する。 

 

○ 国土交通省告示第１４９１号 
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行令の規定により移動等円滑化の措

置がとられたエレベーターその他の昇降機又は

便所の配置を視覚障害者に示す方法を定める件 

平成十八年十二月十五日 

国土交通省告示第千四百九十一号 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行令第二十条第二項に規定する国土

交通大臣が定める方法は、次に掲げるものとする。 

一 文字等の浮き彫り 

二 音による案内 

三 点字及び前二号に類するもの 

附 則 

この告示は、高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一

号）の施行の日（平成十八年十二月二十日）から

施行する。 

 

○ 国土交通省告示第１４９２号 
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行令の規定により特殊な構造又は使

用形態のエレベーターその他の昇降機等を定め

る件 

平成十八年十二月十五日 

国土交通省告示第千四百九十二号 

第一 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律施行令（以下「令」という。）第十

八条第二項第六号に規定する国土交通大臣が

定める特殊な構造又は使用形態のエレベータ

ーその他の昇降機は、次に掲げるものとする。 

一 昇降行程が四メートル以下のエレベータ

ー又は階段の部分、傾斜路の部分その他これ

らに類する部分に沿って昇降するエレベー

ターで、かごの定格速度が十五メートル毎分

以下で、かつ、その床面積が二・二五平方メ

ートル以下のもの 

二 車いすに座ったまま車いす使用者を昇降

させる場合に二枚以上の踏段を同一の面に

保ちながら昇降を行うエスカレーターで、当

該運転時において、踏段の定格速度を三十メ

ートル毎分以下とし、かつ、二枚以上の踏段

を同一の面とした部分の先端に車止めを設

けたもの 

第二 令第十八条第二項第六号に規定する車い

す使用者が円滑に利用することができるもの

として国土交通大臣が定める構造は、次に掲げ

るものとする。 

一 第一第一号に掲げるエレベーターにあっ

ては、次に掲げるものであること。 

イ 平成十二年建設省告示第千四百十三号

第一第七号に規定するものとすること。 

ロ かごの幅は七十センチメートル以上と

し、かつ、奥行きは百二十センチメートル

以上とすること。 

ハ 車いす使用者がかご内で方向を変更す

る必要がある場合にあっては、かごの幅及

び奥行きが十分に確保されていること。 

二 第一第二号に掲げるエスカレーターにあ

っては、平成十二年建設省告示第千四百十七

号第一ただし書に規定するものであること。 

附 則 

１ この告示は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九

十一号）の施行の日（平成十八年十二月二十日）

から施行する。 

２ 平成十五年国土交通省告示第百七十八号は、

廃止する。 

 

○ 国土交通省告示第１４９３号 
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行令の規定によりエレベーターのか

ご内及び乗降ロビーに設ける制御装置を視覚障

害者が円滑に操作することができる構造とする

方法を定める件 

平成十八年十二月十五日 

国土交通省告示第千四百九十三号 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行令第十八条第二項第五号リ(2)に

規定する国土交通大臣が定める方法は、次に掲げ

るものとする。 

一 文字等の浮き彫り 

二 音による案内 

三 点字及び前二号に類するもの 

附 則 

この告示は、高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一

号）の施行の日（平成十八年十二月二十日）から

施行する。 

 

○ 国土交通省告示第１４９４号 
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行令の規定により視覚障害者の利用

上支障がないエレベーター及び乗降ロビーを定

める件 

平成十八年十二月十五日 

国土交通省告示第千四百九十四号 
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行令第十八条第二項第五号リただし

書に規定する視覚障害者の利用上支障がないも

のとして国土交通大臣が定める場合は、エレベー

ター及び乗降ロビーが主として自動車の駐車の

用に供する施設に設けるものである場合とする。 

附 則 

１ この告示は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九

十一号）の施行の日（平成十八年十二月二十日）

から施行する。 

２  平成十五年国土交通省告示第百七十七号

は、廃止する。 

 

○ 国土交通省告示第１４９５号 
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行令の規定により車いす使用者用浴

室等の構造を定める件 

平成十八年十二月十五日 

国土交通省告示第千四百九十五号 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行令第十五条第二項第二号イに規定

する車いす使用者が円滑に利用することができ

るものとして国土交通大臣が定める構造は、次に

掲げるものとする。 

一 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置さ

れていること。 

二 車いす使用者が円滑に利用することがで

きるよう十分な空間が確保されていること。 

附 則 

この告示は、高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一

号）の施行の日（平成十八年十二月二十日）から

施行する。 

 

○ 国土交通省告示第１４９６号 
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行令の規定により車いす使用者用便

房の構造を定める件 

平成十八年十二月十五日 

国土交通省告示第千四百九十六号 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行令第十四条第一項第一号に規定す

る車いす使用者が円滑に利用できるものとして

国土交通大臣が定める構造は、次に掲げるものと

する。 

一 腰掛便座、手すり等が適切に配置されてい

ること。 

二 車いす使用者が円滑に利用することがで

きるよう十分な空間が確保されていること。 

附 則 

１ この告示は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九

十一号）の施行の日（平成十八年十二月二十日）

から施行する。 

２ 平成十五年国土交通省告示第百七十六号は、

廃止する。 

 

○ 国土交通省告示第１４９７号 
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行令の規定により視覚障害者の利用

上支障がない廊下等の部分等を定める件 

平成十八年十二月十五日 

国土交通省告示第千四百九十七号 

第一 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律施行令（以下「令」という。）第十

一条第二号ただし書に規定する視覚障害者の

利用上支障がないものとして国土交通大臣が

定める場合は、階段又は傾斜路の上端に近接す

る廊下等の部分が次の各号のいずれかに該当

するものである場合とする。 

一 勾配が二十分の一を超えない傾斜がある

部分の上端に近接するもの 

二 高さが十六センチメートルを超えず、かつ、

勾配が十二分の一を超えない傾斜がある部

分の上端に近接するもの 

三 主として自動車の駐車の用に供する施設

に設けるもの 

第二 令第十二条第五号ただし書に規定する視

覚障害者の利用上支障がないものとして国土

交通大臣が定める場合は、段がある部分の上端

に近接する踊場の部分が第一第三号に定める

もの又は段がある部分と連続して手すりを設

けるものである場合とする。 

第三 令第十三条第四号ただし書に規定する視

覚障害者の利用上支障がないものとして国土

交通大臣が定める場合は、傾斜がある部分の上

端に近接する踊場の部分が第一各号のいずれ

かに該当するもの又は傾斜がある部分と連続

して手すりを設けるものである場合とする。 

第四 令第二十一条第一項ただし書に規定する

視覚障害者の利用上支障がないものとして国

土交通大臣が定める場合は、道等から案内設備

までの経路が第一第三号に定めるもの又は建

築物の内にある当該建築物を管理する者等が

常時勤務する案内所から直接地上へ通ずる出

入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出

入口までの経路が令第二十一条第二項に定め

る基準に適合するものである場合とする。 

第五 令第二十一条第二項第二号ロに規定する

視覚障害者の利用上支障がないものとして国

土交通大臣が定める部分は、第一第一号若しく

は第二号に定めるもの又は段がある部分若し

くは傾斜がある部分と連続して手すりを設け
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る踊場等とする。 

附 則 

１ この告示は、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九

十一号）の施行の日（平成十八年十二月二十日）

から施行する。 

２ 平成十五年国土交通省告示第百七十五号は、

廃止する。 

 

○ 建設省告示第１４１３号（抄） 
特殊な構造又は使用形態のエレベーター及び

エスカレーターの構造方法を定める件 

平成十二年五月三十一日 

 建設省告示第千四百十三号 

改正 平成二十八年四月二十五日 

 国土交通省告示第七百七号 

第一 建築基準法施行令（以下「令」という。）第

百二十九条の三第二項第一号に掲げる規定を

適用しない特殊な構造又は使用形態のエレベ

ーターは、次の各号に掲げるエレベーターの種

類に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法

を用いるものとする。ただし、第七号から第十

号までに掲げるエレベーターにあっては第一

号から第六号までの規定、非常用エレベーター

にあっては第一号、第二号及び第四号から第十

号までの規定は、それぞれ適用しない。 

一～八 省略 

九 車いすに座ったまま使用するエレベータ

ーで、かごの定格速度が十五メートル以下で、

かつ、その床面積が二・二五平方メートル以

下のものであって、昇降行程が四メートル以

下のもの又は階段及び傾斜路に沿って昇降

するもの 令第百二十九条の七第五号の規

定によるほか、次に定める構造とすること。 

イ かごは、次に定める構造とすること。た

だし、昇降行程が一メートル以下のエレベ

ーターで手すりを設けたものにあっては、

この限りでない。 

（１）次に掲げるエレベーターの種類に応

じ、それぞれ次に定めるものとすること。 

（ⅰ）かごの昇降の操作をかご内の人が

行うことができない一人乗りのエレ

ベーター出入口の部分を除き、高さ六

十五センチメートル以上の丈夫な壁

又は囲いを設けていること。ただし、

昇降路の側壁その他のものに挟まれ

るおそれのない部分に面するかごの

部分で、かごの床から七センチメート

ル（出入口の幅が八十センチメートル

以下の場合にあっては、六センチメー

トル）以上の立ち上がりを設け、かつ、

高さ六十五センチメートル以上の丈

夫な手すりを設けた部分にあっては、

この限りでない。 

（ⅱ）（ⅰ）以外のエレベーター 出入口

の部分を除き、高さ一メートル以上の

丈夫な壁又は囲いを設けていること。

ただし、昇降路の側壁その他のものに

挟まれるおそれのない部分に面する

かごの部分で、かごの床から高さ十五

センチメートル以上の立ち上がりを

設け、かつ、高さ一メートル以上の丈

夫な手すりを設けた部分にあっては、

この限りでない。 

（２）出入口には、戸又は可動式の手すり

を設けること。 

（３）用途、積載量（キログラムで表した

重量とする。）及び最大定員（積載荷重を

平成十二年建設省告示第千四百十五号

第五号に定める数値とし、重力加速度を

九・八メートル毎秒毎秒とし、一人当た

りの体重を六十五キログラム、車いすの

重さを百十キログラムとして計算した

定員をいう。）並びに一人乗りのエレベ

ーターにあっては車いすに座ったまま

使用する一人乗りのものであることを

明示した標識をかご内の見やすい場所

に掲示すること。 

ロ 昇降路は、次に定める構造とすること。 

（１）高さ一・八メートル以上の丈夫な壁

又は囲い及び出入口の戸又は可動式の

手すりを設けること。ただし、かごの底

と当該壁若しくは囲い又は床との間に

人又は物が挟まれるおそれがある場合

において、かごの下にスカートガードそ

の他これに類するものを設けるか、又は

強く挟まれた場合にかごの昇降を停止

する装置を設けた場合にあっては、この

限りでない。 

（２）出入口の床先とかごの床先との水平

距離は、四センチメートル以下とするこ

と。 

（３）釣合おもりを設ける場合にあっては、

人又は物が釣合おもりに触れないよう

壁又は囲いを設けること。 

（４）かご内の人又は物が挟まれ、又は障

害物に衝突しないものとすること。 

ハ 制御器は、昇降行程が一・〇メートルを

超えるものにあっては、かご及び昇降路の

すべての戸又は可動式の手すりが閉じて

いなければかごを昇降させることができ

ないものとすること。 

ニ 次に掲げる安全装置を設けること。 

（１）かごが折りたたみ式のもので動力を
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使用してかごを開閉するものにあって

は、次に掲げる装置 

（ⅰ）鍵を用いなければかごの開閉がで

きない装置 

（ⅱ）開閉中のかごに人又は物が挟まれ

た場合にかごの開閉を制止する装置 

（ⅲ）かごの上に人がいる場合又は物が

ある場合にかごを折りたたむことが

できない装置 

（２）かごが着脱式のものにあっては、か

ごとレールが確実に取りつけられてい

なければかごを昇降させることができ

ない装置 

（３）住戸内のみを昇降するもの以外のも

のにあっては、積載荷重を著しく超えた

場合において警報を発し、かつ、かごを

昇降させることができない装置又は鍵

を用いなければ、かごの昇降ができない

装置 

十 省略 

第二 省略 

 

○ 建設省告示第１４１７号 
通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又

は障害物に衝突することがないようにしたエス

カレーターの構造及びエスカレーターの勾配に

応じた踏段の定格速度を定める件 

平成十二年五月三十一日 

建設省告示第千四百十七号 

第一 建築基準法施行令（以下「令」という。）第

百二十九条の十二第一項第一号に規定する人

又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することが

ないようにしたエスカレーターの構造は、次の

とおりとする。ただし、車いすに座ったまま車

いす使用者を昇降させる場合に二枚以上の踏

段を同一の面に保ちながら昇降を行うエスカ

レーターで、当該運転時において、踏段の定格

速度を三十メートル以下とし、かつ、二枚以上

の踏段を同一の面とした部分の先端に車止め

を設けたものにあっては、第一号及び第二号の

規定は適用しない。 

一 踏段側部とスカートガードのすき間は、五

ミリメートル以下とすること。 

二 踏段と踏段のすき間は、五ミリメートル以

下とすること。 

三 エスカレーターの手すりの上端部の外側

とこれに近接して交差する建築物の天井、は

りその他これに類する部分又は他のエスカ

レーターの下面（以下「交差部」という。）の

水平距離が五十センチメートル以下の部分

にあっては、保護板を次のように設けること。 

イ 交差部の下面に設けること。 

ロ 端は厚さ六ミリメートル以上の角がな

いものとし、エスカレーターの手すりの上

端部から鉛直に二十センチメートル以下

の高さまで届く長さの構造とすること。 

ハ 交差部のエスカレーターに面した側と

段差が生じないこと。 

第二 令第百二十九条の十二第一項第五号に規

定するエスカレーターの勾配に応じた踏段の

定格速度は、次の各号に掲げる勾配の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める速度とする。 

一 勾配が八度以下のもの 五十メートル 

二 勾配が八度を超え三十度(踏段が水平でな

いものにあっては十五度)以下のもの 四十

五メートル 

附 則  

この告示は、平成十二年六月一日から施行する。 
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○東京都福祉のまちづくり条例 
平成７年３月 16 日平成８年条例第 33 号 

最終改正：平成 21 年３月 31 日平成 21 年規則第 33 号 

目次 
前文 

第１章 総則（第１条－第６条） 

第２章 施策の推進 

第１節 基本的施策（第７条－第 12 条） 

第２節 情報の共有化のための取組（第

13 条） 

第３節 都市施設の整備（第 14条－第 16

条） 

第４節 特定都市施設の整備（第 17 条－

第 24 条） 

第５節 車両、住宅等（第 25 条－第 27

条） 

第３章 東京都福祉のまちづくり推進協議会

（第 28 条） 

第４章 雑則（第 29 条―第 31 条） 

附則 

 

東京は、安全で快適な都市機能と豊かな自然を

併せ持つ、日本の首都として発展を続けている。 

私たち都民は、東京で生活するすべての人の基

本的人権が尊重され、自由に行動し、社会参加で

きるやさしいまち東京の実現に向けて、これまで

不断の努力を積み重ねてきた。 

本格的な少子高齢社会が到来するなか、東京が

世界に開かれた国際都市としてさらなる発展を

続けるためには、東京に集うすべての人がありの

ままに、自らの意思で暮らし、社会参加をし、自

己実現を図ることができる、そのような社会の実

現に向け、ユニバーサルデザインの理念に立った

まちづくりを進めることが必要である。 

私たち都民の願いは、誰もが住み慣れた地域に

住み続け、働き、学び、遊ぶことができる一人ひ

とりの生活を支援する仕組みが地域で整い、社会

のあらゆる分野に他者を思いやる心が行きわた

ったまちを築くことである。 

福祉のまちづくりとは、そのような東京を現実

のものとするための物心両面にわたる絶え間な

い活動の集積である。 

今、これまでの成果を未来につなぐとともに、

新たな目標に向かってさらに一歩踏み出すこと

は、後世に対する都民すべての責務である。 

私たち都民は、ユニバーサルデザインの理念の

下、東京を高齢者、障害者、子ども、外国人など

を含めたすべての人にとって、住みやすい、訪れ

やすいまちへと、発展させることをここに宣言し、

この条例を制定する。 

第１章 総則 
（目的） 

第１条 この条例は、福祉のまちづくりに関し、

東京都（以下「都」という。）、事業者及び都民

の責務を明らかにするとともに、福祉のまちづ

くりに関する施策の基本的な事項を定めるこ

とにより、都、特別区及び市町村（以下「区市

町村」という。）、事業者並びに都民が相互に協

働して福祉のまちづくりを推進し、もって高齢

者や障害者を含めたすべての人（高齢者、障害

者、子ども、外国人、妊産婦、傷病者その他の

年齢、個人の能力、生活状況等の異なるすべて

の人をいう。）が安全で、安心して、かつ、快適

に暮らし、又は訪れることができる社会の実現

を図ることを目的とする。 

（定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

一 ユニバーサルデザイン 年齢、性別、国籍、

個人の能力等にかかわらず、できるだけ多く

の人が利用できるよう生活環境その他の環

境を作り上げることをいう。 

二 福祉のまちづくり ユニバーサルデザイ

ンの理念に基づき、高齢者や障害者を含めた

すべての人が、安全で、安心して、かつ、快

適に暮らし、又は訪れることができるまちづ

くりを推進するための取組をいう。 

三 都市施設 病院、図書館、飲食店、ホテル、

劇場、物品販売業を営む店舗、共同住宅、車

両等（鉄道の車両、自動車その他の旅客の運

送の用に供する機器で東京都規則（以下「規

則」という。）で定めるものをいう。以下同

じ。）の停車場を構成する施設、道路、公園そ

の他の多数の者が利用する施設で規則で定

めるものをいう。 

四 整備基準 都市施設を高齢者や障害者を

含めたすべての人が円滑に利用できるよう

にするための措置に関し、都市施設を所有し、

又は管理する者の判断の基準となるべき事

項として規則で定める事項をいう。 

（都の責務） 
第３条 都は、事業者及び都民の参加と協力の下

に、福祉のまちづくりに関する基本的かつ総合

的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 都は、福祉のまちづくりに関する施策に、事

業者及び都民の意見を反映することができる
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よう必要な措置を講ずるものとする。 

３ 都は、事業者及び都民の福祉のまちづくりに

関する活動並びに区市町村の福祉のまちづく

りに関する施策の実施に対し、これらの者の福

祉のまちづくりを推進する上で果たす役割の

重要性にかんがみ、必要に応じて支援及び協力

を行うよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 
第４条 事業者は、その事業活動に関し、その所

有し、又は管理する施設及び物品並びに提供す

るサービスについて、自ら福祉のまちづくりに

努めるとともに、他の事業者と協力して福祉の

まちづくりを推進する責務を有する。 

２ 事業者は、都がこの条例に基づき実施する福

祉のまちづくりに関する施策に協力するよう

努めなければならない。 

３ 事業者は、その事業の実施に当たり、高齢者

や障害者を含めたすべての人の施設、物品又は

サービスの円滑な利用を妨げないよう努めな

ければならない。 

（都民の責務） 
第５条 都民は、福祉のまちづくりについて理解

を深め、自ら福祉のまちづくりに努めるととも

に、相互に協力して福祉のまちづくりを推進す

る責務を有する。 

２ 都民は、都がこの条例に基づき実施する福祉

のまちづくりに関する施策に協力するよう努

めなければならない。 

３ 都民は、高齢者や障害者を含めたすべての人

の施設、物品又はサービスの円滑な利用を妨げ

ないよう努めなければならない。 

（福祉のまちづくりの総合的推進） 
第６条 都は、福祉のまちづくりが総合的かつ効

果的に推進されることの重要性にかんがみ、事

業者、都民、国及び区市町村が相互に有機的な

連携を図ることができるようにするために必

要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

第２章 施策の推進 
第１節 基本的施策 

（計画の策定） 
第７条 知事は、福祉のまちづくりに関する施策

の総合的かつ計画的な推進を図るための基本

となる計画（以下「推進計画」という。）を策定

するものとする。 

２ 推進計画は、次に掲げる事項について定める

ものとする。 

一 福祉のまちづくりに関する目標 

二 福祉のまちづくりに関する施策の方向 

三 前二号に掲げるもののほか、福祉のまちづ

くりに関する施策の総合的かつ計画的な推

進を図るための重要事項 

３ 知事は、推進計画の策定に当たり、事業者及

び都民の意見を聴くとともに、福祉のまちづく

りに関する施策の評価を行い、その結果を推進

計画に反映させるものとする。 

４ 知事は、推進計画を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを明らかにするものとする。 

（教育及び学習の振興等） 
第８条 都は、福祉のまちづくりに関する教育及

び学習の振興並びに広報活動の充実により、福

祉のまちづくりに関して、事業者及び都民が理

解を深めるとともに、これらの者の自発的な活

動が促進されるよう必要な措置を講ずるもの

とする。 

（情報の提供） 
第９条 都は、前条の福祉のまちづくりに関する

事業者及び都民の理解の深化及び自発的な活

動の促進に資するため、福祉のまちづくりの状

況その他の福祉のまちづくりに関する必要な

情報を適切に提供するものとする。 

（調査及び研究） 
第 10 条 都は、福祉のまちづくりに関する施策

を効果的に推進するため、高齢者や障害者を含

めたすべての人の円滑な利用又は移動に関す

る調査を実施するとともに、少子高齢社会に対

応する住宅、福祉用具の研究開発及び普及の促

進に関する法律（平成 5 年法律第 38 号）第２

条に規定する福祉用具その他の施設及び物品

に関する研究及び技術開発を促進し、並びにそ

れらの成果の普及を図るものとする。 

（事業者等に対する支援） 
第 11 条 都は、事業者若しくは都民が福祉のま

ちづくりに関する活動を自発的に行うことと

なるよう誘導し、又は区市町村が福祉のまちづ

くりに関する施策を推進することとなるよう

支援するため、特に必要であると認めるときは、

適正な助成その他の措置を講ずるよう努める

ものとする。 

（表彰） 
第 12 条 知事は、福祉のまちづくりの推進に関

して著しい功績のあった者に対して、表彰を行

うことができる。 

 

第２節 情報の共有化のための取組 
第 13 条 事業者は、高齢者や障害者を含めたす

べての人が、その所有し、又は管理する施設、

物品若しくはサービスを円滑に利用するため

に必要かつ有益な情報（以下「必要とされる情

報」という。）を適時に、かつ、適切に入手でき

るようにするため、必要とされる情報を自ら把

握し、適切に提供するほか、必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。 
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第３節 都市施設の整備 
（整備基準への適合努力義務） 

第 14 条 都市施設を所有し、又は管理する者（以

下「施設所有者等」という。）は、当該都市施設

を整備基準に適合させるための措置を講ずる

よう努めなければならない。 

２ 整備基準は、次に掲げる事項について、都市

施設の種類及び規模に応じて定めるものとす

る。 

一 出入口の構造に関する事項 

二 廊下及び階段の構造並びにエレベーター

の設置に関する事項 

三 車いすで利用できる便所及び駐車場に関

する事項 

四 案内標示及び視覚障害者誘導用ブロック

の設置に関する事項 

五 歩道及び公園の園路の構造に関する事項 

六 前各号に掲げるもののほか、都市施設を円

滑に利用できるようにするために必要な基

幹的事項 

３ 施設所有者等は、高齢者、障害者を含めたす

べての人が円滑に施設間を移動することがで

きるようにするため、他の施設所有者等との連

携を図り、自ら所有し、又は管理する都市施設

とその周辺の都市施設とを一体的に整備する

よう努めなければならない。 

（整備基準適合証の交付） 
第 15 条 施設所有者等は、都市施設を整備基準

に適合させているときは、規則で定めるところ

により、知事に対し、整備基準に適合している

ことを証する証票（以下「整備基準適合証」と

いう。）の交付を請求することができる。 

２ 知事は、前項の請求があった場合において、

当該都市施設が整備基準に適合していると認

めるときは、規則で定めるところにより、当該

施設所有者等に対し、整備基準適合証を交付す

るものとする。 

（都の施設の先導的整備等） 
第 16 条 都は、自ら設置する都市施設を整備基

準に適合するよう率先して整備に努めるもの

とする。 

２ 知事は、国、区市町村その他規則で定める公

共的団体（以下「国等」という。）に対し、これ

らが設置する都市施設の整備基準への適合に

率先して努めるよう要請するものとする。 

 

第４節 特定都市施設の整備 
（整備基準の遵守） 

第 17 条 都市施設で規則で定める種類及び規模

のもの（以下「特定都市施設」という。）の新設

又は改修（建築物については、増築、改築、大

規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更

（用途を変更して特定都市施設にする場合に

限る。）をいう。以下同じ。）をしようとする者

（以下「特定整備主」という。）は、整備基準の

うち特に守るべき基準として規則で定めるも

のを遵守するための措置を講じなければなら

ない。 

２ 特定都市施設を所有し、又は管理する者（第

20 条第１項に規定する既存特定都市施設所有

者等を除く。）は、前項に規定する基準を遵守

しなければならない。 

（届出） 
第 18 条 特定整備主は、第 14 条第２項各号に

掲げる事項について、規則で定めるところによ

り、工事に着手する前に知事に届け出なければ

ならない。ただし、法令又は都の他の条例によ

り、整備基準に適合させるための措置と同等以

上の措置を講ずることとなるよう定めている

事項については、この限りでない。 

２ 前項の規定による届出をした者は、当該届出

の内容の変更（規則で定める軽微な変更を除

く。）をするときは、当該変更をする事項につ

いて、規則で定めるところにより、当該事項に

係る部分の当該変更後の内容の工事を着手す

る前に知事に届け出なければならない。 

（指導及び助言） 
第 19 条 知事は、特定整備主に対し、その特定

都市施設（工事中のものを含む。以下同じ。）に

ついて第 14 条第１項及び第３項並びに第 17

条第１項に規定する措置の適確な実施を確保

するため必要があると認めるときは、整備基準

を勘案して特定都市施設の設計及び施工に係

る事項について必要な指導及び助言をするこ

とができる。 

（既存特定都市施設の状況の把握等） 
第 20 条 この節の規定の施行の際現に存する

特定都市施設（以下「既存特定都市施設」とい

う。）を所有し、又は管理している者（以下「既

存特定都市施設所有者等」という。）は、当該既

存特定都市施設を整備基準に適合させるため

の措置の状況の把握に努めなければならない。 

２ 知事は、前条に定めるもののほか、既存特定

都市施設所有者等に対し、既存特定都市施設に

ついて前項に規定する措置の適確な実施を確

保するため特に必要があると認めるときは、当

該既存特定都市施設の整備基準への適合状況

を勘案し、必要な措置を講ずるよう指導及び助

言をすることができる。 

（報告の徴収） 
第 21 条 知事は、特定整備主又は特定都市施設

を所有し、若しくは管理する者（以下「特定整

備主等」という。）に対し、規則で定めるところ

により、第 19 条及び前条第２項の規定の施行
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に必要な限度において、当該特定都市施設に係

る第 17 条の規定の遵守の状況及び整備基準へ

の適合状況について、報告を求めることができ

る。 

（勧告） 
第 22 条 知事は、第 18 条の規定による届出を

行わずに同条に規定する工事に着手した者に

対して、当該届出を行うべきことを勧告するこ

とができる。 

２ 知事は、特定整備主等が、正当な理由なく、

第 17 条の規定に違反していると認めるとき、

又は特定整備主等の特定施設の新設若しくは

改修に伴って講ずる第 14 条第１項の規定に基

づく措置が、正当な理由なく、整備基準に照ら

して著しく不十分であると認めるときは、規則

で定めるところにより、当該特定整備主等に対

し、必要な措置を講ずることを勧告することが

できる。 

（公表） 
第 23 条 知事は、前条の規定による勧告を受け

た者が正当な理由なく当該勧告に従わなかっ

たときは、その旨を公表することができる。 

２ 知事は、前項の公表をしようとする場合は、

前条の規定による勧告を受けた者に対し、意見

を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとす

る。 

（特定都市施設に関する調査） 
第 24 条 知事は、第 19 条、第 20 条第２項、

第 22 条及び前条第１項の規定の施行に必要

な限度において、その職員に、特定整備主等の

同意を得て、特定都市施設に立ち入り、第 17

条の規定の遵守の状況及び整備基準への適合

状況について調査させることができる。 

２ 前項の規定による調査をする職員は、その身

分を示す証明書を携帯し、特定整備主等その他

の関係人に提示しなければならない。 

 

第５節 車両、住宅等 
（車両等の整備） 

第 25 条 車両等を所有し、又は管理する者は、

当該車両等について、高齢者や障害者を含めた

すべての人が円滑に利用できるようにするた

めの整備に努めなければならない。 

（住宅の供給） 
第 26 条 住宅を供給する事業者は、高齢者や障

害者を含めたすべての人が円滑に利用できる

ようにするために配慮された住宅の供給に努

めなければならない。 

（福祉用具等の品質の向上等） 
第 27 条 福祉用具を製造し、販売し、又は賃貸

する事業者は、高齢者又は障害者で日常生活又

は社会生活に身体の機能上の制限を受けるも

のその他日常生活又は社会生活に身体の機能

上の制限を受ける者（以下「高齢者、障害者等」

という。）の心身の特性及び置かれている環境

を踏まえ、高齢者、障害者等が円滑に利用でき

るよう当該福祉用具の品質の向上、情報の提供

その他必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。 

２ 前項に定めるもののほか、食器、家具、電化

製品その他の日常生活で利用する物品を製造

し、販売し、又は賃貸する事業者は、高齢者や

障害者を含めたすべての人が円滑に利用でき

るようこれらの物品の使いやすさの向上、情報

の提供その他必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。 

 

第３章 東京都福祉のまちづくり推進協

議会 
（東京都福祉のまちづくり推進協議会） 

第 28 条 都の区域における福祉のまちづくり

の推進に関する基本的事項について知事の諮

問に応じ調査審議させるため、その附属機関と

して、東京都福祉のまちづくり推進協議会（以

下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、次に掲げる事項について調査審議

する。 

一 推進計画に関する事項 

二 前号に掲げるもののほか、福祉のまちづく

りの推進に関する基本的事項 

３ 協議会は、前項に規定する事項に関し、知事

に意見を述べることができる。 

４ 協議会は、事業者、都民、学識経験を有する

者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が

任命する委員 30 人以内をもって組織する。 

５ 委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を

妨げない。 

６ 特別の事項を調査審議するため必要がある

ときは、協議会に臨時委員を置くことができる。 

７ 専門の事項を調査するため必要があるとき

は、協議会に専門員を置くことができる。 

８ 委員、臨時委員及び専門員は、非常勤とする。 

９ 協議会は、専門の事項を審議するため必要が

あると認めるときは、部会を置くことができる。 

10 第４項から前項までに定めるもののほか、

協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知

事が定める。 

 

第４章 雑則 
（適用除外） 

第 29 条 都市施設の整備について、その存する

場所の属する区市町村の条例により、整備基準

に適合させるための措置と同等以上の措置を
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講ずることとなるよう定めている場合は、第

14 条、第 15 条及び第２章第４節の規定は、

適用しない。 

（国等に関する特例） 
第 30 条 国等及び都については、第 18 条から

第 24 条までの規定は適用しない。 

２ 知事は、国等に対し、特定都市施設の整備基

準への適合状況その他必要と認める事項につ

いて報告を求めることができる。 

（委任） 
第 31 条 この条例に定めるもののほか、この条

例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 
１ この条例は、平成７年４月１日から施行する。

ただし、第３章、第４章、第 26 条及び第 27

条の規定は、公布の日から起算して１年６か月

を超えない範囲内において、規則で定める日か

ら施行する。 

（社会環境の変化等に基づく所要の措置） 
２ 都は、社会環境の変化及びこの条例の規定の

状況その他の福祉のまちづくりの推進の状況

を勘案し、必要があると認めるときは、この条

例の規定について検討を加え、その結果に基づ

いて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成 12 年条例第 182 号） 

この条例は、平成 13 年 1 月 1 日から施行す

る。 

附 則 （平成 21 年条例第 33 号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、

第２条及び次項の規定は、平成 21 年 10 月１

日から施行する。 

２ 第２条の規定による改正後の東京都福祉の

まちづくり条例（以下「改正後の条例」という。）

第 17 条の規定は、前項ただし書に規定する日

以後に改正後の条例第 18 条の規定による届出

をした者について適用する。 
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○東京都福祉のまちづくり条例施行規則 
平成八年六月一四日規則第一六九号 

最終改正：令和五年三月三一日規則第六三号 

(趣旨) 
第一条 この規則は、東京都福祉のまちづくり条

例(平成七年東京都条例第三十三号。以下「条

例」という。)の施行について必要な事項を定

めるものとする。 

(定義) 
第二条 この規則において使用する用語は、条例

において使用する用語の例による。 

(車両等) 
第三条 条例第二条第三号に規定する規則で定

める車両等は、別表第一に定める車両等とする。 

(都市施設) 
第四条 条例第二条第三号の規則で定める都市

施設は、別表第二の都市施設の欄に定める施設

とする。 

(整備基準) 
第五条 条例第二条第四号の規則で定める事項

は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞ

れ同表の都市施設の欄に掲げるものとし、条例

第十七条第一項の整備基準のうち特に守るべ

き基準として規則で定めるもの(以下「遵守基

準」という。)は、同表の上欄に掲げる区分に応

じ、それぞれ同表の特定都市施設の欄に掲げる

ものとする。 

区分 都市施設 特定都市施設 

建築物 (共同

住 宅 等 を 除

く。) 

別表第三に定

める事項 

別表第五に定

める事項 

建築物 (共同

住宅等) 

別表第四に定

める事項 

別表第六に定

める事項 

小規模建築物 別表第三に定

める事項 

別表第七に定

める事項 

道路 別表第八に定

める事項 

別表第八に定

める事項 

公園 別表第九に定

める事項 

別表第九に定

める事項 

公共交通施設 別表第十に定

める事項 

別表第十に定

める事項 

路外駐車場 別表第十一に

定める事項 

別表第十一に

定める事項 

2 整備基準は、別表第二 一の部及び二の部に

定める都市施設においては、不特定若しくは多

数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者

等が利用する部分について適用し、同表三の部

から六の部までに定める都市施設においては、

不特定かつ多数の者が利用する部分について

適用する。 

3 別表第二 一の部及び二の部に定める特定

都市施設を改修する場合においては、遵守基準

は、次に掲げる部分に限り適用する。 

一 当該改修に係る部分 

二 道又は公園、広場その他の空地(以下「道

等」という。)から前号に掲げる部分にある不

特定かつ多数の者が利用し、又は主として高

齢者、障害者等が利用する居室(以下この条

において「利用居室」という。)、共同住宅等

の各住戸又はホテル若しくは旅館(風俗営業

等の規制及び業務の適正化等に関する法律

(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第

六項第四号に規定する営業の用に供する施

設及び旅館業法(昭和二十三年法律第百三十

八号)第二条第三項に規定する簡易宿所営業

の施設を除く。別表第三 十の項(三)、別表

第五 五の項(三)、同表六の項(二)、同表七

の項及び同表十の項において同じ。)におけ

る車椅子使用者が円滑に利用できる客室(以

下「車椅子使用者用客室」という。)以外の各

客室(以下「一般客室」という。)までの一以

上の経路を構成する出入口、廊下(これに類

するものを含む。)(以下「廊下等」という。)、

階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機

及び敷地内の通路 

三 不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する便所 

四 第一号に掲げる部分にある利用居室(当該

改修に係る部分に利用居室が設けられてい

ないときは、道等)から車椅子を利用してい

る者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑

に利用することができる便房(以下「車椅子

使用者用便房」という。)(前号に掲げる便所

に設けられるものに限る。)までの一以上の

経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜

路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内

の通路 

五 不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する駐車場 

六 前号に掲げる駐車場に設けられる車椅子

使用者が円滑に利用することができる駐車

施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」とい

う。)から第一号に掲げる部分にある利用居

室(当該改修に係る部分に利用居室が設けら

れていないときは、道等)又は一般客室まで

の一以上の経路を構成する出入口、廊下等、

階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機
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及び敷地内の通路 

4 別表第二 一の部及び二の部の都市施設の

うち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)

第二条第十七号に定める特別特定建築物その

他これらに類する施設でない施設においては、

前項並びに別表第五及び別表第七中「不特定か

つ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障

害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が

利用する」とする。 

5 別表第三から別表第十一までの規定にかか

わらず、整備基準に適合させるための措置と同

等以上に高齢者や障害者を含めたすべての人

が円滑に利用できると知事が認める場合又は

地形若しくは敷地の形状、建築物の構造その他

やむを得ない事情により整備基準による整備

が困難であると知事が認める場合は、これによ

らないことができる。 

(整備基準適合証の交付) 
第六条 条例第十五条第一項の整備基準適合証

(以下「適合証」という。)の交付の請求は、整

備基準適合証交付請求書(別記第一号様式)に

当該都市施設が整備基準に適合していること

を明らかにする図書を添付して行わなければ

ならない。 

2 適合証(別記第二号様式)の交付は、整備基準

適合証交付決定通知書(別記第二号の二様式)

により行うものとする。 

3 知事は、適合証の交付の請求があった場合に

おいて、不交付の決定をしたときは、請求者に、

整備基準適合証不交付決定通知書(別記第二号

の三様式)により、理由を付して通知するもの

とする。 

4 知事は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、適合証の交付を受けた者から適合証を返還

させることができる。 

一 虚偽の請求その他不正の事実が判明した

とき。 

二 交付の対象となった都市施設が、改修等に

より整備基準に適合しなくなったとき。 

三 前二号に掲げる場合のほか、返還させるこ

とが適当であると認めるとき。 

(公共的団体) 
第七条 条例第十六条第二項の規則で定める公

共的団体は、地方道路公社及び地方公共団体の

組合とする。 

(特定都市施設) 
第八条 条例第十七条第一項の特定都市施設は、

別表第二の都市施設の欄に掲げる施設のうち、

特定都市施設の欄に定める規模の施設とする。

ただし、同表一の部及び二の部に定める都市施

設においては、建築基準法(昭和二十五年法律

第二百一号)第三条第一項に規定する建築物及

び文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四

号)第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建

造物群保存地区内における同法第二条第一項

第六号の伝統的建造物群を構成している建築

物を除く。 

(特定都市施設の新設等の届出) 
第九条 条例第十八条第一項及び第二項の規定

による届出は、特定都市施設の新設若しくは改

修又は届出内容変更後の工事に着手する日の

三十日前までに、特定都市施設設置工事計画

(変更)届出書(別記第三号様式又は第四号様

式)を提出して行わなければならない。 

2 特定都市施設設置工事計画(変更)届出書に

は、次に掲げる書類及び図書を添付しなければ

ならない。 

一 特定都市施設整備項目表(別記第五号様式

から第十号様式までのうち該当するもの) 

二 当該特定都市施設の区分に応じ、別表第十

二に定める図書 

(軽微な変更) 
第十条 条例第十八条第二項の規則で定める軽

微な変更は、特定都市施設の新設又は改修に係

る変更のうち、整備基準の適用の変更を伴わな

いもの及び工事着手予定期日又は工事完了予

定期日に係る変更とする。 

(適合状況の報告) 
第十一条 条例第二十一条の報告は、特定都市施

設適合状況報告書(別記第十一号様式又は第十

二号様式)により行わなければならない。 

2 特定都市施設適合状況報告書には、次に掲げ

る書類及び図書を添付しなければならない。 

一 特定都市施設整備項目表(別記第五号様式

から第十号様式までのうち該当するもの) 

二 当該特定都市施設の区分に応じ、別表第十

二に定める図書 

(勧告) 
第十二条 条例第二十二条第一項の規定による

勧告は、勧告書(別記第十三号様式)により行う

ものとする。 

2 条例第二十二条第二項の規定による勧告は、

勧告書(別記第十四号様式)により行うものと

する。 

(公表) 
第十三条 条例第二十三条第一項の規定による

公表は、東京都公報への登載その他広く都民に

周知する方法により行うものとする。 

2 公表する事項は、次に掲げる事項とする。 

一 勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、

名称及び代表者の氏名) 

二 勧告を受けた者の住所(法人にあっては、

主たる事務所の所在地) 

資 料 編 
1 - 229



 

 

三 勧告の内容 

四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と

認める事項 

(意見陳述の機会の付与) 
第十四条 条例第二十三条第二項の意見を述べ、

証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」

という。)におけるその方法は、知事が口頭で

することを認めた場合を除き、意見及び証拠を

記載した書面(以下「意見書」という。)を提出

して行うものとする。 

2 知事は、勧告を受けた者に対し意見陳述の機

会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭に

よる意見陳述の機会の付与を行う場合には、そ

の日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告

を受けた者に対し、次に掲げる事項を書面によ

り通知するものとする。 

一 公表しようとする内容 

二 公表の根拠となる条例等の条項 

三 公表の原因となる事実 

四 意見書の提出先及び提出期限(口頭による

意見陳述の機会の付与を行う場合には、その

旨並びに出頭すべき日時及び場所) 

3 前項の通知を受けた者(以下「当事者」とい

う。)又はその代理人は、やむを得ない事情の

ある場合には、知事に対し、意見書の提出期限

の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変

更を申し出ることができる。 

4 知事は、前項の規定による申出又は職権によ

り、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべ

き日時若しくは場所を変更することができる。 

5 知事は、当事者に口頭による意見陳述の機会

を与えたときは、当事者又はその代理人の陳述

の要旨を記載した書面を作成するものとする。 

6 代理人は、その代理権を証する書面を、意見

書の提出期限又は出頭すべき日時までに知事

に提出しなければならない。 

7 知事は、当事者又はその代理人が正当な理由

なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、

又は口頭による意見陳述をしなかったときは、

条例第二十三条第一項の規定による公表をす

ることができる。 

(身分証明書) 
第十五条 条例第二十四条第二項の身分を示す

証明書の様式は、別記第十五号様式による。 

(書類等の提出部数) 
第十六条 第六条、第九条及び第十一条の規定に

より提出する書類及び図書は、正本一部及び副

本一部とする。 

附 則 

(施行期日) 
1 この規則は、平成八年九月十五日から施行す

る。 

(特定施設の面積の特例) 
2 この規則の施行の日から知事が別に定める

日までの間における別表第二 一の部八の項

及び九の項の規定の適用については、これらの

規定中「二百平方メートル」とあるのは「五百

平方メートル」とする。 

附 則 (平成一〇年規則第二六七号) 

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。 

附 則 (平成一二年規則第三八五号) 

(施行期日) 
1 この規則は、平成十三年一月一日(以下「施行

日」という。)から施行する。 

(整備基準適合証交付の経過措置) 
2 施行日前にこの規則による改正前の東京都

福祉のまちづくり条例施行規則(以下「旧規則」

という。)第九条の届出があった特定施設及び

施行日から起算して三十日を経過する日以前

に新設又は改修の工事に着手した一般都市施

設(特定施設を除く。)に係る適合証の交付につ

いては、当該施設の完成の日から起算して六十

日以内に交付の申請があった場合には、この規

則による改正後の東京都福祉のまちづくり条

例施行規則(以下「新規則」という。)の規定に

かかわらず、なお従前の例による。ただし、新

規則の規定による適合証の交付を妨げない。 

(勧告の経過措置) 
3 東京都福祉のまちづくり条例(平成七年東京

都条例第三十三号)第十九条第二項に規定する

勧告において勘案する整備基準は、施行日前に

旧規則第九条の届出があった特定施設につい

ては、旧規則に定める整備基準とする。 

附 則 (平成一六年規則第二二三号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 (平成一八年規則第二一五号) 

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。 

附 則 (平成一九年規則第一五七号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 (平成二〇年規則第二一七号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 (平成二一年規則第二七号) 

1 この規則は、公布の日から施行する。（以下略） 

附 則 (平成二一年規則第九六号) 

1 この規則は、平成二十一年十月一日(以下「施

行日」という。)から施行する。（以下略） 

附 則 (平成三〇年規則第一二六号) 

1 この規則は、平成三十一年四月一日(以下「施

行日」という。)から施行する。（以下略） 

附 則 (平成三一年規則第一〇六号) 

1 この規則は、令和元年九月一日(以下「施行日」

という。)から施行する。（以下略） 

附 則 (令和元年規則第三〇号) 

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
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（以下略） 

2 この規則の施行の際、この規則による改正前

の東京都規則の様式(この規則により改正され

るものに限る。)による用紙で、現に残存する

ものは、所要の修正を加え、なお使用すること

ができる。 

附 則 (令和元年規則第四九号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則 (令和三年規則第一四七号) 

1 この規則は、令和三年四月一日から施行す

る。（以下略） 

附 則 (令和五年規則第六三号) 

1 この規則は、令和五年十月一日(以下「施行

日」という。)から施行する。（以下略） 

 

別表・様式〔略〕 
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○高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例 

（東京都建築物バリアフリー条例） 

平成一五年一二月二四日条例第一五五号 

最終改正：令和五年三月三一日条例第二六号 

（趣旨） 
第一条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律

第九十一号。以下「法」という。）第十四条第三

項の規定に基づく特別特定建築物に追加する

特定建築物その他必要な事項等について、定め

るものとする。 

（定義） 
第二条 この条例における用語の意義は、法及び

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行令（平成十八年政令第三百七十九

号。以下「令」という。）の例による。 

（特別特定建築物に追加する特定建築物） 
第三条 法第十四条第三項の条例で定める特定

建築物は、次に掲げるものとする。 

一 学校（令第五条第一号に規定する特定建築

物を除く。） 

二 共同住宅 

三 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他こ

れらに類するもの（令第五条第九号に規定す

る特定建築物を除く。） 

四 体育館、水泳場、ボーリング場その他これ

らに類する運動施設（令第五条第十一号に規

定する特定建築物を除く。） 

五 料理店 

（建築の規模） 
第四条 法第十四条第三項の条例で定める特別

特定建築物（前条に規定する特定建築物を含む。

以下同じ。）の建築（用途の変更をして特別特

定建築物にすることを含む。以下同じ。）の規

模は、別表第一の上欄に掲げる特別特定建築物

ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる床面積の

合計（増築若しくは改築又は用途の変更の場合

にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の

変更に係る部分の床面積の合計。以下同じ。）

とする。 

2 前項の規模に満たない特別特定建築物の建

築については、当該特別特定建築物の床面積の

合計と当該特別特定建築物と同一敷地内に存

する他の特別特定建築物の床面積の合計との

合計が二千平方メートル以上となる場合は、前

項の規模を満たしているものとみなす。 

（建築物移動等円滑化基準） 
第五条 法第十四条第三項の規定により建築物

移動等円滑化基準に付加する事項は、次の各号

に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各

号に掲げるものとする。 

一 次号に掲げる建築物以外の特別特定建築

物 次条から第十三条までに定めるも 

二 条例対象小規模特別特定建築物 令第十

条第一項の基準によるもの及び事情から第

十三条までに定めるもの 

（階段） 
第六条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主と

して高齢者、障害者等が利用する階段のうち一

以上は、次に掲げるものでなければならない。 

一 踊場に手すりを設けること。 

二 けあげの寸法は十八センチメートル以下、

踏面の寸法は二十六センチメートル以上と

すること。 

三 階段の幅（当該階段の幅の算定に当たって

は、手すりの幅は十センチメートルを限度と

してないものとみなす。）は、百二十センチ

メートル以上とすること。 

2 前項の規定は、令第十八条第二項第五号に定

める基準を満たすエレベーター及びその乗降

ロビーを併設する場合には、適用しない。ただ

し、主として高齢者、障害者等が利用する階段

については、この限りでない。 

（便所） 
第七条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主と

して高齢者、障害者等が利用する便所を設ける

場合には、床の表面を粗面とし、又は滑りにく

い材料で仕上げなければならない。 

2 前項の便所のうち一以上（男子用及び女子用

の区別があるときは、それぞれ一以上）は、次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

ものでなければならない。 

一 別表第二の上欄に掲げる特別特定建築物

の建築の規模が、それぞれ同表の下欄に掲げ

る床面積の合計である場合 ベビーチェア

その他の乳幼児を座らせることができる設

備を設けた便房を一以上設け、当該便房及び

便所の出入口には、その旨の表示を行うこと。 

二 別表第二の上欄に掲げる特別特定建築物

の建築の規模が、床面積の合計千平方メート

ル以上である場合 ベビーベッドその他の

乳幼児のおむつ交換ができる設備を設け、当

該便所の出入口には、その旨の表示を行うこ

と（他におむつ交換ができる場所を設ける場
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合を除く。）。 

（浴室等） 
第八条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主と

して高齢者、障害者等が利用する浴室又はシャ

ワー室（以下「浴室等」という。）を設ける場合

には、床の表面を粗面とし、又は滑りにくい材

料で仕上げなければならない。 

2 浴室等のうち一以上（男子用及び女子用の区

別があるときは、それぞれ一以上）は、次に掲

げるものでなければならない。 

一 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置さ

れていること。 

二 車椅子使用者が円滑に利用することがで

きるよう十分な空間が確保されていること。 

三 出入口は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、八十五センチメートル以上とする

こと。 

ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する

構造その他の車椅子使用者が容易に開閉

して通過できる構造とし、かつ、その前後

に高低差がないこと。 

（駐車場） 
第九条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主と

して高齢者、障害者等が利用する駐車場に車椅

子使用者用駐車施設を設ける場合には、当該車

椅子使用者用駐車施設又はその付近に、令第十

八条第一項第三号に規定する経路についての

誘導表示を設けなければならない。 

（移動等円滑化経路等） 
第十条 令第十八条第一項の移動等円滑化経路

（以下単に「移動等円滑化経路」という。）は、

次に掲げるものでなければならない。 

一 当該移動等円滑化経路を構成する出入口

は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、八十五センチメートル以上とする

こと（ロに掲げるもの並びにエレベーター

の籠（人を乗せ昇降する部分をいう。以下

同じ。）及び昇降路の出入口に設けられる

ものを除く。）。 

ロ 直接地上へ通ずる出入口の幅は、百セン

チメートル以上とすること。 

二 当該移動等円滑化経路を構成する廊下

等は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、百四十センチメートル以上とする

こと。 

ロ 階段の下端に近接する廊下等の部分（不

特定かつ多数の者が利用し、又は主として

視覚障害者が利用するものに限る。）には、

点状ブロック等を敷設すること（主として

自動車の駐車の用に供する施設に設ける

場合又は点状ブロック等の敷設が施設の

利用に特に支障を来す場合を除く。）。 

ハ 別表第三に掲げる特別特定建築物で、床

面積の合計が五千平方メートル以上のも

のにあっては、授乳及びおむつ交換のでき

る場所を一以上設け、ベビーベッド、椅子

等の設備を適切に配置するとともに、その

付近に、その旨の表示を行うこと（他に授

乳及びおむつ交換のできる場所を設ける

場合を除く。）。 

三 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路

（階段に代わり、又はこれに併設するものに

限る。）は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、階段に代わるものにあっては百四

十センチメートル以上とすること。 

ロ 勾配は、十二分の一を超えないこと。 

ハ 手すりを設けること（令第十三条第一号

に規定する手すりが設けられている場合

を除く。）。 

ニ 両側に側壁又は立ち上がりを設けるこ

と。 

ホ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安

全に停止することができる平坦な部分を

設けること。 

四 当該移動等円滑化経路を構成するエレベ

ーターの籠及び昇降路の出入口の幅は、当該

エレベーターを設ける特別特定建築物の床

面積の合計が五千平方メートルを超える場

合にあっては、九十センチメートル以上とす

ること。 

五 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内

の通路は、次に掲げるものであること。 

イ 幅は、百四十センチメートル以上とする

こと。 

ロ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

（１）幅は、段に代わるものにあっては百

四十センチメートル以上とするこ

と。 

（２）勾配は、二十分の一を超えないこと。 

（３）手すりを設けること。 

（４）両側に側壁又は立ち上がりを設ける

こと。 

（５）傾斜路の始点及び終点には、車椅子

が安全に停止することができる平

坦な部分を設けること。 

2 建築物（幼稚園、保育所、母子生活支援施設

及び理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣

装屋その他これらに類するサービス業を営む

店舗を除く。）に、直接地上へ通ずる出入口の

ある階（以下「地上階」という。）又はその直上

階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場

合には、道等から当該利用居室までの経路（当

該地上階とその直上階又は直下階との間の上

下の移動に係る部分に限る。）のうち一以上を、
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令第十八条第二項各号及び前項各号の基準に

適合させなければならない。 

3 前項に掲げる経路又はその一部が、移動等円

滑化経路又はその一部となる場合にあっては、

当該前項に掲げる経路又はその一部について

は、同項の規定は適用しない。 

4 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路

が地形の特殊性により第一項第五号の規定に

よることが困難である場合における同項及び

第二項の規定は、令第十八条第一項第一号にお

ける「道又は公園、広場その他の空地（以下「道

等」という。）」を、「当該建築物の車寄せ」とし

て適用する。 

（共同住宅） 
第十一条 共同住宅においては、道等から各住戸

（地上階又はその直上階若しくは直下階のみ

に住戸がある共同住宅にあっては、地上階にあ

るものに限る。以下同じ。）までの経路のうち

一以上を、多数の者が円滑に利用できる経路

（以下この条において「特定経路」という。）に

しなければならない。 

2 特定経路は、次に掲げるものでなければなら

ない。 

一 当該特定経路上に階段又は段を設けない

こと（傾斜路又はエレベーターその他の昇降

機を併設する場合を除く。）。 

二 当該特定経路を構成する出入口は、次に掲

げるものであること。 

イ 幅は、八十センチメートル以上とするこ

と。 

ロ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する

構造その他の車椅子使用者が容易に開閉

して通過できる構造とし、かつ、その前後

に高低差がないこと。 

三 当該特定経路を構成する廊下等は、令第十

一条の規定によるほか、次に掲げるものであ

ること。 

イ 幅は、百二十センチメートル以上とする

こと。 

ロ 五十メートル以内ごとに車椅子の転回

に支障がない場所を設けること。 

ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する

構造その他の車椅子使用者が容易に開閉

して通過できる構造とし、かつ、その前後

に高低差がないこと。 

四 当該特定経路を構成する傾斜路（階段に代

わり、又はこれに併設するものに限る。）は、

令第十三条の規定によるほか、次に掲げるも

のであること。 

イ 幅は、階段に代わるものにあっては百二

十センチメートル以上、階段に併設するも

のにあっては九十センチメートル以上と

すること。 

ロ 勾配は、十二分の一（高さが十六センチ

メートル以下のものにあっては、八分の一）

を超えないこと。 

ハ 高さが七十五センチメートルを超える

ものにあっては、高さ七十五センチメート

ル以内ごとに踏幅が百五十センチメート

ル以上の踊場を設けること。 

ニ 両側に側壁又は立ち上がりを設けるこ

と。 

ホ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子が安

全に停止することができる平坦な部分を

設けること。 

五 当該特定経路を構成するエレベーター（次

号に規定するものを除く。以下この号におい

て同じ。）及びその乗降ロビーは、次に掲げ

るものであること。 

イ 籠は、各住戸、車椅子使用者用便房又は

車椅子使用者用駐車施設がある階及び地

上階に停止すること。 

ロ 籠及び昇降路の出入口の幅は、八十セン

チメートル以上とすること。 

ハ 籠の奥行きは、百十五センチメートル以

上とすること。 

ニ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、

その幅及び奥行きは、百五十センチメート

ル以上とすること。 

ホ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者

が円滑に利用することができる位置に制

御装置を設けること。 

ヘ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の

現在位置を表示する装置を設けること。 

ト 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を

表示する装置を設けること。 

六 当該特定経路を構成する特殊な構造又は

使用形態のエレベーターその他の昇降機は、

令第十八条第二項第六号の規定により国土

交通大臣が定める構造とすること。 

七 当該特定経路を構成する敷地内の通路は、

令第十六条の規定によるほか、次に掲げるも

のであること。 

イ 幅は、百二十センチメートル以上とする

こと。 

ロ 五十メートル以内ごとに車椅子の転回

に支障がない場所を設けること。 

ハ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する

構造その他の車椅子使用者が容易に開閉

して通過できる構造とし、かつ、その前後

に高低差がないこと。 

ニ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

（１）幅は、段に代わるものにあっては百

二十センチメートル以上、段に併設
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するものにあっては九十センチメ

ートル以上とすること。 

（２）勾配は、十二分の一（高さが十六セ

ンチメートル以下のものにあって

は、八分の一）を超えないこと。 

（３）高さが七十五センチメートルを超え

るもの（勾配が二十分の一を超える

ものに限る。）にあっては、高さ七十

五センチメートル以内ごとに踏幅

が百五十センチメートル以上の踊

場を設けること。 

（４）両側に側壁又は立ち上がりを設ける

こと。 

（５）傾斜路の始点及び終点には、車椅子

が安全に停止することができる平

坦な部分を設けること。 

3 当該特定経路を構成する敷地内の通路が地

形の特殊性により前項第七号の規定によるこ

とが困難である場合における前二項の規定の

適用については、第一項中「道等」とあるのは、

「当該共同住宅の車寄せ」とする。 

4 特定経路となるべき経路又はその一部が移

動等円滑化経路若しくはその一部又は前条第

二項に規定する経路若しくはその一部となる

場合にあっては、当該特定経路となるべき経路

又はその一部については、前三項の規定は適用

しない。 

（ホテル又は旅館） 
第十一条の二 ホテル又は旅館（風俗営業等の規

制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十

三年法律第百二十二号）第二条第六項第四号に

規定する営業の用に供する施設及び旅館業法

（昭和二十三年法律第百三十八号）第二条第三

項に規定する簡易宿所営業の施設を除く。以下

この条及び次条において同じ。）においては、

道等及び車椅子使用者用駐車施設から車椅子

使用者用客室以外の各客室（以下「一般客室」

という。）までの経路のうち一以上を、階段又

は段を設けない経路（以下この条において「宿

泊者特定経路」という。）にしなければならな

い。ただし、前条第二項第四号に規定する傾斜

路、同項第五号に規定するエレベーター又は同

項第六号に規定する昇降機を併設する場合は、

この限りでない。 

2 ホテル又は旅館の一般客室は、次に掲げるも

のでなければならない。ただし、和室部分につ

いては、この限りでない。 

一 一般客室の出入口の幅は、八十センチメー

トル以上とすること。 

二 一般客室内の一以上の便所及び一以上の

浴室等の出入口の幅は、七十五センチメート

ル以上（一般客室の床面積（和室部分及び同

一客室内に複数の階がある場合における当

該一般客室の出入口のある階の部分以外の

部分の床面積を除く。第四号において同じ。）

が十五平方メートル未満の場合にあっては、

七十センチメートル以上）とすること。 

三 一般客室内（同一客室内に複数の階がある

場合は、当該一般客室の出入口のある階の部

分に限る。）には階段又は段を設けないこと。

ただし、次のイからハまでに掲げる場合に応

じ、当該イからハまでに定める部分を除く。 

イ 同一客室内に複数の階がある場合 当

該一般客室の出入口のある階とその直上

階又は直下階との間の上下の移動に係る

階段又は段の部分 

ロ 勾配が、十二分の一を超えない傾斜路を

併設する場合 当該傾斜路が併設された

階段又は段の部分 

ハ 浴室等の内側に防水上必要な最低限の

高低差を設ける場合 当該高低差の部分 

 四 第二号の規定に該当する便所及び浴室等

の出入口に接する通路その他これに類する

もの(当該出入口に接して脱衣室、洗面所そ

の他これらに類する場所が設けられている

場合にあっては、当該出入口を除く当該場所

の一以上の出入口及びこれに接する通路そ

の他これに類するもの)の幅は、百センチメ

ートル以上(一般客室の床面積が十五平方メ

ートル未満の場合にあっては、八十センチメ

ートル以上)とすること。 

３ 当該宿泊者特定経路を構成する敷地内の通

路が地形の特殊性により第一項の規定による

ことが困難である場合における同項の規定の

適用については、同項中「道等」とあるのは、

「当該ホテル又は旅館の車寄せ」とする。 

４ 宿泊者特定経路となるべき経路又はその一

部が移動等円滑化経路若しくはその一部又は

第十条第二項に規定する経路若しくはその一

部となる場合にあっては、当該宿泊者特定経路

となるべき経路又はその一部については、第一

項及び前項の規定は適用しない。 

（増築等に関する適用範囲） 
第十二条 建築物の増築又は改築（用途の変更を

して特別特定建築物にすることを含む。以下

「増築等」という。）をする場合には、第六条か

ら第十条までの規定（共同住宅にあっては第六

条から第十一条まで、前条第一項に規定するホ

テル又は旅館にあっては第六条から第十条ま

で及び前条の規定）は、次に掲げる建築物の部

分に限り、適用する。 

一 当該増築等に係る部分 

二 道等から前号に掲げる部分にある利用居

室、共同住宅の各住戸又は前条第一項に規定
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するホテル又は旅館の一般客室までの一以

上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、

傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷

地内の通路 

三 不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する便所 

四 第一号に掲げる部分にある利用居室（当該

部分に利用居室が設けられていないときは、

道等）から車椅子使用者用便房（前号に掲げ

る便所に設けられるものに限る。）までの一

以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、

傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷

地内の通路 

五 不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する駐車場 

六 車椅子使用者用駐車施設（前号に掲げる駐

車場に設けられるものに限る。）から第一号

に掲げる部分にある利用居室（当該部分に利

用居室が設けられていないときは、道等）又

は前条第一項に規定するホテル又は旅館の

一般客室までの一以上の経路を構成する出

入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター

その他の昇降機及び敷地内の通路 

（公立小学校等に関する読替え） 
第十二条の二 公立小学校等についての第六条

から第九条まで及び前条の規定の適用につ

いては、これらの規定中「不特定かつ多数の

者が利用し、又は主として高齢者、障害者等

が利用する」とあるのは「多数の者が利用す

る」と、前条中「特別特定建築物」とあるの

は「公立小学校等」とする。 

（条例で定める特定建築物に関する読替え） 
第十三条 第三条の規定により特別特定建築物

に追加した特定建築物に対する第六条から第

九条まで及び第十二条の規定の適用について

は、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利

用し、又は主として高齢者、障害者等が利用す

る」とあるのは「多数の者が利用する」とする。 

（制限の緩和） 
第十四条 第三条から第十二条までの規定は、知

事がこれらの規定によることなく高齢者、障害

者等若しくは多数の者が建築物特定施設を円

滑に利用できると認める場合又は建築物若し

くはその敷地の形態上やむを得ないと認める

場合は、適用しないことができる。 

附 則 

1 この条例は、平成十六年七月一日から施行す

る。 

2 この条例の施行の際、現に建築又は修繕若し

くは模様替の工事中の特別特定建築物につい

ては、第四条から第十二条までの規定は適用し

ない。 

3 この条例の施行の際、現に存する特別特定建

築物で、高齢者、身体障害者等が円滑に利用で

きる特定建築物の建築の促進に関する法律施

行令の一部を改正する政令（平成十五年政令第

九号）附則第二条に規定する政令で指定する類

似の用途相互間における用途の変更をするも

のについては、この条例の規定は適用しない。 

附 則 （平成一八年条例第一四七号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則 （平成三一年条例第四九号） 

（施行期日） 
1 この条例は、平成三十一年九月一日から施行

する。ただし、第八条第二項、第九条、第十条

第一項、第十一条第二項及び第十二条第四号の

改正規定並びに同条第六号の改正規定（「車い

す使用者用駐車施設」を「車椅子使用者用駐車

施設」に改める部分に限る。）は、公布の日から

施行する。（以下略） 

 

附 則 （令和三年条例第一七号） 

この条例は、令和三年四月一日から施行する。た

だし、第五条の改正規定及び同条に各号を加える

改正規定は、同年十月一日から施行する。 

附 則 (令和五年条例第二六号) 

(施行期日) 

1 この条例は、令和五年十月一日から施行する。

（以下略） 

 

 

別表第一（第四条関係） 
特別特定建築物 床面積の合計 
学校  
病院又は診療所（患者の収容施設を有するものに限る。） 
集会場（一の集会室の床面積が二百平方メートルを超えるものに限る。）又は公会堂 
保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 
老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類する

もの 
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博物館、美術館又は図書館 
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は

待合いの用に供するもの 
公衆便所 
診療所（患者の収容施設を有しないものに限る。） 五百平方メー

トル以上 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 
飲食店 
郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類

するサービス業を営む店舗 
自動車の停留又は駐車のための施設（一般公共の用に供されるものに限る。） 
劇場、観覧場、映画館又は演芸場 千平方メート

ル以上 集会場（すべての集会室の床面積が二百平方メートル以下のものに限る。） 
展示場 
ホテル又は旅館 
体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 
公衆浴場 
料理店 
備考 床面積の合計の欄に定めのない特別特定建築物は、規模にかかわらず、建築物移動等円滑化基

準に適合させなければならないものとする。 
 
別表第二（第七条関係） 
特別特定建築物 床面積の合計 
幼稚園 二百平方メー

トル以上 病院又は診療所（患者の収容施設を有するものに限る。） 
集会場（一の集会室の床面積が二百平方メートルを超えるものに限る。）又は公会堂 
保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 
老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類する

もの 
博物館、美術館又は図書館 
診療所（患者の収容施設を有しないものに限る。） 五百平方メー

トル以上 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗  
飲食店 
郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類

するサービス業を営む店舗  
展示場  
ホテル又は旅館 千平方メート

ル以上 
体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場  

 
別表第三（第十条関係） 
病院又は診療所（患者の収容施設を有するものに限る。） 
保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 
集会場（一の集会室の床面積が二百平方メートルを超えるものに限る。）又は公会堂 
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 
ホテル又は旅館 
博物館、美術館又は図書館 
展示場 
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